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議会全員協議会 

豪雨災害対策調査特別委員会

   ２２ 金 

本会議(最終日) 
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・豪雨災害対策調査特別委員会中間報告 
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平成１８年第６回さつま町定例会審議結果 

開会 平成１８年１２月 ５日  

閉会 平成１８年１２月２２日  

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

議案 

１１３ 

平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定に

ついて 
 18.12.05 認  定 決  算

１１４ 
平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認

定について 
 〃 〃 〃 

１１５ 
平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算

の認定について 
 〃 〃 〃 

１１６ 
平成１７年度さつま町一般会計補正予算（第

７号） 
18.12.05 〃 原案可決  

１１７ 
さつま町収入役を置かない条例を廃止する条

例の制定について 
〃 18.12.22 〃 総  務

１１８ 
さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止す

る条例の制定について 
〃 〃 〃 文  教

１１９ さつま町職員定数条例等の一部改正について 〃 〃 〃 総  務

１２０ さつま町手数料徴収条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

１２１ 
さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正に

ついて 
〃 〃 〃 文  教

１２２ 
鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立につ

いて 
〃 18.12.05 可  決  

１２３ 

鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する

地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村

職員退職手当組合の共同処理する事務の変更

並びに鹿児島県市町村職員退職手当組合規約

の変更について 

〃 〃 〃  

１２４ 
鹿児島県市町村職員退職手当組合の財産処分

について 
〃 〃 〃  

１２５ 
鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散につ

いて 
〃 〃 〃  

１２６ 
鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散に伴

う財産処分について 
〃 〃 〃  

１２７ 
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組

合の解散について 
〃 〃 〃  

１２８ 
鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組

合の解散に伴う財産処分について 
〃 〃 〃  
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

議案

１２９ 

鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散につ

いて 
18.12.05 18.12.05 可  決  

 

１３０ 

鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散に伴

う財産処分について 
〃 〃 〃  

１３１ 
鹿児島県市町村消防補償等組合の解散につい

て 
〃 〃 〃  

１３２ 
鹿児島県市町村消防補償等組合の解散に伴う

財産処分について 
〃 〃 〃  

１３３ 
鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合

の解散について 
〃 〃 〃  

１３４ 
鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合

の解散に伴う財産処分について 
〃 〃 〃  

１３５ 
平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第

８号） 
〃 18.12.22 原案可決 ３ 常 任

１３６ 
平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 文  教

１３７ 
平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 〃 

１３８ 
平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計

補正予算（第２号） 
〃 〃 〃 〃 

１３９ 
平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 
〃 〃 〃 〃 

１４０ 
平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算

（第２号） 
〃 〃 〃 建  設

１４１ 
平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正

予算（第２号） 
〃 〃 〃 〃 

１４２ 人権擁護委員候補者の推薦について 〃 18.12.05 同  意  

推薦 

１ 
さつま町農業委員会委員の推薦について 18.12.22 18.12.22 決  定  

陳情 

９ 
泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書 〃 〃 趣旨採択 建  設

１１ 
森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事

業の健全化を求める陳情書 
18.12.05 〃 採  択 建  設

１２ 
リハビリテーション打ち切りの実態把握と改

善のため政府への意見書提出を求める陳情書
〃   文  教
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

陳情 

１３ 
日豪ＥＰＡに関する陳情書 18.12.05 18.12.22 採  択 建  設

発議 

６ 

森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事

業の健全化を求める意見書（案）の提出につ

いて 
18.12.22 〃 原案可決 〃 

７ 
日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

８ 飲酒運転撲滅を宣言する決議（案） 〃 〃 〃  

 議員派遣の件 〃 〃 決  定  

 閉会中の継続調査・審査について 〃 〃 〃  
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平成１８年第６回さつま町議会定例会会議録 

                            （第１日） 

○開会期日    平成１８年１２月５日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２８名） 

   １番  髙 嶺 実樹雄 議員      ２番  市 來   修 議員 

   ３番  平 田   昇 議員      ４番  新屋敷   浩 議員 

   ５番  肥 後 紀 康 議員      ６番  木 下 敬 子 議員 

   ７番  米 丸 文 武 議員      ８番  麥 田 博 稔 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  新 改 秀 作 議員 

  １１番  楠木園 洋 一 議員     １２番  宮之脇 金次郎 議員 

  １３番  柏 木 幸 平 議員     １４番  久 保 道 夫 議員 

  １５番  別 府 静 春 議員     １６番  舟 倉 武 則 議員 

  １７番  日 髙 政 勝 議員     １８番  田 中 伸 一 議員 

  １９番  柳 田 隆 男 議員     ２０番  山 崎 文 久 議員 

  ２１番  岩 元 涼 一 議員     ２２番  新 改 幸 一 議員 

  ２３番  中 尾 正 男 議員     ２４番  東   哲 雄 議員 

  ２５番  川 口 憲 男 議員     ２６番  内之倉 成 功 議員 

  ２７番  木 下 賢 治 議員     ２８番  濵 田   等 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  和 気 純 治 君   議 事 係 長  福 田 澄 孝 君 

 議 事 係 主 幹  角   茂 樹 君   議 事 係 主 査  原 田 健 二 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  井 上 章 三 君   教  育  長  福 滿 隆 德 君 

 助役（総務）  宮之脇 尚 美 君   教委総務課長  永 田 清 信 君 

 助役（経済）  山 下 彦 志 君   町 民 課 長  竪 山 修 啓 君 

 鶴田総合支所長  長 福 節 治 君   水 道 課 長  楠木園 建 雄 君 

 薩摩総合支所長  山 口 正 展 君   税 務 課 長  下 市 真 義 君 

 環 境 課 長  桑 園 憲 一 君   商工観光課長  橋之口 幸 男 君 

 健康増進課長  中 村 政 己 君   代表監査委員  木 原 成 孝 君 

 福 祉 課 長  福 永   城 君   監査事務局長  楠八重 英 雄 君 

 すこやか長寿課長  小椎八重 廣樹 君 

 消  防  長  田 上   泉 君 

 企画広報課長  中 村 慎 一 君 

 財 政 課 長  二階堂 清 一 君 

 総 務 課 長  湯 下 吉 郎 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について 

第 ６ 議案第１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認定について 

第 ７ 議案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定について 

第 ８ 議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第７号） 

第 ９ 議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について 

第１０ 議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について 

第１１ 議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正について 

第１２ 議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について 

第１３ 議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について 

第１４ 議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立について 

第１５ 議案第１２３号 鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び鹿児島県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更並び

に鹿児島県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

第１６ 議案第１２４号 鹿児島県市町村職員退職手当組合の財産処分について 

第１７ 議案第１２５号 鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散について 

第１８ 議案第１２６号 鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散に伴う財産処分について 

第１９ 議案第１２７号 鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散について 

第２０ 議案第１２８号 鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分

について 

第２１ 議案第１２９号 鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散について 

第２２ 議案第１３０号 鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散に伴う財産処分について 

第２３ 議案第１３１号 鹿児島県市町村消防補償等組合の解散について 

第２４ 議案第１３２号 鹿児島県市町村消防補償等組合の解散に伴う財産処分について 

第２５ 議案第１３３号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について 

第２６ 議案第１３４号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分に

ついて 

第２７ 議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号） 

第２８ 議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第２９ 議案第１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第３０ 議案第１３８号 平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算（第２号） 

第３１ 議案第１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

第３２ 議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号） 

第３３ 議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

第３４ 議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

第３５ 陳情について 
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△開  会  午前９時３０分   

○議長（濵田  等議員）   

 おはようございます。ただいまから平成１８年第６回さつま町議会定例会を開会します。 

 教育委員会委員長及び農業委員会会長から本定例会に欠席する旨、届け出がありましたので、

お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開  議   

○議長（濵田  等議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付してある議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１ 「会議録署名議員の指名」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１５番、別府静春議員及び１７番、

日髙政勝議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２ 「会期の決定」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月２２日までの１８日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１２月２２日までの１８日間に決定しまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３ 「諸般の報告」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第３「諸般の報告」を行います。 

 一般的なことについては、印刷してお配りしてありますので、口頭報告は省略しますが、次の

件については補足して説明します。 

 １０月６日、第５回定例会本会議において設置された１３名の委員で構成する決算特別委員会

については、１０月６日、正副委員長の互選が行われ、委員長に川口憲男議員、副委員長に平八

重光輝議員が選任されましたので、報告します。 

 次に、１０月１０日、平成１８年川薩地区介護保険組合第２回組合議会定例会が招集され、各

議案の審議が行われました。これについては、平成１７年度決算の認定、財政調整基金の費消、

補正予算及び専決処分の承認の合計４件の議案審議がなされました。 

 平成１７年度決算額は、歳入総額１億６,２３０万８,０００円、歳出総額１億５,６６９万

２,０００円、実質収支５６１万６,０００円で、審議の結果、認定されました。その他の議案に

つきましても、いずれも原案可決、または承認されました。 

 次に、監査委員から、定期監査並びに例月出納検査の結果報告がありましたので、印刷してお
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配りしてあります。御了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第４ 「行政報告」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第４「行政報告」を行います。 

 町長の報告を許します。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 町長報告につきましては、印刷してお配りしてあるところでございますが、その中で、激特事

業住民説明会と地方分権改革推進の問題について、補足して御説明を申し上げたいと思います。 

 ７月２２日の豪雨災害後、これまで関係機関・団体に対し積極的な要望活動を行ってまいりま

した結果、９月８日には激甚災害の指定、１０月４日には激特事業の採択について閣議決定がな

されたところであります。採択に当たって、御尽力いただきました町議会をはじめ関係者の方々

に対しまして、厚くお礼を申し上げる次第であります。 

 また、被災地につきましては、いまだ家屋の復旧作業などが続いており、一日も早い復旧をお

祈り申し上げるところでございます。 

 さて、１０月２５日、２６日、３０日に開催いたしました激特事業住民説明会についてであり

ます。この住民説明会については、激特事業の採択を受けまして、国土交通省川内川河川事務所

及び県土木部から事業の概要について説明を受けたところであり、４カ所で約４８０名の参加が

ございました。この中では、激特事業に対するさまざまな要望や改修計画に対する不安や早く実

施計画を示してほしいと、多くの意見や要望が出されたところであります。 

 町としましては、年明け早々に復興対策と合わせ、相談窓口となる専門部署を新たに設置し、

河川改修に向けた支援と被災地区住民の方々の要望や意見をお聞きしながら、一刻も早い復興に

向けて努力していく所存でございますので、議員各位の今後とも強力な御協力をお願いするもの

でございます。 

 次に、１１月２７日に開催されました地方分権改革推進全国大会について申し上げます。 

 今回の全国大会は、地方自治の確立と地方交付税の総額確保を掲げ、全国の自治体が強い危機

感を持って開催したところでございます。 

この中でも、特に地方交付税の総額確保については、国の財政再建のための一方的な削減は

行わず、現行法定率を堅持しながら、地方自治体の安定的財政運営に必要な地方交付税の総額を

確保すること。 

また、財源保障機能及び財政調整機能を確保し、各地方自治体の多様な行政需要に適切に対

応すること。 

さらには、地方が歳出削減に懸命に努力しても、国の財政収支の改善に使われるのみでは、

地方の頑張りは何ら報われないことから、地方の頑張りの成果を地方財政の健全化や意欲のある

地域づくりの取り組みに活用すべきであるとの決議を行ったところであり、また要望活動を行っ

たわけでございます。 

 また、これらに関連することとして、国の地方分権推進の諸課題への懸念が大きいことから、

今後の地方分権改革の推進に関する緊急アピールを行うべきということになりまして、１１月

２９日、鹿児島県地方６団体の連名でこの緊急アピールを行いました。 

これは、地方分権改革推進法の早期制定の問題、また地方税財源の確保についての問題、ま
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た新型交付税に対する問題、それから公営企業金融公庫廃止後の新たな仕組みについてという問

題、そして道路特定財源の件についてこれらを取り上げたところでございます。 

 いずれにいたしましても、地方交付税につきましては、新型交付税の算定基準のあり方も含め、

検討の余地が大きいところでもありますので、今後とも地方財政の現状を関係機関に強く訴えて

いきたいと考えているところであります。 

 以上で、行政報告を終わります。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５ 「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳

入歳出決算の認定について」、日程第６ 「議案第

１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認

定について」、日程第７ 「議案第１１５号 平成

１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定につい

て」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第５「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」から日程第

７「議案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定について」まで、以上

の議案３件を一括して議題とします。 

 決算特別委員長の審査報告を求めます。川口委員長。 

〔川口 憲男議員登壇〕 

○決算特別委員長（川口 憲男議員）   

 おはようございます。決算特別委員会に付託されました「議案第１１３号 平成１７年度さつ

ま町歳入歳出決算の認定について」、「議案第１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決

算の認定について」及び「議案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定

について」の議案３件の審査の過程と結果につきまして、御報告申し上げます。 

 当委員会は、去る１０月６日の第５回定例会最終日において、委員１３人で設置され、委員長

に不肖私が、副委員長に平八重光輝議員が選任されました。 

 審査は、１０月３１日から１１月７日までの日程で、執行部から各種資料を求めて、適正な執

行、事業による行政効果や経済効果、また今後の行財政執行上改善すべき点等について、慎重に

審査を行ったところです。 

 その結果、「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」、「議案

第１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認定について」及び「議案第１１５号 

平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定について」の議案３件については、いずれも

認定すべきものと決定した次第であります。 

 それでは、審査の過程における主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」であります。 

 始めに、税務課の審査の中で、町税の収入未済額対策について質しましたところ、不動産、給

与、預貯金及び国税還付金の差し押さえを行っている。今後も法的措置を講じながら、収納率向

上に努めていきたい。 

なお、誠意がみられない滞納者などについては、不動産の公売等も行っている。収入未済額
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の中に、特別土地保有税が３,６００万円ほど含まれているが、現在裁判所による競売が行われ

ていることから、その状況を見極めながら処分を行っていきたいとのことであります。 

 また、地籍調査については、調査完了予定年度と筆界未定の対処について質しましたところ、

調査完了については、補助金の減額もあり、８年後ぐらいになるとのことであります。筆界未定

は約１６０筆あるが、不動産登記法の改正により、法務局が仲介をする「筆界特定制度」ができ

たことから、この制度の啓発に努めていきたいとのことであります。 

 次に、町民課の関係で、住宅新築資金等貸付金の収入未済額対策について質しましたところ、

長期滞納者等の事情聴取を行い、弁済計画書の提出、臨戸訪問など未収対策に努力しており、今

後も引き続き努力をしていきたいとのことであります。 

 次に、福祉課の関係で、地震災害援護資金の収入未済額対策について質しましたところ、臨戸

訪問を行い徴収に努力している。今後も債務者の実態調査を行いながら、収納に努めていきたい

とのことであります。 

 また、保育料については、歳入調定漏れと収入未済額対策について質しましたところ、今年度

だけ滞納繰越分の歳入調定漏れがあったが、これについても催告書の送付、電話催告、臨戸訪問

などを行い、徴収に努力していきたいとのことであります。 

 また、チャイルドシートの購入補助金制度が平成１８年３月３１日をもって廃止されたが、住

民への周知や経過措置を設けるなどの配慮が必要でなかったかについて質しましたところ、制度

の廃止については、広報紙等で周知を図ったが、経過措置を設けていなかったことから約４件の

苦情があった。苦情のあったところについては、直接伺い理由を説明したとのことであります。 

 次に、すこやか長寿課の関係で、緊急通報システム制度の使用状況について質しましたところ、

町が電話機を給付している近隣ネットワーク方式と、町が毎月３,１５０円のリース料を負担し

ている安全センター方式の２方式が導入され、主に安全センター方式が活用されており、毎月約

４０件の通報があるとのことであります。 

 次に、企画広報課の関係で、地域交通対策の業務委託の内容と今後の取り組みについて質しま

したところ、高齢者のバス利用の状況など町内の交通実態について、コンサルタントに調査を委

託したもので、利用実態等の調査結果が出されたところであるが、林田バス問題が出る以前の調

査となっている。このため、調査結果の再検討も必要となるが、今後はこの結果をもとに廃止後

の状況等をみながら、地域交通体系を検討していきたいとのことであります。 

 次に、健康増進課の関係で、基本検診の受診率を上げるため、日曜日などに実施する考えはな

いか質しましたところ、健診業務を検査機関に委託していることや日程調整面で課題もあるが、

既に土曜日、日曜日に実施している地区もあることから、今後も検討を進めていきたいとのこと

であります。 

 また、診療所の運営について質しましたところ、平成１８年度で施設等の起債償還や医師との

診療業務委託契約が終了することから、現在、今後のことについて医師と協議を行っているとの

ことであります。 

 次は、環境課の関係で、山崎地区の鶏糞燃焼発電施設周辺の悪臭対策と柊野地区の採石場によ

る河川汚濁の対策について質しましたところ、発電施設については悪臭等の苦情が寄せられたこ

とから、保健所などと立ち入り検査を２回ほど行い、悪臭が外に漏れないように会社に申し入れ

を行っており、農業関係の事業により整備された施設でもあることから、関係課とも連携をとっ

ているとのことであります。 

 また、採石場による河川汚濁についても、農業用水に使えないなどの苦情が寄せられたことか

ら、泥水が河川に流れ込まないように会社に申し入れを行っているとのことであります。 
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 次に、農政課の関係で、農産物の産地化、ブランド化及び農家の所得向上を図るには推奨品目

を絞るべきではないかと質しましたところ、推奨品目を１５品目から７品目に絞り、生産の拡大

を図っていきたいとのことであります。 

 次に、給食センターの関係で、配送区域の見直しと給食センターの統合について質しましたと

ころ、配送区域の見直しについては、配送車の規格と学校側のコンテナの受入施設の構造などの

違いや給食を入れるコンテナがセンターで異なっているなどの課題はあるが、前向きに検討して

いるとのことであります。また、給食センターの統合については、現在、調査・検討を行ってい

るとのことであります。 

 次に、総務課の関係で、財務事務、行政事務など職員の基本となることが徹底していないので

はと質しましたところ、今回の決算で職員の財務事務、行政事務については認識不足が見られた

とのことを真摯に受けとめ、財政事務研修、行政事務研修を積極的に行っていくとのことであり

ます。 

 次に、財政課の関係で、一部の課で歳入調定漏れがあったとの説明を受けたことから、財政課

の対応について質しましたところ、定住促進事業の返還金の歳入調定漏れがあったため、ほかに

もそういう事例がなかったか調査したところ、保育料、介護保険事業、国民健康保険事業にも歳

入調定漏れがあることが判明した。 

定住促進事業の場合は、町外に転出されたことにより、補助金返還をしてもらわなければな

らない状況が発生したことが歳入調定漏れであったことと、その一部は発生から５年が経過し町

が債権を失している。このほかの場合は、単に歳入調定伝票の起票漏れであり、債権としてある

ことから、定住促進事業の場合とは異なっているとのことであります。 

歳入事務処理は、歳出より重要な面があることから、今後財務研修を徹底し、再発防止に努

めていきたいとのことであります。 

 次に、「議案第１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認定について」及び「議

案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定について」であります。 

 水道使用料金の未収対策について質しましたところ、水道料金の時効は、これまでは地方自治

法による５年と解釈されていたが、最高裁判所の判例に基づき、民法に定める２年の時効が適用

されることになったことから、時効の援用がない限りは債権が消滅しないことから、確実に回収

していく努力を今後も続けていくとのことであります。 

 最後に、次の点について、町長に質したところであります。 

 まず、歳入で、定住促進事業返還など４件の歳入調定漏れが発生した原因、今後の対策、責任

をどのように受けとめているのか質しましたところ、初歩的なミスであってはならないことだと

思っている。なお、定住促進事業返還事務については、事務手続きを怠ったために町に損失を与

えたことについても遺憾なことだと思っている。 

今回のことを重く受けとめ、内部でも十分調査し善後策を講じたい。責任については、どこ

まで責任を問えるか、もう少し内容の把握を行いたいとのことであります。今後機会をとらえて、

財政部門をはじめ地方公務員制度など内部研修にも力を注ぎ、質の高い職員の育成に努めていき

たいとのことであります。 

 次に、町収入金の未収納対策について質しましたところ、町税関係が積極的に滞納処分を行っ

ていることから、他の債権についても債権対策委員会等で十分協議し、前向きに取り組んでいき

たいとのことであります。 

 次に、「株式会社ヘルシーランドつるだ」の経営のあり方についてと「町民センターつるだ

荘」の耐震診断への対策について質しましたところ、「株式会社ヘルシーランドつるだ」の経理
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については、税理士の指導を受けながら行っており、不法な経理を行っているという認識は全く

持っていないし、町の補助金を入れながら運営を行っていることから、できるだけ新たな町の負

担がないよう経営努力を精いっぱい行ってきたと認識しているとのことであります。 

また、「町民センターつるだ荘」の耐震対策については、公共施設の安全性の確保という点

から考えれば補強工事をする必要があるが、多額の工事費を要することや将来的に使える形にす

るべきかという問題もあり、当面使うことは支障がないという範囲の中で様子を見てきたとのこ

とであります。 

 次に、条例公民館のある地域とない地区では、維持、運営面で若干の見直しが行われてはいる

が、いまだ不公平感があることについて質しましたところ、合併協議会において条例公民館につ

いては、現行どおり新町へ引き継ぐとの確認がなされ、現行の運用を行っているという経緯があ

るが、早い段階での町民の一体化を図ることなどを考えると、この不公平感を解消することは必

要であると思っている。薩摩地域においては、本年６月６日に区公民館長、公民会長会を開催し、

平成２０年度からの自治公民館制度、区制への移行について、理解と協力をお願いしたとのこと

であります。 

 次に、さつま町防災計画書、職員に対しての災害時の初動マニュアル、防災マップが作成され

ているが、今回の豪雨災害を教訓にして防災対策をどのようにしていくかについて質しましたと

ころ、避難勧告の命令のあり方、防災情報の伝達方法のあり方などに反省すべき点も多くあった

ことから、防災対策上の改善点、防災計画の見直し等についての意見を集約しているところであ

り、国、県、警察、消防などとも協議し、早い機会に地域防災計画の見直しを行いたいとのこと

であります。 

 次に、職員の給与の適正化に関する取り組みについて質しましたところ、旧町間の職員の給与

格差の是正については、合併時にあわせて手当などの見直しを行ってきたが、給料については、

採用前の前歴、採用月、旧町の昇給・昇格の運用の違いなどにより、同じ経験年数でありながら

格差が生じているのは事実である。この格差是正については、平成１７年度から管理職の調整を

行っているが、調整が難しい状況もある。同じ経験年数でありながら、大きく給料が異なること

は職員の士気にも影響することから、ラスパイレス指数や総人件費の抑制ということなどを十分

に検討し、影響のない範囲において早急に改善を図るように指示をしているとのことであります。 

また、一般行政職と技能労務職の給料表適用にかかる運用のあり方についても、職員組合と

協議をしながら、その解消に向けて努力をしているとのことであります。 

 以上が町長に対する質疑の概要であります。 

 次に、討論についてでありますが、討論では、反対、賛成の立場から各１人から意見が述べら

れました。 

 反対討論の要旨は、「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」

について、「株式会社ヘルシーランドつるだについて、この公の施設を目的から外れた宴会場と

して利用し民業を圧迫しており、赤字についても町からの補助金を引き出していることや定住促

進事業の返還金の歳入調定漏れについて、町長が歳入の内容を調査し、収入金額を決定する行為

を怠ったことにより、１４０万円は時効により町の請求権は消滅し、町に損害を与える結果とな

ったことや町民センターつるだ荘の耐震構造調査の結果、基準値に達しない施設であることを隠

して客を取り込んできたことから、この決算を認定することはできない」というものであります。 

 これに対して、賛成討論の要旨は、「４日間の審査の中で、歳入調定問題を主として不手際が

あったのは事実であり、この不手際については執行部も率直に認め、今後の対応策の説明を受け、

問題解決に取り組むという前向きな姿勢であることから、この決算を妥当として賛成する」とい
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うものであります。 

 以上の討論の後、まず「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定につい

て」は、起立採決の結果、「起立多数」で認定すべきものと、次に「議案第１１４号 平成

１７年度さつま町水道事業会計決算の認定について」及び「議案第１１５号 平成１７年度さつ

ま町簡易水道事業会計決算の認定について」の議案２件を一括採決し、起立採決の結果、「起立

全員」で認定すべきものと決定を見た次第であります。 

 なお、当委員会としては、付帯意見として、歳入調定漏れの再発防止策として、（１）チェッ

ク機能の充実・チェックシステムの構築、（２）職員研修（財務実務・法制実務）の充実を図る

ように、執行部に対して申し入れをすべきであるとの意見の一致を見たところであります。 

 以上、決算審査の概要を申し上げましたが、直接触れなかった事項につきましても慎重に審査

した次第であります。監査及び決算特別委員会において指摘された事項については、改善策を実

施し、一層効率的な行財政運営に努められるよう要望し、報告を終わります。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これからただいまの報告について、質疑を行います。質疑はありませんか。ありませんか。日

高議員。 

○日髙 政勝議員   

 委員長報告に対しまして質問をいたしますけれども。ただいまのこの「議案第１１３号 平成

１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」、ただいま決算認定に当たりまして、反対討論、

賛成討論の後、起立採決の結果、起立多数で認定すべきものと決定を見たという御報告でござい

ます。 

この６ページのところに、最後のところでございますが、賛成討論では、４日間の審査の中

で、歳入調定問題を主として不手際があったのは事実である。不手際については、執行部も率直

に認めというのが前段にあります。そして、後段に今後の対応策の説明を受け、問題解決に取り

組むという前向きな姿勢であることから、この決算を妥当として賛成するというような要旨にな

っておりますけれども。 

それと４ページですか、町長は４件の歳入調定漏れが発生したことに対して、初歩的なミス

で、あってはならないことだと思っていると。なお、定住促進事業の返還事務については、事務

手続きを怠ったために町に損失を与えたことについては、遺憾なことだと思っていると。そうい

うようなお答えをされておりますが、委員会、執行部共にそういった事実関係を確認をされてお

るようですけれども。 

 そこで、決算特別委員会とされましては、前段のこの不手際とかあるいは損失という、この

４件の法令違反の事実というのは、確認はされたけれども、後段に言う問題解決に取り組むとい

う前向きなこの姿勢があったから、あるいはこの最後の方にあります、付帯意見を申し入れると

いうことで、認定というふうになったのか。まあ、認定の眼目を前段ではなくて、後段の方に置

いたということで理解をしていいのか、その辺のところを確認をする意味でお尋ねをいたします。 

○決算特別委員長（川口 憲男議員）   

 ただいまの質問ですけれども、当然おっしゃるように、賛成討論の中でもその不手際のことは

指摘をされたわけです。その審査の過程の中では、十分各執行部の方からも今後の対策といいま

すか、財務調査、いろいろ職員の研修を行っていくということは答弁の中にありました。 

それを踏まえまして、決算委員会でも一番最後に申し上げましたように、付帯意見というこ

とで、ここに明記しているようなことを強く要望していくということで、皆さんのこの採決の決
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定を見たところであります。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。討論がありますので、認定に反対の方の発言

を許します。平田議員。 

○平田  昇議員   

 私は、平成１７年度さつま町一般会計の決算を認定することに反対です。 

まず、私が年間を通して訴え続けてきたこと。地域の住民が福祉を増進するため利用する公

民館、図書館等と同じ目的でつくられた公の施設「ヘルシーランドつるだ」が、その目的から大

きく外れた宴会という営業用に使用されてきたこと。固定資産税の納入義務はない上、町からの

多額の運営補助金を受けるヘルシーランドに民間の旅館業等は泣かされてきた。県からも本来の

施設として活用するようにとの意見も受けたが、聞き入れずに来ている。この公の施設の目的外

使用は、決算上認定できない。 

 同施設が町から補助金を受けるには、営業に当たる株式会社の社長の位置にある町長が、町長

である本人に補助金交付申請を出して、それにこたえる形の双方代理、または一職員が取締役と

いう役職に立って代表となり、町からの補助を受ける仕組みをとってきた。国政の段階では、人

事院規則１４の８で、営利企業の役員等との兼業という枠の中で大きな枠をはめている。これは

地方行政には及ばないだろうか、及ぶはずだと私は思います。 

 営利追求を業とする「株式会社ヘルシーランドつるだ」が、なぜ毎年補助金の交付を受けるこ

とができるのか調べると、驚くことにこの「ヘルシーランドつるだ株式会社」は、鶴田町時代の

補助金交付規制の中で福祉の振興に当たる幾つかの協議会、さらに遺族会、精神薄弱者育成会、

単位老人クラブ、身体障害者福祉協議会、在宅介護支援事業所などと並んで、宴会で金もうけを

しようとする、営利をしようとする「ヘルシーランドつるだ」が、補助金対象として位置づけさ

れている。それが続けられてきている。 

 補助金交付条件の欄を見ると、同施設の町条例第１条を入れてある。読みましょう。「町民の

福祉の向上及び健康づくりを推進し、人や物の交流を通して観光産業の振興に寄与し、あわせて

地域情報交換及び交流の場とすること」、何のことはない。この条文は、町長が私に公の施設で

宴会できる根拠として何回も言ったことです。条例にもっともらしい条文を載せて、それを宴会

という営業を営める根拠にして営業をし、さらにこれに他の福祉事業と並べて補助金をつぎ込む。

脱法行為としか言いようがない。 

そして、その経理の仕方は、過年度においてこのままで行くと税をすることになるからと、

ちゃんと文書にある。だから、その税務対策として、年度の赤字を１００万円にしたいと町に補

助金減額の申請をしたり、逆に会社から町に寄附金を出して、決算ではぴったり１００万円の赤

字。行政のこういう法の裏をかくやり方を知ると、まじめに納税義務を果たしている町民は何を

思うだろうか。税理士の指導だとのことだが、税理士協会に聞いた。税理士はそんな指導はしな

い。納税義務から逃れるための指導はしないと言う。当然のことです。 

また、会社の資本金を取り崩して、議会の議決を得ないで施設を改装した。このように、町

の施設を私物化する行為は、１８年に入ってからのことですのでこれ以上は言わないが、こうし

た体質で行政が進められており、私たち議員は、議会はしっかりしなければならないことを言い
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たいのです。 

 次は、旧鶴田町が進めた定住促進事業に関して生じた町の歳入について、町長が調定を怠った

ため、町の会計に４４０万円の未調定額が生じ、うち１４０万円の請求額権は既に時効消滅して

いる。この町に与えた損失、当然町民が抱く不公平感につき、どうしようと考えているのか質す

が、今朝方、調査をするというだけでその場は済んだ。今朝方、全協の場で担当職員に文書で訓

告か戒告かをしたというが、最終責任を負うのは町長ではないのか。調定をするという法文をど

う解釈するのか。調定をするのは長だという、この法文をどう解釈すればいいのか、責任の部下

への転嫁ではないか。当然町民が抱く。 

ただいまの委員長の報告には、調査をしたところ保育料、介護保険料等にも歳入調定漏れが

あるとされているが、これらとこの問題とを同列に取り扱うべきではない。 

この町長の責任により、町に損失を生み出した調定問題についても、決算として認定できな

い。責任が明確にされていない。 

 次は、つるだ荘の件について、町が民間業者に管理運営を委託しているつるだ荘が、耐震構造

になっていないとの診断を専門筋から下されて１０年近くになるという。同施設に耐震力をつけ

るには６,０００万円以上を要するので、手をつけられていないという。つるだ荘は、この事実

を隠して使用されてきた。耐震構造の意味するものとは何か。究極には人命の保護である。その

ために、地域別、地盤種別、構造種別による設計基準によって、地震に耐えられる力を備える規

則を定めてある。その規則から見て、耐震力に欠けるつるだ荘が宿泊にも利用されてきた。大き

な問題である。 

ところが、町長は当面使うことは支障はない範囲の中で様子を見てきた。いいですか、当面

使うことは支障はない範囲の中で様子を見てきたなどと、全くわけがわからない弁解をしている。

スポーツコンベンションで来町した学童たちも宿泊したんです。まさかのときはどうなるんでし

ょうか。また、そのような建物はほかにもあるといって、その建物がどれであるのかを言わない。

例の姉歯事件で、全国各所のホテルやビル等が使用禁止になったというのに、こんなことでは危

機管理能力も欠けているというしかない。この件でも平成１７年度の決算は認定できない。即刻

つるだ荘を休眠させ、ほかに耐震力を欠く施設があるなら、これにも即対策をとるべし。 

 私は、以上の点を上げて、平成１７年度の決算は認定すべきではないと主張したが、これに対

して、当決算は認定するという立場で討論に立った宮之脇委員の論旨は、調定についての不手際

は執行部も率直に認め、１８年度に問題解決に取り組むという前向きの姿勢であるので、認定す

ることに賛成であるとされた。このように、私が指摘している点に何ら反論されていない。これ

では討論の意味をなさない。 

私は、決算を認定するという意味をその年度の執行が適正であったか否か、適切であったか

否か、これを自分として判断することであると思う。執行したある点を否と指摘された執行者が、

自らこれを認め、反省の意思を示せばそれならよいと認定する。決算の認定とはそんなものでは

ないと思う。今は小さな傷に見えても、やがては大きな損失につながるのです。賛成論に立たれ

る方、私が指摘した点を論破し、私の主張した点が間違っていれば、それを論証してください。 

 今、注目されている夕張市を見てください。このままで進めば、やがては大きな借金を抱え込

んで、自分たちは大変なことになるということを読み取ることをせず、借金がどんどん膨らんで

いったが、それでもまともに考えようとせず、さらに借金、また借金で、今日、明日がよければ

それでよいとやってきたのです。そして気づいたときには、全市民が絶望の状態に追い込まれて

いる。そして、これからの負担は市民にのしかかってくる。 

こうなったのは、夕張の市議会に責任があるのです。私たちの議会は、さつま町の進む道を
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間違わせないためにあるのです。これから先を読み取り、間違いを訂正しなければ、質していか

なれば、年１億７,０００万円の議会費は無駄遣いです。私たちのさつま町の財政状況は、県内

陸部では最も悪いです。国内でも悪い方なのです。実質公債費比率がそれを示しています。だか

ら、私たち議会にある者がしっかりしなければなりません。よいことはよい、悪いことは悪いと

はっきり示す議会でなければなりません。 

私が決算の認定に反対する理由として、上げた理由の中には、確かにそうだと思われるものが

あると信じます。責任の重い任務についている私たちは、厳正な姿勢で町の課題に取り組まなけ

ればならないと信じます。そのために、さつま町のこれからのために、平成１７年度の決算を認

定することには賛成しないでください。 

○議長（濵田  等議員）   

 次に、認定に賛成者の発言を許します。平八重議員。 

○平八重光輝議員   

 私は、平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について、賛成の立場から意見を申し述べさ

せていただきますが、今の平田議員の方からいろいろ御質問がありまして、短時間のうちにそれ

についてすべて反論しろと言われましても、私もそれほどの資料も持っていませんし、能力もあ

りませんので、できる範囲で申し述べたいと思います。 

 平成１７年度の歳入歳出決算については、国と地方の三位一体改革が進められる厳しい状況の

中、そして３町が合併し新町のもとで、福祉、健康増進、環境、産業経済、あるいは道路、住宅、

公園、消防、防災、学校教育など、その他町民の生活に欠かせないあらゆる分野において、本町

の住民福祉向上のため精力的に取り組みがなされた結果であります。 

決算特別委員会においては慎重審議がなされ、各委員から意見が出されたところであります。 

反対意見として出されました「株式会社ヘルシーランドつるだ」については、法に従い管理

運営がなされており、法律上は問題がないものと思っております。 

 次の歳入調定漏れについては、説明によりますと主な原因は、転居先不明、つまり住所が不明

なことなどから漏れがあったというようなものもあるということでありまして、委員長報告のと

おり、このことを重く受けとめ、財政事務研修などを徹底し、再発防止に努めていくとの町長の

答弁があったこと。 

「町民センターつるだ荘」については、確かに耐震診断の結果は、現在の基準は満たしてい

ないが、この改善には多額の経費を要することから、改修がなされずに従来どおりの運営がなさ

れてきたものであります。これはやむを得ないものであり、また水害以降は営業もされておらず、

今議会に廃止条例も提案される予定であるなど、対策を講じられていることでもあります。 

 公債費比率につきましては、今回の決算認定については直接論議もされておりませんし、これ

については反論を差し控えさせていただきます。 

 以上のことを踏まえて、決算特別委員会の中で指摘されたことを取り入れ、町民の皆さん一人

一人の声を大切にしながら、人々が織りなす元気で快適な活力のあるまちづくりを目指し、今後

の町政の執行に全力で取り組まれることを強く要望しながら、今回の決算については認定すべき

ものと考える次第であります。議員皆様の見識ある判断をされることをお願いし、私の賛成討論

とさせていただきます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   
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 これで討論を終わります。 

 これから採決します。 

 まず、「議案第１１３号 平成１７年度さつま町歳入歳出決算の認定について」を採決します。

この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、委員長報

告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ありがとうございました。起立多数です。したがって、「議案第１１３号 平成１７年度さつ

ま町歳入歳出決算の認定について」は認定することに決定しました。 

 次に、「議案第１１４号 平成１７年度さつま町水道事業会計決算の認定について」及び「議

案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道事業会計決算の認定について」の議案２件を採決

します。この採決は起立によって行います。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、委員長報

告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ありがとうございました。起立全員です。したがって、「議案第１１４号 平成１７年度さつ

ま町水道事業会計決算の認定について」及び「議案第１１５号 平成１７年度さつま町簡易水道

事業会計決算の認定について」は認定することに決定しました。 

 しばらく休憩します。この後、全員協議会を開きますので、控え室の方にお集まりください。 

なお、その前に議運を開かせていただきます。議運の委員の方は、第２委員会室の方にお願

いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時４０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここでお諮りします。ただいまの決算特別委員長の報告にありました歳入調定漏れの再発防止

として、チェック機能の充実、チェックシステムの構築、職員研修（財務実務・法制実務）の研

修の充実を図るよう、執行部に対して申し入れをすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 御異議なしと認めます。したがって、そのように申し入れをすることに決定しました。 

今後この決算特別委員会等での論議、そしてまた本日の討論等を踏まえまして、今後におき

ましては、このような事件が再発することのないよう強く申し入れをすることにいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第８ 「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一

般会計補正予算（第７号）」   

○議長（濵田  等議員）   
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 日程第８「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第７号）」を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第７号）」についてであります。 

 これは、公有林整備事業債借り換えに伴う公債費に要する経費を補正しようとするものであり

ます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,４３３万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１８１億６,８７０万３,０００円にしようとするものであります。 

 内容につきましては、財政課長に説明させますので、よろしく御審議いただきますようお願い

いたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○財政課長（二階堂清一君）   

 「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第７号）」について、その内容

を説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員）   

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第１１６号については、会議規則第３９条第

２項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第１１６号は委員会付託を省略することに決定しまし

た。委員会付託を省略します。 

 これから質疑を行います。ただいまの議案第１１６号について、質疑はありませんか。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから議案第１１６号を採決します。 

 お諮りします。ただいまの「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第

７号）」は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「議案第１１６号 平成１８年度さつま町一般会計補正予

算（第７号）」は、原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第９ 「議案第１１７号 さつま町収入役を置かな
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い条例を廃止する条例の制定について」、日程第

１０ 「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ

荘条例を廃止する条例の制定について」、日程第

１１ 「議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一

部改正について」、日程第１２ 「議案第１２０号 さ

つま町手数料徴収条例の一部改正について」、日程第

１３ 「議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条

例の一部改正について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第９「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」

から日程第１３「議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について」まで、

以上の議案５件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 まず、「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」で

あります。 

 これは、地方自治法の一部改正に伴い収入役が廃止されるため、本条例を廃止しようとするも

のであります。 

 次に、「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定につい

て」であります。 

 これは、さつま町町民センターつるだ荘の老朽化と今回の豪雨災害による被災に伴い、平成

１９年１月１日から同施設を廃止しようとするものであります。 

 次に、「議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正について」であります。 

 これは、地方自治法の一部改正に伴い、助役が副町長に改められることなどから、関係する条

例の一部を改めようとするものであります。 

 次に、「議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について」であります。 

 これは、住民基本台帳法等の一部改正に伴い、本条例の一部を改めようとするものであります。 

 次に、「議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について」であります。 

 乳幼児の診療分について、平成１９年３月１日から乳幼児医療費の助成方法を自動償還方式に

変更するため、本条例の一部を改めようとするものであります。 

 内容の説明につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議いただ

きますようお願いいたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○総務課長（湯下 吉郎君）   

 議案集の１１７ページをお開きください。「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例

を廃止する条例の制定について」。 

〔以下議案説明により省略〕 

○鶴田総合支所長（長福 節治君）   

 「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について」説明

をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

- 15 - 



○総務課長（湯下 吉郎君）   

 議案集の１１９ページをお開きください。「議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部

改正について」説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○町民課長（竪山 修啓君）   

 「議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について」でありますが、３法案の国

の改正に伴う提案であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○健康増進課長（中村 政己君）   

 「議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいま議題となっております各議案に対する一括質疑は、１２月１３日の本会議で行います

ので、当日まで審議を中止しておきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１４ 「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医

療広域連合の設立について」、日程第１５ 「議案第

１２３号 鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する

地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村職員退職手

当組合の共同処理する事務の変更並びに鹿児島県市町村

職員退職手当組合規約の変更について」、日程第

１６ 「議案第１２４号 鹿児島県市町村職員退職手当

組合の財産処分について」、日程第１７ 「議案第

１２５号 鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散につ

いて」、日程第１８ 「議案第１２６号 鹿児島県市町

村自治会館管理組合の解散に伴う財産処分について」、

日程第１９ 「議案第１２７号 鹿児島県市町村非常勤

職員公務災害補償等組合の解散について」、日程第

２０ 「議案第１２８号 鹿児島県市町村非常勤職員公

務災害補償等組合の解散に伴う財産処分について」、日

程第２１ 「議案第１２９号 鹿児島県市町村交通災害

共済組合の解散について」、日程第２２ 「議案第

１３０号 鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散に伴

う財産処分について」、日程第２３ 「議案第１３１号 

鹿児島県市町村消防補償等組合の解散について」、日程

第２４ 「議案第１３２号 鹿児島県市町村消防補償等

組合の解散に伴う財産処分について」、日程第

２５ 「議案第１３３号 鹿児島県市町村議会議員公務

災害補償等組合の解散について」、日程第２６ 「議案

第１３４号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組

合の解散に伴う財産処分について」   

○議長（濵田  等議員）   
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 日程第１４「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立についてから日程第

２６「議案第１３４号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分につ

いて」まで、以上の議案１３件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 まず、「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立について」であります。 

 これは、高齢世代と現役世代の医療費負担の明確化と都道府県単位ですべての市町村が加入す

る運営主体を創設し、財政運営の責任の明確化を図るため、鹿児島県後期高齢者医療広域連合を

設立しようとするものであります。地方自治法第１９１条の１１の規定により、議会の議決を求

めるものであります。 

 次に、「議案１２３号 鹿児島県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加

及び鹿児島県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務の変更並びに鹿児島県市町村職員退職

手当組合規約の変更について」であります。 

 これは、平成１９年４月１日から鹿児島県市町村職員退職手当組合、鹿児島県市町村自治会館

管理組合、鹿児島県市町村消防補償等組合、鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合、鹿

児島県市町村議会議員公務災害補償等組合、鹿児島県市町村交通災害共済組合及び鹿児島県離島

緊急医療対策組合の７つの組合を統合し、鹿児島県市町村総合事務組合にその事務を承継させる

ため、鹿児島県市町村職員退職手当組合の名称変更及び組合規約の変更について、地方自治法第

２８６条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議しようとするもので、同法第２９０条の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、「議案第１２４号 鹿児島県市町村職員退職手当組合の財産処分について」、「議案第

１２５号 鹿児島県市町村自治会館管理組合の解散について」、「議案第１２６号 鹿児島県市

町村自治会館管理組合の解散に伴う財産処分について」、「議案第１２７号 鹿児島県市町村非

常勤職員公務災害補償等組合の解散について」、「議案第１２８号 鹿児島県市町村非常勤職員

公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分について」、「議案第１２９号 鹿児島県市町村交通

災害共済組合の解散について」、「議案第１３０号 鹿児島県市町村交通災害共済組合の解散に

伴う財産処分について」、「議案第１３１号 鹿児島県市町村消防補償等組合の解散について」、

「議案第１３２号 鹿児島県市町村消防補償等組合の解散に伴う財産処分について」、「議案第

１３３号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散について」、「議案第１３４号 

鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分について」であります。 

 これは、７つの一部事務組合を解散し、鹿児島県市町村総合事務組合に統合することによる組

合規約の変更並びに財産処分に関し、地方自治法第２８８条及び同法第２８９条の規定により関

係団体と協議しようとするもので、同法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求めるものであ

ります。 

 内容の説明につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださ

るようお願いいたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○健康増進課長（中村 政己君）   

 議案集の１２２ページになります。「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設

立について」説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 
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○総務課長（湯下 吉郎君）   

 議案集の１２３ページをお開きください。「議案第１２３号 鹿児島県市町村職員退職手当組

合を組織する地方公共団体の数の増加及び鹿児島県市町村職員退職手当組合の共同処理する事務

の変更並びに鹿児島県市町村職員退職手当組合規約の変更について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○総務課長（湯下 吉郎君）   

 次に、議案集の１２４ページをお開きください。議案第１２４号から議案第１３４号につきま

しては、ただいま御説明いたしました議案第１２３号でしましたとおり、７つの組合を統合する

という関連でございます。本町が加入している５組合の解散及び解散に伴う財産処分を行うもの

で、財産はすべて鹿児島県市町村総合事務組合に帰属させるというものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（濵田  等議員）   

 お諮りします。ただいま議題となっています議案１３件については、会議規則第３９条第２項

の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、議案１３件は委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

 これから質疑を行います。ただいまの議案１３件について、質疑はありませんか。ありません

か。麦田議員。 

○麥田 博稔議員   

 市町村の総合事務組合ができるということですけれども、色々メリットとして書いてあります

が、管理運営費にかかる経費が縮小するということで、市町村の負担金ですね、これが減ってく

るのかなと。例えば、議員数が７０何名が２０になったりすると、いろいろやはり広域的に削減

が図られるのかなと思うんですけれども。その辺を私たちの町については、どれぐらいと思われ

ているのか、わかっておれば。県内ではどうなるのか。 

○総務課長（湯下 吉郎君）   

 ただいまお配りいたしました資料の中に、メリットを書いてございますが、個々の事務組合に

つきましては、まだ決算が年度途中であるわけですけれども、それぞれの組合におきまして決算

をするわけですが、負担金につきましては、これまでの負担金を上回ることはないというような

ことで説明を受けております。なお、人的な職員数につきましても、非常にこの事務量が増大し

ておりますが、それを統合化して、その職員の効率化、事務の効率化に努めようとするものでご

ざいますので、個別の金額につきましては、まだ説明を受けていないところでございます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 
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 これから議案１３件を一括して採決します。 

 お諮りします。「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設立について」から

「議案第１３４号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う財産処分につい

て」までの議案１３件は、可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「議案第１２２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の設

立について」から「議案第１３４号 鹿児島県市町村議会議員公務災害補償等組合の解散に伴う

財産処分について」までの議案１３件は可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２７ 「議案第１３５号 平成１８年度さつま町

一般会計補正予算（第８号）」、日程第２８ 「議案第

１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）」、日程第２９ 「議案第

１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）」、日程第３０ 「議案第１３８号 

平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算

（第２号）」、日程第３１ 「議案第１３９号 平成

１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）」、日程第３２ 「議案第１４０号 平成

１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号）」、

日程第３３ 「議案第１４１号 平成１８年度さつま町

簡易水道事業会計補正予算（第２号）」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２７「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」から日程

第３３「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」まで、

以上の議案７件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 まず、「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」についてであ

ります。 

 今回の補正は、道路橋梁災害、河川災害復旧費に要する経費及び社会福祉費、児童福祉費、総

務管理費並びにその他所要の経費を補正しようとするものであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億２,９９５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１８３億９,８６５万３,０００円にしようとするものであります。 

 次に、「議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）」についてであります。 

 今回の補正は、保険給付費及び老人保健拠出金、介護納付金、基金積立金、公債費並びに諸支

出金に要する経費を補正しようとするものであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７８３万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３２億１,６８６万５,０００円にしようとするものであります。 
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 次に、「議案第１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」

についてであります。 

 今回の補正は、保険給付費、総務管理費及びその他所要な経費を補正しようとするものであり

ます。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２５億１,５８２万７,０００円にしようとするものであります。 

 次に、「議案第１３８号 平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算（第２号）」

についてであります。 

 今回の補正は、医業費等に要する経費を補正しようとするものであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億５,００１万７,０００円にしようとするものであります。 

 次に、「議案第１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」についてであります。 

 今回の補正は、農業集落排水施設管理に要する経費を補正しようとするものであります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６,１５３万６,０００円にしようとするものであります。 

 次に、「議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号）」について

であります。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出の経費を補正しようとするもの

であります。 

 収益的収入において１１万２,０００円を追加し、収益的収入の総額を１億５,４３９万

４,０００円に、収益的支出において３２万３,０００円を減額し、収益的支出の総額を１億

５,５３９万９,０００円に、資本的収入において１６６万５,０００円を追加し、資本的収入の

総額を７０５万８,０００円に、資本的支出において６８０万円を追加し、資本的支出の総額を

５,０６７万８,０００円にしようとするものであります。 

 次に、「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」につ

いてであります。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出並びに資本的支出の経費を補正しようとするものでありま

す。 

収益的収入において３万円追加し、収益的収入の総額を３億８０万７,０００円に、資本的支

出において６６８万４,０００円を追加し、資本的支出の総額を１億８,１８１万１,０００円に

しようとするものであります。 

 内容の説明につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議いただ

きますようよろしくお願いいたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○財政課長（二階堂清一君）   

 「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」について説明を申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○健康増進課長（中村 政己君）   

 「議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」に

ついて説明いたします。 
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〔以下議案説明により省略〕 

○すこやか長寿課長（小椎八重廣樹君）   

 続きまして、「議案第１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）」について説明をいたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○健康増進課長（中村 政己君）   

 「議案第１３８号 平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算（第２号）」につい

て説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○環境課長（桑園 憲一君）   

 「議案第１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」に

ついて説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。再開はおおむね１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時０５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○水道課長（楠木園建雄君）   

 「議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号）」について説明を

いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいま議題となっております各議案に対する一括質疑は、１２月１３日の本会議で行います

ので、当日まで審議を中止しておきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３４ 「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の

推薦について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第３４「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について」であります。 

 人権擁護委員のうち、久德スミ子氏が、平成１９年３月３１日付をもって任期満了になること

に伴い、引き続き同氏を推薦しようとするため、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、

議会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、町民課長の方から説明させますので、よろしく御審議いただきますよう
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お願いいたします。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○町民課長（竪山 修啓君）   

 「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について」、ただいまの提案によりまして内容

の説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（濵田  等議員）   

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第１４２号は、会議規則第３９条第２項の規

定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、議案第１４２号は、委員会付託を省略することに決定しま

した。委員会付託を省略します。 

 これから質疑を行います。ただいまの議案について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 

 議案第１４２号を採決します。 

 お諮りします。「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について」は同意することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「議案第１４２号 人権擁護委員候補者の推薦について」

は同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３５ 「陳情について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第３５「陳情について」であります。 

 本日まで受理した陳情については、お手元にお配りした文書表のとおりであります。所管の常

任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（濵田  等議員）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 １２月１１日は、午前９時３０分から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでございました。 

散会時刻 午後１時１５分 
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平 成 １８ 年 第 ６ 回 定 例 会 一 般 質 問 

平成１８年１２月１１日（第２日） 

順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  の  要  旨 

 １ （13） 

柏木 幸平 

１ 豪雨災害について 

  「激特事業」住民説明会で、被災者からの要望や疑問の声がで

たが、町としてはどう対応していくか 

  被災商工業者の要望等について 

  河川改修とまちづくりについて 

２ 教育について 

  「いじめ」「不登校」「自殺」などの本町の現状と指導体制は

どうか 

  パソコンや携帯電話の普及により、児童生徒の被害も起きてい

る。携帯電話の所持率や取り扱いについては、どう指導されてい

るか 

  学校給食の献立と子どもの嗜好について 

  教職員住宅の老朽化に伴う改修計画は 

 ２ （17） 

日髙 政勝 

１ 行財政運営について 

  平成１９年度の予算編成に当たっての町長の基本方針を伺う 

  財政健全化に向けた取り組みを伺う 

  ア 予算の適正規模について 

  イ 行政改革大綱との一体的取り組みについて 

  ウ 総合振興計画等の具体的見直しについて 

  エ 実質公債費比率適正化計画策定と併せて「財政非常事態宣

言」を行う考え方について 
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順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  の  要  旨 

 ３ （26） 

内之倉成功 

１ 水害対策について 

  激特指定を受けて、町民への理解はどこまで進んでいるのか 

  中小河川、耕地等の災害復旧工事は、いつまでに終わるのか 

２ 振興計画について 

  財政困難な状況であり、さつま町の振興計画をどのように見直

す考えか 

  財政困難、水害等により合併道路の進捗が遅れるのではないか

３ 高齢化社会での農政について 

  認定農家、担い手の育成、集落営農の推進等について、具体的

にどのように進めようとしているのか 

 ４ （25） 

川口 憲男 

１ 定住促進の更なる施策は 

  定住促進の施策については、平成１７年度６月議会で町長の見解

を質した。その結果と今後の取り組みについて、再度、考えを伺う

  「企業誘致、就業確保が第一である。県等との連携を図り努力

する」との答弁であったが、その結果は 

  定住促進には各方面（庁舎内）の総合的整備を図り、ハード・

ソフト面から各種事業の積極的展開を図るとの考えであったが、

その結果は 

  以上の２点について、今後の課題、取り組み策の考えについて

伺う 

 ５ （11） 

楠木園洋一 

１ 農家民泊特区を申請する考えはないか 

２ 農地及び森林に関する条例を制定する考えはないか 
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平成１８年第６回さつま町議会定例会会議録 

                            （第２日） 

○開議期日    平成１８年１２月１１日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２７名） 

   １番  髙 嶺 実樹雄 議員      ２番  市 來   修 議員 

   ３番  平 田   昇 議員      ５番  肥 後 紀 康 議員 

   ６番  木 下 敬 子 議員      ７番  米 丸 文 武 議員 

   ８番  麥 田 博 稔 議員      ９番  平八重 光 輝 議員 

  １０番  新 改 秀 作 議員     １１番  楠木園 洋 一 議員 

  １２番  宮之脇 金次郎 議員     １３番  柏 木 幸 平 議員 

  １４番  久 保 道 夫 議員     １５番  別 府 静 春 議員 

  １６番  舟 倉 武 則 議員     １７番  日 髙 政 勝 議員 

  １８番  田 中 伸 一 議員     １９番  柳 田 隆 男 議員 

  ２０番  山 崎 文 久 議員     ２１番  岩 元 涼 一 議員 

  ２２番  新 改 幸 一 議員     ２３番  中 尾 正 男 議員 

  ２４番  東   哲 雄 議員     ２５番  川 口 憲 男 議員 

  ２６番  内之倉 成 功 議員     ２７番  木 下 賢 治 議員 

  ２８番  濵 田   等 議員 

 欠席議員（１名） 

   ４番  新屋敷   浩 議員 
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○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  和 気 純 治 君   議 事 係 長  福 田 澄 孝 君 

 議 事 係 主 幹  角   茂 樹 君   議 事 係 主 査  原 田 健 二 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  井 上 章 三 君   教  育  長  福 滿 隆 德 君 

 助役（総務）  宮之脇 尚 美 君   教委総務課長  永 田 清 信 君 

 助役（経済）  山 下 彦 志 君   教委学校教育課長  上 舞 幸 徳 君 

 鶴田総合支所長  長 福 節 治 君   学校給食センター所長  上久保 澄 雄 君 

 薩摩総合支所長  山 口 正 展 君   商工観光課長  橋之口 幸 男 君 

 建 設 課 長  前 囿 義 広 君   担い手育成支援室長  久保薗 純 隆 君 

 耕地林業課長  脇黒丸   猛 君   農 政 課 長  赤 崎 敬一郎 君 

 定住促進室長  北 原 美 義 君 

 企画広報課長  中 村 慎 一 君 

 行政管理室長  日 高 昭 治 君 

 財 政 課 長  二階堂 清 一 君 

 総 務 課 長  湯 下 吉 郎 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（濵田  等議員）   

 おはようございます。ただいまから平成１８年第６回さつま町議会定例会第２日の会議を開き

ます。 

 ４番、新屋敷浩議員から本日の会議に欠席する旨、届け出がありましたのでお知らせします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１ 「一般質問」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答式となっております。質問時間は答弁を含めて６０分とし、質問回数の

制限はありません。質問通告に従って発言を許可します。まず、１３番、柏木議員の発言を許し

ます。 

〔柏木 幸平議員登壇〕 

○柏木 幸平議員   

 おはようございます。豪雨災害より４か月半が過ぎ、あの猛暑から季節も移り変わり、寒さを

感じる季節になりました。被災された方々は、これからの寒さへの準備をされておりますが、何

もかも新たな購入で出費も多いと言われております。町においても、引き続き災害後の支援に努

力されることを願い質問をいたします。 

 １０月２５日から３０日にかけて、川内川激甚災害対策特別緊急事業の整備内容について、町

内４地区において住民説明会が開催されました。 

その中で、住民側から激特事業が川内川本線の水から家屋を守ることを基本としているので、

今回どの地区でもポンプ場を設置しないで樋門や樋管を整備する計画を示されました。 

また、今回の浸水家屋が２,３４７戸で、激特事業で約１,５００戸を救い、残り約８５０戸

は内水被害ということで整備計画の中で中・長期な取り組みをするとのことで、国と県と町の事

業の違いから、内水処理への被災者の不安が出ております。 

 それと、橋の架け替えや橋の延長により道路の嵩上げに対する不安については、国の工事とし

ては道路の取りつけ部分の工事が出てくるが、それ以外道路には関係しないとのことであります。 

 また、今回の氾濫した原因の一つに、狭窄部があるので、川幅を広げても虎居地区の椎込の形

状をかえないと水位は下がらないとのことで、虎居地区の湾曲部分、水路への考え方の問題等も

あります。 

ほかに、ダムの治水能力の拡大や操作規則の見直し、またダムの改修問題等にも疑問の声が

上がっております。 

 これから始まる激特事業でできることや、今後の河川整備基本方針と河川整備計画の策定で、

中期、長期の計画をつくり実施していくことなどがありますが、本町においては、今後の対応を

どのように考えておられるのかお伺いいたします。 

 次に、被災商工業者からの要望についての質問でありますが、１２月３日、虎居商店街におい

て災害後のボランティアなどでお世話になった方々への感謝の気持ちと、虎居地区商工業者の営

業再開、そして元気を取り戻した姿を見ていただこうと、「きばっています 虎居感謝祭」が行

われて、久しぶりに賑わった虎居地区でありました。 

 町長があいさつの中で、「歴史と伝統のある虎居商店街が新しい時代にふさわしい町に生まれ

かわるよう後押ししたい」と言われたことが、各事業者に今後の復興とまちづくりに期待を与え

たと思っております。 
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 １０月１８日には、豪雨災害からの復興にかかわる商工業者の要望等を語る会が開催され、意

見集約をして経営再建、よいまちづくりについて、関係機関に強くお願いしようということであ

りました。 

 会員の意見としては、各店舗のリニュアルオープンは確実に進んでいるが、売上の回復はなか

なか困難な状況であり、各店舗の自助努力は基本ではあるが、なかなか自力復旧は不可能である。

行政の側面からの支援とアイデア等の提供をお願いしたい。 

 それに、生命、財産を守ることが基本であるが、本町は、景観行政団体県内第１号となってお

りますので、貴重な景観を生かし、商店街とマッチした河川改修をしてほしいということであり

ます。それと、河川敷をできるだけ広くして、店舗が道路より下にならないような配慮をしてほ

しいなどが出たところであります。 

まだ、商工会としても、具体的なまとめにはなっていないと思いますが、今後は商工会、商工

観光課を中心に各被災地区商工業者による意見を収集して、関係機関への働きかけをしなければ、

現段階では要望が遅れているような気がしてなりません。 

 商工業者の早期復興を願うわけですが、町としてはどのように考えておられるのかお伺いいた

します。 

 次に、河川改修とまちづくりについてですが、河川改修とまちづくりについては、９月議会で

もお尋ねしたのですが、計画の検討を進めるとのことでした。また、商工会におかれても、商店

街の景観や自然環境に配慮した河川改修とまちづくりについての勉強会もなされたところであり

ます。 

 虎居地区においては、激特事業とあわせ国道拡幅、区画整理事業など、まちづくりについても

一体的にできないものか強い要望が出されております。虎居地区のまちづくりについては、町長

は、国や県へどのような要望をされているのか、またその経過はどうなっているのかお伺いいた

します。 

 次は教育についてです。教育基本法改正の前に子ども達に社会のルールを教えなければならな

い公的立場にある人たちが、やらせ質問、必修科目未履修、あるいは裏金、談合問題など、社会

のルール違反や犯罪を起こしております。 

そのような社会で子ども達は、この現実をどのようにとらえ、どこに基準を合わし判断した

らよいのか、また大人をどこまで信用していいのか迷うのではないでしょうか。子ども達を育て

る家庭と教育現場、そして我々周りの大人が教育の原点に返る必要を本当に感じます。 

 ところで、全国で子どものいじめを苦にした痛ましい自殺が後を絶たず、また子ども達が被害

者や加害者となる死傷事件も相次ぐなど、深刻な社会問題となっております。 

鹿児島県教育委員会の調査でも、いじめの発生件数が、いじめかどうかの疑いを含め、約

１,１００件に上がったそうですが、いじめ、不登校、自殺など本町の現状と指導体制はどのよ

うにされているのかお伺いいたします。 

 次は、児童生徒の携帯電話の所持に関することですが、県教委が７月に行った小・中・高校約

１９万４,０００人の携帯電話のアンケート調査では、小学校の所持率が４.２㌫、中学生は

１６㌫、高校生では８６.６㌫と年々所持率が上がっており、料金等のトラブルや有害サイトへ

のアクセス、悪質メールなどによるいじめなど、防犯対策などに持たせた携帯電話でもいろいろ

なトラブルが発生しているようです。 

 携帯電話の必要性、危険性など、功罪についても保護者が教えなければならないのですが、現

在は、携帯電話の機能の知識に関しては、親より子どもの方が上という家庭が多く、学校でも先

生方の指導が追いついていない状況もあると聞いております。 
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携帯電話は、学校の授業に必要でないということで、県内の各学校でも校内の持ち込み禁止、

あるいは校内での使用禁止、また校内持ち込みを許可して使用上のマナーを教えてるところなど

もあるようですが、本町における携帯電話の所持率や取り扱いについては、どのように指導され

ているのかお伺いいたします。 

 次に、給食の献立と子どもの嗜好について、最近食に関する記事をよく目にします。一番多い

のは、食育とか食農とかで、そのほか地場産物、朝食、夕食、栄養教諭、学校給食、また箸育と

いうのも目にしました。一方では、学校給食費の滞納も全国で問題となっており、保護者の責任

とモラルも問われているところであります。 

 宮之城地区では、平成１７年度より学校給食が自校方式からセンター方式にかわり、町全体が

３施設によるセンター方式になったわけですが、町内のＰＴＡなどで給食の残食が多くなってい

ると話題になっております。学校給食の献立に栄養はもちろんのことですが、子どもの嗜好につ

いても配慮されているものか、また残食の原因として考えられるのはどういうことなのかお伺い

いたします。 

 次に、教職員住宅の老朽化に伴う改修計画についてですが、教職員住宅の老朽化に伴う改修計

画は、旧町の一般質問でも取り上げられ、トイレの水洗化など、部分的改修を年次的に行ってい

くとの答弁でありました。しかし、聞くところによりますと、いまだに水洗トイレでなかったり、

風呂も脱衣所がなかったりで、現在の居住環境でない住宅であるようです。着任した年にそれぞ

れ要望をされるそうですが、なかなか改修していただけないとのことでした。 

 現在の教職員住宅の状況と今後の改修計画についてお伺いいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

〔柏木 幸平議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 それでは、柏木幸平議員の方から豪雨災害についてまず質問がございましたので、この問題に

ついて、現段階での考え方、取り組みの状況などについてお答えしたいと思います。 

 まず、第１点の激特事業での住民説明会で被災者からの要望や疑問の声が出たが、これに対す

る対応はどうなのかということでございます。 

再度災害防止を図るために、国が管理する川内川流域が１０月４日、河川激甚災害対策特別

緊急事業、いわゆる河川激特として採択されました。事業規模は、全体事業費３５６億円、おお

むね５か年で短期集中的に整備される事業ということで、本町にかかわる部分は、その約６割だ

というふうに聞いているところでございます。これは、外水氾濫による家屋水害の解消を目的に

実施されるとなっております。 

 これを受けまして、国土交通省川内川河川事務所による住民説明会が、山崎地区、虎居地区、

川原地区、それから、柏原・湯田地区の４会場で開催され、各地区より多くの要望や疑問の声が

出てまいりました。 

 かいつまんで申しますと、山崎地区においては、県道の橋梁架け替えに伴う歩道の設置。虎居

地区では椎込の分水路計画に伴う自然環境・文化財の保護問題、虎居馬場の内水対策及びまちづ

くりに関すること。川原地区では、河川改修済みの地区の浸水被害に対する原因の検証及び内水

対策。柏原・湯田地区では、輪中堤に伴う内水対策等が要望として出されております。 

 町といたしましても、今回の住民説明会で出された意見、要望については、国の方とも十分協

議調整をして実現を図っていきたいと思っております。 

 しかし、現地測量等が終了しないと、河川区域、工法等、詳細には見えてこないというのが現
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実でございます。予算がつき次第、測量が実施できるように地域の方々に御理解をお願いしてい

るところでございます。 

 また、ダム操作のあり方が幾つかの地区より出されております。町としても、国に対し洪水期

には洪水調節を図る防災ダムとして特化し、貯水位を引き下げて貯水容量を大きくしてほしいな

ど要望をしております。 

 現在、国としてもダム改良事業の検討と交渉に入っているとの情報でありますので、今後とも

要望をしてまいりたいと思っております。 

 次に、被災商工業者の要望等の問題でございます。県北部豪雨災害におきましては、２００店

舗が被災され、現在までに９割弱の店舗が再開にこぎつけておられます。しかしながら、住民の

移転等の環境の変化が見込まれることから、水害以前と同じような状況に回復するには、まだま

だ時間を要するものと思われます。 

町としましては、地元からの要望を集約し、県を通じ国に対し幾たびか要望活動を実施して

まいりました。その主な点は、一つに、河川改修事業と一体化した国道改良によって、商工業者

が安全で安心して事業展開ができるよう新たなまちづくりについて、特段の支援を講じていただ

きたいこと。２点目に、経営再建に欠かせない機械設備等の設置費用に対しても、新たな助成制

度を講じていただきたいこと。３点目には、生活再建支援の対象とならない被災商工業者に対し

ては、経営再開に欠かせない初期の運転資金について、生活再建にもつながる経営再建のための

経費として、新たに助成制度を講じていただきたいこと、これらのことを要望してまいりました。 

 しかしながら、国の方からは厳しい財政の状況もあるんだと思いますが、いまだ結論を見出す

までには至っておりません。現在、店舗の復旧等に対する国、県等の助成制度がなかったために、

店舗改修等に要した資金などは、借入金に頼っておられるところが大部分であります。 

このため、返済が始まるこれからが本当に大変な時期となっていくのではないかと思われます。 

 今回の水害を契機として緊急の対策といたしまして、県の方で鹿児島県中小企業災害復旧資金

利子補助金制度を創設されました。この制度は、融資額１,５００万円まで償還期間５年までに

係る利子の一部を助成しようとする制度でございます。これに加えまして、町といたしましても、

以前からありました制度を拡充し、一定の条件をクリアすれば利子の残額に対し、４０万円を限

度としてさらに助成するということにいたしました。 

県の緊急災害対策資金を借り入れた場合であれば、実質的にはこのことによって無利子にな

るものと考えております。 

 商工業者の被災への救済の制度というものが、特段の制度というのがないだけに、即効性のあ

る対策というのは、なかなかいまだ見えないわけでございますが、今後とも要望を続けてまいり

たいと思っているところでございます。 

 河川改修とまちづくりについてでありますが、激特事業には内水面対策、あるいはまちづくり

の予算は、全く想定していないとされる中で、被災地域のまちづくりを河川改修にあわせて実施

できないものかと、三役を中心にこれまで何回も協議を行ってきているところであります。 

また、川内川河川事務所、県の関係課、町の関係機関におきまして、さつま町まちづくり連

絡会を立ち上げ、これまで３回の連絡会を開催し、幾つかの事業の導入パターンを検討しており

ますが、多くの問題があり、まだハードルは高いものがございます。 

 主だったものを申し上げますと、現在はまだ河川改修計画が、測量がまだされておりませんの

で、計画が定まっていない状況の中で計画区域をどうするかということの見極めが難しいという

段階にあること。 

それから、浸水地域のほとんどが、過去に土地区画整理事業の実施済みの地域でありますか
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ら、もし土地区画整理事業を導入するとなると、さらなる減歩が予想されるということ。 

３点目には、町の財政事情がそのような事業導入にどこまで耐えうるかという問題。 

それから、４点目には、国や県の事業協力が得られるということが大前提でなければ事業は進

まないわけでありますが、今のところは非常にガードが固いと言いますか、厳しいものがござい

ます。 

５点目に、地権者の合意形成はできるだろうかと。導入の事業を進めるということを想定した

ときに、導入事業による補償金の違いなどが出てきた場合に、合意形成ができるだろうかという

ような問題。また、河川激特事業は５年間と、今年を入れて５年間でということですが、まちづ

くりの事業は計画からその事業の実施には、それは相当のずれと言いますか、それ以降にずれ込

んでいくということが必至でありますから、そこらにおいて、事業期間の連携がとれ、そういう

形で組み立てていけるものだろうかというようなことなどがございます。 

 これらのことから、町の財政事情を考慮しながら、中・長期的な視点に立ったまちづくり、防

災対策について慎重に検討していく必要があると考えているところでございます。今後とも、町

としてどこまで何ができるのかと慎重に模索をしてみなければいけないと考えているところでご

ざいます。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○教育長（福滿 隆德君）   

 教育についてでございます。まず始めに、いじめ、不登校、自殺などの本町の現状と体制はど

うかということでございます。文部科学省は、いじめの定義を「自分より弱い者に対して一方的

に、身体的、心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」というふうに

定義づけております。本町の現状としましては、そのような深刻な事案は、これまでにないとこ

ろでございます。 

 １０月以降、全国的に発生しました中学、高校生の自殺事件等を受け、１１月に本町でもこれ

までの定義に当たらなくても、いじめに発展する可能性のある事案などについて、小学校、中学

校全校に調査をいたしました。その結果、小中学校合わせて２６件が報告されました。 

 その内容の一例としましては、小学校では、悪口を言われると、あるいは意味がなくたたかれ

る。中学校では、故意に物を落とされる、部活動で嫌がらせを受けるなどのことが報告されてお

ります。 

 指導体制についてでございますが、１１月に緊急措置として、全小中学校、全学級、道徳や学

級活動の時間を設定し、繰り返し指導を重ねております。その中で、いじめの卑劣さを教えたり、

生命の尊重や人権を尊重し、擁護する態度についても指導してきております。 

 今後とも、心の教育の充実や生命の大切さを指導するとともに、定期的なアンケートの実施に

よる実態把握、保護者へのチェックポイント等を配布してのチェック、町教育相談委員やスクー

ルカウンセラーなどの活用、教育委員会にいじめ相談電話を設置しておりますが、そういう相談

機能を充実して、児童生徒の悩みを積極的に受けとめるよう努めてまいりたいと思っているとこ

ろであります。 

 このような指導体制により、最近、報道にあります自殺の問題につきましても、あわせて防止

できるのではないかとそういうふうに思っております。 

 不登校の現状についてでありますが、毎月の学校からの報告によりますと、３０日を超える長

期にわたって不登校傾向にある児童生徒がおりますが、４月からの授業日数のうち半数以上は出

席しており、全く登校できないという状況の子ども達は現在のところございません。 

 教育委員会としましても、学校の指導体制について、一人ひとりの実態に応じて、具体的な支
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援計画を作成し指導に努めながら、保護者や関係機関の連携を図り、電話や家庭訪問、あるいは

教職員による補充指導、スクールカウンセラーなどを通して、不登校への対応に努めてまいりた

いと、そういうふうに思っているところであります。 

 それから、次に携帯電話についてでございますが、９月に町内全小中学校に調査いたしました。

その結果、小学校では約２㌫の児童が、中学校では約９㌫の生徒が本人専用の携帯電話を所持し

ております。また、携帯電話で出会い系サイトにアクセスしたことのある中学生も数人いるよう

であります。 

 学校では、携帯電話の校内への持ち込みに対する指導として、原則として持ち込み禁止の学校

が１７校、親の申し出で届出制を通して持ち込みを許可しながら利用制限やマナー指導を行って

いる学校が２校ほどございますが、現在のところ、携帯電話による被害について教育委員会への

報告は受けておりません。 

 教育委員会としましても、携帯電話が児童生徒にもたらす弊害や児童生徒が非行や犯罪を犯し

たり、犯罪に巻き込まれる危険性のあることから、校長・教頭研修会、あるいは校外生活指導連

絡会などで啓発を重ねているところでありますが、今後ともＰＴＡの会とか関係機関とも連携し

ながら、問題への適切な対応と指導を努めてまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食の献立と子ども嗜好についてでございます。文部科学省が定めております「学

校給食実施基準」に基づいた栄養基準の基本に、各センターの運営委員会で一人１食当たりの単

価が決められておりますので、その一定の枠の中で食品構成を考慮しながら、栄養教諭、学校栄

養職員が毎月作成しているわけでございます。 

 献立を作成する中では、子ども達の好みも考慮しておりますが、幼稚園あるいは小学校から中

学校までの幅広い年齢層で一つのメニューで対応しておりますので、子ども達が食べたい給食と

センターとして食べさせたい給食という二面性を備えた給食を常に提供することは、現実的に大

変困難をきたしている現状でもございます。 

 しかしながら、時代とともに変化していく子ども達の嗜好に合った安全安心な給食を提供する

ということは、センターとしての命題でもありますので、これからの課題解決に対し、より近づ

けていく努力をしてまいりたいと考えているところでございます。 

 残食の状況でございますが、当日のメニューにもよりますけれど、宮之城センターにおいては、

大規模校において主食、御飯、パンのことでございますが、多く見かけられる傾向にあります。

鶴田センターの方では、中学校において主食が多く、薩摩センターにおいては、日により差はあ

りますが、さほどない現状でもございます。 

 残食の原因については、具体的な調査はいたしておりませんが、主食が多いという現象から考

えますと、食べる時間が十分とれているのか、あるいは単品ずつ食べている。今言葉で言います

と「ばっかり食い」と、一つだけずつ食べていくという食べ方が考えられますが、もちろんセン

ター側としての献立の内容も考えられるところであります。 

 いずれにいたしましても、子ども達が楽しみにしている給食が提供できるよう内容のさらなる

検討を行ってまいりたいと、そういうふうに思います。 

 最後に、教職員住宅の改修計画についてであります。町内の教職員住宅としましては、８３戸

所有・管理しております。これらの建設年度を見ますと、昭和５０年代以前、つまり築後２０数

年から３０年以上経ったものが、全体の４５㌫の３７戸ございます。これらの住宅は、施設その

ものや設備も古く、入居者の皆さん方には快適な住宅環境とは言えない状況でございます。教職

員住宅の設置のねらいは、先生方が地元に生活し子どもの教育に専念してもらう傍ら、ＰＴＡや

地域活動への参加も期待されるところでございます。 
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 また、人事異動に際しての人事の円滑な通勤の利便性を図るなど、福利厚生的な観点からも考

慮し、これまで計画的に各校区に設置しているところでございます。 

 一人でも多くの教職員がその地域に住んで子ども達とのふれあいや地域の推進役になっていた

だくことで、先生方の地域に果たす役割は大きいものがあると考えます。 

 このように考えますと、教職員住宅については、可能な限りの施設設備や環境改善を図ってい

くべきと考えるところでございます。 

 今後の改修計画につきましては、施設・設備は老朽化し、他の生活に支障が出ている状況を優

先しながら改修を進めてまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 先日、議会の災害特別委員会の方でも調査に行ったわけですが、その中で宮崎県の五ヶ瀬川水

防対策特定河川事業、事業年度が平成１２年から２１年ということでありまして、それと五ヶ瀬

川激甚災害対策特別緊急事業では、自分たちの地域を守る事業ということで、各地区で役員体制

を早目に立ち上げ、地元の要望体制をつくったとのことでしたが、本町においても、今後の交渉

をするために各地区の要望をまとめ、地域としての要望や商工業者の要望、また町としての総合

的な要望等、測量が終わる３か月ぐらいの間までに具体的なまとめ作業も必要かと思われますが、

町としては、そのような地元の体制づくりや推進体制にどのように関わって行かれるのかお伺い

いたします。 

○町長（井上 章三君）   

 現在、被災地域には、我が町においてはそれぞれ被災者の協議会ができております。できてい

ない地域も一部にございますが、そういうところがいろんな要望をまとめるという形になってお

りますし、また商工会は商工会でそういうような商工業の今後のあり方ということについて、い

ろいろとまた意見をもっておられる、あるいはまた研修をしたりというようなことをしておられ

ます。そういう方々の要望というものは、随時聞いてる面もありますし、また、まとめてそうい

う連絡会という形で話し合いをするということも持っているところでございます。 

 各地域が直接国の方に掛け合っていくという形は、国の方はあんまり望んでおられませんので、

やはり町の方でそこのところをまとめるような形、そして整理をしながら国の方とまた交渉して

いくということが、必要になるのではないかと思っておりますので、一応そういう現在できてい

る形を通じながら内容をよく整理し、そして適切なまた交渉を進めていくというふうに進めてま

いりたいと思っております。 

○柏木 幸平議員   

 やはり各地域の体制も重要かと思いますので、今後、町としてもやっぱり総合的なまとめをし

て、各関係機関との打ち合わせ等で要望が通るような体制づくりをつくってほしいと思います。 

 ほかに、五ヶ瀬川の関係で、国土交通省宮崎県延岡市では、浸水被害を着実に軽減させること

を目的に「みずからまもるプロジェクトチーム」を設立しております。これは、「みずからまも

る」ということは、川の水から守るちゅうのと自分たちの自ら守るということであるようであり

ます。 

 その中で、効果的、効率的に激特事業を実施するとともに、地域と連携し災害に強い地域づく

りを促進させ、確実に被害軽減を図っていきます。また、事業の進捗状況や事業効果を随時皆さ

んにお知らせしながら、住民の目に見える事業を展開するとのことですが、本町においても、今

後いつ同様やそれ以上の洪水が発生するか予測できない状況でもありますので、激特事業の効果

を着実に発揮するために、今後このようなプロジェクトチームをつくり、事業展開をする必要も

あると思うんですが、町長としてはどのようにお考えかお伺いいたします。 
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○町長（井上 章三君）   

 今回の激特の事業の中で国が想定している予算、その予算内で具体的に内容的に計画している

事業内容というのは発表もあったわけでございますが、非常にある面では限定されておると。外

水からの被害を防止するということに専念するんだと。それ以外の問題もたくさんあるわけでご

ざいますけれども、内水の問題であったり、あるいはまた堤防の内側の問題であったり、そこに

住む住民の立場からは、いろんな課題がまだ発生するわけでございますけれども、その全体を防

御するという計画にはなってないということであります。 

それだけに、この激特事業で事足りるわけではありませんから、今言われましたように、そ

の間をどうするか、あるいはその後においてもまたどうするかと、そういう問題に関しては自分

たちで守る努力というのも必要ですし、今後とも国の中期、長期の計画の中に組み込んでもらい

ながら、そういうものを整備していくというようなことも重要でありますので、こういう件に関

しましては、どういう名前になるか、形になるかはまだわかりませんけれども、やはり住民の皆

さんと一緒になってこういう問題は、今後とも検討していかなきゃいけない問題だというふうに

認識しております。 

○柏木 幸平議員   

 時間がないようですのでもうどんどん進みますが、次に商工業者の要望については、先ほど国

道改良やらいろんな経営再建の支援、運転資金、利子補助等、これまでに取り組んだとありまし

たが、今後さらに商工会と連携を持ち、各地区の商工業者の意見を取りまとめ、今後の要望に活

かしてほしいと思います。 

 河川改修とまちづくりについてですが、先ほど町長が６点ほど難しい計画区域の問題とそれぞ

れ６点ほど言われましたが、難しい問題、それはもう最初からわかっていることでありまして、

川内川のこの前の激特の説明会の中ちゅうか、虎居地区の被災者連盟の説明会で、川内川の工事

事務所は、河川改修でできる残土処理については、希望があれば残土搬入は激特事業でできると

言われましたが、低い土地への活用や今後のまちづくりに町が全額出費をしなくても、残土によ

り土地の整備等ができる場所もあると思います。 

町が激特事業での活用方法も町にとってプラスになることはもっとほかにないものか、調査

研究をしていただきたいと思います。 

 また、河川改修等まちづくりについても、いろいろな国、県の事業とのかかわりで町費が軽減

できるものは活用していただきたいと考えますが、今後の各事業と町とのかかわりをどのように

考えておられるのかお伺いいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 今御指摘のありました残土搬入、残土というのが膨大な量が出てくるわけでありまして、そう

いうものの処理というのはしなきゃいけないということでありますから、そのことの活用ができ

ないかということも含めて、このまちづくりへの可能性というのを真剣に協議をしているところ

であります。 

これが、激特事業の中でやれることというのはもう非常に限定されるものですから、それに

県の事業、国道の改良の事業、あるいはその他国の市街地の整備に関するいろいろな事業という

のがございますが、そういうものをできる限り導入する、そういうことがどこまでできるものか。 

県の方もなかなかそれに対しては、国との連携がとれないとなかなか県独自では県だけでは

もう難しいということも言われておりますし、またそれに対して町がどこまで頑張れるのかと、

財政が厳しいという中でどこまで頑張れるのかということも問われておりますし、そういう点で

は、非常に厳しい検討が要求されているというふうに思っております。 
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 まだ、もう少し時間もありますので、真剣にそこのところを検討をし、模索をしながら、どこ

まで何ができるだろうかということでの協議を重ねてみたいというふうに思っているわけであり

まして、しかし、そのことに余り集中し過ぎて、町全体の財政が行き詰まってしまうということ

では、またならないわけでありますので、そこらの見極めもしながら検討しなきゃいけないとい

う、非常に難しい課題に今直面していると思っておりますが、ここのところは、また関係のスタ

ッフと一緒に真剣に模索をしてみたいと思っているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 やはり地元の要望等も強いですので、財政等も考慮しながら、今後またさつま町まちづくり連

絡会ですか、ここあたり等でもよく審議していただいて、前向きに検討していただきたいと思い

ます。 

 次に、教育についてです。１１月の南日本新聞の記事にあったのですが、鹿児島市の東谷山中

学校では、いじめ裁判の判決文を教材に、その犯罪性や具体的な対処法を学ぼうという法的な視

点からいじめ問題に向き合う授業が１年生に行われたそうですが、いじめが犯罪だということが

わかり良かったとか、これまでに受けてきた命の大切さとかを学ぶ授業より、いじめは絶対にし

てはいけない行為というのを実感した。また、いじめから脱出方法がわかったなどの感想が出さ

れたそうです。 

 授業をされた社会科の山元教諭は、１０年近くを続けて実感した授業の意義について、判例を

たくさん知ることで、自分だったらどうするだろうと立ちどまって考えるようになった。また、

子ども達にも判例を通じていろいろないじめのケースを想定し、自分の人権と命を守る方法があ

ることに気づいてほしい。そして、いじめられている子が胸を張って声を挙げられるようにした

いと話されたそうです。 

 このような実践的な授業をすることにより、生徒たちがいじめはいけないということが理解で

きたら、学校においていじめが起きにくい環境になるような気がいたしますが、このような授業

について今後取り入られる考えはないものかお伺いいたします。 

○教育長（福滿 隆德君）   

 ただいま議員からございましたこの判例に基づく授業の展開ということでございますが、有効

な教育の中での一つの方法ということで認識しております。 

 今後、実際にそういう判例をいろいろと集めたり、それから実際に授業をする教師自身の研修

というものあたりを十分積みながら、判例に基づく教材研究や、それから指導計画、あるいは実

際に授業をどのようにすればいいかということあたりの研修も含めて、進めていかなきゃならな

いと、そういうふうに思っております。 

 今後、国や県におきましても、そういう教材としての判例を整備していくという考え方も持っ

ておりますし、実践的な研究が深まっていくことにおいて、本町におきましても、授業にこの判

例に基づいた指導というのを取り入れていく、そういう考え方は現在検討しているところでござ

います。 

○柏木 幸平議員   

 今後そのような取り組みもまたお願いしたいと思います。 

 ほかに作家の宗田理（そうだおさむ）さんは、「学校では今いじめをなくせと言っているが、

学校はどうやって生きるかを教えるところでもある。いじめをなくせないなら、いじめから身を

守り、いじめっ子の中で生きる知恵を教えてやった方がいい。」と言われております。 

昔から、学校でのいじめはあったと思うのですが、死に追い詰めるまでのいじめはあまり聞か

なかったし、いじめられる子どもにも体力や権力では負けても、心の中では決して負けてはいけ
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ないという意思、つまり生きる力を持っていたと思うのです。子ども仲間でも、社会生活の中で

生きる力の訓練ができていたような気がします。学校においても、児童生徒に生きる力の授業等

もあるかと思いますが、今後さらに生きる力についてどのように指導されていこうと思っておら

れるのかお伺いいたします。 

○教育長（福滿 隆德君）   

 教育の目標と言いましょうか、目的と言いますのは、人格の完成を目指すということでござい

ます。各学校の全体計画に基づいた教育活動を展開しているわけですが、豊かな人間性とか、あ

るいは学力はもちろんでありますし、体力を含めてすべての教育というものになっているわけで

すが、そういうものを通して生きる力を育んでいくということが、今教育の中で実践されている

わけではございます。 

ですが、今後さらに体験的な学習、あるいは問題解決的な学習、こういうものを重視しながら、

各教科、道徳、それからいろいろな体験的な活動、異年齢による体験、それからボランティア、

あるいは自然体験、生活体験、あるいは今キャリアウィーク教育の中での職業体験学習、そうい

うものを重視しながら、人間関係力と言いましょうか、そういう人間関係がなかなかうまくとら

れていかないという現状がございますので、そういうものを視野に入れながら、生き抜く力とい

うものに努めてまいりたいと、そういうふうに考えているところでございます。 

○議長（濵田  等議員）   

 柏木議員に申し上げますが、質疑時間があと５分、残り５分となっていますので、時間内に終

わるようにひとつお願いします。 

○柏木 幸平議員   

 いじめについては、やはりいじめる側、いじめられる側両方それぞれの教育をしていかないと、

一方だけではどうしても片手落ちになると思いますので、両方の立場のそういう指導も行ってほ

しいと思います。 

 あと携帯電話に関して、携帯電話の販売会社３社では、犯罪の温床とされる出会い系サイトな

どにつながらないフィルタリングサービスを無料で実施しているようですが、なかなか保護者に

知れ渡っておりません。実際私も知りませんでしたけど、県教委でも市町村の教育委員会を通じ、

各学校へフィルタリングサービスのことについて実施をするよう通達をしたと聞きましたが、本

町での取り組みと現状はどうなのかお伺いいたします。 

○教育長（福滿 隆德君）   

 御指摘のとおりでございますが、通達をもとにしながら、数字をもとにしながら、先ほど申し

上げました校長協会、あるいは校長研修会、教頭研修会、あるいは生活指導連絡協議会、そうい

うところで学校の先生方にも、あるいはＰＴＡの役員の方にもそういう話をしてまいっていると

ころでありますが、なかなかそこのあたりが深刻に受けとめられていないという面がございます。 

そのフィルタリングにつきましても、今後いろんな機会を通して啓発を進めながら、学校、

それから保護者間の認識を深めてまいりたいと、そういうふうに思っているところでありまして

継続的な指導をしていきたいと、そういうふうに思っているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 最後に、教職員住宅についてですが、災害のこともあり、厳しい財政事情もあることでしょう

が、今後家族ずれの先生方が地元から通勤される住宅整備も必要かと思いますので、先ほど教育

長も言われましたとおり、ぜひやっぱり先生方が地元に残って、子ども達とふれあう時間帯があ

ったら、またそういう生活指導等にも関連してくると思いますので、今後の改修計画に期待いた

しまして、すべての質問を終わります。 
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○議長（濵田  等議員）   

 次は、１７番、日髙議員の発言を許します。 

〔日髙 政勝議員登壇〕 

○日髙 政勝議員   

 私は、行財政運営について幾つかお尋ねいたします。今年の３月議会におきまして、質問の一

つに平成１８年度の予算編成についてお尋ねし、また先の９月議会におきましても、災害復旧に

関連して、今後の財政運営の見通しについて町長の考えを質したところですが、今日、財政状況

を取り巻く環境は日々変遷しておりますので、今回はそれらに本町財政が機敏さをもってどのよ

うに対応し、健全財政に向けた取り組みをされているのか、そのあたりの状況等についてさらに

お尋ねしてまいりたいと思います。 

 まずは、来年度予算編成の準備に入られる時期にありますので、はじめの第１点は、平成

１９年度の予算編成に当たっての町長の基本方針を伺いたいということであります。 

 国においては、７月の骨太の方針の２００６に基づいて、去る１１月３０日、２００７年度予

算編成基本方針案を政府与党で了承して、同日これを経済財政諮問会議に諮問、そこで基本方針

を取りまとめ、首相に答申がなされて、１２月１日に閣議決定をしております。 

 それによると、成長なくして財政再建なしの旗印のもと、イノベーション、技術革新などによ

る成長と財政再建の両立を目指す姿勢を示し、公共事業関連基金を前年度比３㌫減、自然増収を

安易に歳出に結びつけない。２００７年度予算も歳出改革を強化、新規国債発行は２００６年度

の２９兆９,７３０億円より大幅に減額する。 

財務省におきましては、これを受けまして、２５、６兆円に押さえ込むという考えのようで

ございますが、そして地方歳出は、地方公務員人件費や地方単独事業を厳しく抑制、道路特定財

源は一般財源化を前提に年内に具体的案を取りまとめると、このようなことを基本方針のポイン

トにしております。 

 １２月２０日に財務省内示、復活折衝を経て、２４日に政府案を閣議決定する日程になるよう

でございます。地方にとりましては、いずれも厳しい状況がうかがえ、これから年末にかけての

攻防が予断を許さないといったところでございます。 

 我が町におきましては、他の市町村同様、三位一体改革の影響を受け、町財政収入の大勢をな

す地方交付税が大幅な減収になり、経常収支比率１００.４㌫という構造的に極めて硬直化し、

町民の新たな行政需要に対応できない状況、また歳入に対する借金返済額の比率、実質公債費負

担比率が２０.２㌫という県内本土町村ではワースト１という厳しい状況の中で、今回の北部豪

雨災害が追いうちをかけることになって、年次的な災害関連の特別財政需要が今後も予測される

とともに、町税収入の減収等を視野に入れるとき、財政運営は今まで経験したことのない厳しい

局面を迎えることになるのではないかと危惧をいたしているところでございます。 

 したがって、国の動向や本町の置かれている現状を踏まえながら、この難局を乗り越えていく

には、これまでとは違った行財政運営が求められると考えます。 

 その裏づけとなる予算編成を目前に控えられまして、既に説明会も終えられたと思いますが、

行政運営の最高責任者としてどのような基本方針でもって臨まれ、職員に対してどのように指示、

伝達されたのか伺います。 

 財政当局が事務的に示した方針にとどまらず、町長自身のこのような情勢を踏まえてどのよう

に訴えられたのか、まずその辺を冒頭に伺っておきます。 

 次に、財政健全化に向けた取り組みについてであります。ただいま申し上げましたように、本

町財政は厳しい状況下に置かれまして、財政の健全化を図ることが喫緊の課題であることは共通
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の認識となっております。健全化に向けた取り組みについては、戦略的にも戦術的にも幾つかあ

るかと思いますけども、私は４点ほどお伺いいたします。 

 まず、第１は、予算の適正規模についてであります。本町の歳入構造が４分の３を国、県等の

依存財源が占める中で、先ほど申し上げましたとおり、国の予算編成がまだ決まらず、地方財政

計画も定かでない段階で、財源の的確な補足を行うことは難しい面もございますが、来年度予算

は、どの程度の規模をもって編成に当たられる考えであるのか、最初に聞いておきます。 

 今年の３月議会で私が平成１８年度予算の１３８億１,３００万円のキャッチコピーについて

お尋ねいたしましたところ、町長は、「行革元年の予算」だと答弁されました。それからいくと、

来年度予算はその２年目に入ります。しかし、今年は予期しない未曾有の災害があって、その復

旧復興対策経費を優先するという特別な事情もあり、その経費が４１億円近くになって現計予算

額というのは１８４億円に達しようとしております。 

 したがって、実質的には来年度からにならざるを得ないと考えておりますし、後ほど質問いた

します公債費負担適正化計画も来年度を初年度にしたい旨の財政課長の説明もなされております。 

通常人口規模、行政区域面積、産業構造、国等の依存財源の動向、時の政策等によりまして、

一概には決められないところでありますが、町の財政状況に照らし、どの程度が適正な規模であ

るとお考えであるのか。平成１７年８月調整の財政シミュレーションでは、計画最終年である歳

出規模の１２２億円規模ということではございましたけれども、やはりその程度をお考えになっ

てるのかお尋ねをいたします。 

 第２点は、総合振興計画等の具体的見直しについてであります。町総合振興計画前期５か年の

基本計画が本年度から始まり、過疎地域自立促進計画の後期計画も２年次に入っております。 

今回の災害発生に伴って、こういった特別財政需要で町の財政に与える影響というもの大き

なものがあると予測しておりますが、それぞれに掲げられております既存の事務事業の先延ばし、

中止、こういったことなどの見直しの必要性の有無につきまして、先の９月議会でお尋ねしたと

ころでございますが、町長は必要な部分の見直しを検討してまいりたいと答弁をされました。 

 来年度当初予算編成を前にして、具体的にどのような事務事業を見直しをされたのか、町長自

身いろいろと政策もあるかと思いますけれども、その辺をどのように調整されたのかお伺いをい

たします。 

 町政の基本方針、あるいはこの重要施策等に関する事項とともに、町の行政運営の総合調整を

図る協議の場として、庁議が設置をされております。また、外部的には地域審議会、振興計画審

議会なども設置をされております。これらとの協議、審議はどのように図られて、予算編成に臨

まれるお考えであるのかお尋ねをいたします。 

 ３点は、行政改革大綱との一体的取り組みについてであります。町財政は、年々厳しさを増し

まして、長くて暗いトンネルに入り、先行きが見えない状況にございます。遠くに希望のともし

火を一日も早く見られるようにするためには、ここでみんなが一つになって努力する以外に道は

ないと思います。そのためには、行政改革の断行と、その改革のスピードをもっと上げる必要を

感じております。 

 行政改革については、大綱を定めて推進本部を中心にこれまでも取り組みが進められておると

ころでございますが、来年度予算の編成を前にしまして、この予算への反映に向けて推進本部で

は、どのような協議がなされているのか、反映できるものについては、どのような事項があるの

かお伺いをいたします。 

 最後の第４点は、公債費負担適正化計画とあわせ、財政非常事態宣言を行う考え方についてで

あります。 
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財政の健全度の指標を示す指数の一つである実質公債費負担比率、すなわち収入に対する借

金返済額の割合、これが２０.２㌫ということでございますが、この指数が上がった原因につき

ましては、今までも説明がありますとおり、これまで別会計であった水道事業、農業集落排水事

業等の公益事業等も、それから合併により引き継ぐことになった一部事務組合の衛生処理組合並

びに消防組合分、それに公債費に準ずる債務負担行為分、それぞれが合算されることになったも

ので、この指数が１８㌫を超える団体は、公債費負担適正化計画策定が義務づけられ、これを前

提に起債の許可がされるという新しい制度になっております。 

 来年度の平成１９年度から平成２５年までの７年間にかけて１８㌫以内を目指して、特にこの

平成１９年度から２１年度の３か年につきましては、地方債発行抑制の重点期間と定め、発行総

額を１５億円以内とする方針が掲げられております。 

このことは、財政健全化に向けて、先ほど申し上げてまいりました予算の適正規模、総合振

興計画等の見直し、行政改革との一体的な取り組みと密接不可分な事項でございます。公債費負

担適正化計画作成と時を同じくして財政非常事態宣言を行い、庁舎内外の共通理解のもとに不退

転の決意で目標実現に取り組むべきと思いますが、町長の見解をお伺いしまして、私の第１回目

の質問を終わります。 

〔日髙 政勝議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。再開はおおむね１０時５０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時５０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 日髙政勝議員の方から行財政運営について幾つかの質問をいただきました。通告の順に従って

回答をしてみたいと思います。 

まず、平成１９年度の予算編成に当たっての町長の基本方針を伺うとのことであります。私た

ちは、国が進めている地方分権型社会の確立や三位一体改革などの改革路線にあわせ、将来にわ

たって安定した財政運営を可能にする手段の一つとして、合併を選択したわけでございます。 

しかし、国の改革は地方にとって想像以上に厳しく、大胆な歳出削減改革や交付税改革を中

心とする地方一般財源の削減は、国内の多くの自治体にとって等しく財政を圧迫している状況に

あります。 

 本町の財政指数を見ますと、経常収支比率は合併直後から１００ポイントを超えており、硬直

化している状態であると認識しております。また、１８年度から用いられることになった実質公

債費比率も３か年平均で２０.２㌫と県内でも高い位置にあり、公債費負担適正化計画の策定が

義務づけられ、おおむね７年以内での改善を進める必要が生じたところであります。 

 こうしたことを踏まえ、今後において持続可能な財政基盤の確立を図るという観点から、そし

て両指数の改善のために、主に二つのことに留意した編成を考えているところでございます。 

 まず、一つは何と言いましても、実質公債費比率の改善に留意した編成をしなければならない
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という点でございます。今年度策定した公債費負担適正化計画に基づいた地方債発行額の抑制と、

これに伴い必要となる普通建設事業の大幅な見直しを進め、今後の災害復興や町のプロジェクト

事業などに対応できる財政基盤を築いていく必要があると考えております。 

 ２点目は、行政改革の一層の推進と歳出の削減であります。新型交付税をはじめとする交付税

改革や税源移譲の動向が現時点では不透明ではありますが、地方一般財源の動向に明るい情報は

感じられないところであります。このことから、さらに行政改革に取り組み、事務事業の見直し

などを進めながら歳出削減に努め、経常収支比率の改善に努めなければならないと考えていると

ころであります。 

 そういう観点から、１９年度予算編成説明会におきまして、私は内部的には財政の非常に厳し

い事態を乗り越えていかなきゃいけないという点での話を前提にしながら、しかし災害復興とい

うものを優先したシフトをとらなければならないと、そういう意味での合併時点でのいろいろな

協議、計画というものの見直しもある程度やむを得ない面が出てくるのではないかと。災害復興

を優先した予算というものに取り組まなきゃいけない、というようなことを前提として話したと

ころでございます。 

 いずれにしましても、今後における持続可能な財政基盤の確立のために、今後の中・長期的な

まちづくりを視野に入れての予算編成を心がけていかなければならないと考えているところでご

ざいます。 

 次に、財政の健全化に向けた取り組みということで、まず予算の適正規模をどう考えるかとい

うことであります。 

予算規模は、基本的には歳入に見合った規模に留意すべきであると考えておりますが、歳入

につきましても、国庫負担金や県支出金を含めた義務的な事務執行経費を含め、国県の動向に左

右される要素を含んでいること、また歳出面でも、市町村には独自の財政需要等が存在すること

などから、具体的な数値を示すということには慎重にならざるを得ないと感じておりますし、ま

た単純に類似団体や同規模の団体など、他の団体と比較するというのも適当かどうかということ

もあると感じております。 

 ただ、今申し上げましたこととはちょっと矛盾するわけでございますが、行政改革大綱の策定

など、中・長期的な財政や行政基盤の見通しを立てる際には、全国の類似団体よりも県内の身近

な団体として、面積あるいは人口規模で同規模の団体である大口市や合併前の串木野市などの例

を挙げて資料を作成した経緯がございます。 

 一義的に同じ考え方によりまして、平成１７年度決算規模を比較しようとした場合に、合併問

題の有無という条件の相違がありますが、さつま町の１５６億８,０００万円に対しまして、大

口市では９７億６,０００万円、いちき串木野市で１３６億３,０００万円となっておりました。 

 本町は、いちき串木野市と同様に合併直後のため、交付税の特例加算や合併関連の特別の財政

需要等がありましたので、若干規模が膨らんでいるのも事実でございます。 

 しかし、今後の新型交付税の導入や交付税の合併特例加算分の平準化など、一般財源の減少に

あわせ、段階的に決算規模も削減せざるを得ないと考えております。 

 結果的に考えると、町の純粋な財政需要に着目した予算規模ということでいえば、１００億円

を下回るだろうと感じております。 

 ただ、この数値が高いのか低いのかという議論にはまだまだ不確定な要素もありますので、慎

重にならざるを得ないと考えております。 

 次に、行政改革大綱との一体的な取り組みということについてでありますが、行政改革大綱策

定の大きな目標に「持続可能な行財政基盤の確立」を掲げており、財政の健全化に向けた取り組
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みを重点的に進めることといたしております。 

そのために、行財政改革推進プログラム及び実施計画を策定し、職員定数の適正化、効率的

な組織機構への再編、各種事務事業等の見直しなど、鋭意取り組みを進めておりますが、今回の

予想外の豪雨災害に加え、来年度以降の新型交付税や税源移譲による影響など、財政を取り巻く

環境は一段と厳しさを増す状況にあり、財政改革に向けた一層の取り組みが急務となっていると

判断しております。 

 このようなことから、新型交付税や税源移譲による影響額及び災害復旧事業の全体像なども見

極めながら、場合によっては実施計画の年次的見直しを行い、行政改革大綱と一体的に財政の健

全化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 総合振興計画等の具体的な見直しについての御質問でありますが、本年３月に策定した総合振

興計画に基づく施策・事業の展開につきましては、本年度を初年度とする１０年間の基本構想と

前期５か年の基本計画に基づき、総合的なまちづくりを推進していくこととしております。 

 しかしながら、今回の豪雨災害により、施策・事業の見直しをせざるを得ないと思うところで

ありまして、災害の早期復興は最重要課題でありますので、災害復興に係る事業を最優先したい

と考えております。 

 実施計画については、現在、前期５か年計画について、来年度当初予算と歩調を合わせて策定

に向けた作業に入る予定でありますので、各分野での個別計画や事業等について、緊急性、重要

性等を勘案しながら、慎重かつ柔軟に対応してまいりたいと考えておりますが、国の地方財政に

対する緊縮的な厳しい対応によりまして、本町におきましても、財政的な部分では大変厳しい状

況にあると思っております。 

 さらには今回の災害対応によっては、長期的な計画にあっても実施に至っては見直しを行わざ

るを得ないところも出てくると考えます。 

そのほか、社会資本整備に係る部分等についても、事業費枠、起債枠によって調整するよう

にしておりますので、実施計画を定めたとしましても、具体的な実施段階において年次的に調整

をしながら、ローリング、もしくは見直しを図ってまいる必要も出てくるんではないかと考えて

おります。 

 次に、実質公債費比率適正化計画とあわせて「財政非常事態宣言」を行う考えはないかという

ことであります。１８年度から新たに用いられることになった実質公債費比率が新聞等で報道さ

れ、本町の県内における位置を目の当たりにしたところであります。基準以上の数値のため、こ

のたび公債費負担適正化計画を策定し、実現に向けて１９年度当初予算編成に向けて具体的な作

業に着手いたしております。 

 今回の財政危機、財政硬直化は本町独自の原因はあるわけでありますが、全体的には、三位一

体の改革、税源移譲など地方財政全体に対しての国の考え方が変わってきたことにありまして、

全国の県及び市町村に共通するものでもあります。現時点で本町が宣言いたしましても、町民に

訴えることはできますが、果たして具体的な解決策が見出されるのかという点では、もう少し時

期を見る必要があるのではないかと思っております。 

 また、私も県の町村会長という役割もありますので、県内の町村の実情も把握し、全体的な視

野に立って町村財政が壊滅的打撃を受けている実情を国に訴えておりますし、これからも機会あ

るごとに声を挙げなければいけないと思っております。 

 現段階では、公債費負担適正化計画に基づいた公債費削減、普通建設事業の圧縮の努力や行政

改革大綱に基づいたその他経常経費等の削減、見直しを進めることに傾注してまいります。 

その中で、今後実施される地方税や交付税の改革の動向等を見極めながら、必要であればさ

- 41 - 



 

らに踏み込んだ姿勢として削減の対象となる項目、あるいは削減の期間等も具体的に示し、言わ

れましたような宣言という形をとることにもなろうかと思っております。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○日髙 政勝議員   

 それぞれお答えをいただきましたところでございますが、最初の予算編成に当たっての町長の

基本方針、これにつきましては、これまでとは違うという危機管理を強く訴えられたというよう

なことでございまして、予算編成のねらい、これについても、災害復旧を優先するんだというよ

うなところで指示があったようでございます。 

 やはり、今日のように非常に厳しい時代こそ、ビジョンというのをしっかりと示していくのが

トップマネージメントの役割であるというふうに考えております。 

 それぞれ述べられたことについて、それぞれ課長、局長なり、それからまた庶務の皆さん方を

お集めになってのこの示達であったと思いますけれども、町長のその思いというのが、職員一人

ひとりに十分伝わっているというふうに認識をされているのか、その辺をちょっと感触をお伺い

したいと思っております。 

○町長（井上 章三君）   

 １８年度、今年にこのような大きな災害が発生したということは、職員をはじめ、全町民が目

撃しているわけでありますから、この災害に対する対応をどうするかということが最優先の課題

になってきているということは、みんなが認識していることだと思っております。 

そのことの影響がどういうふうに出てくるかということは、また今後の具体的な編成の中で

いろいろと協議をしなきゃいけないことになるわけでありますが、全体としては、そういうよう

な厳しい認識、また国の動向なども見聞きしているわけでありますから、みんながそのような認

識を持ちながら見つめているというふうに思っているところでございます。 

○日髙 政勝議員   

 すべてが共通の認識を持っているというようなことでございます。ただ今ありましたとおり、

危機意識を組織全体のものにして、限られた財源の中でございますので、効率性の高い予算編成

の作業が今後進められることを期待をいたしております。 

 次に、財政の健全化に向けた取り組みでございますが、申し上げましたとおり、来年度のこの

当初予算だいたいどの程度をお考えの規模になっているのかお示しをいただきたいというふうに

思います。 

○町長（井上 章三君）   

 この問題は、今後この新型交付税がどういうふうになるだろうか、あるいは補正がどのぐらい

になってくるだろうか、いろいろとその要素が国の政策がどの程度どういうふうに税源の移譲が

どういうふうになってくるだろうかという、そういうことによって、結局歳入がどの程度に見込

まれるかということが前提になってまいります。 

そういう点で、なかなかまだ判断は難しいところでありますが、そこらの国の予算編成の推

移を見極めながら考えなきゃいけないと思っているところでありまして、ただ、本年度１３８億

円で当初がスタートしましたけれども、１３０億円台でスタートすることができるだろうか、も

っと厳しいところからのスタートにならざるを得ないんではないかというふうに、今慎重に考え

ているところでございます。 

○日髙 政勝議員   

 先ほども申し上げましたとおり、確かにこの依存財源が４分の３を占めておりますし、国の動

向というのは、当然としてやっぱり影響はあるわけで、把握というのはかなり難しい面もありま
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すけども、今までの経験的にやはり財源の補足というのはいろいろ情勢を分析しながら、把握を

おおよそでしていると思います、財政当局の方で。ある程度目標がないと、ただそれぞれ積み上

げをして、それに応じて予算規模を決めると、そういうやり方ではなくて、きちっとした目標を

ある程度持っていながら、予算の編成に臨むべきではないかと思っておるところですけども。今

年が１３８億円、それでもかなり去年は厳しい中で、この規模にもっていらっしゃったんですが、

今の情勢では恐らくさらに厳しくなるのかなと。 

町長がおっしゃるとおり、新型交付税がどうなるか、これもちょっと後で触れますけれども、

この辺の動向なり、税収がどうなのかという、いわゆる地方財政計画も２４日でないと恐らく決

められんと思います。ですが、おおよそのことというのは、もってしかるべきだと思いますけれ

ども、今もおっしゃった１３０億円、あるいはもっと厳しくなる、厳しくなるということは、こ

れを下回る考えであるのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 実際のところ現在思っているのは、１２０億円台でのスタートになるだろうというふうに思っ

ております。 

○日髙 政勝議員   

 今、１２０億円程度の見込みだというようなことでございます。 

 先ほど、本町の適正な規模としては、いろいろその類団との関係もありますし、いろいろござ

いますが、１００億円ぐらいだというようなことでございましたけれども、確かに合併をしない

大口市とか、そういうところは１００億円を既に切っておりますけれども。 

いろんな事情等も考慮をしながら、その財政規模というのが決められるんでしょうけれども、

今お答えになりました１２０億円からスタートをしたときに、だいたい１００億円までもってい

き方に、その辺の財政シミュレーションというのはどうなんですか。これから立てて進められる

のか。昨年の７月、８月ですか、策定をされましてから、恐らく後の公債費負担適正化計画等と

あせて、その辺も見直しをされていくのか、その辺はどうなんでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 そこらのところについて、いろいろと諸情勢を見ながら財政課の方で検討をしておりますので、

そこのところについては、現段階での財政課の考えを答弁させてみたいと思います。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 確かに人口割からいきますと大口市、それから串木野市なんかと同じような規模を誇ってるわ

けですが、３町合併ということを考えますと、１０年間は交付税が３町分来るということで、財

政規模はかなり膨れてと言いますか、膨張していると思います。 

 ただ、３町時代の義務的経費、それから経常経費を当分は引きずっていますので、こういうこ

とになっていきますが、ただ、平成２８年から平成３３年までの間に、もう交付税が７億円減る

というのは確実なことであります。これがあるから国は合併を進めてきたと思っているわけです

が、ですから、この平成２８年の前に、この到達前にかなりスリム化した行政システム、そうい

った適正な予算規模にもっていかないと、もうかなり無理した予算規模ということになろうかと

思っております。 

○日髙 政勝議員   

 今、非常に国全体が人口の減少社会に入っておるということでございますし、高齢化社会がま

た急速にまた進んでいるというようなことで、これらについては、本町の場合、特にこういう傾

向というのは顕著になっているわけですので、それに応じて財政規模というのもだいたい比例し

た形で、今までの右肩上がりではなくて、そういう将来の収入構造もだいぶ変わってくるようで
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すから、その辺は見極めた上で、適正な規模というのを早い機会に軌道に乗せていくという努力

をしていただきたいと思っているところでございます。 

 次の総合振興計画等の具体的な見直しについては、まだ事業の関係は、具体的に庁議なり、あ

るいはいろんな審議会の諮問機関等でも論議をされていないというような状況のようでございま

すが、とにかく予算編成が先行だというような形になっておるようですけども、せっかく過疎計

画なり、総合振興計画も実施計画の策定、実施計画をつくれる段階になっておりますが、作業中

だと思いますけれども、やはり計画行政と言われている時代でありますから、その辺の調整とい

うのは、うまく財政の方とも連携をしながら進めていくべきではないかと思っております。 

 せっかく皆さん方、計画をつくられて、町民の皆さんもですが、我々も論議をして議決をして

いるわけです。その計画行政が叫ばれている中ですので、企画においてもその辺の予算等も踏ま

え、いわゆる先行した形で十分に論議をすべきではないかと思っています。先ほど申し上げまし

たとおり、こういう政策的なあるいは重要な施策については、論議をする場というのが庁議とい

うのがあるわけですし、そういう形での機会というのを十分とらえてやっていただきたいと思っ

ているところでございます。 

 これから、そういった予算をとにかくつくって、振興計画審議会なり、あるいは地域審議会に

諮られるということですが、もう事後の一つの承認という形になるようですから、余りタイミン

グを外さんように、その辺はうまく調整をして進めていただきたいと思うところでございます。 

 それから、行政改革との一体的な取り組みについてでございます。先ほどから町長も申されて

おりますとおり、とにかく行政改革を早く進めたいというような心意気もあるようですので、と

にかくそういう取り組みをやっていただきたいと思っております。 

 それと、振興計画については、事業の必要性とか、あるいは事業効果、緊急性、重要性、こう

いったものを配慮しながら、調整能力を十分発揮をするということが、この財政運営についても

非常にスムーズにいくんじゃないかと思っております。総花的でないということが言われており

ますので、こういう財政の逼迫の時代においては特に必要かと思いますが、メリハリのあるよう

なものにしていくべきではないかと思いますけれども、全体が縮小した中でも、メリハリをつけ

ていくと。 

 町長自身もいろんな政策があるわけですから、そしてまたプロジェクトでつくられた重点プロ

ジェクトも定めているわけですから、その辺の取り扱いというのはどのような形で論議をされて

いくのか。全く財政当局にお任せなのか。その辺はどんなもんですか。 

○町長（井上 章三君）   

 財政の前提としての国の変動と言いますか、国の計画の変動というのがあるわけでありますの

で、そういうものに対応しながらと言いますか、そういうものを注目しながら、今後のこの計画

の執行という点においては、絶えず計画の調整会議と、その企画の調整会議というのを持ちなが

ら、いろんな問題に対して検討をしております。 

これは、もちろん財政当局も入るわけでありますが、関係する課が集まりながら、それを総

合的に検討していくという形を持っておりますので、そういう中で全体的な調整は図りつつある

と、調整は図りつつあるというふうに思っているところです。 

○日髙 政勝議員   

 予算というのは、従来から市町村長の考え方というのが正直に反映をされたものであって、そ

の市町村の行政の設計書とも言われておるところでございます。予算が行政のバロメーターだと

いう認識のもとに行財政運営というのが今後スムーズに進められていきますように、期待をいた

しているところでございます。 
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 そして、今、地域間格差の問題というのが論議をされておるわけでございますが、安倍総理が

再チャレンジ型社会ということでの、そういった構築に向けての政策の一つとして、今度の所信

表明の演説の中に、地場産品の発掘やブランド化、少子化対策への取り組みなど、独自のプロジ

ェクトをみずから考えて前向きに取り組む自治体に、地方交付税の支援措置を新たに講ずるとい

う、頑張る地方応援プロジェクトをこの新型交付税の中に設けていくことを表明しております。 

 現行制度でも、自治体の歳出削減努力とか、あるいは税の徴収率を上げた場合には、配分を増

やすという枠というのが約１,０００億円あるということでございますが、改革によりますと、

来年度の交付税の１割程度の約２兆円、それから３年後におきましては交付税総額の３分の１に

当たる５兆円を、頑張る地方応援プロジェクトの中に盛り込むということになっておるようです。 

 例えば、具体例としましては、少子化対策で出生率が上がったと、向上した。そして、女性ら

の自立支援の就業率が改善した。不要になった学校施設を高齢者福祉施設に転用、活用したと。 

また、今言われております団塊世代の退職後の定住を促進した。そのほかの地域のいろんな

活性化に取り組んだところが、非常に成功したと。 

こういったことについては、総務省も頑張る地方応援室というのを設置をしまして、年内に

その支援策を決めるということになっておるようでございますが、このようなことから、企画の

さらなる政策能力というのを向上していただきたいと、それと企画と財政がうまく連携をするシ

ステムというのが、今後は必要ではないかと思っているところでございます。 

 そういうことで、この辺の取り組みというのは交付税にも影響するということですから、この

システム構築について町長はどのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 システムの構築をどう考えているかと聞かれたわけでありますけれども、システムをどうとい

うところまではまだ考えておりませんが、今言われましたように安倍総理は、この地域間格差の

解消ということで、頑張る地方を応援するんだというふうに言われております。しかし、このこ

とが本当に地方の格差の解消、地方の応援に本当になるんだろうかという疑問の声も、一方では

あります。 

 頑張って成功したところはいいんだけれども、頑張っても成功しなかったところは、じゃあ見

捨てられるかと、応援がないのかという、そういうことにもなるわけでありまして、また人口や

面積でこの新型交付税をということでありますが、鹿児島県のような離島とか非常に過疎的な地

域、条件の不利な地域をたくさん持っている県においては、この人口、面積という単純な判断の

中で、それでおさまるのかということについては非常に疑問もございまして、そういう点で鹿児

島県の地方６団体として、それに対するさらなる配慮と言いますか、それを求めるような緊急の

提案を上げたりもしたわけでありますけれども。 

 しかし、それはそれとして、そういうような国の施策というものを最大限に活用するというこ

とでの取り組みはしてみなきゃいけないということでありまして、このことについては、先ほど

も申しましたように、いろんな担当を横断的に調整をしながら考えていくと。これは、企画、財

政を含めながら、また担当する課を含めて、一緒にこれは検討しながら対応を図っていくという

ふうにしておりますので、一応、現在取り組んでいるそういう企画調整会議というのは、そうい

うようなシステムにもなるんではないかと思っているところでございます。 

○日髙 政勝議員   

 組織的にという意味ではなくて、一つの事務の流れとして、そういう連携をとるような体制を

という意味でございますので。とにかく、知恵を出して頑張るところには、これからは交付税が

変わってくるんだというような考え方に立っておるようでございます。 
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これまで地方交付税というのがナショナルミニマムの、そういう基本的な、どこにおっても

等しく交付税をやりますよという考え方から若干変わってきておるようですから、とにかく地方

分権の時代と言われている中で、お互いに知恵を出すところは出し合って財源を確保するという

ことも必要ではないかと思いますので、今回そういったことについては御努力をいただきたいと

思っております。 

 それから、総合振興計画等の実効性を確保するため、先ほどから出ております実施計画を策定

されるわけでありますが、今後、見直しをされるに当たって、町民の皆さん方にも密接な事務事

業というのがあるかと思いますので、その辺の中で中止なり、あるいはこの計画期間中にどうし

ても次の時代にローリングをせないかんというようなものも出てくるかと思いますので、そうい

う事態があった場合は、十分町民に対してのアカウンタビリティー、いわゆる説明責任というの

をきっちりやるべきではないかと思っておりますので、その辺の啓発についてはどのようにお考

えであるかお尋ねします。 

○町長（井上 章三君）   

 御指摘のことは当然でありまして、こういう前提がいろいろと変化するという状況の中にあっ

ては、見直しもやむを得ないところは多々出てくるだろうと思いますが、それに対しては、この

計画を決めた経緯というのがございますから、そういう審議会であったり、あるいはまた議会で

あったり、住民の関係するところには、変更に際しては理解が得られるような努力はしなきゃい

けないと思っております。 

○日髙 政勝議員   

 行革との関係でございますけれども、今まで大綱に基づいて集中改革プランというのができて

おりまして、それまでの取り組みというのが、どのような成果が出てきたのか、今までの取り組

みの中での達成率というんですか、その辺が目標に対してどういう結果になっているのか、お示

しをいただきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 そういう評価も含めて、この対策をする部署として行政管理室というのを設けてございますの

で、管理室の方から現段階におけるそこらの評価と言いますか、それを答弁させてみたいと思い

ます。 

○行政管理室長（日高 昭治君）   

 行政改革大綱に基づきます実績ということでございますが、去る１１月の２８日の日に推進本

部会議を開きまして、１８年度の実施計画に基づきます上半期の実績、状況等について報告をい

たしております。 

 その中で、内部評価あるいは外部評価という２段階評価の中での実績ということで報告をいた

しておりますが、特にＢ評価、計画数値に達していないもの、あるいは取り組み方が不十分であ

ったものというようなものについては、去る１２月１日の１９年度予算編成方針の説明の中でも、

今後の対応について、引き続き推進をしていくようにということでお願いもいたしてきておりま

す。 

 実績につきましては、１７年度の１０月に大綱ができましてからの実績という形になるわけで

すが、特に１８年度の当初予算編成に向けた経費節減、予算規模の縮小、あるいは本庁方式への

移行に向けた１８年度の組織の再編という形の中で、今日まで取り組みを続けてきておりまして、

さらに定員適正化計画に基づく職員の定数削減の問題とか、組織につきましても支所機能のあり

方とか、そういうものも今後は引き続きまた研究・検討、推進を図っていきたいというふうに思

っております。 
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○日髙 政勝議員   

 達成率がまだ十分でないという事項等については、今後集中的にまた御努力をいただきたいと

思っているところです。 

 時間もないですのであれですが、公債費負担適正化計画と財政非常事態宣言の関係でございま

すけれども、先ほど対外的にこういう宣言があるとちょっとどうかなあということで、時期尚早

だというようなお答えでございますけれども、そういう意味じゃないかと思いますが。 

 私は、タイミングを失すると、もう後からしても。やはり内外ともに同じ気持ちになって、こ

の問題というのは乗り越えていかないと、私はちょっと時期を失するといかがなものかなあとい

う感じをしております。やっぱりタイムリーな宣言というのは大事じゃないかと思いますけども。 

ただ、この問題はもう余り強くは申しませんが、とにかく、そういう意識のもとに何とかこ

の危機を乗り越えていただきたいと思っているところです。 

 ところで、総務省の方では、財政危機に陥った自治体に適応する新たな再建法制というのが、

いわゆる再生型の破綻法制というのを３年以内に導入することを今目指して検討が進められてお

るようでございます。 

 そして同時に、都道府県と人口３万人以上の市町村については、民間並みの財務指標をですね、

バランスシートと貸借対照表、損益計算書に相当する行政コスト計算書、それからキャッシュフ

ローを把握するための資金収支計画書、後年度の負担が把握しやすい純資産変動計算書、この

４表の作成を求めるということになっておりますけれども。 

やはり両者についても、もう地方公社とか第三セクターのところまで含んだ、町の財政に関

係をするすべての会計について、連結ベースでこの財政指標を作成するんだと。その中で財政状

態が、どうであるのかというのを判断をするようでございますが。 

 人口的には、このさつま町は３万人に達しておりませんので、この必要性はないかもしれませ

んけれども、やはり今こういう状態ですから、今度のこの公債費負担適正化計画とあわせて、こ

の４表についても内部でもいいですから、策定に努めて分析をして、どこに問題があるのかとい

う点はしっかり把握をされておるんでしょうけども、やはり今後の適正化計画にあわせて努力を

していくことについては、非常に大事なことじゃないかと思いますけれども、その辺の策定の考

え方についてはいかがなもんでしょうか。町長のお考えを聞いておきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 この財政問題で、夕張市の姿というのが非常にショックを与えている面がございます。破綻法

というのをまた新たにつくるという動きがあるという中で、市町村の財政運営というのは、非常

に厳しい運営、そして破綻に陥らない運営というのを厳しく指摘をされているわけでございます。 

 そういう点におきまして、そういうところを判断する指標としての今言われたような分析とい

うのが言われているわけでありますので、本町といたしましてもそういう観点からの分析、検討

というのは進める方向でいくべきではないかというふうに思っておりますし、今後の検討の中に

入っていると理解していただいていいと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 申し上げますが、ちょうどもう２分を、ちょうど、もうちょっとですから、時間内に終わるよ

うにお願いします。日髙議員。 

○日髙 政勝議員   

 今、町長の方からもございましたとおり、北海道の夕張市の問題というのが、非常に大きなニ

ュースにもなっておりますし、もう我がこととして受けとめていかなければならないことだと思

っております。そういう事態にならないように、しっかりと今の段階で取り組んでいただきたい
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と思うところでございます。 

 これからが行財政運営の正念場だという感じを受けておりますので、議会も今現在、行革の特

別委員会をつくって、議会内部での問題についても真剣に論議を深めているところでございます。 

この難局を一緒に乗り切るため、今後も努力をお互いにしなければならないと思っておりま

すので、町長のさらなるリーダーシップを発揮されることを期待いたしまして、質問を終わりた

いと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 次は、２６番、内之倉議員の発言を許します。内之倉議員。 

〔内之倉成功議員登壇〕 

○内之倉成功議員   

 私は、質問の前に、町民の皆様に対してお見舞い申し上げたいと思います。また、ボランティ

アの協力をいただき、土建業者、町内外の皆様の協力で町が整備されたことに対して、厚くお礼

申し上げます。また、災害後は、町長はじめ職員の皆様が昼夜問わず、土日も返上し努力されて

きたことに対して感謝申し上げます。 

 先に通告した３項目につきまして、町長、担当課の考えを伺いたいと思います。 

 まず、１点目の水害対策についてでありますが、激甚災害を受けられた地域、特に虎居、川原、

山崎、二渡、湯田、柏原、神子など、浸水被害を受けた原因は、ダムの急激な放水が原因だと多

くの町民は思っております。 

それに対しダム事務所は、「適正に管理された」という回答でありました。その上、町長自

ら「ダムは正常に管理されていた」という発言があり、多くの町民が反発したのも事実でありま

す。 

 確かに今回の雨量は、５日間で１,２００ミリ、昭和４７年の水害よりも被害がひどかったこ

とは、町民だれもが否定しないことであります。しかし、４７年当時は、町長はじめ議会、町民

が一体になって、ダムの放水だと詰め寄ったのも事実であります。被害者が地方裁まで争ったこ

ともあります。その後、湯田温泉町、川原の堤防ができて、町の復興がなされました。 

 今回の災害復旧は、川内川の６２キロメートルの家屋浸水被害を解消することが目的であると

いうことで、３５６億円が採択されているわけですが、本町分は幾らの額になるか伺いたいと思

います。 

 しかし、双方の水かけ論でなく、国、県、町が一体になって激特事業を５年間で完成させるよ

うにするには、町長の指揮で、町民、地権者の説得が最大要因と思うのでありますが、町長の考

えを伺いたいと思います。また、測量設計を推進するのが町行政の最大の仕事と思うものであり

ますが、その点についても同様にお願いしたいと思います。 

 ２点目は、激甚災害による中小河川、耕地災害の復旧工事は、いつまでに終わるのか伺いたい

と思います。 

 ２番目に振興計画についてでありますが、合併して新しい振興計画ができているわけでありま

すが、今回の水害関係で見直しされるのか伺いたいと思います。 

また、これに伴い主要町道の整備が遅れるのではないかとか、またいろいろな町の振興計画

のそのものが見直されるのではないかという町民は心配しているわけですが、そこいらについて

をお聞かせ願いたいと思います。 

 ３点目に高齢化社会での農政について、国の方針では認定農家、担い手、集落営農を基本とし

て進めようとしているが、本町の対応として高齢化で後継者もいない山間部はどのようにされる

のか、町長のお考えを伺いたいと思います。 
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 これで１回目の質問を終わります。 

〔内之倉成功議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 内之倉議員から大きく３つに分けての質問をいただきました。 

 まず、１点目の水害対策についてでございます。 

 河川激特事業が決まり、４地区で住民説明会を実施してまいりました。各地域から多くの意見、

要望が出されており、河川激特事業の概要につきましては、説明会に参加された方々は、おおむ

ね理解されていると思います。ただ、現地測量がまだなされておりませんので、工事の内容につ

いては、理解しにくい方も多いのではないかと思っております。 

それだけに今後は、現地測量を早急に実施していただき、地元の要望も視野に入れながら、

国交省川内川河川事務所と十分協議を行ってまいりたいと思っております。 

 この激特指定を受けるという質問の中で、ダムの急激な放水が今回の被害の原因ではないかと、

それに対して町民の理解はどこまで進んでいるのかということが指摘されましたので、その件に

ついて私の考えを申し上げたいと思いますが、今回の水害は、基本的に予想をはるかに超える今

までの国の計画で言えば１００年に１度の洪水を想定していたという中で、２００年になるのか

３００年になるのか、それに１回ぐらいの、予想をはるかに超える大水害、豪雨であったという

ことであります。 

 そういうような洪水の中で、ダムによる洪水の調節、そしてまた急激な放水というのが行われ

たわけでありますが、これをダムの管理所の方からもデータを示しながら説明がなされました。

その説明の内容については、まだ十分理解されていない面があるというふうに思っております。 

ただ、これを冷静に分析をしましたときに、ダムがなかった場合にじゃあどうなっただろう

かということについての私なりの判断、認識でありますけれども、ダムがなかったとした場合に

は、もっと早く、もっと大きな洪水が起こっていたというデータが、データ的に出ているわけで

あります。 

 そういう点で、ダムの洪水調節というのは十分ではなかったけれども、その洪水調節能力をは

るかに超えるような豪雨であったために、最終的に調節が十分しきれないという状況があったけ

れども、しかしダムがあったためにこの段階で済んだというのが、私は率直なところだろうとい

うふうに認識をしておりまして、このことは、データに基づいて冷静にしっかりと分析をすると、

そういう結論が出てくるだろうというふうに思っております。 

 また、そのことについては、ダムの放流と、それから支流からの流入と、それによって大変な

被害を受けた方々にとっては、ダムの放水によってこうなってしまったというふうに思われやす

い点がありますけれども。 

しかし、ここのところは、よくその内容を分析してみた場合に、それはダムがなかったらも

っと端的に言うと、この洪水は４時間早く起こっていたと言われておりますし、そしてまた、そ

の水位においても、さらに１.３メートル上がってただろうと。 

そうしたときにどのぐらいの被害になっただろうかということを思ったときに、ダムがあっ

たことによって、まだこれで済んだという認識というのも、私は理解がなされていかないといけ

ないんではないか、あるいはまた下流の川内市においては、まさにダムの調節によって今回は被

害が軽減されたというふうな認識をされているという面もございます。ここのところは、時間を

かけて、冷静な分析をしていく必要があるんではないかと思っております。 

 それから、激特の予算に対する本町分はどのぐらいなのかということに関しましては、
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３５６億円の約６割と言われておりますから、まあ２００億円前後になるのではないかと思って

いるところであります。 

 次に、中小河川、耕地等の災害復旧スケジュールでありますが、公共土木災害につきましては、

県管理河川が９４件、町の管理河川が９５件ということになっておりまして、現在随時、工事発

注をしているところであります。約７０㌫程度が年度内に完成をする見込みであり、残りにつき

ましては、来年の梅雨前までに完成する計画であります。 

 また、町の公共土木の全体ということですが、道路で１６１件、河川が９５件、橋梁が１件、

計２５７件ということになっております。 

 農地・農業用施設災害復旧でありますが、県及び建設課の職員の応援、協力をいただきながら

事務事業に取り組んでいるところであります。現在まで８１１件、さらにこれが全体としては

１,０１０件になる見込みでありますが、このような査定を受け、そのうち応急工事を含め今月

までに３７８件の工事を発注することにしております。 

 今週いっぱいで査定が終わりますので、随時工事発注をし年度内完成を目指しますが、箇所数

が多く、今後発注するとなりますと工期もとれず、また業者の数も限られていることから、一部

来年度へ繰り越す予定であります。工事につきましては、田植え前までには完成する予定にして

おります。 

 また、林道災害につきましては、２９件すべて査定が終了し、現在まで１４件の工事発注をし

ており、今後も随時発注する計画でありますが、北薩２号線及び平江線につきましては、被災規

模が甚大でありましたので、工期的にも間に合わないことから、一部来年度に繰り越す予定であ

ります。 

 振興計画につきましては、年次的に見直しを図ることを基本にしながら、具体的には日髙議員

の質問に答弁申し上げたとおりでありますが、前期５か年の実施計画については、今回、来年度

当初予算と歩調を合わせて策定作業に入る予定であります。 

 事業実施に当たっては、緊急性、重要性等を勘案しながら、慎重かつ柔軟に対応してまいりた

いと考えております。 

中でも、今回の災害対応等は、最優先課題と考えておりますが、財政的には厳しさを増すと

思いますので、長期的な計画にあっても実施に至っては見直しを行いながら、事業費枠、起債枠

で年次的な調整を図りながら見直しを図ってまいりたいと考えております。 

 振興計画の中で、財政難、水害等により合併道路の進捗が遅れるのではないかということでご

ざいますが、合併特例道路整備事業については、現在７路線を整備中、これは用地買収も含んで

おりますが、整備中であり、本庁が２路線、鶴田総合支所が２路線、薩摩総合支所が３路線が整

備中で、平成１９年度、２路線が完成の見込みであります。 

同事業は、旧町間を結ぶ重要な路線でありますが、合併当初とは異なり、財政及び今回の水

害等を考慮しますと、御指摘のとおり進捗にも影響が出てくるものと思われます。 

 次に、高齢化社会での農政についてであります。昨年の農業センサスの結果では、本町の農業

就業人口の高齢化率は約７割と、非常に高い比率になってきており、今後の農業・集落の維持が

危惧される状況にあります。このため、担い手支援室を中心に本町の農業を担う担い手としての

認定農業者と集落営農の育成に努めているところであります。 

 まず、認定農業者は、年齢、性別等には関係なく高齢者の方であっても農業経営を営まれ、

５年後の農業経営改善計画を作成されれば認定の対象となっております。 

 次に、集落営農については、地域の将来に向けて認定農業者や専業農家だけでなく高齢農家や

兼業農家など地域の方々の合意に基づき、それぞれの役割分担を明確にして効率的かつ持続的な
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営農体制を築くことであることから、高齢化社会においては特に必要性が高い取り組みであると

考えております。 

 現在、引き続き国県の補助事業を活用して、地域での合意形成への支援活動を展開していると

ころであり、将来の地域営農ビジョンの策定に着手した地区も出てきております。また、本町の

集落営農に向けた取り組みを行っている組織では、水田裏作の露地野菜の作付けや高齢者向けの

露地野菜の推進等にも取り組みがなされてきており、集落営農による農業生産の向上も期待され

るところであります。 

 今後とも、各般の施策等を活用しながら、地域農業の担い手を確保、育成するための支援を展

開してまいりたいと考えております。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。再開はおおむね午後１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時０５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。内之倉議員。 

○内之倉成功議員   

  先ほどの町長の回答の中で、このダムが正常に管理されたという問題ですが、これは私は、現

在のダムの管理上で正規に行われたということじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（濵田  等議員）   

 そいじゃあ、町長、そのさっきの関連について答弁をください。町長。 

○町長（井上 章三君）   

 今回の洪水に対するダムの操作というのは、規定が決まっているわけですが、その規定を踏ま

えて、最大限の努力をしたというふうに言われておりますけれども、私も今回の操作規定に基づ

く努力という点では、まさに最大限の努力をしていただいたんではないかと。 

 丸４昼夜ぐらい、それこそもう不眠不休の努力をして、少しでも洪水調節をやりきろうという

努力をされたということを聞いているわけですが、私が精いっぱいの努力をされたと受けとめて

いる最大の問題は、この流入量を上回る放流というのは１度もしてないと。それ以上の流入があ

ったけれども、それを上回る放流は１度もしないで、洪水調節のその前提を踏まえて頑張ってい

ただいたということに対して、私は精いっぱいの努力をしていただいたんだなあというふうに認

識しているわけであります。 

○内之倉成功議員   

 そうだとすれば、今回の今、町長の話からいくと、そのダムは適正に管理されたと言うけれど

も、今回のダムに対するすごい予算がついてるわけですが、ダム管理事務所としては、今回、二

度とああいう災害が出ないようにやるという約束事になるか、予算がついているわけですけども。 

だとすれば、町長の発言と管理事務所の最初の水害があったときの話とは、どうも私が考え

ると、なぜじゃったら、正常であったんだったならば、なぜこんなあれだけのまた予算をかけて

やるのかというと、どうもそこいらが町民は納得できない部分が出てくるんじゃないかと思うん

ですが。 
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 １,２００ミリという水を受けとめて、ああいう災害が出たわけですけれども、もしダムがも

っと水を落としてですね。そういう管理規則がなかったから、今までの管理規則どおりやったと

いうことだと思うんですけれども。しかし、今回はこういう状況で、すべての地域が水没という

形があったわけですけれども、今回のダムが改修しようというのは、どういう位置づけをすれば

いいのか、ちょっとそこをお聞かせ願いたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 これは、私も当時その管理者でありませんから、聞いている話の中で言うわけですが、結局、

今回の洪水は、ダムが想定している洪水をはるかに上回る豪雨の量であったということで、この

日本でも、それこそ最大の調節能力を持っているという鶴田ダムをしても、これを調節しきれな

かったということであったために、今後こういうような豪雨災害が、ここまでのものがあるかど

うかわかりませんけれども、とにかく今までの想定を超えるものが来た場合に、もっと調節でき

る努力をするという前提で、ダムの再開発ということを今検討しておられると。 

 まだ、予算はついたというふうに確定はしていないと聞いておりますが、そういうことで我々

の要望に対して国は前向きに将来を見越しながら、もっと調節能力の高いダムにしようというふ

うに努力をしていただきつつあるというふうに認識しております。 

○議長（濵田  等議員）   

 内之倉議員に申し上げますが、町長にもですけれども、通告に従って質問をしてください。そ

してまた、通告に従って、質問に対して答弁もしていただきますので、そういうことでひとつお

願いします。内之倉議員。 

○内之倉成功議員   

 通告と言われればもうそれまでですけれども、私としては関連という形で申し上げているわけ

であって、それがもう通告以外はダメだと言われれば、もう質問はできないわけですけれども、

それはそれとして認めます。 

 ただ、今後のこの水害に対して、住民がいかに大変だったかちゅうのは、みんな御存じだと思

います。そういう中で、本来のこの災害復旧の激特の場合、とにかく町民もですけれども、やっ

ぱり町長が指揮をとるということが私はどうしても必要じゃないかと。これは、職員を使うこと

だと思うんですが。 

 そういう形で、まず測量をやらないとダメだというのが大きなネックだと思うんですけれども、

測量もまだいまだにやるというのは国としては決まってないわけですけれども、やっぱり地域住

民が本当に線を引いてもらいたいと。どこまで早く線を引いてもらいたいと考えているのは、町

民がすべて考えると思うんですけれども。 

あるいはやるにしても、どうしても測量しなければ先に進まないというのがあるんですが、

今年の３月なり４月までには終わらせようという計画なようですけれども、やっぱり町民が理解

させるような方法というのをですね、やはり町には責任はないといえばそれまでですけれども、

住民に話していくというのは、どうしても必要じゃないかと思うんですが、そこいらは町長とし

てはどうお考えなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 住民に正確な説明をするために測量が必要であると。現地測量を早くして、そして実際の正確

な実情を踏まえて、住民と最終的なって言いますか、計画の調整をしようということであります

から、測量をもう既に今年度の予算はついたということで、もう測量にできるだけ早く入れると

ころから入るというふうに言われておりますから、早く測量をしていただくということは、もう

それこそ大前提として必要なことだと思っております。 
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○内之倉成功議員   

 それぞれ努力されているというのは理解できますので。 

２点目の激甚災害による中小河川、それから耕地災害の復旧工事についても、７割方終了し

つつあるということなんですが、例えば河川敷の中に井堰がたくさんあるんですけれども、そこ

いらの関係なんかは、まだ今のところ私も５、６か所要望があってしたわけですけれども、まだ

全く手をつけられていないんですが、６月になればもう田植えという時期が出てくるんですけれ

ども、そこら辺の中小河川の井堰、頭首工の関係なんかについてはどうなのか、お聞かせ願いた

いと思います。担当課長で結構です。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 農地災害につきましては、すべて今週いっぱいで災害の査定を受けまして、それに向けまして

随時工事の発注も行っているところでございます。頭首工につきましては、農業の施設というこ

とで、地元からの申請があったかちょっとわかりませんけど、現場がちょっとどこかわかりませ

んが、もう頭首工につきましては全部査定の方は受けております。 

 それで、まだ工事の方は発注しておりません。１月になりましたら工事発注いたしまして、田

植え前までには済ませていきたいということで、できましたら３月いっぱいで済まそうというこ

とで考えているんですが、農地等及びそういう施設、用水路、排水につきましては、３月いっぱ

いで済ましていきたいということで考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○内之倉成功議員   

 今、課長の方から、そういうことで頭首工についてもやるということで、３月いっぱいですか。

それは延びることはないですね。いや、私は、なぜそう申しますか、これは財政上厳しい中で、

町単事業なり、またはそういう国からの補助金でやっていくと思うんですけれども、私が申し入

れした一つの災害地域については、まだ全く測量もしてないという地域があるものですから、お

聞きしたんですけれども、そういうことであれば本当幸いかと思います。 

 耕地については、もう全く同じ、先ほど町長の回答でありましたとおり、来年４月までには終

わるということだったんですが、間違いないですね。３月、全部が査定が終わって、いつぐらい

までかかるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 農地・農業用施設につきましては、先ほどの町長の答弁でもありましたように、箇所数もだい

ぶ多いようでございます。今現在まで、先週まで、また同じ答弁になると思いますが、８１１件

査定を受けまして、そのうち３７０件ぐらい工事の方は発注しております。 

 それで、１月になりますと当然繰り越しの関係もございますので、年度内に完成するものと、

それからまた４月以降になる部分もあります。それで、今後、査定が終わりましたら、県とまた

再度協議をしながら、３割ぐらい翌年へ繰り越しをしていきたいということで考えています。 

 しかし、やっぱり田んぼ、畑の場合は、田植え前までにはしなければいけませんので、それま

でには田植えということになりますと６月の上旬ごろだと思いますが、それまでには完成をして

いきたいと、完了していきたいということで考えているところでございます。 

○内之倉成功議員   

 災害関係については、今課長からもお聞きしましたので、町民にそういう形で移していきたい

と思います。 

 それから、町長の話にもあったとおり、主要町道、合併道路というような形で取り組みをされ

ている道路の関係ですが、これについてもそういう災害とは関係なく整備していくということに

- 53 - 



 

は間違いございませんか。 

○町長（井上 章三君）   

 先ほども申し上げましたが、この合併特例道路の整備事業は、旧町間を結ぶ重要な道路であり

ますので今努力をしておりますが、財政の関係、あるいはまた水害の関係を考慮しますと、幾ら

か進捗に影響が出てくると思っているところです。 

○内之倉成功議員   

 断片的に私も申し上げて、私の理解できなかったこともあると思うんですけれども、今までの

問題については、そういう形で進めていただくということで町民にも移していきたいと思います。 

 それから、３点目の高齢化社会での農政についてなんですが、最近、国の法律では認定農家と

か、それから集落営農という方式で取り組みを役場でもされているわけですが、とにかく小さな

農家、年寄り、そういう人たちの対応というのが見えにくいんですが。 

今までは若い元気な者の、そういう一つの集落営農という形が取り組みをされようとしてる

わけですけれども。これは私の地域に限らず、どこでも平均年齢がもう６０を超すという状況で、

今農業を続けていらっしゃるのが実情だと思うんですが。 

 そういう中で、集落営農と認定農家という、そういう二つの後継者育成も含めてですけれども、

そういう方向で今後の農村の農業を推進していくというわけですけれども。 

今の時勢の中で米についても、もう大暴落と言うかモチでは１２０円、ウルチでは１４０円、

籾１キロ当たり１２０円、１４０円という状況が出てきているわけですが、この集落営農をやっ

てそういうものをクリアできるかというと、ここにいろいろ資料ももらっているわけですけれど

も、私も含めてやはり集落の人たちは、これをやったら本当に農業をやっていけるのかと、まだ

不安な面が多いわけです。 

 そういう意味で、今後どういう指針と言うのか、地域によって違うと思うんですけれども、作

物のいろんな問題も含めて、この作った場合に集落でやれば、また認定農家が主導してやってい

くという形になれば、今後のさつま町の中山間地域の農業というのはクリアできていくのかなあ

と、生活が保障されるっていうか、そういう形ができていくのかということを考えるときに、行

政としてどこまで突っ込んで考え方を指導していかれるのか、そこをちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○担い手育成支援室長（久保薗純隆君）   

 質問のあれが、ちょっと大きくなったようでありますが、集落営農というのは一言で言います

と、認定農業者、それから大規模農家、それから小規模農家、高齢化農家、農業をやってない土

地持ち農家と、そういう方が参加してできるのが集落営農でございます。特に、昨年の３月に国

が、担い手を認定農業者と集落営農組織というふうに明確化したということでございます。 

 したがいまして、この担い手にこれからは国としては支援をして、いろんな施策を重点化して

いくというようなことになってきておりますが、特に米も御存じのとおり今まで下がってきてお

りますし、これからも下がるんじゃなかろうかと、そういうふうに言われております。 

我々の町としましては、耕地の７割が水田ということでございます。特に稲作が主体であり

まして、裏作がされていないというようなこともございますので、米を守っていかなきゃならん

ということでございます。 

 そのためには、これからの農家をどう守っていくかとなりますと、大規模農家なり小規模農家、

兼業農家さんの方でいろんな機械を買っておられます。小さい農家であっても一通りの機械を購

入されております、兼業農家の方も当然機械を一通りそろえておりまして、月給の方から機械代

を払っていくというような実態がございます。 
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そういうことで、今後、個人の農地、それから集落の農地をどう守っていくかということに

なれば、やはり集落営農を進めていかなならんと、そして農業機械も整理をしていって、その中

でコストを下げていくと、もうこれしかないんじゃなかろうかと思っているところでございます。 

 それから、集落営農を進める中で、米だけではどうしても経営がなっていきませんので、裏作

にどういう作物をつくっていくかということを話し合いの中で検討をいただいているところでご

ざいますが、そういう方法で経営を回すと農協さんの方でも、そういう集落で水田にかわる何か

作物をつくれば、それを売る、売っていくと、そういう政策も立てられつつありますので、支援

されるということでございます。 

 これからは、農業で生活ができるかというふうに今言われましたけど、当然、今の状況ではで

きないと思っております。町内に認定農業者の方が１９８経営体ございますけど、この方は特に

水稲主体という方は少ないところでありますが、水稲プラス畜産、園芸、そういう方がほとんど

でございますが、今後はほとんど水稲中心の農業をやっていくには、やはり集落営農ということ

で、今御案内のとおり、役場、それから農協、そして普及センターと一緒になって推進を図って

いるというようなことでございます。 

 御案内のとおり、７地区で先行的に進めておりますが、その中では勉強会をされて、そしてア

ンケートをとられまして、そしてもうビジョンまでつくろうかなというところまで来ているとこ

ろでございますので、そういうところをまた支援しながら、町内全地区を集落営農を進めてまい

りたいと思っております。 

○内之倉成功議員   

 課長の説明があったわけですけれども、私の地域でもやろうじゃないかというんですけれども、

町内でもそれぞれの地域で話があるようですけれども、よく進んでいる地域ちゅうか、もう取り

組みをしようという集落が、さつま町内に幾らぐらいあるのか。また、そこいらをお聞かせ願え

れば幸いかと思うんです。 

 ですけども、年寄りばっかしで、どうしても進められないというのが私の地域なんですけれど

も、今一生懸命若い人ちゅても５０から６０までの間で５、６名いるだけで、あとはもうほとん

どだれもいないちゅう地域なもんですから。 

そういう高齢化での地域の方について、基盤整備もよくされていないという地域なもんです

から、それを集落営農でやっていくとするならば、今後、小規模基盤整備とか、そういうのをや

らない限り、残された者でやっていくというのはなかなか難しいんじゃないかと。 

 担い手農家なり、またそういう方たちが、年寄りのところをこの耕地を管理してもらって植え

てもらってちゅう地域もあったんですけども、私の地域の方については、そういう形で認定農家

なり後継者なりちゅう、そういう努力されてる方たちにお願いしとったんですけれども、そのよ

うな地域が余り思わしいところでもないので。それを集落でやろうじゃないかという形は、話は

してるんですけれども。 

今後そういう地域の指導体制というのは、今後もそういう高齢化でほっとけばいいんじゃな

いかということではないと思うんですけれども、そこいらについてはどんなお考えなのか、ちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

○担い手育成支援室長（久保薗純隆君）   

 特に、木渋地区につきましても高齢化が進んでいるというようなことでございます。地区に担

い手、認定農業者などがいないところは、地区の皆さんで集落営農、地域ぐるみでの集落営農を

立ち上げる方向。 

それがどうしても高齢化でできないとなれば、地区の、地域の合意によりまして、地区外の
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認定農業者なりそういう方にお願いするのも、これも一つの集落営農でございます。 

 さらに、集落の中に５、６名の認定農業者なり、それから若い方、定年前後の方、そういう方

が一緒になってグループをつくって、そこにお願いする、頼むのもこれは集落営農でございます。

地域の合意があれば、そういうのはできます。 

 それから、町内の方では先ほど言いましたように７地区、新農村運動の重点地区ということで、

町内では２０か所が地区の指定を受けておりますが、この中で７地区が先行して、あと１４地区

を今、村づくりの方はほとんどが公民館と一緒ですので、そこを中心に回っているというような

ことでございます。あと１４地区の中で、今また勉強会なり説明会を進めているというようなこ

とでございます。 

 それから、小規模のほ場整備、未整備地区がございます。そこについては、集落営農を立ち上

げる中で軽微な整備と言いますか、畦畔の取り除きとか、そういうのはございます。それに該当

しないところは、大きいのは佐志地区でありますと、今耕地サイドの方で進めております中山間

地域総合整備事業で整備していただくと。これが一番補助率がいいようですので、そっちを活用

されればと思っております。 

 以上であります。 

○内之倉成功議員   

 私の質問の仕方がおかしいのか、立派な議員さんが笑われてるようですけれども、私は、現実

問題として農村に残されたこの高齢化社会の中で、とにかく真剣に取り組まない限り、これは農

地が崩壊していくというのは目に見えています。ですから、この問題については、本当に行政が

とことんまで地域についても肩入れをしていってもらうと、そういうことをぜひお願いを申し上

げまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 次は、２５番、川口議員の発言を許します。川口議員。 

〔川口 憲男議員登壇〕 

○川口 憲男議員   

 先に通告いたしました定住促進のさらなる施策について、町長にお伺いいたします。 

 その前に、町長、７月２３、２４日の災害から約半年ぐらい経つような経過になりましたけれ

ども、その間に私ども被災者の方も十分救済措置等いろいろしていただきました。 

 その中にありまして、先ほど今内之倉議員の中にもありましたけれども、農地、それから建設、

いろんな職員の方々が夜遅くまで、査定あるいは事業の推進に頑張っておられます。大変で、あ

る人のお母さんの話を聞きますと、いつ戻ってきて寝たか、そしていつ起きたかわからないとい

うような状況で頑張ってると。 

 やっぱし町のリーダーとして、職員の方々へも励ましの言葉をしていただけたらと思います。

耕地林業課長の話によりますと、もう少しで耕地の方も査定が終わるということですので、ぜひ

そこら辺の心配りもしていただきたいと思います。 

 それでは、通告しました質問に移りたいと思います。 

 定住促進の施策については、平成１７年６月議会で町長の見解を質しました。その結果と今後

の取り組みについて、再度考えを伺います。 

１、「企業誘致、就業確保が第一である。県等との連携を図り努力する」との答弁であった

が、その結果はどうなのか。 

２番目に、定住促進には各方面、庁舎内の各課との総合的整備を図り、ハード、ソフト面か

ら各種事業の積極的な展開を図るとの考えであったが、その成果は。 
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３点目に、以上の２点について、今後の課題、取り組み策をお伺いしたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 川口議員の方から定住促進に対する取り組みを、質問いただきました。 

 まず、第１点の企業誘致、就業確保についてでありますが、県においても自動車関連産業等の

県内誘致を図ること等を目指して産業立地課を設置され、その機能を強化されております。本町

につきましても、本年４月に定住促進室を設置し、企業誘致や住宅団地への定住促進等を積極的

に展開することとしたところであります。 

 具体的なその後の動きでありますが、日本特殊陶業株式会社鹿児島宮之城工場の第２セラミッ

ク棟の増設に伴う立地協定を、１０月６日、伊藤祐一郎鹿児島県知事を立会人にお願いして、調

印式を行いました。第２セラミック棟の増設による雇用増は、当面６５名が予定されており、最

終的には１００名程度の雇用増につながるものと考えているところであります。 

 また、今回、日本特殊陶業株式会社１００㌫出資の株式会社日特製作所が倉内工業団地へ進出

されることが決定し、１１月２１日、正式に報告されたところであります。倉内工業団地の北東

側分譲区画約９,０００平米を取得され、平成１９年４月から建築設計、工事を開始され、平成

２０年４月の操業開始を目標とされております。当初は、新規雇用者２０名程度を含む３５名の

就業者を予定しているとのことであります。なお、この立地協定の締結は、来年３月ごろになる

見込みであります。 

 それから、２番目の定住促進に向けての各方面の総合的整備を図り、ハード・ソフト面から各

種事業の積極的展開を図るとの考えであったがという、その成果はということでありますが、定

住促進につきましては、本年３月に策定いたしました総合振興計画の重点プロジェクトとして位

置づけ、「まちの個性、魅力を発揮した定住促進」、また「積極的な企業誘致」、そして「住む

人のニーズに応える宅地の提供」の３つを基本項目として、その中で重点事項を掲げ、各種の事

業等に取り組むこととしたところであります。 

 「住みやすい、住んでみたい」と思える総合的な町づくりを進めるために、生活環境の整備、

安全・安心な町づくり、医療・福祉の充実、商工業・教育の振興、地域資源の活用など、町政全

般にわたり既存事業や継続事業の中で進めてきているところでありますが、現在策定中でありま

す総合振興計画の実施計画において、これまでの成果等を検証し、今後のあるべき方向を見極め

ながら、総合的な調整を行い、具体的な事業を計画的に進めてまいりたいと考えているところで

あります。 

 そして、今後の課題、取り組みは何かということでございますが、企業誘致、就業の確保につ

いては、日特、日特製作所のほか、既に本町に立地されている企業の中にも工場増設の動きがご

ざいますので、これらの企業の意向に沿った拡充が図られるよう、当面はこれらへ全力で対応し

てまいりたいと考えております。 

 また、町外からの誘致につきましても、県産業立地課、東京事務所、大阪事務所とも情報交換

を密にし、タイムリーな企業訪問等も行いながら進めてまいりたいと思っています。 

中でも、関西地区で設立されております関西かごしま企業家クラブは、会長が本町出身でも

あり、主要メンバーがこれまで何回となく本町を訪問されて交流を行っておりますので、これら

の人的ネットワークを大事にしながら、本町への立地誘導を図ってまいりたいと思っております。 

 Ｕターン、Ｉターン、団塊の世代対策が言われますが、広報紙、ホームページあるいは関東、
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関西等におきます郷土出身者の会、また同窓会など、あらゆる機会をとらえて、本町の住宅団地

をはじめいろいろな情報を発信し、定住化を進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 特に、団塊の世代対策としましては、町内の地域ごとの出郷者会が組織されておりましたが、

これが統合一本化されておりますことから、役員の皆様方を経由しながら、団塊の世代の皆様方

が退職後の永住の場として、故郷への帰省を呼びかけてまいりたいと考えております。 

 具体的には、全体の役員及びそれぞれの地域の出郷者会の役員との話し合いを持ちながら、会

員名簿を活用させていただき、ダイレクトメールの発送によりホームページの紹介等を行いなが

ら、てんがらナビへの登録等をお願いし、タイムリーな情報交換環境を確保して、さつま町への

定住についてセールスしてまいりたいと考えております。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○川口 憲男議員   

 町長から答弁いただきまして、１番目の企業誘致、就業確保の件で、４月ですか、定住促進室

を設置され、それからＮＧＫの工場誘致、この点は議会の皆さん、全協等いろいろ聞きました。

日特の製作所の誘致。その中にありまして、前回から今回なぜこういう質問をしているかという

ことを考えますと、まず町長に第１点に、町長が考える定住の促進の意義とは何なのか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 企業誘致、就業の確保ということを取り組んでいるというのは、これはやっぱり若い人たちが

この地元にできるだけ残れるような、あるいはまた、よそからでも入ってきて、この地元に住み

ついてもらえるような、そういう施策を導入するということでありまして、若い人たちが将来、

少子化と言われる中で、子どもも生み増やし、そして地域に対する活力源になっていくというこ

とでありますから、若い人たちをぜひ増やしていきたい、地元に残したいと、これを主眼として

いるところであります。 

○川口 憲男議員   

 町長、全くそのとおりで、前回から質問しているところが、いろいろ今各議員等からも質問が

ありますように、財政とかあるいは農業の衰退とか、いろんな面でこの町が衰退していく中で、

何が必要かということになると、やっぱし今おっしゃった若者の定住を図ることが一番じゃない

かと思います。 

 いろいろ町づくりの面でもいろんな問題を抱えておりますけれども、何せ人口が増えないこと

には、そういう意義もないんじゃないかと思います。 

財政的にも、さっきの日髙議員の答弁にもありましたけれども、国・県の支援を頼りにしと

ったって、国・県がこういう状態でありますから、なかなか町の財政というのは潤っていかない。 

その中で、我々が今何ができるかということを考えますと、いち早く若者の定住促進を図り、

町が潤うこと。やっぱし小学生あるいは小さな子どもがいることによって、町が活性化づくとい

うことも言われます。その点からいきますと、今町長がおっしゃるとおりの答えにあったとおり

のことだと思います。 

 その中に、町長、若者の定住ということを申されましたので、私もそのことについて重点的に

自分の考えと言いますか、それから地域の人たちの考え方を示してみたいと思います。 

 どうしても、この前もちょっと集落の話の中で出てきたのが、だんだん年をとっていって、集

落の会をしても「といなもん」の会になってしまうと。若者が全然そういうのに出てこないと。

調べてみますと、実際、総体的に６５歳以上の方としたとすると、もうグラフ的にもはっきりし

ていますよね。 
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 その中にありまして、さつま町が合併しまして２年になりますけど、さつま町となりまして、

この数値も見ますと、１年間のうちに２００人からの人口減がもう実際出ております。１６年の

３月３１日、１６年に合併しましたから、１６年から１７年の１年間にとりましても２０２人と

いうような人口減、それから１７年の３月から１８年の３月３１日分をとりますと４０９名とい

うような人口減になっております。 

 そして、それを推計的にこうして見てみますと、グラフにしてありますから、これを見てみま

すと、はるかに逆三角形がもう出てるのは、これは町の実態です。その中で、こういう真ん中へ

んが、へこんでいって上に行ってると。 

 そんなことを考えたときに、出生率と、それからそういう若者の人数、それから出生を考えま

すと、これは具体的にその数値をはっきり私もあれしてませんけれども、２５歳から２７歳の結

婚適齢期の方々が、男女約２００名平均いらっしゃいます。２３０名とか２１２名とか２４３名

とか、こういう方が２５歳から２７歳までいらっしゃいます。 

ある方によっては３０歳で結婚されますけれども、平均いきますと３５歳ぐらいまでは約

２００名の方々がいらっしゃいますけれども、実際それでは出生、今１歳ですね、１歳の方々が

ほんなら今でどひこかと言いますと１６２人です。さつまで子どもが生まれてなんやかやちゅう

のは。 

 ですから、この若い世代を見られても、約半分はもう子どもの生まれ方が違ってくると、そう

いうことになります。７０歳から７２歳を想定しますと、その３分の１になる人数です。そうい

うようなふうにして、非常に人口の減というのがもう目に見えてきているような状況にあります。

その中でいち早く手を打っていかなきゃならない、町として何かをしていかなきゃならないのが

現実だと考えます。 

 さっきおっしゃったように、定住促進、誘致企業で何名か雇用促進が図られております。まだ

まだ施策が必要じゃないかと思うんですけれども、その中にあって、町長が就任当初からトップ

セールスの意義を、トップセールスを目指していくんだということをおっしゃられておりました。 

こういう人口減に対して、どういうような企業誘致、あるいは定住促進にトップセールスと

しての意義を示されたのか。それと、県の町村会長という役職もありますから、その辺からどう

いう方向に力を注いでいかれたのか、それと今後どういうふうな力を注いでいくような考えがあ

るのか、お聞きしたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 トップセールスという点においては、私もいろんな機会に、いろんなところに顔を出すことが

ございますので、そういう折々に、さつま町をできるだけアピールするということを心がけてい

るところでございます。 

また、この企業誘致ということに関しましては、定住促進室と一緒になりまして、いろんな

出張の際とか、折を見て、その方面の関連の企業の本社を尋ねたりしながら、直接交流をして、

そしてまたお願いもすると。 

 やはり顔の見える、そういうトップとして顔の見える交流や、そういうまた働きかけをすると

いうことが、それなりに影響があると思ってもおりますので、今後とも、できるだけいろんなと

ころでさつま町をアピールする。そしてまた、そのような目配りをしながら、いろんな方面に努

力をしたいと思っているところでございます。 

○川口 憲男議員   

 そうですね、トップセールスで何かこう品物を持っていって何かちゅうのは、そのお返りが来

るということじゃないでしょうけれども、地道な活動が必要じゃないかと思っておりますが。 
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 そのトップセールスになるかどうかはわかりませんけど、その中で、以前もお話ちゅか、答え

の中にあったんですが、地元の企業ですね、先ほどは地元の誘致企業の中にも、今後、工場増設

とかいろんなのがあるということでありました。 

そのほかに、例えば今、日特が非常に景気がいいと言えば怒られますけれども、成長してい

ると。京セラ等も新聞のチラシ等を見ますと、社員募集というようなのが出ておりますが、その

中にあって、地元のそういうような関連した企業があると思うんですけど、そういう企業のトッ

プの方々との時間を見つけて懇談会とか、あるいは町づくりに対する考え方とか、そういう話し

合いは、この１年間になされたのかどうか。あったら、いい情報が得られたら、そういう話をお

聞かせ願いたいと思いますが。 

○町長（井上 章三君）   

 日特は、今年７０周年ということで、名古屋の方で７０周年記念式典もございましたし、日特

関係ではいろんな方々が宮之城工場を視察に来られます。そういう折々にお会いする機会、いろ

んな役員の方とか関係の方とお会いする機会はございます。 

 また、本町にございます京セラのリゾートホテルがございますけれども、あちらの方で今年、

シニアのレディースオープンの大会が行われましたが、そのときに、京セラの名誉会長も直接来

られていろいろとお話をされました。会長、社長、そういう方々と、またお会いして懇談する機

会もあったところでございます。また、関連する方々も来られましたので、そういう折にはお話

をしながら、また町のことを紹介したり、話を聞いたりということはございました。 

 それで、すぐに何かに結びつくということになる場合、ならない場合、あると思いますけれど

も、そういうような努力をしながら、また今後ともそういう方々の力を町のためにも貸していた

だけるように努力をしてまいりたいと思っております。 

○川口 憲男議員   

 日特、京セラ関係でなくして、私がお聞きしたかったのは地場産業の方々ですね。いろんな

３０何人とか、いろんな抱えられてる社長連中あるいはトップの方がいると思いますけども、そ

こあたりの懇談会というのは、定住促進室もできてることだし、そこあたりでそういう一つの日

程を組まれるということはなかったのかと、ちょっとお聞きしたかったんですけれども。 

○町長（井上 章三君）   

 地場産業の社長の方々とは、年に１回、企業立地懇話会というのも行っておりますが。 

また、本社が東海の方にあったり、近畿の方にあったりという方々に、何回か直接本社をお

尋ねして社長さんとお話したり、またそういう企業をもう少し増設したいと、会社を増設したい、

広げたいというようなお話も見えておりましたので、そういう点に対するまたいろんな話をして

きたりというようなことは、何社かございます。 

 そういうことを通じながら、数件、会社をもう少し広げたい、あるいはまた、そのためのいろ

んな相談を受けてるというところがございますので、やがてそういう成果というのは見えてくる

んではないかと思ってるところです。 

○川口 憲男議員   

 地元の本当の、地元で頑張っていらっしゃる社長、あるいは商店街も一緒だと思うんですけど

も、そこあたりの方々の意見も聞いて、町政とかいろんなそういう事業に反映させていかれるの

も、町長の一つの仕事じゃないかと思っております。 

 その中で、前回のときも検討しますとか、いろいろ考えていきますという答えを相当いただい

ています。 

その中で、先ほど定住促進と、関係を申しましたところ、若い人たちが地元に残り、あるい
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は町外からこの町に入ってきてほしいと。そのためには、魅力ある町づくりが必要なんだという

ことをおっしゃいました。 

その中で、学校じゃなくして、地域が一緒になって若者を育てるんだと。また、社会的に育

てていくんだという考えを持って、そういうところまで教育委員会の方と、あるいは高校の方と

もいろんな機会をとらえてお話をしてみたいという答弁をいただいています。そういうのが実際

行われたのか、町長、お伺いします。 

○町長（井上 章三君）   

 実際に行われたかと言いますか、いろんな機会に話し合いは持ってるというふうに思っている

んですけれども、やっぱりこの土地に、どうせだったらこの土地に住みたいというふうに思って

いただくには、いろいろな社会環境と言いますか、住環境というものの整備、魅力ある住環境を

つくっていくということは大切でありますから、そういう点で、これはもうあらゆる方面の方々

と力を合わせないといけないということでありますから。 

先般も薩摩郡医師会の関係の方々との懇談会を持ったんですけれども、医療環境という点か

ら、いろいろと現実のいろんな問題、そしてそういう中でまた何ができるんだろうかという話し

合いを持ったわけですが、また災害を通じていろんな商店街の方々との交流や話し合いというの

は、また機会ができてきているわけでありますし、また学校の、高校などの閉校になっていくと

か、新しいまた時代が来ようとしておりますけれども、そういうことに関連するいろんな機会も

ございますから、いろんな折々にできるだけいろんな方の話しを聞いたり、またお互いの意識を

高め合うようにしてみたいと思っております。 

○川口 憲男議員   

 町長、先ほどもこのグラフを示して人口減が響いていくんですよと。そうしますと、１０年後

になったときに、今この月２００人ぐらいの減でいきますけれども、１０年しますと相当の人数

が減るわけです。その間に出生もありますけれども、やっぱし１０年後を見据えるためには、

我々、今何かを起こさなきゃいけない、何かの行動を出さんにゃいかんとですけど、先ほど町長

の話を聞いてますと、地場産業の企業の方、あるいは商店街の企業の方とも対話はしていきたい、

ないかをして求めていきたい。 

 私は最初、だいぶ前にも言ったんですけど、「隗より始めよ」ちゅう言葉がありますよという

ことを申し上げました。先般の安倍首相が就任のときにも「隗より始めよ」という言葉をおっし

ゃいました。 

やっぱし何か一つから、小さなことからでも先に手助けしていかんことには、私が質問しま

してからもう１年経ってるわけですから、その間に何の動きがあったかちゅは、ＮＧＫの方と、

この努力とか、そういうことは認めますけれども、実際に人口減は目に見えてるわけですから、

それをしていかないことには、こういう小さな町ちゅうのはだんだん薄れていく。 

最初の話の中に、北海道の市の話も出てきましたけれども、だんだん対策を立てて税金を高

くしていくことによって、人口流出をしていくと、そういうことでありました。 

 そうじゃなくして、やっぱしこの町に、町長が言われるように住みたい、あるいはこの町でな

いといけないということをしていくべきことじゃなかと私感じるんですけれども、町長、これか

らの話し合いちゅうことじゃなくして、町長自ら出られない場合は、助役も２人おるし、総務課

長あるいはいろんなブレーンの人たちが、能力を持った方たちがおられるわけですから、やっぱ

しそういうところをして、まちづくりをしていかんにゃいかんと思うんですけれども、町長の考

えはどうなんですか。 

○町長（井上 章三君）   
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 御指摘のように、当然私一人だけでできるわけではありませんし、もうそれこそ管理職をはじ

め、すべての職員は、やっぱりいろんなそういうような意識を持って、いろんなところに出て行

くべきであるというふうに思っております。 

 それと、先ほど内之倉議員の話の中にもありましたが、やっぱりこの集落営農をやろうとして

も若い人たちが集まってこないとか、あるいは会議に出てこないとか、その若い人たち、あるい

は女性の方々がいろんなこれからのまちづくりをどうするかということに参加して、そしてそう

いう方々の意見も出していただきながら、一緒になってつくっていくというような機運というの

は、あらゆる方面の団体に今後もっと柔軟性をもって、そういうような機運が出てくることが必

要ではないかなというふうに私は思っておりますし、そういう面も努力をしてまいりたいと思う

ところです。 

○川口 憲男議員   

 町長、その努力を足踏みしないで、ちょっと早く活かしていただきたいと考えてるんです。そ

の中に、我々こういう「地方議会人」という月刊誌が毎月来るんですけど、たまたまこの中を見

ておりまして、長野県の下條村というんですか、ちょっと村の名前が間違っとったら済みません

けれども、この村で出生率を大きく伸ばした、小さな村の大きな挑戦というのがありました。 

私もこれを見ながら、非常にいいことをしています。うちと一緒で、職員の意識改革、ある

いは人員削減とかいうようなことをして、いろいろ出てます。なるほどな、というところも出て

おります。 

 その中で、若者の定住が３５年ぶりに４,２００人増加したと。たしか４,０００人ぐらいの村

で、人口は４,２００人を突破したと。うちと逆に、こっちは上がってきているような状況の村

です。ここは、この村長さんの頑張りと言うか、それから職員の人たちの頑張り、それがものす

ごくこの形に出ております。 

 そしてこれを見とって、ふっとＮＨＫを見ておりましたら、全く同じようなのが出てました。

ここの町と薩摩川内市が出ておりました。薩摩川内市の方向性が。やっぱし全国で取り上げられ

る町というのは何かを訴えてる。そして、こういうテレビで出てくれば、あるいはうちも行こう

かなということが出てくるんじゃないかと思います。 

うちの町にすれば、逆に子育て支援事業なんかでもある程度の助成的なことはしてますけれ

ども、よそから見たら目が飛び出るような政策かというと、並みの生活なわけです。若者にすれ

ば、あそこの町に行けば保育料がどうだよとか、確実に共稼ぎでも７時までは預かってくれるよ

うに町自体がその支援をしているよということ、形が出てくるような、やっぱし目に見える施策

が大事じゃないかと思います。そこあたりに、やっぱり町長のトップのいろんな方向づけが、私

は大事だと思います。 

 それと、先般もこの定住促進とかいろんなのについては、もう何回となく同僚議員も質問をし

ております。 

その中なんかでも、例えばこの定住促進の関係で、例えばこれはその人が調べていただいた

のを私もいただいたんですけど、年収４５０万円の人が転入してきて、４０歳ですね。奥さんは

パートで１００万円を稼いでると。子どもさんが２人、４人家族です。 

そして、大まかな評価ですけれども、固定資産税として土地を１００坪したときに大体７万

２,０００円ぐらい。それから、家屋の場合が４０坪ぐらいの家を建てたときで６万５,０００円

ぐらいと。 

そういうなのを見ていったときに、当初では、例えば住宅資金とか５０万円とか、あるいは、

今申し上げました保育料減免とかいろいろな方向をとっても、３年後、４年後になってきたら、
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そのお金がまた倍になってくるとは言いませんけれども、それがまた上乗せして返ってくると。

それが定住促進の一つの方向性じゃないかと考えますが、そういうような施策をいち早くしてい

くことが、この町の将来像を担っていくことじゃないかと思います。 

 町長も申されましたように、先に内之倉議員の方から出たように、農家は高齢化していって、

その担い手対策をしても人手がいないんだということも出ましたけれども、やっぱしさっきから

申し上げますように、小さな子どもが遊んでいる。あるいは声が聞こえる。そこが潤った町じゃ

ないかと思うんですけれども。極論になりますけども、こういう政策をしてくださいということ

じゃないんですけれども、こういうような方向性に向かった考え方はお持ちなのか、町長が自分

自身でこういう考えをお持ちなのか。 

今、先ほどから私が申し上げとるように、それに答えていらっしゃるように、今後考えてい

くつもりなのか。いち早く１０年後を考えたら、何かをせんにゃならんと考えていらっしゃるの

か、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今年、振興計画をつくって、それに基づいてスタートをしたわけでございますけれども、その

中で、我が町は３つの重点プロジェクトというのを立てて、これを重点化した形で取り組んでい

こうと。その中の一つが、この定住促進という、少子化、定住の促進という問題であります。 

 ただ、そういう矢先に、今回災害という大きな問題が出てまいりまして、安全・安心と、町自

体の安全・安心というのを、これをそういう基盤をつくらなきゃいけない。復旧と復興というこ

の問題がさらに優先する課題として出てきたわけでありますから、安全・安心のないところには

人は寄りつかないという問題もありますので、この問題、ここから我々はいま一度足元を見つめ

直して、重点的に取り組んでいくんだと。 

それと同時に、この重点プロジェクトというのは、少しでも前進させるという努力を同時に

やっていくんだと。ほかにもいろんな課題は、当然あるわけでありますけれども、そういうふう

にして重点的なものを優先しながら、一歩一歩前進していくという気持ちの中で、今立っており

ますので、言われる気持ちは、もうよくわかるわけでありますし、我々もそういう人口を増やし

ていく方向でいきたいということでありますが、いち早く当面は災害からの復興というのを、重

点化という点で言えば最優先していかざるを得ないと、こういうふうに思いながら、この問題も

見つめているところであります。 

○川口 憲男議員   

 町長、もう長いつき合いですから、少しこう自分の殻を出してくださいよと、私はもう以前か

ら申し上げているんですけども。やっぱしその振興計画の中の一環ですから、ある程度どっかの

形じゃですね、この人口に歯どめをかける意気込みでいくんだと、最後おっしゃいましたけども、

災害のところがありますから重々わかりますけれども、どっかで歯どめをかけるんだという意気

込みがないと、私は始まらんと思います。ただかけ声だけじゃ。 

 先ほどおっしゃいました工業団地のところに、日特製作所あるいはＮＧＫの工場誘致も来る。

もう極力、あんまり大きな声じゃ言えないんですけど、さつま町の高校生、若者から採用してい

くんだと。そこあたりもう絶対日特の人たちにも頭を下げてお願いするんだと、ちゅうひこばっ

かいなって、取り組んで定住生活を図っていかれると。 

そんな方法をとっていかなければ、ちょっとまた企業対策で考えてみますとか、今後ないし

てみますとか、おっしゃられても、また１年１年遅れると思います。実際、私に答弁いただきま

したのに「昨年の３月にも雇用問題、就職問題、企業誘致等は開発課の方で担当しておるが、雇

用問題、就職問題ということに関しては、それをもっと踏み込んで検討しており、考える場をと
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いうのは、じゃあどうなのかという御指摘に対しても、もう少し検討さしてください。」１年来

ます。 

 町長、先ほど余り詳しくは言いませんけれども、何からか一つから始めんと、始まっていかん

のじゃないかと私は考えます。 

そのために、例えばこれはもう新聞をご覧になっていらっしゃると思いますが、きのうの新

聞の「求む定住、定年移住。北の先進地」ということで、北海道が意識的に団塊の方々の定住を

求めた記事があります。ご覧になったと思いますので、説明はいたしませんけれども。 

これは、北海道という道をあげての対策ですから、ひとつうちには県のトップが２人おりま

すから、何か鹿児島県でもこういうことが、私はできるんじゃないかと思うんですけれども。そ

ういうことをいち早くこっちの、さつまの方にも取り入れるとか、先ほど申し上げましたように、

小さなことでもいいわけですから、トップセールスとして、町長がこれをうたわれて、県に持っ

ていかれるとかいうのができるんじゃないかと思いますので、そこが「隗より始めよ」じゃない

かと私は考えるんですが、町長はどう考えられますか。 

○町長（井上 章三君）   

 私も基本的にそう考えていますので、できるだけ身近なところから始める努力をしたいと思い

ます。 

○川口 憲男議員   

 この回答を前向きのいい方向として、正月明けなのか、正月前なのか、いい返事が来るよう待

ってますので。 

 それと町長、もう一つ、今いろんなところで、うちは災害を受けまして非常に財政的にも苦し

い、何でも苦しい。そこで、トップダウンと言いますか、町長のトップとして、こういう苦しい

時期、町民一体あるいは議会、職員が自分たちから今何ができるか、今我々は何をすべきか、私

はそこをもっとちょっと、私にも当然言えることなんですけれども、そこを今は強く訴えていか

なきゃならない時代じゃないかと思うんですけれども。 

 ですから、今先ほど申し上げました長野県のこの村であれば、もうこまんか、わがえんさっの

トラフは、農地のところのトラフは、材料をやっでその地域の中山間でしてくんやんせよと。た

だし、材料はやっで、はんたちゃはんたっがでくっとこは、はんたっでしてくんやんせと。こう

いう大きなところは町でしますからとか、そういうやっぱし町長のトップの意気込みが、まだ、

いつまで経っても国、県に頼らんにゃいかんのだという考え方じゃなして、行政が行政マンとし

て何ができるか。 

 先ほど申し上げましたように、耕地課の人が、私一緒に同意書の印鑑をもらいに行ってくれと

いうことで行きました。最後の家を出るときが８時半でした。どうするのと、うちで飯でも食て

帰ろやちゃ。いや、今から支所に帰ります。支所に帰ってから本所に行きます。何でもう、あし

たすればいいがねち言うけれども、うんにゃ、今日のうち済ませんにゃいかんと。やっぱしある

職員の中には、そげんして今自分たちがしとかんにゃならんことはないちゅうのがあると思うん

です。 

そこをちょっと強く職員の方々に、今職員ができることは何なのか。そしてまた、私自身も

議員として何ができるのか。そして、町民に訴えていくことが、こういう財政の苦しい時期、こ

れからさつま町を盛り上げていくちすれば、まちづくりを考えていくちすれば大事な時期だと思

うんです。私は、それだけ意気込みを持ってますけれども、最後に町長が、そういう私の今申し

上げたことに対して、ダウンしないような意気込みをお聞かせ願いまして、私の質問を終わりた

いと思います。 
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○町長（井上 章三君）   

 これからの質問の中でもちょっと出されておりますが、協働・共生の時代だというふうに今言

われます。町がやってくれる、あるいは県がやってくれる、国がやってくれるということで文句

を言うだけじゃなくて、自分ができることは自分たちでやると。自分の庭先は自分たちできれい

にするというような、そういう気持ちの中で、自分たちの身近なところから周りをきれいにした

り、あるいは力を合わせていくということが大切な時代だというふうに思っています。 

 そういう点で、県の方にもまたそういうような、住民が取り組みやすいようなやり方をしても

らいたいというふうに私も言ってる面がありますが、町としてもできるだけ住民のそういう意欲、

また気持ちというものを、これを高めるような後押しするような、そういう施策というのをとり

ながら、それこそ自立・自考といういろんな言葉がありますけれども、みんながもう本当に自分

たちの問題だということで立ち上がっていくような機運を造成していきたい。また、私もそうい

う面での努力を一生懸命やっていきたいというふうに思うところです。 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。再開はおおむね２時３０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後２時２３分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後２時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここでお知らせをします。６番、肥後紀康議員から、本日の会議に途中退席する旨届け出があ

りましたので、お知らせしておきます。 

 次は、１１番、楠木園議員の発言を許します。楠木園議員。 

〔楠木園洋一議員登壇〕 

○楠木園洋一議員   

足を負傷しまして、ちょっと動きが悪いですけれども、御了承のほどお願いいたします。そ

してまた、町長の寛大なる答弁を期待をしております。 

 それでは、先般通告いたしました農林業対策について、２点ほど質問いたします。昨年１２月、

今年３月でも質問いたしましたが、どのように検討されたのか、そしてどのように推進していく

のかを再度伺います。 

 １点目の農家民泊の特区申請について。 

 町総合振興計画に交流人口２００万人を目指し、その中の手法として、さつまグリーン・ツー

リズムを掲げていますが、さつまグリーン・ツーリズムについて基本的な考えを伺います。 

 ２点目、農地及び森林に関する条例の制定について。 

 高齢化、担い手不足、不在地主などの農地、森林の荒廃が多く見られるようになり、農地、森

林の持つ他面的機能が発揮されなくなってきています。農地、森林を活用していく上で、本町と

して地域にあった景観、環境、保護、活用されるために制定する考えはないか伺います。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

〔楠木園洋一議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   
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 楠木園議員の方から２点の質問をいただきました。 

 第１点目の農家民泊特区の申請をする考えはないかということでございます。 

 それに関連するグリーン・ツーリズムの基本的な考えということであります。グリーン・ツー

リズムというのは、農山漁村に長く滞在しさまざまな田舎暮らし体験をするというものであり、

本町には、その素材となるありのままの農村山村資源が豊富にあるわけでありますが、しかし、

その中でも最大の魅力は、そこに住んでいる人材、人であるというふうに位置づけながらこの取

り組みを進めてまいりたいと考えているところであります。 

 大分県の安心院町が有名でありますけれども、この先進地においてグリーン・ツーリズムに取

り組む人材の育成には大変力を入れておられ、特に女性が活躍されていることから、本町でも、

さつま町グリーン・ツーリズム推進協議会においては、人材育成のための組織づくりに取り組ん

でいるところであります。 

 また、グリーン・ツーリズムにおいては、農林業体験民宿が核となりますが、旅館業法の許可

を取得しているものを民宿、取得していないものを民泊といい、農家が恒常的に宿泊客を受け入

れる場合には、宿泊客の安全を確保する観点からも旅館業法の許可を取得する必要があるとされ

ています。 

 これまでの構造改革特区によりまして、農家民宿関係の規制緩和は大半が全国展開されており

まして、現在では酒税法に関する「どぶろく特区」のみが特区での対応となっております。これ

は、農家民宿や農家レストランを営む農業者が、自ら生産した米を原料として「どぶろく」を製

造する場合、最低製造数量の６キロリットルを適用せず製造免許を受けることができるようにす

るというものであります。 

 これまで本町において農家民宿に取り組む意向が農家の方に余りなかったことから、特区への

具体的な検討はしてきておりませんでしたが、今後グリーン・ツーリズムに取り組む人材育成を

行いながら、農家民宿等の取り組みを推進した上で、また必要があれば「どぶろく特区」という

特区申請は検討してまいりたいと思っております。 

 先般、久富木区で実施された農村体験は、町の協議会も共催し、公民館施設を中心に、料理も

含めた体験と農家でのホームステイで実施され、本町での新たなグリーン・ツーリズムとしても

期待がなされるところであります。 

 なお、他県においては、このような不定期で頻度は低く、宿泊料をとらないホームステイでの

農林業体験を実施する場合において、ガイドライン等を整備して農家民泊を明確にする取り組み

も出てきていると聞いておりますので、今後とも調査研究を重ねてまいりたいと思っております。 

 次に、農地及び森林に関する条例を制定する考えはないかということであります。 

 農地につきましては、農業経営基盤強化促進法の一部改正によりまして、遊休農地の農業上の

利用の推進に関する措置が強化されたところであり、町としましても、遊休農地の発生防止、解

消の具体策を新たに盛り込んだ基本構想を平成１８年３月に策定をしたところであります。 

 今後、さつま農業振興地域整備計画の農用地区域の見直しを行い、遊休農地となる恐れのある

農地を含め、農業上の利用の増進を図る農地とそれ以外の農地とに区分し、遊休農地の発生防止

及び解消に努め、利用を推進してまいります。特に、不在村所有者の農地については、農業経営

基盤強化促進法の活用により、認定農業者等への利用集積を積極的に指導を行うこととしており

ます。 

 一方、森林でありますが、議員御指摘のとおり、森林の管理については少子高齢化が進む中、

相続による分割化、売買及び町外転出等により不在村所有者が増加しているようであります。 

 そこで、町内の不在村所有者の状況を調べましたところ、森林が町内に６万筆ありますが、こ
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のうち約２割に当たる１万２,０００筆余りが町外の所有者となっています。これは年々増加傾

向にあるようでありまして、森林の管理上このまま放置できない状況と考えますが、このような

状況は全国的な傾向のようでありまして、幸いに国がこの対策に取り組み、平成１３年度に補助

事業として地域森林管理システム確立事業を構築されております。 

この地域でも、森林組合が中心となりこの事業に取り組んでおりまして、これまでに一定の

成果は上がっているところでありますが、まだ完全とはいえない状況であることから、今後は町

も一体となり、引き続きこの事業に取り組み、増加傾向にある不在村所有者のさらなる把握を行

い、意向調査も踏まえた上でこれらの森林の整備を図ってまいりたいと考えております。 

 このようなことから、当面はこの事業による成果を待つこととし、今のところは条例制定につ

いては考えておりませんが、このことは引き続き研究課題とさせていただきたいと思っておりま

す。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○楠木園洋一議員   

 先ほど、川口議員が定住施策についての若者の定住でしたか、私は、川口議員は企業に対する

定住ということで、私は農林業に対する定住、そういう意味で再度質問しているわけです。 

 今の新規就農の方なんかは、やっぱり作物を選定して来るからちょっといろいろあるんだそう

ですけども、今若者たちがもう一つの豊かさ、もう一つの生き方を模索して始めるそうです。そ

して、都市を離れて農村を目指す若者たちが着実に増えているという本がありまして、よそでで

きて、我がさつま町でできないのかなと思ってちょっと質問しているわけですけれども。 

 それで、この前、地域再生計画の中でありましたけれども、地域再生とは、あくまでも自助と

自立の精神、知恵と工夫の競争による活性化を尊重を念頭に置きつつ、意欲ある地域自らが現場

である地域の視点から自発的に立案し、自立に取り組む構造改革特区制度は、地域の特性に応じ

た規制の特例措置を講ずることにより地域の特性を顕在化し、その特性に応じた産業の集積や新

規産業の創出、消費者等の利益を増進することにより地域の活性化につながる点において、地域

再生と共通の考え方を有するものであるとなっております。 

それで、積極的に構造改革特区を活用することとなっております。 

 それは、今の農家民泊は、規制が相当緩和されているんですけど、やっぱい今やられた中で、

今後研究されていますこの差別、特徴は、せっかく取り組まれたんですけど、どのような、あっ

たのか、差別、特徴。今までやられて。どのような差別、特徴として、成果があったのかです。 

○担い手育成支援室長（久保薗純隆君）   

 グリーン・ツーリズムに対します農家民泊の関係の特区の関係でございますが、先ほどありま

したとおり、もう規制緩和につきましては、ほとんどがなされているということでございます。 

 ただ、規制緩和がされたからといって、許可も取らずにいろんなことはできることではないわ

けです。特に、農家民宿等については旅館業法の許可を取らなければならんということがありま

す。その中で、規制緩和されたのが、３３平米に達しないものについては、そういう規制緩和さ

れたというようなことでございます。 

 それと、お客さんの送迎の関係。それから、農業体験のサービスを明確化と、そういうこと。

それから、農家民宿に対する消防用設備の設置基準の柔軟対応とか、そういうことです。これに

ついては、地元の消防長または消防署長の判断によるというようなこともなってきております。

それから、農家民宿に関する建築基準上の取り扱いの明確化というようなことも緩和されており

ます。そういうことであるわけでございます。特に、先ほどありましたとおり、「どぶろく」に

つきましては、特区というようなことになってきております。 
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 それと、大分県の安心院町の方も、ワイン等については特区を申請されましたけど、これが認

められていないということでございます。酒等につきましては、保存がきくものについては特区

の対象にならないというふうなことを聞いておるところでございます。回答になるかちょっとわ

かりませんけど、お答えします。 

○楠木園洋一議員   

 町長に答弁をさせようと思いましたけども、今いろいろ施策がありまして、受け入れ先の実施

主体は、自治体と民間で構成する協議会ということで、市町村は情報を提供するが、宿泊体験ツ

アーは大手代理店や地元企業などを活用となっています。自治体は、プラスになって負担にはな

らないとなるのがポイントだそうですけども、本町においてさまざまな取り組みがなされている

わけですが、ネットワークや情報の一元化と発信は、町としてどのような、町長は考えですかね。 

○町長（井上 章三君）   

 このグリーン・ツーリズムを推進するという協議会は、できているわけでありますけれども、

まだ大手の代理店とか、旅行社を導入して、システムをつくっていくというところまでは、現段

階ではまだ進んでいないというのが実態であります。 

 ただ、今年のこの活動の中でも、先ほど言いました久富木のぴんコロ村「一宿一飯」と、非常

に名前もユニークでありますし、久富木の方々が本当にその地域なりの農業体験と、あるいはま

た料理体験とか、いろいろできることから始めて、そういう取り組みをしておられると。ただ、

参加者が余り多くなかったということではございますけれども、そういうような動き。 

 それから、永野区の方で寺元の棚田、田植え、稲刈り体験ツアーというのが行われたり、また

今年は豪雨災害のために川内川でのまるごと体験ツアーは中止になりましたが、また早春のまる

ごと体験ツアー、あるいは春のわくわく体験ツアーというようなものは今後とも行われる予定に

なっております。 

 あるいはまた、虎居区の甫立原梨オーナー制度というのも、今検討が進んでいるということで

ありまして、それぞれ地域ごとに素材としてはあるわけでありますけれども、これをほかの地域

で取り組んでるものと差別化して特徴を出していくとか、あるいはまた、こういう大手の代理店

や旅行社と組んで人を定期的に導入するとかというところまでの体制にはなってないということ

で、人を育成するということから始まって、まだまだ我が町としては、このグリーン・ツーリズ

ムという問題は途上にあるというふうに思っております。 

 ただ、素材はあるし、後はやる気のあるリーダーがいたり、そういう人たちがどこまでこの内

容を詰めていきながら、さらに旅行社などと組んでいけるところまで進んでいくかということに

おいては、まだまだ距離があるんではないかと思っておりますが、できるところから進めていく

という努力は進んでおりますので、これをさらに一歩一歩育てていくようにしていきたいものだ

と思ってるところです。 

○楠木園洋一議員   

 町内から広く人材を募り、継続的な人材育成研修を行うとなっていますけども、町内だけなの

か、町内外なのか、農業者だけなのか、その人材を広域的に考えられていくのか。いま団塊の世

代でいろいろ能力を持ってる人が出てくると言われますけど、やっぱりそこまで考えて人材育成

をされるのか、町長の考えを伺いたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 町長の考えをということでございますが、今このグリーン・ツーリズムの推進協議会の中で、

こういう内容を発展させていこうとすれば、いろんな人材が出てくるということが、町内外から

出てくるということは必要だと思いますけれども、そういう方向にさらに進んでいくように、ま
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だまだその過程にあると思いますので、グリーン・ツーリズムのこの協議会の方々とまたそうい

うところにおいても、その動きを見守っていきたいと。また、できるだけより特色のある形での

取り組みにつながっていくようになればいいなというふうに思っております。 

○楠木園洋一議員   

 私の、本を読んだんですけど、この人材に大学生、そういうのに興味のある人です、そこまで

その、せっかく特色のある取り組みをやっていく上においては、そこまで突っ込んで考えていく

考えはないかですね。 

○町長（井上 章三君）   

 そこまでのまだ具体的なところまでは、現段階ではちょっと回答をしかねるところがあります。 

○楠木園洋一議員   

 財政的な負担じゃないんですけど、ソフト面ですので、なるべく早急に、せっかく振興計画の

中にグリーン・ツーリズムとあって、新聞なんかにも相当取り上げてもらってるんですよね。 

もう今これを見たら、末永さんは「農家民泊を年に数回企画して、将来は修学旅行を受け入

れたい。」と意欲のある人がいるわけです。そのためには、早速推進していかないと、待て待て

じゃもう、そら財政では伴わないから、せっかくいいスタッフがいるんですから、そこまで突っ

込んでやってほしいと思います。 

 それと、講師ですね。せっかくこういう呼んで勉強会とかやっていく考えはないかですね。 

○町長（井上 章三君）   

 こういう活動をほかの地域に負けないようなものにしていくには、幅広い研修をしたり、ある

いは講師を呼んだりというようなことは大切だと思いますので、そういう点では同感であります。 

○楠木園洋一議員   

 それと、今後、地産地消がもうメインになると思うんですけれども、そのために食品の加工、

保存、それに対して勉強です。学校の給食センターとかいろいろ一体となって取り組むという。

今までは担い手支援室、もう横のつながりが全然ないような協議会になっているそうですので、

そこまで突っ込んでやっていくという考えはないかですね。 

○担い手育成支援室長（久保薗純隆君）   

 研修につきましては、今度さつま町グリーン・ツーリズム研究会を立ち上げる予定でございま

す。来年の２月にしたいということで予定いたしております。 

特に、３０人から４０名体制と言いますか、そういうグリーン・ツーリズムを実践されてい

られる方、それからこれからやろうかというような方、そして観光農園協議会なり、それから民

泊を開業しようというそういう志向農家、そういう方々、それと行政、行政としては個人ですが、

そういうことで研究会を立ち上げて、そして年に４回なり５回の勉強会と言いますか、先ほど議

員の方からありました勉強会、講演会、そういうことも進めていきたいと思っているところでご

ざいます。 

あと、この推進協議会の中にも、この直売所の関係の方、それから地域の関係の方、そういう

方もいらっしゃいますので、そういう方も一緒になって検討していきたいと思っております。 

 それから先ほどの差別、特徴の関係でありますが、安心院の方は個人的にされてると。農家の

民泊を個人で受け入れておりますが、私なんかも行って研修したところでございます。特に、本

町におきましてはまだ、こういう個人的なことができないわけです。特に、地域ぐるみでの受け

入れが特徴というようなことになってきているところでございます。 

 それから、体験ツアーということで、今年度から旅行代理店の活動も検討していきたいと思っ

ておるところであります。特に、旅行業法の関係と、そういうこともございますので、代理店の
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方と一緒に話をしながら進めていきたいと思っておるところでございます。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 先ほどありました名人の活用なんですが、そば打ちの名人とか、それから和紙作りの名人、そ

れから梨づくり、それから有機栽培の名人、そういう方がたくさんいらっしゃいます。 

 それから、受け入れ体制でも、今年もバスで２台ほど梨狩りに来たい、ぶどう狩りに来たい、

そして、どっちもそばであって欲しいとか、その辺の受け入れ体制については、農家の方からそ

ういう話がありましたら断られたです。うちの梨はもうなくなってしまうとか。バスが２台、

３台とか、そういうことで受け入れ体制とか、そういうのも今後、生産者、そういうグリーン・

ツーリズム的な、またそういう梨狩り、ぶどう狩り、そういう体制的なものについても各振興会

等も話し合っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○楠木園洋一議員   

 一番のメインは、農家民泊のその特区を申請していただいて、「どぶろく」をちょっと、する、

そういうどぶろく特区と言いますか、せっかく麹をつくる人、米が余っていろいろあるというこ

とで。そこまでやっていくという考えは、町長はないか。どぶろく特区の申請。私もこの国税庁

からのホームページを模索してみましたら、いろいろ規制が緩和されて、できるということで、

農家であって、自分の飲む、つくって飲めるんだそうですけど、そこまで申請していくという考

えがあるか、ないかですか。まあ、やろうということ。 

○町長（井上 章三君）   

 今担当している推進協議会の方で、そこらの段階に対してどうなってるかということで回答を

さしたいと思います。 

○担い手育成支援室長（久保薗純隆君）   

 「どぶろく」の特区でありますが、先ほど町長の答弁にもございましたとおり、「どぶろく」

の申請につきましては、農家民泊をされてその方が「どぶろく」もぜひつくってみたいという、

そういう意向がございますれば、町としてはこの「どぶろく特区」を申請していくと、そういう

ことでいたしておるところでございます。 

 特に、これは酒税法の関係がございますので、特に勝手につくると、それに抵触するというよ

うなこともございますので、農家民泊をしながら、そしてそこで特区を申請して許可をもらった

上で、そしてそのお客様に提供すると、あるいは売ると、そういうことになっていこうかなと思

っておるところでございます。 

○楠木園洋一議員   

 「どぶろく特区」を考えてるということで、了解いたしました。この「どぶろく特区」で、も

う相当農家に潤ってるところが多いそうです。今、年間１５２万人の観光客が増えたということ

で、６７億円の宿泊が増えたということ。 

それと、せっかく交流してきたら定住する人が多いんだそうです。そのために、この若者た

ちに意欲を出させる。せっかく田舎で、田舎のちゅう、そういう特区で、田舎の人がやるんじゃ

なくて、都会から来た人たちを招き寄せてやらせるんだそうです。そうしたら、その若者たちが

頑張って定住していくという、私の読んだ本に書いてありましたので、こういうようなさつま町

もなったらいいなと思って質問してるわけです。 

 特区の方はそのくらいにいたしまして、農地及び森林の保護条例について、個人のもんだから

ということですけど、今さつま町は景観団体の１号ということで、今、安倍総理が美しい日本ち

ゅうことで、農村景観を大切にしようと。田舎の風景と環境の保全のために、豊かな自然と美し
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い景観は都市の人々が特に得がたい農村固有の財産であるそうです。農村らしさを前面に打ち出

して、農村らしい原風景を積極的にアピールする必要があると言われていますが、田舎的な環境

を整え、情報の発信をするために、自治体が取り組まなくてはいけないんだそうです。 

 今荒れた山林、荒れた農地が多いわけですけど、そのためには、まちづくりと自然環境は兼ね

合いになって考えていかないといけないんだそうです。荒れたのは今後認めていくと、具体的に

町としてどのように進めていこうかという考えですね。山はあれがあるそうですけど、農地、今

後の対策です、ありましたら。町長の考えでいいですので。 

○町長（井上 章三君）   

 今の質問にはちょっと私がまだ整理がついておりませんので、経済担当助役の方から少し答弁

をさしていただきたいと思います。 

○助役（経済）（山下 彦志君）   

 不在農地というようなことのようでございますけれども、本町の農地は、農家台帳上で水田が

３万４,１２９筆、２,８４７ヘクタール、畑が２万５,４８１筆、１,６６１ヘクタールでござい

ます。合計で５,９６１０筆、４万５,００９ヘクタールです。 

 それから、町内農家が所有管理している農地が３,６９８ヘクタールでございまして、残りの

８１１ヘクタールが旧の町内農家で転出された方、近隣の市町村の耕作者相続によって所有権を

取得された方等が所有管理されている農地となっております。我が町では、農業振興地域整備計

画の中で農業振興地域内の農地、ただいま申しました３,６１６ヘクタールのうち２,９５５ヘク

タールを農用地区域と定めております。そういうことで、農地の確保と整備に努めてきておりま

す。 

 不在地主所有の農地にありましては、農地取得規制、これは農地法でございますけれども、農

地取得規制があることによりまして、農家以外への売買等による所有の分散は抑えられてきてお

ります。また、在住の農家と賃貸借等を締結することによりまして、農地として守られていると

いうのが現実でございます。 

 今後は、農家の分割相続による相続人の不在地主化や、相続による小作地の分散所有化が広が

る中にあって、小作地上に形成された農業経営が所有権の変動に所有されない継承を維持してい

くには、農地が農地として維持可能なための土地利用規制、これは農振法でございます。 

それから転用規制、これが農地法でございます。それから、農地賃貸借の長期締結、これが

農業基盤整備促進法でございますが、そういうものを利用しまして、小作料の適正化を通じまし

て、小作地として農業生産に安定的に活用されるようにしていくことで、荒廃を、あるいは不在

地主等については、そういうことで契約しながら農地を守っていくということで努めてまいりた

いと思っております。 

○楠木園洋一議員   

 いろいろ問題があるということで、日本の法律は、その農地法が一番難しいんだそうですけれ

ども、所有権と使用権というのがありまして。今後、工事とか、激特の工事があれば、景観とか

環境を整えて、工事の対策ですね。農地、森林の対策を考えていかないといけないと思うんです

けども。 

そのために、私は質問してるわけですけれども、その手入れをしたくしても、手入れしたら

いいなち思っても、所有権がある関係でできないところがあるわけです。そのために、こういう

条例。規制条例じゃなくて、保護条例ということで、私は質問してるわけです。あなたの土地は

こうしたらいいですよと、町としてのプランです。 

そこまで持ってたら、大口の森林組合なんかが写真を撮って送ってするち、そこも森林プラ
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ンとありますけど、反応が返ってこないそうです。もうそのままでいいとか。 

我が町は、さつま町はこういう景観とか環境を特に力を入れてやってるち、こういうポイン

トを出して、そのためにつくった方がいいんじゃなかと思って質問してるわけです。 

 今後、そこまで考えて、町長の方向性を示して、政策、企画を積極的に取り組んで、システム

の構築をして、頑張って成功するための政策、企画立案をして、横とのつながりを深めて、横断

的に努力して進めてほしいことを要望いたしまして、質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△延  会   

○議長（濵田  等議員）   

 お諮りします。本日の会議はこの辺にとどめ、延会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、本日の会議は延会することに決定しました。 

 明日は午前９時３０分から本会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日は、これで延会します。御苦労さんでした。 

延会時刻 午後３時０４分 
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平 成 １８ 年 第 ６ 回 定 例 会 一 般 質 問 

平成１８年１２月１２日（第３日） 

順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  の  要  旨 

 １ （６） 

木下 敬子 

１ 町立診療所の運営について 

  経過と今後の方向性について 

２ 消防団について 

  消防団員の定数減をすることに対しての考え方について 

 ２ （27） 

木下 賢治 

１ 協働のまちづくり施策の推進について 

  振興計画の中に、人と人、地域と地域、町民と行政の協働をうた

ってある上で、区公民館活動活性化の推進が重要と考える 

  これまでの協働のまちづくり施策をどう評価するか。また、今

後の推進策を伺う 

  地域活動支援事業どう評価するか。また、アドバイスはないか

  窓口職員制度の実態はどうか。活用している地域、活動してい

る職員に差があるのではないか。 

   今後の推進策を伺う 

  区公民館活動の中で、社会教育だけでなく、産業振興にももっ

と取り組めないかと考える。区公民館長をサポートする新しいシ

ステムを区公民館に提案する考えはないか。また、これに対する

財政面の支援は考えられないか。 

   インフラ整備を１件先送りしてでもやる価値があると考える

が、町長の考えを伺う 

 ３ （23） 

中尾 正男 

１ 災害復旧について 

  激特事業による柏原地区の整備は、川内川本川の築堤ではなく

輪中堤による整備方針が示された。当地域は農業の盛んな地域で

あり、輪中堤では今後も水害から農地を守れない。川内川本川の

築堤を要請する考えはないか 
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順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  の  要  旨 

 ４ （７） 

米丸 文武 

１ 工業団地活用について 

  倉内工業団地への企業誘致の取り組みと、その状況はどうなっ

ているのか 

  薩摩工業団地の住宅団地への目的変更は考えられないか 

 ５ （20） 

山崎 文久 

１ 農業振興について 

  豪雨災害後の農地復旧の現状と今後の見通しについて 

  イチゴ生産農家の支援策は（炭疽病等） 

  農地・水・環境保全向上対策の取り組みの状況について 

 ６ （９） 

平八重光輝 

１ 定住促進プロジェクトについて 

  町総合振興計画の中で、まちづくり重点施策の定住促進プロジ

ェクトについて伺う 

  ア これまでの具体的施策の実施状況 

  イ 成果は 

  ウ 反省点は 

２ これからの定住促進室について 

  相談窓口の設置と責任者の配置 

  情報の発信と収集 
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平成１８年第６回さつま町議会定例会会議録 

                            （第３日） 

○開議期日    平成１８年１２月１２日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（２８名） 

   １番  髙 嶺 実樹雄 議員      ２番  市 來   修 議員 

   ３番  平 田   昇 議員      ４番  新屋敷   浩 議員 

   ５番  肥 後 紀 康 議員      ６番  木 下 敬 子 議員 

   ７番  米 丸 文 武 議員      ８番  麥 田 博 稔 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  新 改 秀 作 議員 

  １１番  楠木園 洋 一 議員     １２番  宮之脇 金次郎 議員 

  １３番  柏 木 幸 平 議員     １４番  久 保 道 夫 議員 

  １５番  別 府 静 春 議員     １６番  舟 倉 武 則 議員 

  １７番  日 髙 政 勝 議員     １８番  田 中 伸 一 議員 

  １９番  柳 田 隆 男 議員     ２０番  山 崎 文 久 議員 

  ２１番  岩 元 涼 一 議員     ２２番  新 改 幸 一 議員 

  ２３番  中 尾 正 男 議員     ２４番  東   哲 雄 議員 

  ２５番  川 口 憲 男 議員     ２６番  内之倉 成 功 議員 

  ２７番  木 下 賢 治 議員     ２８番  濵 田   等 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  和 気 純 治 君   議 事 係 長  福 田 澄 孝 君 

 議 事 係 主 幹  角   茂 樹 君   議 事 係 主 査  原 田 健 二 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  井 上 章 三 君   教  育  長  福 滿 隆 德 君 

 助役（総務）  宮之脇 尚 美 君   教委社会教育課長  日當瀬 修 二 君 

 助役（経済）  山 下 彦 志 君   農 政 課 長  赤 崎 敬一郎 君 

 鶴田総合支所長  長 福 節 治 君   耕地林業課長  脇黒丸   猛 君 

 薩摩総合支所長  山 口 正 展 君   建 設 課 長  前 囿 義 広 君 

 健康増進課長  中 村 政 己 君   消  防  長  田 上   泉 君 

 定住促進室長  北 原 美 義 君   商工観光課長  橋之口 幸 男 君 

 薩摩・町民福祉課長  坂 元 満 秋 君 

 企画広報課長  中 村 慎 一 君 

 財 政 課 長  二階堂 清 一 君 

 総 務 課 長  湯 下 吉 郎 君 

- 75 - 



 

○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（濵田  等議員）   

 おはようございます。ただいまから平成１８年第６回さつま町議会定例会第３日の会議を開き

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１ 「一般質問」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１、「一般質問」を第２日の会議に引き続き行います。 

 通告に従い、まず６番、木下敬子議員の発言を許します。木下敬子議員。 

〔木下 敬子議員登壇〕 

○木下 敬子議員   

 おはようございます。通告に従いまして質問いたします。 

 １点目は、町立薩摩診療所の運営についてです。 

 この件につきましては、３月議会の折、同僚議員より質問があり、町長は平成１９年度からも

引き続き診療が続けられるよう、お互いに協議をし地域診療確保に努めると答弁されております

が、１８年度も残すところわずかとなってまいりましたので、その後の経過と今後の見通しにつ

いてお伺いいたします。 

 ２点目は、消防団員の数を減らすということについてお尋ねいたします。 

 これもまた３月、９月議会の折に、段階的な再編計画ということで示されておりますが、今回

の災害を受け、防災のあり方を見直すといった中で、町内押しなべて一様に考えることに対して

不安を抱いているものです。特に薩摩方面隊については過疎化も進み、団員を確保するのにも難

しい中ではありますが、団員に意見を求め、地域の方々の意見も掌握して進めると説明をいただ

いているところですが、地区民との話し合いがどの程度まで進み、また理解が得られているのか、

この点についてお尋ねいたします。 

 以上です。 

〔木下 敬子議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 それでは、今日の１番目の木下敬子議員のただいまの質問に対してお答えしたいと思います。 

 まず第１点の町立診療所の運営についてであります。 

 町立薩摩診療所の平成１９年４月からの運営につきましては、平成１８年３月議会の新屋敷浩

議員の一般質問に対する答弁で、今後の運営につきまして、基本的な考え方を述べたわけでござ

いますが、その後、薩摩総合支所及び本庁において草野医師と診療所の運営方法や地域医療確保

のあり方等について、数回の協議を重ねてまいりました。 

 これまでの話し合いの中で、草野医師は、町民の地域医療確保と健康保持増進のために診療所

を継続する意思を持っておられることを確認しているところでございます。 

 町の中心部から離れた薩摩地区においては、高齢者の占める割合も高く、町立診療所の受診者

は平成１７年度の１年間で１万２,３８３人、１日当たり５０人余りの受診者があったという結

果が出ております。 

 受診者の多くが高齢者の方々ですので、今後も引き続き町民が安心して一次医療が受けられる

医療機関を確保していくことは、行政の責任であると考えております。 

 そうした中で、平成６年度に建設いたしました診療施設の過疎対策事業債の償還が１８年度末
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で終了すること。 

また、草野医師との１０年間の業務委託契約も１８年度末で満了となることから、今回

１２月補正予算に町立診療所の土地及び建物の不動産鑑定業務委託費を計上し、不動産鑑定士に

おる不動産評価を行うとともに、草野医師がこれまで１４年間、地域医療や医療福祉の向上に貢

献されてきたことを踏まえながら、財産区分の用途変更を行うなどして、診療施設の賃貸または

譲渡等の方法を協議し、さつま町の地域医療確保と町民の健康維持増進が、さらに図られるよう

に努めていきたいと考えているところでございます。 

 民間への移管の時期ということにつきましては、地方自治法や町条例の規定によりまして、平

成１９年４月１日以降でなければ手続ができないということになっておりますので、その後の関

係機関への諸手続や町民への周知等の準備期間が必要となること。さらに、平成１８年度町立薩

摩診療所特別会計の出納整理期間等を踏まえて、なるべく早い時期に結論を出したいと考えてい

るところでございます。 

 それから、２点目の消防団の問題でございます。消防団は１２月１日現在、定員が５４２人、

実員が５０３人ということで、定員に対し３９人の欠員となっております。方面隊ごとに申しま

すと、宮之城東部方面隊が９人、これは欠員です。宮之城西部方面隊が１５人、鶴田方面隊が

７人、薩摩方面隊が８人それぞれ欠員となっております。 

 欠員の原因につきましては、会社勤めが増加したこと、また地域の高齢化により人材が不足し、

補充ができないこと等が主な原因と考えられます。 

 消防団員の定数削減に関しては、まず今年の３月議会の一般質問に答弁いたしましたように、

鶴田方面隊の役場分団を来年３月末で廃止することにしております。この結果、１７年国勢調査

人口の２万５,６９０人で団員一人当たりの人口を比較してみますと、宮之城東部方面隊が

９６.３人に対して消防団員が一人という割合になるという意味であります。宮之城西部方面隊

が２９人、鶴田方面隊が５３.９人及び薩摩方面隊が２８.４人となり、町の平均では４８.８人

となるようでございます。 

 ちなみに、県の平均は、１０３人に一人ということでありますし、全国は１２０人に一人とい

うのが平均というふうになっております。そういう点からは、本町では宮之城西部方面隊と薩摩

方面隊が平均的に多いということになります。 

 薩摩方面隊の管轄区域の広さを考慮いたしましても、団員定数が多いと思われるわけでありま

して、これを適正規模の組織に再編することが必要と思っているわけでございます。 

 また、薩摩方面隊の定員は、昭和３１年９月から現在に至るまで５０年間にわたり同じ定員で

組織されてきたという経緯がございます。 

 近年、常備消防の充実、道路改良の進展等により、出動時間の短縮や機動力の確保が図られ、

また消防資機材の充実等を勘案いたしますと、合併を機に適正な組織再編について検討しなけれ

ばならないと判断されており、消防団本部会議におきましても、このことについて協議をしてい

ただいておったわけでございます。 

 宮之城西部方面隊の件については、欠員が多いということもありまして、また定数の見直し等

を検討しなきゃいけないと思っているわけでありますが、この薩摩方面隊におきまして、方面隊

内部の会議において、今までの部制を廃止し、４分団体制に移行しようということで合意がされ、

それを受けて、地区の公民館長さん方も交え、先月、消防本部と薩摩方面隊の消防団幹部の会議

をもったところであります。 

 会議では、再編についてはやむを得ないという意見の集約をみたところでありますが、地域住

民の皆様の御理解をいただかなければならない問題でもあり、あらゆる会合等を通じて周知を図
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っていただくようお願いし、出席の皆さんの御理解をいただいたところであります。 

 今後におきましても、引き続き協議を重ね、できるだけ早い時期に意見集約を行い、全体的な

再編計画をお示しできるように努力したいと考えているところでございます。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○木下 敬子議員   

 １点目の診療所の件につきましては、スムーズに移行できるように進めているとのことであり

ますので、とても安心いたしました。診療期間が途切れることのないように、また医師に対して

も、今までの功績に対しまして、感謝の気持ちを持って対応していただきたいと存じます。町長

の意思を再度確認いたしましたので、この件については、質問を終わりたいと思います。 

 ２点目の団員数の減についてですが、今お聞きいたしますと、人口割で考えれば、当然町長の

説明のようになっていくかと思われますが、私たち地元の場合は、過疎、そして若者の数が極端

に少ない現状であります。そうした中で、やむを得ないということも十分承知しておりますけど

も、その中に住民の意思がどれほど反映されているのか。そこのところを考えていただきたいと

思います。 

行政の方からたたき台というものを出されますと、住民はどうしてもそれに従わなければい

けないんじゃないかというような錯覚を覚えてしまいます。そこに、本当に住民の意思が反映さ

れていくのか。そこのところも十分考えていただきたいと思います。 

 また、町長は、消防団は地域にとって重要かつ大切な組織であると認識を示されております。

全くそのとおりだと思います。今回の災害でも、本当に御苦労をおかけいたしました。早い時期

に片づけなどの作業が終了いたしましたのも、被災者の方はもちろん、消防団、建設業界、そし

てボランティアの皆さんのおかげだと心から感謝しているところであります。今まで以上に消防

団組織の重要性が身にしみたのではないかと思います。 

 ところで、町民も自分たちの身は自分たちで守ろうと、自主防災組織を立ち上げてきています。

が、実際に訓練を行った組織は、そのうち幾つあるでしょうか。また、平均年齢は何歳ぐらいで

しょうか。わかっていたらお知らせください。 

○町長（井上 章三君）   

 自主防災組織のことについてお尋ねがございました。そこの部分に関しましては、担当課の方

から答弁をさせたいと思います。 

○総務課長（湯下 吉郎君）   

 自主防災組織の関係は総務課で担当しておりますので、私の方で申し上げますが、今現在組織

をしておりますのが、宮之城地区で５６地区、それから鶴田地区で２７地区、薩摩地区で５地区

あるわけですが、こうした中で、まだ薩摩地区が昨年警察署と一緒に防災の防犯等も含めた訓練

を行っておりますが、全体的にはまだ実際の訓練というのがされていないのが実態であります。 

 ただ、今回の災害を踏まえまして、この自主防災組織の重要性というのが非常に大事であると

いう認識のもとで、来年度はこうした自主防災組織のリーダーも含めた研修、それから全体的に

研修、実地訓練を含めた研修ができるような方策を考えていきたいと思います。 

 それから、この平均年齢ということでありますが、年齢的には各公民会とかそうした組織であ

りますので、全体的なことでありますので、平均年齢は算定しておりません。 

 それから、町内の結成率でありますが、現在７０㌫ということで結成率は見ております。県内

の平均が約６割ということですから、本町は高い数値で結成をしていただいているというのが実

情でございます。 

○木下 敬子議員   
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 平均年齢については、推して知るべしということだと思います。また、訓練の取り組みについ

ても、地域でそれぞれが条件が違うわけですから、そう短期間に済むものとは考えてはおりませ

んけれども、訓練を通して危機感を持っていただくということが大切なことだと思います。 

私は防災を真に考えるなら、この自主防災組織をしっかりと固めて、しっかりとした組織に

して受け皿を確保してから消防団の対応を考えるべき。訓練についても、町が積極的に取り組む

べきと考えております。その点についての考えをお聞かせください。 

○消防長（田上  泉君）   

 ただいま御指摘をいただきました団員の関係につきましては、先ほど町長の方から答弁がござ

いましたように、再編計画案ということで、今現在、関係分団につきましてはお示しをしている

ところでございまして、そのことについて地区住民を含めまして、十分なる御協議をいただいて、

その合意形成を得た後に、私どもとしましては、本格的に取り組んでいきたいという、そういっ

た基本的な考え方を持っているところでございます。 

 あわせまして、鶴田役場分団の機材の問題もございます。廃止に伴いまして、そのまま車両等

を廃止するということではなくて、それを薩摩方面隊の方に振り分けて、それを有効活用してい

ただくというふうなことと、あわせまして、小型ポンプ等につきましても、自主防災組織の方に

譲渡をさしていただいて、有効活用していただくと。そのような考え方を持っているところでご

ざいます。 

○木下 敬子議員   

 いろいろと御苦労がおありだろうと思いますけれども、消防団は、地域に密着したかけがえの

ない組織です。非常時ばかりの消防団ではないのです。 

私たちのさつま町を見回してみてください。中心部はほんのわずか、ほとんどの集落が点在

している町です。そんな中で、周辺部の私どもは、消防団に絶対的な信頼を寄せています。台風

のときなど、赤い消防車を見ただけで安心するという声に思いをはせていただきたいのです。 

団員数が減れば、当然動く範囲も限られてきます。昔からかまど点検と称して、各家を回っ

てくださいます。そんなとき、忘れずに訪ねてくれてありがとうと、手を合わせるお年寄りの方

もいらっしゃるという話を聞きました。 

私どもは、こうした事柄を検討するときに、５年後、１０年後の自分たちのこととしてとら

えているでしょうか。今７０歳の人は、１０年後には間違いなく８０歳になります。そのとき、

我が身は今のように動けるでしょうか。少子高齢化は間違いなくやってきます。そのとき、後ろ

を振り向いたら、支えてくれる人たちがいないということなのです。 

消防団は、地域住民のお互いを助け合う互助の精神で培われてきた組織だと思います。こう

いう組織を縮小したりなくしてしまったりすることは、何か目に見えないもの、今の世の中に欠

けている人を思いやるという大事なものまで失ってしまうような気がしてなりません。 

 きのう、教育長も言われました。人間関係学がうまくいかないから、いじめなどの問題が生ま

れてくるのだと。私も実際そう思います。町長、そういうことを考えたことはありませんでしょ

うか。 

○町長（井上 章三君）   

 御指摘のように、これからの地域というのは、高齢化は進んでまいるわけでありますけれども、

そういう中で助け合いというのは大切になってくると。一層大切になってくるというふうに思っ

ております。 

そういう意味で、この消防団の団員の数の削減という問題も、そうでありますが、単に一律

に人口の平均値を取るというような考え方は、これはもう適当でないと私もそう思っております
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し、人口の密集地域と、またそうでない過疎的な地域とは事情が全然違うわけでありますから、

そういうことを配慮した検討というのが、これはあらゆる面においてなされるべきであるという

ことは、これは私たちが考えなきゃいけないことだというふうに思っております。 

これはまた、私たちは国に対してもそういうことを言っているわけでありまして、そういう

点で、薩摩地区を見た場合に、人口が非常に広範にちらばってる。そして、また高齢化も進んで

いるということでありますから、この削減といっても、やはり相応の削減ということで考えなき

ゃいけないということだと思います。 

 それと、先ほどありましたように、自主防災組織という、これの結成が薩摩地区においては、

まだ少ない状況がありますから、こういうところをまた、一層地域の皆さんと相談をしながら、

そういうような地域の組織づくりというのを図っていくということは、また同一的にやっていか

なきゃいけないというふうに思っているわけでございます。 

受け皿をつくった上でやるべきではないかということからいいますと、必ずしもそうなって

ない面がありますが、またそれを一方で補う形での努力というのはしなきゃいけないと思ってい

るところであります。 

 いずれにいたしましても、これからのそれぞれの地域を助け合いながら守っていくという、互

助の精神というのは大切だと、私も認識しているつもりでございます。 

○木下 敬子議員   

 町長が今おっしゃってくださいました。消防団員には地域格差があってもいいんじゃないか。

私もそう思います。今、私たちは、政府のやり方に不満や不平を持って、地方切り捨てだと怒っ

ています。が、私は、さつま町もそれに似たものになりはせぬかと危惧しているところでありま

す。 

きのう、町長は安心・安全なまちづくりが最重要課題だと言われました。まちづくりには、

町民の一体感が欠かせないものでありますが、地域によっては、高齢化のため、一緒に汗を流せ

ないのが今の姿だと思います。できるところは自分たちの力でやってまいります。が、周辺部に

おいては、手を差し伸べていただきたいと存じます。非常時に町長が直接指示できるのは、消防

団と職員だけではないのでしょうか。 

財政面からだけでとらえないでほしいのです。周辺部に元気がなければ、中心部も寂れてし

まいます。そういうことをどうか考えになって、町政に取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（濵田  等議員）   

 次は、２７番、木下賢治議員の発言を許します。木下賢治議員。 

〔木下 賢治議員登壇〕 

○木下 賢治議員   

 ７月の豪雨災害以来、早いもので５か月を迎えようとしております。これまで、献身的に尽力

された町長以下、執行部、職員の皆さんに慰労の念と敬意をこの場を借りまして申し上げたいと

思います。激甚、河川激特の採択を得た今、一様ほっとしておりますが、これからが次の大きな

試練の山になると思います。私たち議会とも情報を共有し、住民と国・県とのはざまに立って、

災害の復旧、復興、そして防災の確立に頑張ろうではありませんか。 

 私は、防災からの復興、町全体の活性化、そして行財政改革にもつながる協働のまちづくり施

策の推進について質問をいたします。 

 町の振興計画の基本理念にうたわれ、そして町長が３月議会の施政方針で唱えられた協働のま

ちづくりの推進には、区公民館を窓口にしたその活性化が重要と考えます。 
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 そこで、まず町長になられて１年９か月、この施策を町長なりにどのように評価し、また今後

どのように推進すべきと考えられているか伺います。 

 ２点目に、地域活動支援事業の成果をどのように評価し、また町長持ち合わせの情報で、この

ような活動も取り組んだらというアドバイスはいただけないものか伺います。 

 ３点目は、行政と地域住民との協働活動に有効な窓口職員制度の実態をどう把握されているの

か。私なりには活用している地域、活動している職員に差があるように思うのですが、町長はい

かがでしょうか。また、今後の推進策を伺います。 

 ４点目は、区公民館活動の中で、社会教育だけでなくて、福祉活動や産業振興にももっと取り

組めないかと考えます。区公民館長は、一生懸命やればやるほど多忙になります。 

現在、条例公民館の中には、嘱託で主事を置いてもらっております。そのような館長をサ

ポートするシステムをすべての区公民館に提案し、それに対する財政面での支援は考えられない

でしょうか。私はインフラ整備を１件先送りしてでも、やる価値があると思うのですが、町長の

考えを伺います。 

 以上、４点、これらは数字でどうこう言えるものではありません。また、答えはこれだと言え

るものでもありません。町長の政策の一つとして、町長のまちづくりの思いを示していただくよ

うお願いし、質問の提示といたします。 

〔木下 賢治議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 ただいま木下賢治議員から協働のまちづくり施策の推進についてということで、四つの観点か

らの質問をいただきました。随時答えてみたいと思います。 

 まず、第１点であります。これまでの協働のまちづくりの施策をどう評価するか。また、今後

の推進策をということを伺いたいということでありますが、協働の世紀と呼ばれる今世紀である

というふうにも言われます。 

社会の成熟とともに、住民意識の向上によって、公共的な認識がより高まってくる中で、地

区公民館やＮＰＯ等が協力して社会活動に参加しながら、地域社会を支えるということが盛んに

行われてくるような時代となってまいりました。協働による、より効率的な地域社会が形成され、

かつそのような活動に対する意義づけがなされるという点で、協働していく部分は、今後とも大

きくなっていくと思うわけであります。 

 過去におきましては、行政の運営に住民意思を反映させるということが大変重要な要素として

言われておりましたが、昨今は、住民参画という形で政策の形成段階から参加をいただくという

ことが言われるようになり、特に最近においては、共生協働という形で施策を実行する分野にま

で参加していただくという機会が多くなってきたと思うわけであります。 

 本町におきましては、例えば、地域活動支援事業とか、公共施設等の清掃奉仕活動等も積極的

に取り組みをいただいておりますが、また行政分野における保健福祉活動、民生活動、環境、自

主防災、防犯の活動など、住民に対して行政だけではカバーできない部分で重要な参加をいただ

いておりまして、公共予算が縮減されていく中、住民による諸活動は、今後においても重要な問

題として取り組んでいくべきであると考えます。 

 また、役場の職員はこういった活動を支える中心的役割を果たさねばなりませんので、共生協

働の地域社会づくりのための指針をつくりながら、今後とも地域との意思疎通を十分とり、地域

の個性や特色を生かした地域社会づくりを推進してまいりたいと思っているところでございます。 

 次に、地域活動支援事業をどう評価するかという問題でありますが、地域活動支援事業につい
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ては、旧宮之城町で平成８年から取り組まれ、新町においては、合併の初年度から全公民館を対

象に５か年計画を策定し、特色ある地域づくりに向けて取り組みを行っております。 

それぞれの地域が持つ地域資源等の特色を生かし、イベント、美化活動、産業振興、伝統芸

能の継承等、さまざまな事業が展開され、その結果として交流人口の増加、地域の活性化、地区

民の融和等が図られてきており、公民館運営も円滑になされていくということで、大変評価でき

る施策であると思っております。 

 今後、新町のまちづくりを推進していく上で、まさに住民の協働によるまちづくりへの重要な

施策として継続してまいりたいと考えておりますが、活動がだいぶ定着し、定例化してきている

地域も多くなっているのではないかと評価しているところであります。 

 また、さらなる地域活動の推進という点でいえば、過疎化、少子高齢化が進む中で、地域にお

いては将来の集落の担い手の問題は深刻となっています。これからの集落営農等の地域の担い手

問題への取り組みは重要な課題となってまいります。 

 一方、本町は先般、景観行政団体第１号として県に登録いたしましたが、町としても景観づく

りへの取り組みについては、各地域住民との合意形成のもと、重視してまいりたいと思っており

ます。 

 それぞれの地域資源の見直しや活用を図りながら、農村の美しい風景や田舎暮らしのすばらし

い部分をアピールできる誇り高い地域づくりに向けて取り組んでいく。そのことがグリーン・

ツーリズム等の取り組みにもつながってまいりますし、ひいては地域の定住にもつながっていく

ものと期待するところであります。 

 これらの集落営農の推進、あるいはグリーン・ツーリズム、この景観への取り組みを踏まえた

グリーン・ツーリズム等の問題は、これからの地域活動推進へのキーワードになっていくのでは

ないかと思っております。 

 次に、地域窓口職員についての御質問でありますが、旧宮之城町では平成９年度から実施して

おりますが、新町では合併当初から、全部の地区公民館に３名から６名の地域窓口職員を配置し、

全職員を対象として、地区ごとに任期を設定し、輪番制により地域と行政とのパイプ役として配

置しております。 

 職員の配置については、割り振った部分もありますが、地元からの要請による職員もあります。

地域窓口職員の枠にとらわれず、地域の役員として、また会議等の構成員として、地域活動に従

事する部分もあります。実態に即した取り組みがなされていると思いますが、窓口職員への調査

では、出席要請がなされたり、なされなかったり、対応はそれぞれ異なっているようであります。 

 役割については、計画策定や事業、イベント等への支援、協力等を行っているところでありま

すが、公民館によって取り組みの形はさまざまであります。私も職員が地域活動に従事すること

については当然のことであると思いますが、今後とも職員の意識部分での研修に努めてまいりた

いと思います。 

職員の使い方次第では、影響のある要素もたくさんありますので、各公民館においても、職

員を上手に使っていただきたいということもお願いをしながら、所期の目的を達成できるよう、

それぞれに啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 それから、４点目の問題でございます。本町には鶴田中央公民館、薩摩中央公民館と虎居、山

崎、佐志地区の地区の公民館及び薩摩地区に求名、永野、中津川の地区公民館を所有し、地域住

民が集い、学び、結びの場として自主的、主体的な参加のもとに、生涯学習の拠点として利用さ

れており、地域に根差した事業を展開しているところであります。 

薩摩地区３館は設置以来、館長、主事を配置し、手厚いサービスを提供してこられたところ
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でありますが、他地域においては、住民が自ら企画し運営するなど、それぞれ特性を生かした活

動が展開されております。新町になった今、地域間の平等性や運営コスト等を考慮し、薩摩地区

の公民館長及び公民会長さん方と、平成２０年度からの区公民館制度への移行に向けて協議を進

めてきたところであります。 

区公民館制度になりますと、現在配置されております館長、主事につきましては、平成

１９年度をもちまして廃止となるため、区への援助や事務等は、中央公民館が所管することにな

ります。そこで、中央公民館内にこれまでの区の事務や運営など、援助する専従の主事配置を検

討しているところであります。 

 また、各区公民館に役場職員を地域の窓口職員として配置しております。これからの地域づく

りのサポート役として、地域窓口職員の積極的な活用をお願いしたいと思っております。 

 また、インフラ整備を先送りして、財政面の支援は考えられないかとのことでありますが、議

員も御承知のとおり、町の財政も非常に厳しい状況にあり、また地域活性化のために地域活動支

援事業補助金を交付しておりますので、現在のところ、そのほかに特別な財政支援は考えており

ません。そういう点で、この地域、現在行っておりますこの方向の中で、それぞれが活性化を図

っていただくことを願っているところでございます。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○木下 賢治議員   

 町長にも協働の大事さというものを重々説明をしていただいたわけですけれども、私も当然そ

ういう思いがあって質問をしたし、町長の考えを聞いて安心はしているところではございますけ

れども、本町の行財政改革は当然避けて通れない現状の中で、住民たちが自分たちでできること

は自分たちでやっていくという、そういう気構えと言いますか、自治意識の高揚というものが不

可欠だと考えます。 

そこにこの協働の精神というものの協働の行動というものが、必要だと考えるわけですけれ

ども、そういう中でこれを推進するには、きのうも日髙議員の方から本町の財政の状況をみんな

に、町民に知らせるべきじゃないかという提案もあったわけですが、確かにそういう宣言でもや

った場合には、町民に暗いイメージを与えたりとか、おまえたちは合併すっときには何ちゅたか

ちゅうようなことを多分言われると思います。 

夢を話して合併を進めてきたわけですけれども、物議を醸すかもしれませんが、やはり将来の

ために子や孫のためにということも訴えながら、本町の情勢というものをわかってもらえば、こ

らどうしても我たっもきばらんないかんねという気持ちが、今以上に推進されるんじゃないかと

考えます。 

まだ、右も左も見れない。にっちもさっちもいかない状態では私はないと思います。今だから

できる行政改革というものを進める上で、この協働の活動というものに一生懸命力を注いで普及

推進するべきだと考えます。 

 その点について、もう一回町長の信念を伺いたいと思いますが、協働にはいろいろあります。

町長の方からもございましたけれども、本当にみんなで地域の道路を清掃したり、地域の子供を

みんなで見守ってやったり、近所隣の高齢者を見守る福祉ネットワークも協働の精神だと思いま

すし、現在行われている中山間の直接支払い制度の協働活動も当然でしょう。また、木下敬子議

員の方からございました消防団の活動であっても、私は協働だと考えております。 

そういう意味で、今私が町民に協働の必要性をもう少し説く姿勢を町長にお願いしたわけで

すけれども、その点について伺います。 

○町長（井上 章三君）   
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 少子高齢化が進んでいく。そして財政は、だんだんと厳しくなっているというのは、住民の皆

さんも、それぞれいろんな情報の中で感じていらっしゃるのだというふうに思います。そういう

中で、これは人に頼ってはおれないと。自分たちで自分たちの地域を守るという努力をしなきゃ

いけないなという気持ちは、一層高まっているというふうに思います。 

 また、農業の分野においても、集落営農というような体制を組まないと、もうあと５年、

１０年した場合には、もう農地が面倒見る人がいなくなると。物すごい危機感の中で、国もこう

いう大きな政策の転換をなしたと。そういうものの先端にいるのが、私たちの地域でもあるんで

はないかと、こういうふうに思っておりますだけに、こういう一つ一つのことに対して、これは

もう人ごとではないと。自分たちの危機感の中で、この地域をどうして守っていったらいいか。

集落をどう守っていったらいいか。 

そしてまた、ほかの人たちにアピールできるような地域づくりをどう進めていったらいいか

ということをそれぞれに真剣に考えなければ、だれも自分たち以上に考えてはくれないぞという

ような気持ちで、危機感を持たなきゃいけないと。 

これは、地方行政に対しても、国からも言われていることであります。国や県が面倒見てく

れる、考えてくれるというのではなくて、自分たちの地域のことは自分たちが一番考えないと、

それを考えるところには応援をするよと。考えないところは、もう取り残されていくよというこ

とが言われているわけでありまして、そういう意味でこの真剣さというのが求められてると。 

私はそういう点から言いますと、今回の災害というのは、これは本当にみんなで助け合って

いかなきゃいけないということを考える絶好の機会でもあったと。そういうことにもつながった

んではないかというふうに、いい意味でそういうふうにも理解したいわけであります。 

雨降って地固まるという話がありますけれども、大雨が降って、さつま町はこの旧３町が物

すごく助け合いの気持ちが高まったと。物すごく固まっていったぞと、こういうふうに言われる

ようなふうに協働の精神を高揚したいものだと。 

そして、この災害をいい意味で、またバネにして私たちは地域づくり、まちづくりに取り組ま

なければいけないんではないかと。こういうふうに思いながら、この難しい時代を前向きに乗り

越えていきたいと思ってるところであります。 

○木下 賢治議員   

 そういう思いを町長は、以前、各区を回って町民と語る会もされたわけですけれども、また次

の段階で回る時期に来てるんじゃないかと思います。そういう活動を利用して、町民に町の情勢、

協働の精神を訴えていただきたいと思います。 

 ２点目の地域活動支援事業についてですが、町長が述べられたように、旧宮之城町時代の政策

の継続であります。私は、本当にこの有効なありがたい事業だと町長同様思っております。 

現在、私たちの地域でも、５０万円の事業ですけれども、人々が動くそのいわば労働と言い

ますか、労働まで換算しますと、５０万円が１００万円、１５０万円の実質事業につながってい

るような気がいたします。 

人がつながり、輪が生まれて、参画している人は、本当に地域づくりをやっているんだとい

う存在感を味わえるすばらしいこの事業だと思いますので、今後ともぜひ続けていただきたいと

思うんですが。 

昨年、今年と感じたわけですけれども、各地区でいろんなイベントを計画されて行われるわ

けですが、町の行事、あるいはイベント同士の行事がかち合って、なかなか私はほかの地区の人

たちのイベントを見るというか、そういうイベント交流を町民に進めたいと考えるわけですけれ

ども、そういうときにイベントがかち合ったりするものですから、この支援事業のカレンダー的
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なものをつくって、地域と地域のイベント交流をしたらどうかというふうに考えるわけですが、

いかがなもんでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 地域活動支援事業を踏まえながら、それぞれの地域でいろんな検討、取り組みが進んでいると

いうことは大変いいことだと思っております。 

私はこの機会に、自分たちの地域の資源は何なのか、特色は何なのかということをしっかり

と見直して、そしてこれを育てていこう、そしてこれを特徴にしていこうというふうに、ぜひこ

の地域の古老の方々、歴史を知っておられる方々をはじめとして、若い人たち一緒になって、そ

ういうそれぞれの地域の特色というものを発見し、それを活用する努力をしていただきたいと。 

あせってやる必要はないと思いますが、そういうところをしっかりとやって、自分たちなり

の地域づくりというのを取り組んでいただきたいというふうに思います。 

その結果として、いろいろなイベントが開催されるということに関しましては、いつそうい

うものを実施したら、より多くの人々にアピールできるかと。行事が重ならないように調整をす

るということは必要であると思いますので、またその担当課の方でカレンダー的なものをつくっ

ては、そういうものを随時情報として流しながら調整していくということは必要だろうというふ

うに思うところであります。 

○木下 賢治議員   

 検討方をお願いしたいと思います。 

 次に、３点目の窓口職員制度について伺いますけれども、担当課に聞きましたら、活動の内容

等は、集約はされてないようでございます。私は考えるわけですけれども、さっきも述べました

ように、やってる地域、また活動してる職員に差があるように感じるわけですが、一生懸命やっ

ていただいている職員を見ますと、評価してやるべきじゃないかと思うんです。 

今職員の評価制度、行革の中でも言われておりますけれども、そういう意味でも職員がどの

ような活動をしたということを、集約されていなければ評価のしようもございませんし、そうい

う制度を考えていただきたいと思うのが１点でございます。 

 それから、町長の方から、３人から６人の人数で各区に設定をしてあるということでしたけれ

ども、住民サイドから言えばそういうのは考慮するというふうな話でしたが、人材によってこん

ことはあんやっが詳しかどとかちゅうのがあると思います。 

現在、それぞれ割り当てられている職員外の職員にも、フリーに地域が活用できる、また職

員の中には、自分は任命されてないんだけど、地域づくりに参画したいんだという思いを持って

いる職員もたくさんいると思います。そういう意味で、そこ辺の壁を取っ払って、フリーな形で

窓口職員になっていただきたいと思うんですけれども、その点について町長の考えを伺います。 

○町長（井上 章三君）   

 窓口職員にもいろいろと対応に差があるんではないか。これをもう少しお互い勉強会をやった

りして質を高めて、そしてまたノウハウを共有しながら、全体のレベルアップを図っていくとい

うことは、必要なことではないかというふうに思ったところでございます。 

そういう点での職員同士の勉強会をしながら、そういうノウハウを共有化していくというよ

うなことは、またどこかで勉強会をさしてみたいというふうに思うところであります。 

 職員によって経験や能力、またそれぞれの持っている才能というのが違いますから、そういう

ものがいろんな人たちが、うまくミックスして地域を支えていくというふうになればと思ってお

りますし、ぜひまたそういう職員の能力をうまく引き出して、活かしていただきたいというふう

に願うところでございます。 
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○木下 賢治議員   

 わかるわけですけれども、職員が活動したことを当然、就業時間の活動というのもあるわけで

すので、どういう活動をしたちゅうことを担当課、あるいは総括する企画の方でも把握する必要

があるかと思いますし、町長は本当に、そういう一生懸命やってる職員を評価することの必要性

というものは、その点についてもう一回お願いします。 

○町長（井上 章三君）   

 活動がどの程度、どういうふうになされているかということを集約する。そういうことを把握

するということも、また一方で必要だろうとは思うわけですが、そこらのところに対して、ある

いはその今後そういうところを窓口職員の活用方法というようなことについて、企画広報課が担

当課になっておりますので、そこらの考え方を少し答弁させてみたいと思います。 

○企画広報課長（中村 慎一君）   

 御質問の件でございますが、この窓口職員につきましては、先ほども町長の方から御答弁があ

りましたように、こちらの方で割り振りをする部分というのもありますけれども、地元の公民館

の方から申し出をいただきまして、その申し出のあった職員を対応していただくといった部分も、

自由に今やっておりますので、そこの部分は、区公民館長会でもいろいろとお話をしながら、対

応はしていただいているというふうに思っております。 

 この職員につきましても、それぞれその住む地域の活動でございますから、積極的に取り組ん

でいただきたいといったようなふうに思っております。 

 それから、評価の方法につきましては、それぞれ公民館長さん方とのそういった意見の交換と

いうことを通して、そういったことをしていかなければいけないというふうに思いますが、ただ、

この職員の使い方が、それぞれの公民館によってそれぞれ違うのではないかというふうにも考え

ておりまして、先ほど町長から答弁がございましたように、上手に使っていただいて、そして能

力をフルに活用していただくということは、お願いをまたしていきたいというふうに思います。 

 それから、この職員のそれぞれの活動につきましては、勤務時間内を含めての地域活動といっ

たようなことでございますが、かねてその職員がどういった地域活動に取り組んでいるかという

のは、直接の上司の方である程度は理解もしますし、かねてのそういう職場の中でそういった活

動については、よくわかっているのではないかというふうに思っております。 

 そこらにつきましては、また総務課の方で、そういった職員の評価というのをどういうふうに

取り組んでいくかというのも、今後の問題というふうにとらえておりますが、そういった部分で

は、各主管課長を通してそういう職員のそういった取り組みについての考え方等につきましても、

上司の方から、そういう啓発なり周知なりをお願いをしていくといったような、そういった活動

もやっていきたいというふうに思っております。 

○木下 賢治議員   

 担当課の考えを聞いたわけですけれども、やはり必要と町長が考えれば、やるべきじゃないか

というのが欲しかったし、いやそんた要らんちゅやれば、そいでいいんです。そこ辺の町長とし

ての判断をいただければ大変ありがたいと思います。 

 先に進みます。町長の方からも上手に使っていただきたいというような、活用していただきた

いというような話がございましたけれども、私も当然そう思いますし、先ほど述べました地域活

動支援事業についてもなんですが、やはり館長研修会の話を聞いてみますと、回数も私はまだ少

ないと思います。 

こういう館長研修会等を協議会の中で自主的に研修会を活発にしていただいて、ほかの区の

活動というものなんかの紹介をして、お互いに研修し地域の活性化を督励していくような手だて
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というものを、もう少し考えられないかと思いますけれども、この窓口職員制度の活用でしろ、

いろんな町の制度を活用するにしても、やはりそういう区の公民館長研修会で、そういうお互い

の情報提供をし合うことが、町全体の活性化につながると思いますけれども、町長の考えはいか

がでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 今御指摘がありましたこの館長研修会が少ないんじゃないかと。ここのところを勉強会をする、

そして情報交換をしながら、館長の皆さんがまずいろんなやり方というのを学ぶということが、

これはまずもって大事なところではないかというふうに私も思うところであります。 

それによって、いろいろ窓口職員をまたどう使ったらいいかということも、いろんな知恵も

出てくるわけでありますので、今指摘されましたこの館長研修会のような機会をもう少し、これ

が多かった方がいいんじゃないかという件については、検討さしていただきたいと思います。 

○木下 賢治議員   

 よろしくお願いします。 

 私ども旧薩摩地区では、平成２０年度に区公民館制へ移行することに方向づけが示されました

けれども、私は地域の中で話をするわけですが、本当にすばらしい活動をされている地域がたく

さんある中で、これからの地域の発展というものは、区長さんの働き次第で大きな差が出てくる

んじゃないかということを訴えております。 

そういう意味で、館長研修会等で情報を共有しながら、町全体が活性化していくように望ん

でいるところでございます。 

 次に、４点目の質問に入りますけれども、先ほどいろいろ述べましたが、財政的には厳しいと

いうような町長の判断もありました。現在でもすばらしい区の運営をされているところがござい

ます。 

特に、私も久富木の末永館長の講演と言いますか、事例発表を２、３回聞いたことがござい

ますけれども、すばらしいなと思いますし、鶴田の神子地区や薩摩の永野地区でのこういう公民

館の活動というものも評価をされておりますが、私の夢と言いますか、あの久富木地区のような

活動が、町内全体の区に行き渡ることができないかということであります。 

そういう館長をサポートするようなシステムと言いましたけれども、私はそこに、各区に職員

を派遣してくれということではございませんし、当然その地域を本当に思う人が、住民の声の窓

口になったり、また町行政や窓口職員との連携をとったり、新しい情報を住民に提供したり、そ

ういうような活動をして、区の公民館長をサポートする人が設置できたら、本当に私はいいんじ

ゃないかと考えるわけです。 

現在、週５日制なんですが、週に３日でもいいんじゃないかと思いますけれども、そういう今

後ああいう久富木地区みたいな、私は公民館になっていただくためにも、何かそういう手だてが

欲しいと思いますし、当然久富木地区には主事さんもおられないわけですけれども、かわるよう

なサポートする人が、人材がいらっしゃることも聞いております。 

やはり窓口職員制度の活用もうまくされておるようですし、そういうものを自分たちの地域に

も、もう少し取り入れて普及さしていきたいという思いがあるもんですから、町長にお願いをす

るわけです。 

財政的に厳しいという判断でしたけれども、いま情報を見ますと全国的には、いろんな町で住

民による公共事業と言いますか、そういうものをやって、それで地域の、あるいは地区の活動費

を生み出している町があります。 

愛知県の額田町やら、静岡の掛川市なんか、年間３００件ぐらい地域に公共事業を提供してい
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らっしゃるそうです。また、きのう、川口議員の方からございました長野県の下條村もそのよう

な活動をされているようです。 

やはり、そういう公共事業が住民の方に回れば、建設業者は余りいい顔はされないかもしれま

せんけれども、区に１００万円としても２０区、２,０００万円です。道路１本つくるお金で、

私は何かそういうものができないか。労働奉仕して、人件費を地域に還元する。それで地域の活

動費に向けられないかということを思ったもんですから、そういう財政支援の手だてとして町長

に伺いたいわけですが、いかがでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 この地域の活動を活発にしていくという点において、主事の配置というのが非常に重要なキー

ポイントになるんだろうかという問題が一つございますが、先ほどございましたように、久富木

地区の場合なんかにおいては、主事はいないけれども、その集落、公民館の中で組織をつくって、

みんなでそういう、いろんな部門を運営をしていく、そのための検討会をやったりしながら、そ

してこれを活性化していくという体制をつくっていらっしゃるようでございます。 

こういうところは、学ぶべきところが多いというふうに思いますし、一人の主事の強力な力

というのを問題にするよりも、そういうみんなの意識が高まって、いろんな能力を持った方々が、

老いも若きも集まってこの公民館を盛り上げていく、集落を盛り上げていくというような体制を

つくっていくという方に、ぜひそれぞれの公民館で取り組んでいただきたいというふうに思うと

ころであります。 

 また、いろいろと先進的な取り組みをして、評価されてるところは、県内、県外いろいろとあ

るわけでございますけれども、県内では有名な柳谷集落というのがございまして、ここは芋をつ

くったり、おっしゃるような産業振興ということにもつながるわけですけども、そして最近はた

しか焼酎をつくって売り出すというようなこともされたりして、非常に町からの財政は一切当て

にしないと。そして逆に、地域の住民に１万円ぐらいずつボーナスを今年は配りましたというよ

うなことを言われておりました。 

 そういうふうに、非常に知恵深く、そして頑張るところは頑張っておられるなと、そこまでく

るのに、リーダーシップとか、また相当の努力があったと思うんですけれども、ぜひそういうと

ころを見つめながら、それぞれの地域なりの取り組みというのをやっていただいて、今の地域活

動支援事業というのは、私は非常にいい制度だというふうに思いますし、これを一つのバネにし

て、それぞれの地域が、ぜひいい形の組織づくり、そして推進体制をつくって、また窓口職員を

うまく使って、それぞれの協働の地域づくりというのをやっていただけるといいなというふうに

願っているところであります。 

そういう点で、いろんな事例が、先進事例というのが、最近は言われておりますので、そう

いう勉強をぜひまた今後とも前向きにやっていただきたいというふうに願っております。 

○木下 賢治議員   

 町長がおっしゃるように、主事が当然絶対ではないということは私もわかっております。 

いればいてで、甘える面もあります。現在の条例公民館がそういう一つの例でもあるわけで

すけれども、本当に地域を思う人たちの集まり、それの輪を広げる手だてというものが、望まし

いもんだから、そういう思いをお願いしたわけですけれども。 

やはりそういう住民による自治の中で、財政的な面も自分たちで生んでいく、紫尾区みたい

にああいう資金を生む施設を持ってるところは本当にいいわけですけれども、町長がおっしゃる

ように、いろんな作物を栽培して、その益金で地区の運営をしたりということなんかも、一つの

いい例ですので、そういうことなんかを町全体に知らしめる手だてというものも検討していただ
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きたいし、財政の支援のやり方についても、先ほどの住民による公共事業の点も、全く無視でき

ない点もあるかと思いますので、検討の一つにしていただきたいと思います。 

 時間がなくなったようですので、最後にしますけれども、町長、私たちは広域合併でなく、

３町で庁舎の見える町民と直接語れる合併を選択をしたわけでございます。 

この規模の合併のメリットの一つに協働のまちづくりが必要となり、それに取り組みやすい

というものが上げられると思います。協働活動の参画にしても、仕事の都合で、また健康上の理

由でできない人もあられるでしょう。でも、その人たちの仕事は、やってる人たちに御苦労さん、

ありがとうという、それだけで十分じゃないでしょうか。 

とかく協働活動をすると傍観者もいます。それどころか、「あんしゃ暇やっでとか」「よか

ぶってとか」「まこていそがひかとこれ」とか言って、やる人たちを牽制する、足を引っ張る人

も少なくはありません。 

私が見たこの協働活動の関係書の著者の言葉に、「１００㌫の完全な参画はあり得ない。参

画者を一人一人呼び込んでいくことに意義がある。」とありました。私もうなずいたところであ

ります。 

 今では有名になった矢祭町、全会一致で合併をしない宣言がされ、まず職員の目が変わったそ

うです。「いけんなったろかい。どしてんこら、うんだっがせんないかんど。」という意識づけ

がされたというふうに記されております。 

矢祭の町長は、職員の給与はカットはしない。とにかく考えよ、頑張れということを、声を

かけられたそうです。町民にも、矢祭町を、私たちの矢祭町を愛しましょうという、町への愛を

強く訴えられたそうです。 

そして、私が今日述べる協働の精神を訴えられたということが記されております。誠意を持

って町長が、住民に住民自治意識の高揚を訴えられたこの事実を見て、私は井上町長にも、もう

少し、忙しいでしょうけれども、自分の時間をとっていただいて、政策を練りリーダーシップを

とっていただきたいという希望がございます。 

町長からのトップダウンと、町民や各課からのボトムアップを交流電気のように密にして、

町政に臨んでいただきたいと考えます。我が町の将来像である、「人々が織りなす元気で快適な

活力あるまち」、織りなすとは、町民が行動することであり、それは協働の活動にほかならない

と私は思います。私のこういう精神と言いますか、思いに町長の所感をいただいて、質問を終わ

ります。 

○町長（井上 章三君）   

 すばらしい心情を吐露していただきました。矢祭町は合併をしないという選択をされ、そのこ

とは、全国に非常なアピールになったわけでありますが、それだけに物すごい危機感を持って、

そして町内にそういう気持ちをまた呼びかけられたんだというふうに思います。 

これは御指摘のように、私も学ばなきゃいけないところだと思いますし、我が町も災害とい

うことでも大変な試練を受けておりますし、また合併をしたとはいえ、財政的に非常に厳しい道

を歩まなきゃいけないという状況もございます。それだけに、厳しさが要求される、危機感が要

求されるということにもなります。 

そういう意味で、今御指摘のありましたような、私も先頭に立っていくということにおいて

一層の決意をし、また今回質問をされました協働のまちづくり、これを我が町も目標にしている

わけでありますから、また一層の気持ちを持って取り組ませていただきたいというふうに思いま

す。ありがとうございました。 

○議長（濵田  等議員）   
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 しばらく休憩します。再開はおおむね１１時とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時５０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１１時００分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次は、２３番、中尾議員の発言を許します。中尾議員。 

〔中尾 正男議員登壇〕 

○中尾 正男議員   

 先に通告した件につき、質問をいたします。 

 今回の水害で、柏原地区の小路下手、大願寺地区も大きな被害を受けました。当地域は、

４７年の水害以来、３０年以上にわたり河川改修の要望をし続けてきた地域でもございます。 

今回の河川激特事業による柏原地区の復旧は、従来から要望してきた本川連続堤の築堤では

なく、輪中堤による整備方針が示されました。 

当地域は、農業の盛んな地域であり、水稲はもとより、果樹、園芸、畜産等、真剣に農業に

取り組んでおられる地域でもあります。本町の特産物でもあります春ゴボウの発祥の地域でもあ

り、本当に高齢化率は進んでおりますが、農業に真剣に取り組んでいただいている地域でもござ

います。 

そうした地域でありながら、輪中堤の築堤では、輪中堤の外側の一部の農地や施設、畜舎や

ハウス等は今後も水害から守れないことになります。また、建築基準法による危険区域の指定に

輪中堤外側の地権者の同意が必要となることから、事業推進にも大きな課題があると考えており

ます。地形的に見ても問題があり、まず輪中堤ありきの今回の整備方針には納得ができません。 

川内川本川の築堤を要請すべきだと思いますが、国県の事業であり、町長の答えられる範囲

も定まってくると考えますけれども、町長の考え方の一端を述べていただきたいと思います。 

 以上、１回の質問とします。 

〔中尾 正男議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 ただいま中尾議員の方から災害復旧の一環としての柏原地区の整備の問題について質問いただ

きました。 

 今回の河川激特という事業が決定したということは、我が地域、長年要望を続けてきた地域と

しては、大変大きな朗報であったわけでございますが、この河川激特事業は、本年度からおおむ

ね５カ年、短期集中的に整備される事業であって、川内川の外水氾濫をなくし、家屋の浸水被害

の解消を図るという目的で実施されるんだと説明されております。 

 そして御承知のように、国交省の川内川河川事務所の説明では、農地まですべて守るには、期

間及び事業費等の問題もあるので、今回の事業では、外水から家屋を守るというふうに取り組む

のが目的であって、農地の関係者については我慢をしてほしいという説明でありました。 

 町といたしましてはこの説明会の後、いろいろな地元の声を聞いており、また国交省の方とも

話もしたりしているわけでございますが、これは激特事業全体の基本方針であるということで、

現段階ではなかなか難しい回答でございます。 
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 今後、現地測量が行われ、工法の検討等が示される中で、さらに地域の実情を踏まえながら、

交渉の余地がどのぐらいあるものかということは、これは精いっぱいに探ってみたいと思ってい

るところでございます。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○中尾 正男議員   

 ただいま町長から答弁をいただきましたが、国の方針に沿って進まざるを得ないというような

答弁かと思うんですが、まず今回町長、この激特事業の中で、柏原地区、輪中堤が提案をされた。

そのことに対して、最初その提案を受けたとき、町長はどのように受けとめられたでしょうか。

そのことは大事なことだろうと思うんですが。伺っておきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今回の激特の説明の中で、輪中堤という方針が出されたわけでありますが、そこが具体的にど

の地域に当てはまって、どういう形になるかというところまでは、最初はわからなかったんです

けども、そういうような方針になってきたんだなと。 

財政の事情もあり、今までの河川改修の築堤に対する考え方から、こういう輪中堤などを含

む改修ということに方針が転換されたんだなというふうに、まずは理解して、そういうやり方も

あるのかなと。そこでどんなふうになるんだろうかというふうに思いながら、最初は聞いたとこ

ろでございます。 

○中尾 正男議員   

 町長の受け取り方はその程度であったのかと。こういうふうに言わざるを得ないと思います。 

私は、やはり長年、３０年以上にわたって連続堤を要望してきた。そして、激特事業が採択

して非常に喜んだ。ふたを開けてみた途端、輪中堤ということで非常に残念で、なぜ輪中堤なの

かと、そういうふうに思うわけです。 

町長の言われるとおり、国の総合治水の整備方針が、やはり変わってきております。その中

で、その方針の中での輪中堤だろうと思うんですが、本当にもう少し町長に怒っていただきたい

と。先ほど申し上げましたとおり、この地域は非常に農業の盛んな地域で、農地の評価も高い、

１等農地で、遊休農地もない、本当にそういう地域であります。 

ここをそういうふうな輪中堤ということに対しては、非常に遺憾に思うわけでございます。

私がなぜ輪中堤では不満なのかということを、先ほど申し上げました農地の問題もございますけ

れども、ほかにこの地域は県河川の夜星川が中央を流れて、大きな水量を持った川であります。 

それと、小路下手の方には土地改良区の大きな水路もあるわけでございまして、今回の事業

の中では、内水被害も当然そういう地域でありますから、懸念される状況でありながら、排水施

設の予算はついてない。 

それから、対岸の下湯田地区の方は築堤をされていきます。そのことによって、より一層、

柏原地区の方の浸水被害は広がる、そういう懸念もあるわけでございます。 

 それから、その輪中堤から取り残された農地のところは、そういう状況で、たびたび水害被害

に遭いますと、農業の推進意欲も減退をしていくというようなことも考えられるわけであります。 

 それと、最初で申し上げましたとおり、この工事事務所の方の説明では全然なかったわけです

が、今回の災害調査に行きまして輪中堤をつくる場合については、条例で危険区域の指定をしな

ければならないと。このことは全く説明を受けてなかったわけでありますが、このことが非常に

事業推進に大きな課題をもたらすんじゃないかというふうに考えております。 

なぜなら、やはり輪中堤の外側に残された地権者は、なかなか同意をもらえないんじゃない

かというふうに考えるわけでありますが、このことは、柏原地区ならず、山崎地区においても、
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どこまで危険区域の指定をするかということもありますけれども、同意もらうのに非常に困難を

きわめるんじゃないかというふうに考えるわけです。 

ここあたりの町長の意識を、輪中堤ではよくないんだという意識をぜひ持っていただきたい

という思いもあって、私もこの一般質問をやっているわけですが、町長はこれを受けて要請もし

ていくと言われましたけれども、これらについて、国の方とその中身について協議をその後され

たものか、伺っておきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 この輪中堤という言葉が示され、そして具体的な絵が示される中において、そこを具体的に検

討してみると、特に柏原地区の農地を縦断するような形の輪中堤という姿になってるということ

には、非常に違和感を感じたわけであります。 

ただ、このことは、今回の激特が決定した地域全体、特に菱刈町の町長さんなども向こうは

農地が大半であったという、農地が浸水したということで、そこに対して農地をできるだけ守る

ような工面をしてもらいたいということは強く言われておりました。災害のころから言われてお

りました。 

そういうことなども踏まえながら、国交省の方は住民のいろいろな声、我々がそれぞれの地

域で語ったことなどを踏まえて案をつくり、財務省の方と交渉されたということでありますが、

財政の厳しい中での財務省との戦いと言いますか、交渉は非常に厳しいものがあったと聞いてい

るわけであります。 

ですから、今までの、今回のこの方針というのは、河川改修に対するその整備方針、今まで

考えていたいわゆる連続堤という改修のあり方からの大きな方針の転換がされたんだと。そして、

そういう中で、農地というものに対しては、また考え方を次の考え方をしてもらわないといけな

いと。そうしないと、この事業自体を決定するということがなかなか難しいという国の状況があ

ったというふうに私は判断したわけであります。 

 しかし、そこにはいろんな問題がありますから、そこんところをできるだけまた調整をして、

また折衷案と言いますか、その地域ごとに具体的なまた交渉はしなきゃいけないと思っているわ

けですけども、この連続堤という改修のあり方から輪中堤という、できるだけ財政的に切り詰め

た形でこれを実施すると、とにかく外水からの家屋を守るということに今回は特化するんだと、

内水ということは、これは次の問題として考えると。 

ここらも非常に乱暴なことでありますけれども、しかし、もう今回はそこしか金が出ないん

だということで、国は我々に示してきているわけでありまして、この問題を「はい、そうです

か」では済まないわけですけれども、今回の５年間の期間の中でやるという事業予算としては非

常に限定されてると。 

 ですから、基本的な方針自体を変えるということの要請というのは、私は現段階においては非

常に難しいんではないかというふうに思っているわけであります。それだけに、測量をやりなが

ら、できるだけ影響の少ない形での線形にしてもらうという交渉の余地はまだあるのかなと思い

ながら、今後の第２弾のいろんな交渉というのに対しては、また地元の皆さんの意見を聞きなが

ら一生懸命やらなきゃいけないと、こういうふうに思ってるところであります。 

○中尾 正男議員   

 事業推進を図らなければならない町長の立場も理解できます。ただ、過去のいきさつからいき

まして、当然やはり今後地元からも要望も上がってくると思うんですが、その前にやはり申し入

れをしていただきたかったというのが私の本音であります。 

事業の予算の関係が一番ネックになってると思うんですが、町長はその後改めて現場に、現
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場を立ち入って見られたでしょうか、どうでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 現場には何回か立ち寄っております。 

○中尾 正男議員   

 その後、現場も見られたということでありますから、私もしょっちゅう通っているところです

けれども、その後改めてやはり現場に足を運んでみました。そうすると、小路下手地区はもう一

部、前からの流れで買収が済んでいる地域、人家連担の終わりの方まで、堀之内旧町長邸の当た

りまで測量も済んでるということなんですが、そこからどういう輪中堤の線で来るのか、スライ

ドでやられただけで図面も出していただけません、どういうふうになるのか。 

 ただ、大願寺地区については、現場に立たれたらわかると思うんですが、どこからどう輪中堤

を引いてきても、今の夜星川の河口から下流の方に連続堤を引いた方が、輪中堤より距離的には

もうはるかに短いんじゃないかと、そういうふうに上流、ちょっと上流部分の方に取りつけると

すると、夜星川が大きく湾曲してますから、輪中堤の方が距離的にも倍ぐらいになるんじゃない

かというような感じを私は持つわけですが。 

だから、そういうこともやはり国交省に要請して、輪中堤の方が高く、距離も長くつくと言

われますけれども、どうも説得力がないわけです。 

 ですから、そこあたりをやはり検証しながら、事務所の方はどこあたりという説明でもスライ

ドだけですから、先ほど申しましたように、書類も図面も出していただけませんけれども、もう

測量もさしてくれと一点張りで、どこあたりにつくるか全然そういう説明もなくて、そういうこ

とですから、やはり地元の地権者も疑心暗鬼になっている部分もございます。 

 そういうことで、既成事実で積み重ねてそのままいってもらっては困るということもございま

すから、やはり町長、事務所に出向いて現地説明なり、測量に入る前にそういうことを要請して

おく必要があると思うんですが、どのようにお考えですか。 

○町長（井上 章三君）   

 大まかな計画図というのは示されたわけですけれども、実際のところ、それ自体においても、

どこらを通ってどうなるのか、どういうような形状になるのかということは、正確さはほとんど

ないということでありまして、国交省の方もとにかく測量をしないと厳密なところは向こう自体

も見えないんだと言われているわけですから、そして向こうなりの考え方というのをまず整理を

されてみて、私はそこからの戦いだというふうに思っています。 

 それで、その具体的な測量の結果というのが見えてきたときに、それに対してもっと言われま

したように、連続堤でやった方がここの部分はもっと安上がりでいくとか、あるいは輪中堤でな

くて宅地の嵩上げ、このぐらいの戸数だったら嵩上げはできないかとか、そういうようなことも

いろいろと財政の範囲内でもっと可能であれば、そういう意見は出して一生懸命交渉してみると

いうことは、私はある程度弾力性を持って向こうも見つめておられるというふうに思っているわ

けであります。 

 しかし、測量が済まない中で議論をしようとしても、もうほとんど議論の余地はないと言いま

しょうか、進まないというふうに思うわけでありまして、まずは測量をしてもらって、そこから

お互いにもっと角度のある立場で議論をし、そして現場のよく実情のわかった方々が意見を出し

ていただきながら、最終的に調整していくということでないといけないんではないかと思ってお

ります。 

 そういう点で、基本的には財源というのはもうこれ以上に膨らむということはないと言われて

おりますから、その範囲内でもっとやれる道があるとすれば、それを大いに我々は主張していく
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べきであると思っておりますので、測量を拒むということをした場合には、時間だけが過ぎてし

まって私は事業自体の進捗に影響が出る、それは決して得策ではないというふうに思っていると

ころです。 

○中尾 正男議員   

 測量を拒むという意味で議論をしているわけではないわけですので、指摘をしておきたいと思

うんですが、やはり測量をする場合に、この前の委員会で事務所から来て説明をしていただきま

した。そのときにもちょっと伺ったわけですが、もう輪中堤ありきで、輪中堤関係の測量は、現

地測量もするけど、本線については測量も何もしないと、こういうふうに明言をされました。 

ということは、やはりもう本線、経費の、私が言うように、特に大願寺地区あたりについて

は、もう距離的にも本線、連続堤防の方が短いだろうと思うし、用地にしても田んぼの真ん中、

一方の方は河川の杉山とか竹やぶとか、用地交渉も用地関係も非常に安くつくと思うんですよね。

最低でも１７、８メーターから２０メーター幅で５００メーターの築堤ができたら、一町歩優良

農地がつぶれるわけですから、その用地交渉の用地費の問題、そこあたりも本線関係については

全く測量もしてないと言われるわけですから、比較のしようがないわけですね。輪中堤と、経費

の面についてもですね。 

 ですから、やはり一言はその前にやはり来ていただいて、どういうふうなところの測量をさし

てくださいと、現地でどういうふうな予定ですと、もうそれは当然向こうは持ってるわけなんで

すけど、出していただけないわけですから、そういう交渉をしていただきたいと思うんですが、

どうでしょうか。 

○助役（総務）（宮之脇尚美君）   

 柏原地区の輪中堤の関係でございます。そのほかの地域につきましても、やはりいろいろこう

問題がございまして、これらについては、町長の指示を受けながら、河川事務所の方と私の方で

副所長さん、あるいは所長さんと協議をいたしております。 

また、今週は整備局、また来週は九大の島谷先生の方にもお伺いして、いろいろそういう問

題等を、メリット、デメリット等を掌握していきたいというようなふうに考えているところでご

ざいます。 

 とりあえず、河川事務所としては、設計は別でございます。平面図と縦断図、横断図をとって、

地域の説明に入りたいというようなことでございます。そこら辺をしないと、やはり現在の川内

川の河川の河床を含めた測量というのは、２００メートルピッチでしかないと。 

やはり河床の高低をやはり詳細にわたって、また沿線の高低も詳細にあたらないと、やはり

そういう輪中堤の問題につきましても、どういう手法と言いますか、工法等が、やはり土羽でい

くのか、あるいはコンクリートの輪中堤になるのか、そういうものも決められないというような

ことでございますし、また輪中堤が必要であるかないかという判断もなかなかつきにくいと。 

 ただ、今の段階では、今回の判断の状況を踏まえて、いわゆる提案をされているわけでござい

まして、今回の激特の予算の範囲内でどの程度地元の要望を受けられるかというのは、今後の課

題であるというようなことを言われております。 

とりあえずは、現在の各地域における被災状況を受けてのそういう計画案でございますが、

最終的には測量をして、一旦地域の説明に入りまして、そういう意見を踏まえながら、今回そう

いう説明を受けて、要望を聞きながら設計に入るという段取りをしたいということでございます

ので、とりあえず測量だけはさしていただきたいというようなことでございます。 

○中尾 正男議員   

 先ほどから同じことを繰り返しているんですが、やはり国交省の姿勢にも、地元からすれば、
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信用できないという言い方はちょっとまずいかと思いますが、疑心暗鬼に地権者がなるところも

あるわけです。 

例えば、先ほど申し上げました危険区域の指定の話なんか一言もされてないわけですね。こ

れは、やはりこの前調査に行ったときに、指定、そういうことがわかったわけですが、建築基準

法の関係法令文を見てみますと、そういうことで市町村は輪中堤等をつくった場合は、その危険

区域を指定することができるとなっていたもんですから、必須規定ではないんじゃないかと思っ

て、川内川の方の事務所の方に確認をしてみましたけれども。 

やはり輪中堤をつくる場合は、堤の外側が危険区域になるということで、これは必ず町で指

定をしなければならないと、条例を制定しなければならないと、それができないと事業ができな

いというふうに確認をとってあります。 

 そういうことで、ここあたりは非常に輪中堤の外側の人たちの同意が得られるのか、そこあた

りは、私は最も危惧をするわけでありますから、やはりそういうことを含めて、少し不信感があ

るんじゃないかと思うんで、測量は当然さしていただけると思うんですが、その比較、費用対費

用を、連続堤との、そのことを説明をする上においても、本線の連続堤の距離がどれぐらいなの

か、それぐらいのやっぱり測量はやってですよ、提示をしながら地元理解を求めていかんと。 

一方だけで、輪中堤の方だけで、もうなし崩しにそのままいかれるんじゃないかという不安

が当然あるわけですから、事前にそういうことを申し入れる分については問題がないと思うんで

すけど、やっていただけないでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 地域の皆さんのそこらの考えというのを、私も直接にまだ伺ってない面はありますが、そこら

のところはまた伺わせていただきながら、事前に話をするということはあってもいいんではない

かというふうに思うところです。 

 国交省の方も、例えば人家を守るということで言われているわけですけども、輪中堤で囲むと

いう場合に、じゃあ人家は守るけど、畜舎はどうなんだと、畜舎もあるんだよねということもや

はり気にしておられるという話も聞いておりますし、あるいは、農地がどういう状況であるのか、

そこらにおいて、またどこまでをどう守る、あるいは輪中堤の形をどういうふうにするのが一番

いいのかということについては、ある程度まだ、もう図面どおりにやるんだということではなく

て、弾力的にそこらはまだ考えておられるということでありますから、そういう点では、今後と

も話はできるんではないかと思っております。 

 ですから、よりこういうようなことはどうなのかと、財政の範囲内、あるいはまた今回の基本

方針ということを踏まえながらも、ここらはどうだろうかというような話においては、先ほど助

役の方からもありましたように、今後とも何回かいろいろ話をする機会はありますから、そうい

う中でまた申し入れをするというようなことは可能だというふうに思いますので、そこのところ

はまた聞かせておいていただきたいと思います。 

○中尾 正男議員   

 私も当地域の全員の意向を把握しているわけではございません。小路下手は、川沿いにずっと

人家がありますから、またいつ近いうちにこういう水害が起こらないとも限らないという危惧を

いだいて持っておられる方も多いですから、できるだけ早く測量をして、やはり工事に移ってい

ただきたいという気持ちの、そういう気持ちの人もおりますし、また大願寺の方に行きますと、

どうしてももう大切な農地が、真ん中から田んぼを突っ切って横切る、河川堤防もそんなに差は

ないのに、なぜ輪中なのかと、いろいろ意見があることは承知いたしております。 

 ただ、そうした中で、もうやはり選択をここで間違う、間違うと言うか、間違うと百年の計、
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子供たちにも大きな禍根を残す選択になるんだろうと思うんです。 

そこで、やはり町長の意思の持ち方、そういうやっぱい連続堤、いろんな要素から考えて、

お金の問題がクリアできれば、予算内であれば連続堤の方がいいことはもうはっきりしているわ

けですから、そこのところの説明をもう国交省はやろう、河川堤防本線連続堤については測量も

しないと言われているわけですから、やはりそういう意味では説明責任ができていないと。地元

は納得できないということですから、そこあたりを十分申し入れをしておいていただきたいとい

うふうに思います。 

 それから、やはりなぜ私がこういうことを申し上げるかというと、ちょっと聞いた話ですが、

最後は、輪中堤についての考え方は、町長が、私がどう考えるかだろうというふうにぽろっと漏

らされたというような、そういうことを聞いているわけですが、それがどうであるかということ

を議論するつもりはないわけですが、そのことはやはり本音であるし、そのとおりであるのでは

ないかと思ってます。 

だから、やはり町長に、それではいかんのだと、やっぱいそういう意識を持っていただきた

い。今後、この前調査に行ったところは、やはり合意がでくれば、７００メーターぐらいの築堤

も、２年経たずにぱっとできているわけです。 

やはり、この合意形成に向けて、そこあたりをしっかい、あと４年しかないですけど、時間を

かけてやっていく、どういうふうに整備をしていくか、時間をかけて議論をしていく必要がある

と思うんですが、残された期間が少ないですから、急ぎたい気持ちもありますが、拙速は慎みた

いと思うんですが、そこあたり町長はどのように考えておられるのか、最後伺っておきたいと思

います。 

○町長（井上 章三君）   

 ただいま言われました中で、輪中堤が最終的には私の考え方次第だというふうにどこぞで聞か

れたか、私はそれはちょっと言ってるはずはないと思ってるんですが、そういう単純な問題じゃ

ないと思っておりますから。 

ただ、それぞれの地域がやっぱりこの千載一遇の機会にどういう形で事業が実施できるのか、

またどういう形が実現するのかということは、非常に影響のある問題でありますから、もうでき

る限りの努力をしなきゃいけないということはもう大前提だと思っております。 

 そういう点で、まだ地元の皆さんがどこまで話し合いをされて、どういうような考えを持って

いらっしゃるかということを、まだ十分私も柏原、大願寺地域においては聞いておりませんけれ

ども、そこらのところをまた聞かせていただきながら、事前にいろいろ言うべきことがあればま

た言わせていただくということの中で、とにかく測量がなされないことには、話自体が進まない

という気持ちは持っておりますので、そこのところをまた御理解いただきたいと思っております。 

○中尾 正男議員   

 事業が町でありませんから、町長もやはり答弁いただける範囲も限られているわけですが、や

はりずっと一貫して申し上げているように、輪中堤をそのまま受け入れるという気持ちではなく

て、できるだけ連続堤の方にできないかという、そういう意識を町長に持っていただきたいと思

って、こういうやはり質問をしているわけです。 

ですから、そのことを国交省の方にも申し入れをちゃんとしていただいて、測量の段階に反

対はそうされないと思うんですよ。やはり、ただ現地に出向いて説明をし、ここあたり大まかな

ところを現地でやっぱい説明していただかんないかんと思います。 

そういうことと、それと現地に出向いてそういう説明はぜひやっていただきたい、そういう

ことを町長に再度確認をして、そういう活動をしていただくことを明言をしていただければ、私

- 97 - 



 

の質問を終わりたいと思いますが。 

○町長（井上 章三君）   

 できるだけ連続堤という形を導入してもらいたいというお気持ちはよくわかりました。 

そこで、そういうことがまた今回の激特の方針の中で、どこまで可能なのかという課題はあ

るわけですけども、一応そこらのところをまた地元の意見を聞かしていただいて、そして申し入

れをするべきところは申し入れをすると、いずれにしろ測量に入る前に地元の意見を聞きながら

測量は進めるんだということになっておりますから、そういうことは可能だろうというふうに思

いますので、今御指摘のあった件については、話を聞いた上で事前に相談をもう少しするという

ふうにさしていただきたいと思います。 

○中尾 正男議員   

 近いうちに、上流の方の全体会の被害者の会も行われるというふうに聞いております。そこあ

たりでまた、要望も取りまとめて上がってくるんじゃないかと思います。 

また、署名活動をされたその用紙の中にも柏原地区のことが、３番目のところで５番に出て

おります。 

また、遊水地として農地を位置づける場合は、農業施設は農作物の立毛補償の補償制度を確

立していただきたいという要望も入っているわけですが、やはりここあたり今の総合治水の考え

方の国交省の考え方が変わってきた遊水地を、やはりどっかでかとるというような考え方、その

中に農水省の考え方が全然配慮されてないんじゃないかと。ここあたりもやはり今後議論をして

いく、していかなければならないところだろうと思います。 

 町長は、やはり町村会長という立場からも、こういうことの議論をされていく機会が多いと思

いますから、やはり農水省の関与部分をもっと会って農水省の意見も取り入れた協議をしながら、

されているのかもしれませんけれども、そこあたりが見えてきませんから、そういう方向の示唆

もしていただきたいと思います。 

そして、冒頭申し上げましたとおり、そこあたりの取りまとめと地域との仲介役、直接町の

事業でないですから、非常に我々も歯がゆいところがあるわけですから、そういうことに鋭意努

力していただきまして、子孫のために悔いを残さない河川水防事業ができますことを祈念いたし

まして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 次は、７番、米丸議員の発言を許します。米丸議員。 

〔米丸 文武議員登壇〕 

○米丸 文武議員   

 私は、先に通告いたしました、工業団地の活用について町長にお伺いをいたしますが、昨日、

川口議員の方から定住促進についていろいろと質問をされまして、内容的に重複する面がたくさ

んあるようでございますが、いま一つお答えをいただきたいというふうに思っております。 

 我が町さつま町は、国の三位一体改革のもとに市町村の合併が進められ、旧町それぞれが少子

高齢化の中で、これから先の町の存続、発展とそのあり方を町民の皆さんと一緒になって真剣に

話し合い検討の上、昨年３月に誕生したところでございます。 

 昨年３月、新町発足当時２万７,０００人以上あった町人口は、１０月１日現在２万

５,６９０人ということでございます。わずか１年８カ月の間に１,８００人近い人口が減少した

ことになります。 

９月の敬老祝い時の資料では、６５歳以上の高齢化率は３４.５㌫、７０歳以上２７.６㌫と

なっており、まさに高齢化ではなく、高齢社会になったと認識せざるを得ない状況にあります。 
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町が活力を持って大きく発展するには、人、物、金が必要と言われます。まず、人が少なく

なれば、活力がなくなり、生産力、消費力、経済力の低下を招き、ひいては住民福祉の低下につ

ながり、町はだんだんと寂れていくことになるわけであります。そのようなことにならないよう、

これまで旧町においてもいろいろと取り組まれてきたと思うところであります。 

これから地域を支えていく若い人たちを、安心して地元で生活をしていける職場の確保と町の

経済力浮揚を図り、財政力をつけ住民福祉に資するため、また若い人たちが職場を求めて町外へ

流出するのをとめ、これまで出ていった人々に帰ってきてもらい、町外から移り住んでもらうた

め、要するに定住促進を図り、町人口を増加するにはどうしても企業誘致が必要であり、その対

策が工業団地建設であり、住宅団地建設であったと思います。 

 宮之城地区では、昭和６３年度から倉内工業団地用地事業に取り組み、１工区から４工区まで

処分可能面積７万２,９９５平方メートルが整備され、これまで段階的に８企業に４万

６,５２９平方メートルが処分され、残地面積２万６,４６６平方メートル、３６.２５㌫となっ

ているようであります。 

１２月１日の定住促進室長の報告では、来年３月に株式会社日特製作所の工場進出で、用地

９,０００平方メートルを利用していただくということになり、最終的には５０名程度規模での

事業を計画されているとのことで、町にとりましても、町民の雇用の面からも大変ありがたいこ

とであります。 

 薩摩工業団地用地事業は、平成７年から８年にかけて処分可能面積２万１,９３６平方メート

ルを造成し、平成１０年に有限会社日中交易が３,０００平方メートルに立地以来、進出企業が

なく、１万８,９３６平方メートルが残っている状況であります。倉内工業団地の株式会社日特

製作所進出後の１万７,４６６平方メートルと薩摩工業団地１万８,９３６平方メートルの１日も

早い活用が望まれるところでございます。 

 さつま町総合振興計画の３つのまちづくり重点プロジェクトの１番目に定住促進プロジェクト

を掲げ、「町の個性と魅力を発揮した、住みやすい、住んでみたいと思える総合的なまちづくり

を進めます。特に、企業誘致活動を展開し、新たな雇用の場を創出していきます。さらに、若者

や団塊世代のニーズに対応した住環境の整備に努め、さまざまな交流活動を通じた定住促進を強

力に進めていきます。」とうたわれております。 

町の発展の大きなキーポイントの一つとして企業誘致に取り組むことを約束されているわけ

でございます。また、町長は別に、町長の町政に取り組む姿勢として、自らトップセールスに努

めると選挙公約に上げられておられたところでもございます。 

 そこで、１７年度は合併直後、１８年度は７月の豪雨災害等の特殊事情はありましたけれども、

倉内工業団地への企業誘致について、町長自らこれまでどのような企業へ、何回ぐらい出向かれ

て誘致活動をされてきたのか、進出を計画している企業情報の収集や工業団地のＰＲ活動状況と、

訪問した企業側の反応はどのようなものであったものか。 

 次に、薩摩工業団地についてでありますが、平成１０年日中交易の誘致以来、いろいろエコタ

ウン構想等でリサイクル企業誘致の検討などの数件の進出の話もございましたけれども、結果的

に誘致に至っておりません。 

私は、平成１３年１２月の旧町議会の一般質問で、永野定住促進団地１６区画が造成後直ち

に完売したことや、まだまだ若い人たちが地域に定住してもらうために、企業誘致が進まないな

らば、住宅団地へ目的変更して定住促進につなげられないか、質問をいたしましたが、造成後間

もないこと、県の開発許可を農村工業団地建設で受けているので変更は難しいとの答弁であった

わけでございます。 
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 それから５年が経過しております。今後、本来の目的である企業誘致ができることを一番望む

わけでございますが、薩摩工業団地への誘致活動の状況とその見通しについて、また造成後

１０年が経過したわけですが、県許可に対する目的変更は可能なものか、あわせてお伺いして、

私の１回目の質問といたします。 

〔米丸 文武議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 米丸文武議員の方から工業団地の活用について、２点において質問をいただきました。 

 まず、第１点、倉内工業団地への企業誘致の取り組み状況でありますが、さつま町土地開発公

社で所有します倉内工業団地の全体面積は、１８万１,９１９平米であります。このうち、株式

会社サトウ精工ほか７社が立地され、処分いたしました面積は、４万６,５２９平米、未造成の

土地が３万９,４９０平米、造成済みの未分譲の土地が３か所、２万６,４６６平米となっており

ます。 

 昨日川口議員の質問にお答えしましたが、今回、日本特殊陶業株式会社１００㌫出資の株式会

社日特製作所が本町に進出されることになり、日特製作所の木村社長と日本特殊陶業の伊藤取締

役が１１月２１日に来庁され、そのお話を、そしてその方針が決定したと、進出が決定したとい

うお話をいただいたところでございます。 

 当初、倉内工業団地の北東側の約９,０００平米を取得し、平成２０年４月の操業開始を目指

したいということでございました。昨日のこの一般質問の後、木村社長が本社の常務であり経営

企画部長であります小原常務と一緒にお見えになりまして、工場の具体的なレイアウトをいろい

ろとした結果、９,０００平米ではなくて、８,０００平米で土地を求めたいというお話をされま

した。そして、調印式を来年２月ごろにできればお願いしたいというお話でもありましたので、

そのことを御報告申し上げたいと思います。 

そのことによりまして、今回の立地により造成済みの未分譲地は、１万８,０００平米弱とい

うことになってまいります。 

 現在、町内に立地しております企業の中にも、増設による倉内団地への立地を検討されている

ところもございますので、このような機会を十分に活かしながら、今後とも誘致に結びつけてい

きたいと考えておりまして、県の産業立地課等関係機関との連携を図りながら、さらに積極的な

推進を図りたいと考えております。 

 次に、薩摩工業団地の住宅団地への目的変更等は考えられないかと、薩摩工業団地の見通しは

どうかというお話でございます。 

 薩摩工業団地は、全体面積４万４,９３３平米、分譲済みの面積が３,０００平米、未分譲面積

が１万８,９３６平米となっておりまして、これは平成８年に造成工事がなされております。 

工業団地の造成に当たりましては、農村地域工業等導入実施計画を策定し、さつま町土地開

発公社で事業を実施されたものであります。平成１１年にガラス瓶のリサイクルを業務とする有

限会社日中交易を誘致されておりますが、その後の誘致がなかなか進まない状況にありました。 

 工業団地を住宅団地に変更するということは可能なのかと、考えられないかという質問であり

ますが、工業団地を造成するに当たり、個人から土地開発公社が用地を取得し、工業団地を造成

できる法に基づく基準に照らし合わせ、薩摩地区農村地域工業等導入実施計画を策定したもので

あり、それに関連する工事で進入路整備の補助事業も導入いたしております。目的あるいは用途

の変更を行うことは、法的手続、補助金の返還などが生じてまいります。 

時間をかければ全くできないことはないと考えますが、当初の設置目的も十分考慮する必要
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があります。 

 現在の企業誘致環境を考えますと、すぐにでも立地できる工業団地を確保した上で企業への

セールスを行うということが大きなポイントであると考えております。倉内団地も残地はありま

すが、倉内と比べた薩摩工業団地の価格の安さ、空港や高速道路へのアクセスの利便性などを売

りの強みとして、企業訪問等で積極的にＰＲをしているところであります。 

 現在、景気が少しずつではありますが回復基調にあることから、企業においても設備投資の動

きが出てきておりますので、新たな企業の誘致や既存の立地企業等の規模拡大等に対応するため

にも、あくまでも工業団地として維持し、企業の立地を誘導してまいりたいと、こういうふうに

考えているところでございます。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 しばらく休憩します。再開はおおむね午後１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時５８分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時０５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここでお知らせをします。４番、新屋敷浩議員及び１４番、久保道夫議員から、本日の会議に

途中退席する旨届け出がありましたので、お知らせをいたしておきます。 

○米丸 文武議員   

 先ほど町長の答弁があったわけでございますが、私は誘致企業の大切さというようなことの、

大切さという点から、町としてどのようにどんなところへ何回ぐらい出向いてその活動をされた

のか、お聞きしたところでございます。 

昨日の川口議員の質問の中で、鹿児島県の産業立地課ですとか、関西鹿児島企業立地懇話会、

その他広報紙、ホームページ等を利用してのＰＲ活動等を行ったというようなことでございます

が、実質的にこちらからそういうような立地企業の掘り起こしのために、どのように何回ぐらい

出向かれていたものかどうか、町長自ら、また促進室でも結構でございますが、その取り組んだ

経過というものがわかればお知らせいただきたいというふうに思います。 

○町長（井上 章三君）   

 私の直接、この対策室と一緒に動いた内容で申し上げますと、いろいろ出張の機会をとらえな

がら回ったわけでございますが、大阪・京都方面を１回、名古屋、それから三重の方面を２回、

それから東京・神奈川、そして浜松、静岡県の浜松も含めますが、そういう方面を１回、会社訪

問を何社か回った経緯がございます。 

また、その機会に県の出先の大阪の事務所、それからまた東京の方の東京事務所、そういう

企業立地の関係の方々とのまた意見交換などもしたり、一緒に回ったりということもしたところ

でございます。 

いずれも本町に現在立地しておられるところの本社を訪ねたり、そしていろいろと模索して

おられる話もありましたので、そういう中で本社を出向きながらいろいろと話を、意見交換をし

たりと、そしてＰＲをしてきたということでございます。 

○米丸 文武議員   
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 今見ますと、いろいろ地域はございますが、４回、５回、ほかにいろいろ出張で出かけられた

ときにも回ってＰＲもされたんじゃないかというふうに思いますが、それぞれいろんなこういう

情報を収集することが、一番大切なんではないかというふうに思います。 

そのようなことで、私はここにホームページとか広報紙とか、これで広報するだけではなか

なか皆さんの意向を把握するのは難しいんじゃないかというふうにも思っております。そのよう

なことで、やはり積極的にこれやっぱり進めていかなければならないんじゃないかなというふう

に思います。 

 私は、工業団地ではないですけれども、今本町にとって日本特殊陶業さんが来ていただきまし

て、相当な町の発展にも寄与し、また町民のためにもしていただいております。 

そこで、いろいろとパンフレットをいただきながら見てみますと、宮之城工場が２万

４,０００平方メートルの敷地を要しまして、従業員を５８２名、そのうち７７㌫の４５０名近

い方がさつま町の町民であるというようにお聞きしておりますし、進出の経緯については、会社

としてプラグ需要の増加と労働力不足から工場進出をされたと、また宮之城町としては過疎対策

として工場誘致をされたようで、いまやもう本当にさつま町の大変ななければならない、大きな

一つの企業になっているんじゃないかというふうに思います。 

さらに、平成２０年から第２セラミック工場が操業されて、６５名程度、将来１００名程度

の雇用が見込まれている。町はじめ、町民としても大変ありがたいことでございます。 

 １２月４日には、豪雨災害後の町の復旧で大変なときに、会社創立７０周年記念として防災広

報車等を３台、３,０００万円相当の寄贈をいただいたということは、町民一同が心から感謝し

なければならないことだというふうに思っておりますし、さらには系列日特製作所の倉内工業団

地の進出は、我々に大きな励みになるんじゃないかというふうに思っております。 

 そのようなことで、一つの工業団地ではないわけでございますが、この日特さん自体がさつま

町におっていただいて、果たしてどれぐらいの経済効果をもたらしていただいているのか、その

辺についての確認はされているものかどうか、その点はいかがなもんでございましょうか。 

○議長（濵田  等議員）   

 米丸議員に申し上げますが、先ほど何か日特からの車の寄贈３,０００万円とか言われたあの、

訂正された方がいいんじゃないでしょうか。 

○米丸 文武議員   

 申しわけございません。私、相当の金額を申し上げましたけども、１,０００万円で、私のこ

れは言い違いでございましたので、訂正をさしていただきます。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 企業誘致された企業が地域に与える活性化の要因と言いましょうか、そういったことは、非常

に個人情報の関係も入っておりますが、だいたい旧宮之城町だけで、失礼しました、さつま町、

新しいさつま町の中で誘致企業に係る税額というものは、全体を含めましてだいたい３億

４,０００万円程度というふうに考えております。 

○米丸 文武議員   

 これは、町の税収等に関してのことでございますが、私は、ここに４５０名の方が、町民の方

が就業している、これに家族があり生活をされておるわけでございまして、これは本当に大きな

経済効果をもたらしているんじゃないかというふうに判断してるわけでございます。 

みんながやはり安心して、今この地域で暮らしていただいているということ、またその方々

が地元におられる、そういう関係で地域のいろんな活動にも活気があるし、また地域も支えてい

ただいている、そういうような効果というのは本当に大きなものだろうというふうに思います。
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金額的にあらわせない問題がたくさん、効果があるんじゃないかというふうに思っておりますの

で、お聞きしたところでございます。 

 このようなことで、規模の大小に関係なく、企業がさつま町へ来て操業して、町民を雇用して

もらうことを望んでおるわけでございますが、進出企業にとって、さつま町へ進出してきてどの

ようなメリットがあるのか、この点を企業にははっきりと示す必要があるのではないかというふ

うに思うわけでございますが、本町に来てもらう一つのメリットとしてどのような点を考えてお

られるものか、お伺いしてみたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 これは日特の方々が、社長さんあるいは工場長さん、幹部の方々との話の中で聞くわけでござ

いますけれども、こちらの方に来ておられて進出をされて非常によかったと喜んでおられます。

その喜んでおられる第一の理由というのは、こちらで雇用した方々が非常にまじめで、素朴で、

熱心で、いい人材を雇用できたと、これによって非常に会社として発展に寄与していただいてる

という、人材に対するこちらの人材に対する評価であります。 

 名古屋の方面になりますと、トヨタ自動車がやっぱり大きな会社として、雇用は向こうの方に

優先的に流れていく傾向もあるわけでありますし、ほかにもたくさんの会社がありますから、結

構、一旦入社してもまたいろいろ動いてしまうということがあるけれども、こちらの方々はもう

一心に一生懸命やっていただくということで、これがこの会社をここまで発展させ、また会社自

体も力を入れようと、こちらに力を入れようという、そういう原動力になってるというふうに言

われました。 

ほかには、焼酎がおいしいとか、温泉もいい温泉がたくさんあるとか、すばらしいところだ

というふうに非常に言っていただいております。 

 そういう点で、ますますこの地域に来てよかったと言われるような環境づくりというのは、も

っとするべきであると思っているわけでございますが、特に日特は、最近世界各地から非常に視

察が多くなってるという中で、できればこちらで宿泊ができるような、泊められるようなビジネ

ス系のと言いますか、洋式のホテルがあるといいがなというようなことも言われたり、また来ら

れた方に会社を見せるだけじゃなくて、ついでに見せられる場所をというのが、いろいろまた発

掘もしたい、そういう場所が増えていければいいなということも言われておりました。そういう

ことで町としても、そういう方面に対してまた課題を抱えているというふうに認識をしたところ

でございます。 

○米丸 文武議員   

 本当に人材が、まじめで一生懸命働くというようなことが、大きなメリットだというふうに受

けとめておるわけでございますが、今本当にすばらしい人材が学校を卒業すると、職場を求めて

どんどん町外へ出ていっているのが現状でございます。この方々をやはり地元におって、地元に

地域に住んでもらって、それでこのまた町を支えていき、ともにこう生きていくというような町

のあり方というものが理想ではなかろうかというふうに思っております。 

 そういう今ありましたようなメリット、それから用地の価格の問題、そのような面にも検討し

ながら、企業の本当に立地することに対するメリットというものも考えながら誘導をし、また来

てもらう方法も検討していかなければならんのじゃないかというふうに思っておりますので、ぜ

ひいろいろ調べて、検討もしていただきたいというふうに思います。 

 工業団地がさつま町土地開発公社の中でこれをひとつ管理されると言うんですか、そういうこ

とになっておるようでございます。そこで、さつま町土地開発公社の決算書を見てみますと、こ

れまでの経緯が出てくるわけでございます。 
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これまでの用地取得から造成事業については開発公社の借入金で賄われており、なお、借入

金の利息及び事務費等の経費等についても売却価格に転嫁され、１７年度決算では利益剰余金が

６,５６７万８７５円となっているとのことでございます。 

 そのようなことで、これは工業団地だけじゃなくて、住宅団地も含んでおるわけでございます

が、そういうような状況で体制としては、財政負担になっていないというふうに思われているよ

うに私は思うんですが、倉内工業団地の法面５万３,１０１.８平方メートル、それから薩摩工業

団地法面２万２,９９７平方メートルと、それから公共道路としての用地が１万

６,３３２.２５平方メートル、これらについては金額がどれぐらいになるのかわかりませんけれ

ども、町が買い上げている部分でございます。 

相当な額になるのではないかと思うわけでございますが、この財源はどこから出てきたもの

なのか、町の公有財産となっている道路用地以外は法面ということですが、この活用面からする

と相当な資本投資になるのではないかと思います。 

 監査報告では、金利について価格に転嫁されているので、早い段階での積極的な処分を図るよ

うにとなっておりますけれども、この法面に投じた財源が、町民の就業の場、また企業の町に与

える経済効果につながるように全力で取り組む必要があるのではないかと思うわけでございます。 

 そこで、企業の確保のために一般の開発会社の営業マン的な職員を配置して、年次的な目標を

掲げて、これの導入に取り組むような考え方はないか、お伺いをしてみたいと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 ここで議長を交代しますので、副議長にお願いします。 

〔議長交代〕 

○町長（井上 章三君）   

 現在、新町におきましては、企業誘致の対策ということで定住促進室を設けたわけでありまし

て、室長以下、室のメンバーは、まさにそういう企業誘致に対する対策のために専門的に立てて

いるわけでありますから、今御指摘になった面は、企業誘致、定住促進室がその役割をしてるも

のというふうに理解しております。 

○米丸 文武議員   

 定住促進室は、今年度からというようなことでございますけれども、先ほどのいろんな活動の

件数、活動状況を見てみますと、わずかな活動ではなかったかなというような気がします。これ

は、住宅団地の面もありますから、一方的に企業誘致だけではないかもわかりませんが、ここい

らはやはり、年次的に、言えば今年は必ず一つの企業はどげんしてん見つけてくるんだというひ

こばっかいの気持ちで取り組んでいくことが、私は必要じゃないかという面から、やっぱり専門

的にこれを研究したり、情報収集したりする職員が配置できないのか、それからまた本町の好条

件をＰＲするためにもそういうものが必要なんではないかという点から質問をさしていただきま

した。 

 続きまして、薩摩工業団地の住宅団地への目的変更の可能性をお伺いしましたけれども、難し

いというような答弁でございます。 

特に薩摩地域におきましては少子高齢化が進み、農業用地の維持保全などの先行きが懸念さ

れております。小学生も児童数が減少して、求名小では８５名、永野小では５２名、中津川小

４７名となっております。要するに、子供を産み育てる若いお父さん、お母さんが少なくなって

きたという現象でございます。 

 そのようなことから、地域集落の活力を取り戻すためにも、若い人たちに帰ってきてもらいた

い。そのためにも、企業誘致による職場の確保が必要であるわけでございます。それに付随して、
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帰ってきてもらうことによりまして、また住宅地の確保等も望まれるというような点から、工業

団地の誘致が進まないんであれば、住宅団地への転換というものも選択できないのかということ

で質問をしたところでございます。 

 幸いにして、薩摩地区に造成しました住宅団地、求名１４区画、永野１６区画、これはすべて

処分をされております。中津川団地２９区画のうち、残りが３区画となっております。 

このようなことで、また地域に住宅団地の必要性があるのではないかという気もするわけで

ございます。住民の皆さん方の意向を調査しながら、そういうようなものにまた活用できないか

というような点もありまして、先ほどの質問をさしていただきました。 

今後、求名、永野、中津川、この地域、旧薩摩でございますけれども、この地域に住宅団地

の建設を進めて、調査した上でも進めていこうというようなお考えはないのか、お伺いしたいと

思います。 

○町長（井上 章三君）   

 住宅団地の件に関しましては、旧薩摩地域においては、今もうほとんどないのかな、予備がな

いという状況になっておりますが、町全体としては、造成したところがまだ残ってるところが何

箇所がございますので、そこを優先的にある程度さばいた上で次を考えるという考え方に立って

るところでございます。 

 それから、少し補足をさしていただきますが、定住促進室における活動というのは、私が先ほ

ど申し上げました、一緒に動いたというその部分と、また独自でいろいろ動いてる面はございま

すし、また立地企業等におきましても本町に社長さんとかいろいろやってこられた機会に、役場

にもいろんな方々が寄られますので、そういう機会に対応しながら、また情報交換をしていると、

ＰＲもしてるというようなことなどをはじめ、いろいろな動きをしておりますので、そこのとこ

ろはまた補足をさしていただきたいと思います。 

○米丸 文武議員   

 これまでにも、答弁にしなかった活動もしておるというようなことでございます。ぜひ本当に

このような実情を勘案して今後も進めていただければ、ますます力を入れて進めていただきたい

ものというふうに思うところでございますが。 

今、求名の方、薩摩地区への住宅団地というようなことでお聞きしたところでございますが、

本町には、現在４団地で保有している住宅団地の未処分地が６２区画と聞いております。また、

東谷団地に１６区画も予定されているようなふうな話を聞いたところでございますが、これらの

募集についてはどのように取り組みをされておるのか、これについてお答えいただきたいという

ふうに思います。 

○定住促進室長（北原 美義君）   

 住宅団地の、いわゆる販売の活動についてということでございますが、各住宅団地、旧薩摩町

の分については、中津川の方に少し残っているだけでございますけれども、開発公社で所有して

います住宅団地がまだたくさんございます。 

これにつきましては、広報紙、それから各ハウスメーカーの展示会場等があるわけなんです

が、そちらの方にも直接出かけていって、こういう土地があるということで、ここに見学に来ら

れて家は建てたいんだが土地はないけれどもという方々がいらっしゃったら、ぜひこちらの方も

紹介していただきたいというようなことのＰＲも、直接出向いて展示会場の方に行っております。 

また川内等での住宅建築会社等につきましても、訪問をして土地の紹介をしているところで

ございます。 

またそのほかにも、ホームページはもちろんずっと載しておりますけれども、広報紙でも載
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しているところでございますし、また県外にございます郷土出身者の会等におきましても、もう

必ず同窓会等もあるんですが、パンフレットを行く人に持っていっていただいて、必ず資料の中

に入れていただくということで、そういう活動、ＰＲを行っているところでございます。 

○米丸 文武議員   

 住宅団地は、直接工業団地のことで直接関係ないというようなわけではございませんで、要す

るに、そこに住民が住んで、また働く人もよそから流入してきて、そこで住んで、地元の誘致企

業で働くというような関連性のあることから質問をしておるわけでございますけども。 

この住宅団地、旧薩摩におきましては、住宅が土地開発公社の管理ではない、求名、永野、

中津川ではございますけれども、これと、これで導入してきた、１カ月坪１００円で、住民の

方々が２０年間払っていけば自分の土地になるんだというような導入をしてきたわけでございま

すが。 

その後、この佐志ニュータウン、湯田原とか、東谷団地、これはまだですね、赤坂ニュータ

ウンですか、こういうところの団地に対しても、言えばそのような賃貸の関係というんですか、

そういうので販売するというようなふうの話も聞いておったわけでございますが、そこのそうい

う点のＰＲというものはどのようにされてきたものなのか、お伺いしたいと思います。 

○定住促進室長（北原 美義君）   

 先ほど申しましたそういう活動のときにも、必ずこういう制度がありますということでハウス

メーカー等にもお知らせをしてきてございます。いい制度ですねということだったんですが、い

かんせん。その後は広報紙等でも、ちょうどお盆の帰省客等を対象にしながら、広報紙でも案内

したんですけれども、いかんせんながら、今回全然まだ募集がなされております。 

とりあえずそういう方がありましたら、町の方で買い上げてということで３棟分、３区画分

予算の計上をしておりますけれども、いまだまだございません。 

 それで、今回また１月の広報紙にＰＲをしていきたいというふうに考えております。これらに

つきましても、ホームページ等でＰＲしてるんですが、今年も何棟かあったんですけれども、そ

の制度を活用してという方はいらっしゃいませんでした。 

これは一つは、土地を購入して、それを担保に公庫等の借り入れを行うという、そういう金

融的なこともございまして、それが定担に入れられるというのは確か１、２戸あったと思うんで

すが、それ以外はまだそういうのがなされていないというふうなことでございますので、そうい

う制度的なものもあるんじゃなかろうかなというふうに考えておりますが、引き続き、そういう

いろんな買い方の分野を広げるという意味からも、やっぱりそれについてもＰＲをしながら、販

売の方に力を注いでまいりたいというふうに考えております。 

○米丸 文武議員   

 私も広報紙等で見るわけでございますが、なかなか町民の皆さんも高齢化して、印刷の文字を

見るのもなかなかこう進まないというような方々もありまして、そのお子様たちが、子供さんた

ちがよそにおられて、こういうのもあるんだよというような情報をまた発信してもらう。 

そのためには、広報紙だけじゃなく、またホームページも持っておられる地元の方々、こう

いう方々で利用される高齢の中では少ないんじゃないかというようなこともあります。 

ですから、いろんな会合なり何なりで、やっぱりこういうような形で、若い人たち帰ってき

てもらうためにこういうような活動もしておると、事業も取り組んでいるというようなことを口

頭ででも説明をしながら、皆さんで一緒になって、この住宅団地を活用して帰ってきてもらうよ

うな取り組みをやっぱいする必要があるんじゃないかというふうに思います。今後一層のそのよ

うな取り組みを検討していただければというふうに思っております。 
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 私は先ほどから申し上げておりますとおり、また町長をはじめ、職員の皆さん、それぞれ町民

の皆さんが望んでおられるのは、若い人たちが町内にとどまり、また町外から帰ってきていただ

いて、またほかに町外からも移り住んでもらうためには、どうしても働く場、企業誘致を進め、

または地域産業の活性化をするには、町人口、ほかに町人口の増加を図るために就業の場を確保

することではなかろうかというふうに思っております。 

働いて生活を支えていける町となることではないかと思っております。そうすることでそれ

ぞれの地域が活性化をもって、また町全体も大きく成長していく、そういうようなことにつなが

るというふうに思っております。 

 さつま町のトップである町長の御決意を、今後衰退していくそういう町の姿じゃなくして、厳

しい姿じゃなくして、これからどのような形をしてこの町をつくり上げていくんだ、厳しい中で

やっていくんだというそこの決意をお聞かせいただいて、私の質問を終わりたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 新町が発足いたしまして、振興計画をつくり、そしてその中に重点プロジェクトというものを

定めてスタートしたわけでありますが、その中の一つがこの定住の促進という問題でありました。

定住促進室を新たに設置して取り組みをしているわけでありますけれども、今のところ成果も出

てきてると、動きも出てきてるということで、順調なスタートを比較的順調なスタートをしてく

れているんではないかというふうに評価しているところであります。 

 町の将来を考えますと、やはり若い人たちをできるだけこの地域に残ってもらえるような努力

をするということは、皆さんいろいろな質問者からも出ているとおりでございまして、今後とも

この分野におきましては一層の努力をし、将来のある町をつくっていくということで頑張ってま

いりたいと思うところであります。 

また、私もそういう意味で、トップセールスということの努力を一層続けてまいりたいとい

うふうに申し上げておきたいと思います。 

○副議長（木下 賢治議員）   

 次は、２０番、山崎議員の発言を許します。山崎議員。 

〔山崎 文久議員登壇〕 

○山崎 文久議員   

 私は、通告いたしました農業振興について質問をいたしたいと思います。 

 まず、豪雨災害後の農地復旧の現状と今後の見通しについてですが、昨日も同様の質問があり

ましたので、視点を変えて質問をいたしてみたいと思います。 

 今度の災害を受けた地域でも、特に湯田地区や柏原地区というところにおきましては、災害前

は水稲はもとより、施設園芸が盛んでありました。トマトやイチゴなどの生産も行われていたわ

けですけれども、被災後のあのパイプハウスの折れ曲がったさまは、水害の物すごさと農業の厳

しさを痛感させられました。 

幸い、農地やハウスの復旧には、町長をはじめ、担当課の頑張りにより予算確保もでき安堵

しております。生産者も再興を期すべく頑張っておられます。 

 しかし、ここしばらくは肉体的にも精神的にも大変な時期なので、心のケアも大変重要かと思

いますが、町長この辺について何か手だてを講ずる考えはないか、お伺いいたしたいと思います。 

 次に、イチゴ生産農家の支援策についてであります。 

 近年、イチゴの炭疽病が蔓延し、生産農家は大きな痛手をこうむっております。このようなこ

とから、建設経済常任委員会でも調査を行ったところでありますが、今まで生産農家の中でも

リーダーと言われるような農家でさえも危機的状況にあり、このままでは我が町からイチゴ農家
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が消えるかもしれません。このような現状をかんがみ、町長はどのような支援、対策を考えてお

られるのか伺います。 

 次に、農地・水・環境保全向上対策の取り組みの状況について伺います。 

 来年度より導入される品目横断的経営安定対策と車の両輪に位置づけられるのが農地・水・環

境保全向上対策であります。この政策は、共同活動への支援と営農活動支援から成り立っており

ます。私の地区でも取り組むことの合意がなされたところですが、本町での取り組みの状況を伺

います。 

 これで１回目を終わります。 

〔山崎 文久議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 山崎文久議員の方から、農業振興について質問をいただきました。随時答えてまいりたいと思

います。 

 第１点の、豪雨災害後の農地復旧の現状と今後の見通しについてということでございます。 

 昨日の内之倉議員の質問で大方は答弁いたしたわけでございますが、現在査定を受けながら随

時工事発注をしてるところでございます。しかしながら、箇所数も多く、また工期もとれないこ

とから、一部来年度に繰り越す予定でありますが、田植え前までには完了する計画となっており

ます。 

 なお、先ほど心のケアに対する手だてをどう考えてるかということがございましたが、農家の

方々で農地災害を受けた方々で、いろいろ心を痛めていらっしゃる方々がたくさんいらっしゃる

わけでありますが、早く復旧をする、災害復旧をできるだけ急いでいく、またいろいろ個々には

また事情を抱えておられる方々が、異なった事情を持っておられる方々もたくさんいらっしゃる

と思いますので、そういうところをきめ細かにやはりフォローしていくという努力をするという

ことが必要ではないかというふうに思うところでございます。 

 また、それぞれグループをつくって、生産者の協力関係というのが持たれているわけでござい

ますので、そういうような場を通じながら、またぜひ元気を出していただきたいというふうに思

っているところでございます。 

 次の、イチゴ生産農家の支援という問題についてどう考えているかということでございます。 

 現在、イチゴにつきましては、さつま川内市農協イチゴ部会とさつま農協イチゴ部会で構成す

るさつまイチゴ団地部会を中心に生産販売が行われております。さつまイチゴ団地部会は平成

２年に発足し、平成５年には「かごしまブランド指定」品目に指定され１３年目になります。 

発足当時は、面積で約２３ヘクタール、生産農家１５０戸、生産額４億８,５００万円であり

ましたが、平成１７年度においては面積で約１３ヘクタールとなり、その発足当時からすると

５７㌫程度に減少してるということであります。生産農家については現在９０戸、これは出発当

時の６０㌫となっております。生産額の３億８００万円というのは、その当時からすると６４㌫

ということで、減少をしてるという状況になっております。 

 この背景には、生産農家の高齢化と後継者不足、またイチゴ所得の伸び悩み等が要因になって

いるようであります。さらに、ここ３年ぐらい前からの炭疽病の影響と今回の豪雨災害によるハ

ウス等の被害、苗不足等で規模の縮小や廃作など、面積、生産量ともに減少傾向になっていると

いう状況がございます。 

 御質問の、イチゴ農家の支援と炭疽病の対策としましては、平成１８年４月に生産農家代表、

農協、それから市町、普及センター、農林事務所等の関係機関で構成する「さつまイチゴ団地イ
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チゴ健全苗増殖施設利用協議会」を結成し、イチゴの健全苗の供給に努めているところでありま

す。 

 また、町では、町単独事業による雨よけハウスの推進と親株導入に対する苗代を助成しており

ますが、今後においても炭疽病の被害拡大が心配されており、どのような手段で撲滅するかが大

きな課題となっております。 

 そのようなことから、１２月５日にさつま農協イチゴ部会の役員会が開催され、その結果、年

明けの１月に全会員の意向や要望等を把握し、今後の方針や対策をまとめることとなっておりま

す。 

このため、町といたしましては、今後、さつまイチゴ団地部会やさつま農協イチゴ部会の御

意見、御要望等を踏まえ、十分な協議を行いながら、イチゴ農家の経営安定と所得向上が図られ

るよう、川薩農業改良普及センター、川薩農林事務所、さつま農協等、関係機関と一緒になって

対策の検討を進めてまいりたいと考えているところであります。 

 ３点目の農地・水・環境保全向上対策の取り組み状況についてであります。 

 これにつきましては、過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴い、農地や農業用水等の適切な保

全管理が困難となってきていることを踏まえ、農業者だけでなく、地域住民や自治会などが参画

する組織による保全活動を行うために新たに創設されたもので、担い手に対する品目横断的経営

安定対策と両輪をなすものとして創設され、現在、甫立地区でモデル事業として取り組んでいる

ところであります。 

 事業内容としては、草払いや側溝の泥上げ等の保全管理や施設の長寿化、生態系や景観の保全

等農村環境を保全する取り組み、並びに化学肥料や農薬等の使用を大幅に低減するなど、地域で

まとまって環境負荷を低減する先進的な営農活動を行う地区に対して支援しようとするものであ

り、来年度から５か年間の事業となっております。 

 本町では甫立地区のほか、合意のとれた湯田、佐志、下平川、柏原、久富木北原、角郷及び大

畝町地区の８地区、３５８ヘクタールを計画してるところであり、現在まで事業活動区域の設定

や活動内容等について２回ほど説明会を開催したところであります。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○山崎 文久議員   

 まず、被災農家の心のケアについてですけれども、機会をとらえてフォローしていくというふ

うに受けとればよいのでしょうか。特に被災された農家、施設園芸農家あたりは、もうやはりそ

の復旧というのが大変な重荷であったり、高齢といったことやら、それぞれいろんな要件が重な

って耕作を減少されたり、廃作というふうな農家もあるようでございますので、ぜひ普及セン

ターや農協等とも連携をされて、そこら辺のケアも十分されていくように希望するところでござ

います。 

 イチゴの炭疽病についてお伺いをいたします。私は、この炭疽病が蔓延した経緯は大きく２つ

あるというふうに考えております。一つは、県、町、農協の指導機関の対応の遅れ、もう一つは、

生産農家の炭疽病に対する認識の甘さ、こういった２点ではなかったかというふうに、いろいろ

調べる経緯の中で感じることでした。 

一つ目の指導機関の対応につきましては、県もようやく今対策に乗り出しているところです

けれども、やはり数年前よりもうこの前兆はあったわけですけれども、特にまた、かごしまブラ

ンド指定品目ということでもあるのに、その対応の遅れというのはこれも非常に否めないのでは

ないかなというふうに私は感じております。 

 現在、町は、無菌親株に対する支援として、１株当たり１７５円の３０㌫の助成を計画されて
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おります。１０アール当たり親株が５００本という定植本数ですので、苗代が１７５円を掛けれ

ば８万７,５００円ということです。その３割、２万６,２５０円の助成ということになります。

本町に必要な親株数は、７ヘクタール分ということの３万５,０００本ということでございます

けれども、今回供給されたのが２.５ヘクタール分の１万２,６００本ということで、事業費で

２２０万円ほど、助成額で６６万４,０００円を見込まれているみたいでございます。 

 今回無菌親株を希望された方、されない方、それぞれあるようですけれども、「農業鹿児島」

に掲載されたデータでは、さつま町の中でも炭疽病罹患率が多いところで８６㌫と、少ないとこ

ろで３３㌫と、非常に大きな差が見られます。これが生産農家の炭疽病に対する温度差となり、

先ほど町長の答弁にありましたように、来年１月に組合員の意見の集約、聴取をするというよう

な対応の遅れにつながっているのではないかなと思うところでございます。 

 いずれにせよ、このままでは炭疽病は急速な勢いで蔓延することが予想されます。一番少ない

罹患率のところで３３㌫と申しましたけれども、やはり病気というのは１㌫から始まり、１０㌫、

２０㌫となりますけれども、もう３０㌫を超えるあたりから、いきなり５０、６０、８０と、一

気に蔓延するというふうに私は理解しています。 

罹患率の高い地域の農家が、今年はまだ無菌株が欲しかったけれども、金銭的な余裕がなく

て半分しか買えなかったとか、Ｉターン、Ｕターンの農家がイチゴ生産に夢を託し、本町に参っ

ておられます。命をかけてさつま町に移り住んだけれども、夢破れそうな現実をかいま見るとき

に、町長、何か今以上の支援をして、せっかくこの地で根ざして、イチゴで所得を上げようと努

力されておる農家も、所管事務調査でもまいりましたけれども、非常にぼくら自身もむなしさを

感じることでした。 

 そこで町長として、イチゴ農家の救済として、今以上の対策を考えておられないか、考えを伺

いたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今、議員の方からも御指摘がありましたように、このイチゴ農家としてＩターン、Ｕターンで

新規就農をされた方々も、私も何件も受け入れたこともありますし、この方々にこの地で定着し

て本当に頑張ってほしいというふうに、常々思っておりました。 

 しかしながら、その後、価格の低迷というようなこともあったり、競争力のある品種の開発と

いうのが遅れているというようなこととかをいろいろ聞きながら、もっと何とかならないものか

なと思っておりましたが、そういう中で今回の炭疽病の拡大の問題であります。 

 私も、農家の方々が非常に苦しんでおられるという話をあちこちで聞きながら、今どうなって

るか、そしてそこらの現状をまた把握しながら、何ができるかということを関係農家、あるいは

また経済担当の助役の方にも指示をしたりしながら、この問題に対して非常に心を痛めておった

ものでございます。 

 また、なかなか余裕はありませんでしたけれども、時折、いろいろ自分なりに町を車で走りな

がら、そのイチゴのほ場をのぞいてみたりということはございましたけれども、イチゴ農家の

方々が、もうある面では長年苦しんでおられると。今、そして瀬戸際に来ておられるという話は、

非常に心の痛い問題であります。 

 それだけに、特に今、炭疽病の問題というのをどういうふうにして、対応が遅れたという結果、

先ほど御指摘のとおりだろうと思います。この役所側としての対応の遅れ、役所あるいは農協を

含めて対応の遅れ、それと農家の方々もいろいろやっぱいそこにおける対応の差というのが、い

ろいろあったりということだろうと思うんですけれども、これからをどうするかということが重

要であります。 
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 そういう点で、年明けの１月に、いろいろ全会員の方々の話し合いがあり、要望等が出てくる

ということでありますので、それを踏まえて今後の町としてまたできることは何か。あるいは農

業、農協が事務局を持っているわけでありますが、農協としてはどういうことを考えてるか。ま

た、そこらのところの対応をどうしていったらいいかということを、これはもう、一緒に考えな

きゃいけないというふうに思っておりますので、一応、年明けのその状況を見ながら、今後の対

応を考えていきたいというふうに思っているところであります。 

○山崎 文久議員   

 私は３回目の質問の箇条書きの中で、町長は現場に足を踏み入れたことがあるのかというよう

な質問をしたいというふうに考えておりましたけれども、もう、イチゴ農家の窮状は十分理解さ

れているというふうに感じたわけです。 

 そこで、おっしゃるように、まだ農家からの要請もない状況の中で、私が先走って言うことで

はないんですけれども、まず一番の手だては、無病親株の補助率のアップだろうというふうにも

考えているわけです。農家に余力があれば、こんな町も財政の厳しいというのは、もう常々朝か

ら晩まで、こういった会議の中では言われておりますので、希望する気もないんですが、非常に

今おっしゃるように所得は下がり、イチゴでは飯が食えなくて、ほかの業務をしたりとか、非常

に苦しんでおられます。 

 やはり県のブランド品目でもあります。ましてや、先ほどありましたＩターン、Ｕターン、本

当に彼らが、命が途絶えようというような状況を見るときに、ぜひ、そこら辺の補助率の助成の

アップやら、また県に対しても、やはり無菌の親株に対しての何か手だてはないのか、そこら辺

の予防をされていく考えはないかお尋ねをいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 何とか応援をしたいという気持ちは、本当に私も持っているつもりでございますので、その皆

さんのどういうことを要望されるものか、個々においてどういうふうに考えられるかということ

を踏まえながら、町としてもできるだけの努力をしなきゃいけないというふうに思うところであ

りますし、また県の方にも、やはりこういうような状況に対して、もっと対応を急ぐべきことを

急いでもらうという点では、また私の方も働きかけてまいりたいというふうに思うところです。 

○山崎 文久議員   

 非常に前向きで取り組んでいただけるということで、イチゴの件は終わりたいと思いますけれ

ども、ひとつよろしく取り計らいいただきたいと思います。 

 次に、農地・水・環境についてですけれども、現在、甫立原でモデル事業として取り組んでお

られるというようなことでございましたが、その活動内容と、甫立原に交付される金額と言いま

すか、助成について伺いを、これは担当課長で結構かと思いますので、お願いいたします。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 甫立原地区のモデル事業としての取り組み関係でございますが、これにつきましては、全国で

今年度、約６００地区ございます。その中で、さつま町におきまして甫立地区がモデル事業とし

て取り組んでいるところでございます。 

 交付額といたしましては、８９万６,０００円でございます。面積が３２ヘクタールで、全部

畑でございます。畑の単価が１反歩当たり２,８００円でございますので、８９万６,０００円と

いうことで、そのうち２分の１が国からの助成、それからあとの残りの４分の１が県、それと

４分の１が町の負担ということになります。 

 活動内容といたしましては、甫立の公民会の方で活動組織を立ち上げておられまして、甫立地

域資源保全組合を設立されております。 
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 主な活動内容といたしましては、最初、答弁でもありましたように、畦畔や法面の草刈りとか、

それから水路の泥上げ、農道の砂利舗装関係、それとあと施設につきましては、ここがパイプラ

インがある関係で、４,０００メーターぐらい敷設してありますがその施設の管理と、それから

農村環境の保全につきましても活動していらっしゃいます。それから、あと景観の形成とか、生

活環境保全をテーマとする計画の策定等もしていきたいということで考えておられるようでござ

います。 

 以上でございます。 

○山崎 文久議員   

 この場合ですよ、入作については、どのようなとらえ方をされているんでしょうか。やはり甫

立原にも、いろんな入作の方がおられますが、そこら辺のかかわりというのは、どのような方向

で持っていかれようとしていますか。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 甫立原の農地開発の関係、地区の面積が約３０ヘクタール、それから甫立地区の集落の中にあ

ります、そこの面積が約２ヘクタールぐらいございます。その甫立原の畑地造成のところにつき

ましては、依頼の方もいらっしゃるわけですが、甫立の公民館の３０名の組合の中で組織をする

ということで、地元の方の組織でつくって活動していくということでございます。 

○山崎 文久議員   

 今さっきありましたように、この対策の交付金というのは、国が２分の１、都道府県と市町村

が４分の１ずつを負担するということでございますけれども、地方自治体の中では、厳しい財政

状況が続く中、取り組もうとする意欲的な農家や地域が増えるほど、市町村の負担は増えるとい

うようなジレンマがあるというふうにも言われております。 

 本町も、厳しい財政状況でありますが、来年度８地区、３５８ヘクタールの計画であるようで

すが、本町の負担分は幾らぐらいというようなふうに算定されておりますか。そしてまた、今後、

これをほかの地区にも推薦されていかれる計画か、伺いたいと思います。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 全体で、来年度から８地区するように計画しておりますが、事業費といたしまして

１,４７６万円になります。そのうち水田が２９６ヘクタール、それから畑が６２ヘクタールで

ございまして、水田の場合は、反当４,４００円ということでございますが、畑の場合は

２,８００円、それを合わせますと１,４７６万円という事業費になります。そのうち、町の負担

が４分の１でございますので、３６９万円という数字になるようでございます。 

 それと、あと今後ほかの地区にも推進されるのかどうかという話なんですが、今現在、町の方

といたしましては、中山間の直接支払いの関係もございまして、これの８割単価の地域が

１２０集落のうちの１８集落、約１５㌫しかないということでございますので、引き続きこの通

常単価に引き上げしていきたいと、そういう活動をしていきたいということで、現在のところは、

もう８地区でしていきたいということで考えております。 

 国の方針といたしましても、平成１９年度に一括もう採択して、２０年度以降につきましては

採択しないという方針でございますので、町といたしましては、この８地区を５カ年間、実施し

ていきたいということで考えております。 

○山崎 文久議員   

 私は、これを否定的な面から質問するのではなくて、非常にいい制度なんですよね。導入部分

と誘導部分、基礎部分と誘導部分と言いますか、その上乗せによって、非常に地域にもたらす影

響というのは、お金だけではなくて、やっぱり共同活動とか、そういった面も含まれております
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ので、ただ調べるに当たり、財源不足を理由にさっき言われたように、中山間地域とかそういっ

た支援対象を限定する自治体もあるような記事やら見たりするもんですから、まあ一括採択をし

て、もうそれの範囲でということですので、了解しました。 

 こういういい制度を、まだ当初から、ほかにも広げられなかったのかなというふうにも思う次

第ですけれども、ぜひこういうのが地域の活性化にもつながっていくと思うところですので、一

生懸命推進をしていただきたいというふうに思うところです。 

 これで私の質問を終わります。 

○副議長（木下 賢治議員）   

 次は、９番、平八重議員の発言を許します。平八重議員。 

〔平八重光輝議員登壇〕 

○平八重光輝議員   

 昨日からの質問で、最後になりまして、たくさんの方と重複するところがありますが、できる

だけ重複しないように質問をいたすところであります。もし重複しましたら、簡潔明瞭にお答え

願えればと思います。 

 定住促進についてお伺いいたします。 

 さつま町総合振興計画の中で、まちづくりの重点プロジェクトとして定住促進、資源活用、健

康子育ての３つのプロジェクトがあります。定住促進プロジェクトについてお尋ねいたしますが、

先にいただきました総合振興計画の中の定住プロジェクトを見ますと、住みやすい住みでみたい

町、企業誘致活動を積極的に展開し、新たな雇用の場の創出、若者や団塊世代のニーズに対応し

た住環境の整備をうたってあります。 

 その中に、３つのまた大きな項目がありまして、１つ目が「まちの個性、魅力を発揮した定住

促進」、７つほどありますがその中の「Ｕ・Ｊ・Ｉターン者（団塊世代）の受入の強化」、もう

一つが「積極的な情報発信」。 

２つ目に大きな項目で「積極的な企業誘致」という中に、これも６つほど掲げてありまして、

その中の「専門組織、スタッフの配置」「企業側への積極的な情報提供・収集」「機動力を生か

した企業等へのアプローチ」、この３つ。 

３つ目に、大きな項目で「住む人のニーズに応える宅地の供給」というのがありまして、こ

の中の「住宅団地の積極的な情報提供・収集」というのがあります。これらについてお尋ねいた

します。 

 まず、これまでの具体的な施策の実施状況について、次にこの施策による成果はどうだったか。

また、その成果に対する反省点はどのようであったか。 

 次に、その反省点を踏まえ、これからの定住促進室のあり方についてお伺いいたします。 

 定住策として、一つは企業進出、雇用の増加でありますが、もう一つに人口の減少防止と言い

ますか、増加策の一つとして団塊世代の定年による移住者の受け入れがあります。１、２年後に

は、団塊世代が定年を迎え、これから幾らかの住居の移住も考えられます。さつま町も定住促進

策の一つとして、団塊世代を含めた田舎を安住の地として考える人々の受け皿として考えておら

れるのであれば、それなりの体制を整えておく必要があろうかと思います。 

 一つに、相談窓口の設置と担当者の配置の考えはないか。これは、相談者に最後まで責任を持

って対応をできる、情報とスキルのある方の配置は考えていないかであります。 

 二つ目に、情報の収集と発信、専任の担当者を置き、団塊世代を含む定住希望者の意向収集や

地元情報の蓄積及び情報の発信を、今後どのように考えておられるか、以上についてお尋ねいた

します。 
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〔平八重光輝議員降壇〕 

〔町長 井上 章三君登壇〕 

○町長（井上 章三君）   

 平八重議員の定住促進プロジェクトについて、またこれからの定住促進室のあり方についてと

いうこの質問に対してお答えしたいと思います。 

 総合振興計画の定住促進プロジェクトでは、一つに、まちの個性、魅力を発揮した定住促進、

二つに、積極的な企業誘致、三つ目に、住む人のニーズに応える宅地の提供の３つを基本項目と

して、各種の事業等に取り組むこととしております。 

 これまでの具体的施策の実施状況ということでありますが、積極的な企業誘致及び宅地の提供

については、本年４月に定住促進室を新たに設置し、スタッフを配置して情報の提供・収集、企

業等へのアプローチ、立地企業への支援など、積極的な取り組みを進めてきております。 

 その成果として、５月の日特宮之城工場を拡張の決定を受けて、用地買収、農工団地の変更計

画、農地転用など、災害への対応期間をはさみながらも、短期間のうちに造成工事に着手でき、

日特の増設計画に対応できる目処が立ったというのは、成果であったと思っております。 

 また、日特製作所の立地が実現の段階となったこと、立地企業や町外の企業とも、人的ネット

ワークが図られつつあることなどは、また成果であると思っております。 

 反省点としては、本年７月の災害発生以来、それぞれの部署で災害対応に追われてきたことも

ありまして、１８年度の上期においては、新たな事業・施策の展開は思うように進めることがで

きなかったという状況があったと考えております。 

 しかしながら、役場各課において取り組んでおりますインフラの整備、交流、防災、医療・福

祉、教育など、既存事業や継続事業につきましては、費用対効果、事業効率等を検証しながら、

それぞれが定住促進につながる事業として、それぞれの部署で実施をしてきたというふうに思っ

てるところであります。 

 今後、現在作成中であります総合振興計画の実施計画におきまして、財政等も考慮した総合的

な調整を図りながら、プロジェクトに沿った定住政策を進めてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 ２番目のこれからの定住促進室のあり方についてでありますが、定住促進室の設置は、企業に

設備投資の動きが出てきているタイムリーな時期であったと思っておりますし、設置してから

８カ月を経過しましたが、これまで重点を働く場の確保という観点に絞って集中的に取り組み、

それなりの成果も出てきたと評価しているところであります。 

 さらに、転入等による定住化への総合的な相談窓口の設置という観点でありますが、御指摘の

とおり、転入等の誘導による定住化というのも、大切なことだと思っております。 

 今後におきましては、田舎暮らしを希望される方への情報提供や斡旋、仲介を図るため、空き

家状況や持ち主の意向調査等を実施し、リスト化する準備を進めたいと考えております。 

 空き家リストの整備につきましては、これまでも防犯、防災、環境対策等の観点から、その必

要性が言われてきておりますが、これらを一元的に整理し、関係する各課との情報交換を図りな

がら整備したいと考えております。 

 あわせて、住宅用地、就業、医療、教育など、関係各課や各機関団体等と連携して、ホーム

ページ等で情報発信ができるように進めてまいりたいと考えておりますが、専門的なスタッフを

さらに配置するということにつきましては、復興対策への人材の配置という問題を今、優先的に

検討しなきゃいけないというふうに考えていることもあり、また団塊世代への対応も含めて、今

言いましたような業務を進める中で、需用や業務量等の状況を見ながら検討することにしてまい
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りたいと考えております。 

〔町長 井上 章三君降壇〕 

○副議長（木下 賢治議員）   

 しばらく休憩します。再開は午後２時３０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後２時２０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後２時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○平八重光輝議員   

 これまでの実施状況と成果については、おおむね計画どおりと言いますか、成果が上がったと

いうことですが、一つだけ、私はどっちかちゅと団塊世代の方を重点的にやりたいんですが、こ

の企業については、先ほど、ほかの方の質問の中でも答弁がありましたように、一番は、社員が

優秀であると、まじめであると、一生懸命してくれるちゅうのが、一番の要因であろうと思いま

す。新しく工場が進出したり、増設された要因は。それと、少しお世辞を言えば、皆さん方の頑

張りもあったと思います、町民感情の良さとか。 

 それと、私はもう一つ大事なのは、それを決定された幹部の方が、ここの町に非常に詳しいよ

く事情を知っておられたちゅうのが、私は大きな要因の一つであったと思います。 

 ちゅうことは、その情報をいろんなのを御存知で持っておられたという、いいも悪いも持って

おられたのも、大きな要因であろうということを踏まえて質問をいたします。 

 個人的と言うか、企業もですけれども、定住促進室に今までに、どれぐらいの問い合わせがあ

って、何人ぐらいの方が移住をされたというふうに把握されておるか、お尋ねいたします。 

○定住促進室長（北原 美義君）   

 住宅団地への転入ということにつきましては、本年度実績が、１８年度に佐志ニュータウンの

方が１人、それから湯田原の方に３区画、求名の方に２区画、中津川の方に３区画ということで、

住宅団地の購入がございます。そのほかに、これ以外に転入ということで、定住促進室を通して

転入というのは、住宅団地以外には把握をいたしておりません。 

○平八重光輝議員   

 私は、１１月末現在のちょっと住所を調べてみました。さつま町の人口が１６年度で１２月

１日現在で２万６,６５５名、１年後の昨年の１２月１日２万６,２６６名、３８９名減少してお

ります。率にして約１.４６㌫、１６年比でです。１８年の１２月１日が２万５,８１３名、１年

前に比べて４５３人の減少、１.７２㌫であります。 

これは、あくまでも住民基本台帳上の人口であって、実際、ここに住んでおられる人口は幾

らか、まあ御存知だと思うんですけれども、今、町民課のあそこに書いてありますけれども２万

５,１７３人。このままいけば、来年度中にも２万５,０００人を割るんです。 

 こういう非常に、私はもう心配で、晩も眠れんぐらい心配なんですけれども、こういう状況の

中にあって、きのう川口議員もおっしゃいましたけれども、我が町独自の施策、あるいはここし

かない、これはすばらしいというような、長野県の下條村の話やらされましたけれども、やっぱ

そういうのを打たんと、もう非常に厳しい時代、世の中だと思っております。 

この人口減少が、もう一番のやっぱい町の活性化、経済の低下とか、そういうのを招くんじ
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ゃないかと思って、非常に心配しております。 

 町長は、今のこのやっておられる施策で、大丈夫ですかとはちょっと言いにくいんですが、も

うちょっと何かやらんにゃいかんというふうにはお考えになりませんでしょうか。このままで、

ずっといけばいいというふうにお考えでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 人口減少という問題は、これはまあ我が町にとってというだけじゃなくて、日本全体として、

これはもう否めない流れになっているというふうに認識をしております。 

 そういう中で、やっぱり住みやすいところ、あるいはまた環境のあるところに、人は流動する

という点はあると思いますので、できるだけ移住していただけるような施策を打たなきゃいけな

いと思うわけですけれども、町内を見たときに、高齢者の方々が亡くなっていく。 

あるいは出生する出生の数が限られてるという、この実態を見たときに、もう人口減少って

のはどうしても避けられないと。これはまた、もっと加速するという状況にあるというのは、こ

れはもう、なかなかこのままではとめようがないという感じがいたします。 

 そういう中で、団塊の世代対策とか、企業誘致とか、将来をにらみながら県もこの鹿児島にこ

こ１０年ぐらいの間に企業誘致の基盤をつくらないと、競争力において負けてしまうんではない

かと。将来が、アジアをにらんだ時代を考えたときに、この１０年ぐらいに企業誘致活動を、今、

一生懸命やっておかないと、鹿児島の競争力は失われてしまうという危機感を持ってるというお

話をされるわけであります。 

 いずれにいたしましても、この定住促進という問題は、今後とも真剣に取り組みながら、この

人口の減少を少しでも食いとめると。そして、若い人たちにできるだけ残ってもらうというよう

な対策という点でいろいろ研究もしたり、また知恵を集めたりということで、取り組まなきゃい

けない大きな課題だと思っておりますので、定住促進室を中心に、またいろんな情報を集めなが

ら、この問題には今後とも頑張らなきゃいけないというふうに思っておりますので、ぜひ、また

いい情報があったら寄せていただきたいと思っております。 

○平八重光輝議員   

 十分認識されているというふうに理解しておきます。 

 ちなみに、薩摩川内市、ここは１０万人を割らないために、一生懸命いろんな祁答院町の合併

も含めてですけれども、頑張っておられます。ここでも、１６年から１７年にかけては９３７名、

０.８９㌫、それから１８年の１１月までには７４７名で０.７２㌫という減少をやはりここもき

たしております。 

 しかしそういう中で、薩摩川内市は、この１０万人を割らないために、定住支援センターを開

所します、窓口を一元化しますと、一生懸命やっておられるわけです。その中で、住宅を購入し

た場合は、離島の場合１００万円、旧川内市内の場合は５０万円、周辺は７０万円ですか。通勤

を新幹線を使われる方は５,０００円まで月額補償しますというように頑張っておられるわけで

す。こういうのも、お金がもちろんあれば、どんどんやっていただきたいんですが、お金がない

と言われればそれまでです。 

 ほかのところについても、これは京都ですけれども、古民家、空き家情報の収集発信と、いろ

んなのをやっておられます。 

 それから、北海道伊達市、有名になっております夕張のすぐ近くですけれども、ここは移住を

希望をされる方がいろんな質問をされたときには、私たちが責任を持って御相談について対応さ

せていただきますと、課担当係、名前まで書いて、全国の皆さんに発信されておるわけです。 

 私も、せめて我が町も、これぐらいはやってくださいよと言いたいんです。 
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もうちょっと後で質問するつもりだったけど、もうついでに言いますけれども、例えば町長

は、電話の交換手をされとったとします。 

私が東京で、全くこのさつま町に縁もゆかりもない人間で、ちょっと尋ねてみようかなちゅ

うことになったときに、ちょっとお尋ねします。温泉が近くにあって、古い民家を借りたいと、

まだ家をつくるまではいかないと。私は野菜つくりも少しはしたいと。町の生涯学習にもいろい

ろ参加して、皆さんとも友達になりたいし、地元の行事にもいろいろ参加して仲よくなりたいと

いうようなことで電話をされましたら、町長はどこの課につながれますか。 

一つでもいいんです。どこでもいいんです。どこが正解ということじゃないんです。例えば、

どこにつながれますか。 

○町長（井上 章三君）   

 やっぱり定住促進室だろうと思います。 

○平八重光輝議員   

 定住促進室の先まで聞くのは、ちょっともう申しわけないから聞きませんけど、なら定住促進

室でどこの地域にどういう行事があって、いつどういう行事があって、どういうのをされてます

とか、あるいは生涯学習がどういうのがあって、ぱっぱっと回答できますか。できませんでしょ

う。それはあっちに聞いてくれ。農業については、農業委員会か耕地林業課へ聞いてくれ。これ

については、行事については、向こうの教育委員会の方に聞いてくれと、それじゃダメなんです。 

 もう、私がそうじゃったら、もういいです、はいわかりましたと、またお願いしますって電話

切りますよ。必ず、お客さんが、ここは対応が良かねえと、ちょっと、もうちょっと詳しく聞い

てみようかなと思われるところは、すべて一元化されているんです、窓口が。 

 これは、きのうの質問の中で、川口議員も言われましたけれども、町が不安や疑問に一つ一つ

答えてくれることが移住の決め手であり、問い合わせにたらい回しをしない、ワンストップ窓口

を設置することが、一つのポイントであるというように書いてあるんです。 

 だから私も、この新しい課をつくって、新しい人を置いてしてくれと言ってるんではなくて、

今の定住促進室でもいいですから、今のスタッフでもいいですから、そういう専従に近い人を育

て、いろんな情報を集めて発信できる人を育てて電話が来たら、これについてはもう定住につい

ては、この人に聞きなさいと、この人に電話しなさい、すべて答えてくれますよと。 

わからないことについては、後もって調べて電話をして、ちゃんと解決してくれますよとい

う人をつくったらどうですかと、ここに書いてあるんです。そういうお考えはありませんか。 

○町長（井上 章三君）   

 なかなかいいお考えだなと、そのとおりだなというふうに思いました。そういう点では、そう

いう期待に沿うように努力をしなきゃいけないと思ったところです。 

○平八重光輝議員   

 予算を何百万円も何千万円も使うんであったら、私も言いませんけれども、これは、町長の考

え方一つで置こうと思えば、明日でも置けるんです。明日とは言いませんけれども、来年の４月

からでもいいけど、もう団塊の世代の方の引退と言いますか退職は、もうすぐなんです。なって

から、そういうのをつくるんではなくて、なる前からつくって、準備をしておいて、どうぞ、こ

ちらにおいでくださいと。 

今、先ほど町長が言われた空き民家の件も、町内のそういう貸してもいいよと言われるよう

なところを全部調べて、情報を蓄積して聞かれたら、すぐ出せますよというような形でつくっと

かんと、言われてから今から調べてみますと、後でわかり次第連絡しますちゅたち、もう遅いん

ですよ。 
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ほかのところは、すべてそういう体制を整えておって、それ以上に言えば、ちょっと話が飛

びますけれども、昨日出ました下條村、ここは、子供が生まれる可能性があるちゅうか、２０代、

３０代の新婚さんですか、新婚さんちゅうか、新婚でなくてもいいんですが、結婚されている方

のためだけのアパートというか、マンションに近いような２ＬＤＫのとってもきれいな素適なの

をその人たちだけのために、町の利益になる人だけに入れてやるというような、そういう建物も

つくってるんです。 

人口が３,８００人が最低だったけれども、それから４,１００何十人にも増えましたと。小

さい器ですから、ちょっと増えれば、すぐ減少が増加に転ずるところもありますけれども、それ

ぐらい頑張ったところは頑張っただけのやっぱりその成果があるんです。 

 だから、金を使えということじゃなくて、そういう考え方とかそれで、少しでも一人でも二人

でもこっちに、さつま町に来て住もうかと言う方がいらっしゃれば、一人、人を一生懸命勉強し

てもらってそういう担当を置くということは、私は別に町の損失にもならんと思いますよ。 

 薩摩川内市をまた出しますけれども、薩摩川内市は住宅補助を出して、今までに東京や千葉か

ら７１世帯、１８６人の方が移住されましたとあるんです。 

ここはもう、ホームページもしょっちゅう、新しいもの新しいものに変えられて情報を流し

ておられますけれども、我が町も、これぐらいやっぱそういう専門の担当者を置いて、情報も新

しいのをどんどん出す、いろんな質問に対しては即回答ができるような、もちろん１００㌫はで

きないでしょうけれども、ほとんどは回答できるような体制をつくっとかんというと、我が町に

おいでくださいちゅても、さつま町ちどこですかと、恐らく知らん人がいっぱいですよ。 

 ここに縁かゆかりがある方は、それは知っています。さつま町ちゅは、わかりますけれども、

そういう人たちだけじゃなくて、昨日もありましたように、北海道にどんどん移住をされると、

私んとこは北海道よりはるかにあったかくて、まだ過ごしやすいですよというような情報でもい

いですから、どんどんやっぱいそうして出すような体制をつくりませんかというふうに申して言

っているんであって、何もその新しい課をつくってしなさいということじゃありませんので。 

十分そういうことを検討して、そういう受け入れ体制というのをつくることは、私は大事だ

と思うんですけれども、そのように思われませんか、ちょっとお考えをお尋ねいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 おっしゃることは同感いたします。 

○平八重光輝議員   

 「うん」と言うまで粘りますよというわけにはいきませんけれども、（「同感ちゅやった」と

発言する者あり）、ああ同感ということは、そういうふうに前向きに検討しますと、検討します

ちゅうことで理解すればいいんですが。 

 努力はなかなか、さつま町の一つは、出生と死亡、亡くなられた方の差なんですけれども、だ

いたい２００人前後、最近はあるようであります。そのほかに、一番ちょっとこれは自然的な現

象だって言や、それだけでもう、どうしても人間、人類皆平等で、１年に一つずつ、もうすべて

の人が年をとらんにゃなりませんから、高齢の方が亡くなるのはもう、９０歳、１００歳になら

れたらもういたしかたのないところもありますけれども。 

若い人がいなければ、誕生もそれだけ少ないわけですが、そのほかにこの転出がちょっと多

いんです。転入、転出で、やはり１３年から１７年の５年間で、７５０名の方が出ておられるち

ゅうか、出る方が入ってくる数よっか多くなっております。亡くなられた方から出生を引いたの

は９５３名と、こちらも多いんですが、それに匹敵するような方が外に出ておられます。 

 と言うことは、住んでみたい町、住みよい町を目指しておりますけれども、住みにくいとは思
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わんけれども、その生活するためのもう職場がないとか、いろんな条件があられて出られたんだ

と思いますけれども。若い人たちだけかどうかは、分析しておりませんけれども、やはりこれか

らは、入ってくる方を増やすための方策、もう何回も言っておりますけれども、その団塊世代を

含めて、団塊でなくても、その人たちが入ってくるための方策として、やっぱり少しは働きたい

という方がいらっしゃれば、そういうののやはりあっせんと言いますか、紹介と言うか、そうい

うのも必要になろうかと思います。 

ぜひ、そういうのも含めて、民家だけじゃなくて、やはり職業、あるいはシルバーセンター、

６０歳を超えた方であれば、シルバーセンターでもありますけれども、そういうのも含めてぜひ

万全の体制づくりをやっていただきたいんです。 

 世の中にさつま町しかなければ、そりゃ、こちらに見えるかと思います。しかし、ここよりか

条件が、薩摩川内市と比べては申しわけないんですけど、私が向こうにおって、ほんならこっち

来たら、どこに行きますかちゅや、薩摩川内市を選ぶような気がするんです、いろんな状況を見

たときに。何もここに縁のゆかりもない人であれば。 

 だから、そういうので少しでもやはりこの町を見てもらう。まず注目してもらう。そのために

は、もう情報の発信ですね、いろんな情報を集めてこういう町ですから、ぜひおいでください。

見るだけでもいいですから見てみませんかと、関心を寄せてもらうためのまず情報の発信。それ

を見られて、少しでも興味のある方が、電話でも、あるいはこちらに足を運ばれたときに、それ

なりの対応ができる体制になっとかんというと、何だこれはかけ声だけかということになりかね

ません。 

 先日、テレビを見ておりましたら、垂水市へ住まわれた方の、ちょっと出ておりました。それ

は、どうして垂水市に住まれたかというと、市役所に電話をしたら、担当に電話をしたら、明る

く朝一番に市長が電話をしてきたと、私が責任を持ってお世話しますと。私は、それでここに決

めましたというようなのをされておりましたけども、たまたまその人は一人だったかもしれませ

んけれども。 

やはりそれぐらい危機感を持ってやらんというと、もう２年後には２万５,０００人を割り、

２０年後には２万人を割って、最後は薩摩川内市にお願いしますというようなことがならんよう

に、やはり今からですよ、できることはやっていただきたいと思います。やってください。 

 できないこと、行政にはやれること、やれないこと、やっていけないこと、やっていいことが

あるそうですけれども、これは別にやれないことでもないし、やっていけないことでもないと思

いますから、ぜひこの辺は検討して何人でも受け入れますよと、ぜひおいでください。 

もう責任を持って最後まで説明をし、納得のいくようにいたしますから、ぜひおいでくださ

いというような形をぜひつくっていただきたいと、町長の決意を聞いて、私の質問を終わります。 

○町長（井上 章三君）   

 私も、この定住促進という問題に関しては、意識は高く持っていたつもりでございますが、今

日の質問を受けながら、さらにいろいろと刺激を受けた感じがいたします。 

 そういう点で、また担当課をはじめ各課連携をして、おっしゃったような受け入れ体制という

点に対しても、一層の努力をすることを申し上げたいと思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 以上で、通告に基づく一般質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（濵田  等議員）   
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 これで本日の日程は全部終了しました。 

 １２月１３日は午前９時３０分から本会議を開き、一括質疑を行います。本日はこれで散会し

ます。御苦労さんでした。 

散会時刻 午後２時５３分 
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                            （第４日） 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について 

第 ２ 議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について 

第 ３ 議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正について 

第 ４ 議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について 

第 ５ 議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について 

第 ６ 議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号） 

第 ７ 議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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第１１ 議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号） 

第１２ 議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 
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  １６款 財産収入（関係分） 

  １９款 繰越金 
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  ２１款 町債 
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   ２款 総務費（関係分） 
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さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について 

さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について 

平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）関係分 

 第１条 歳入歳出予算の補正 

  歳 入 

  １２款 分担金及び負担金（関係分） 

  １４款 国庫支出金（関係分） 

  １５款 県支出金（関係分） 

  ２０款 諸収入（関係分） 

  歳 出 

   ２款 総務費（関係分） 

   ３款 民生費（関係分） 

   ４款 衛生費 

  １０款 教育費 
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委員会 議案番号 件             名 
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平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算（第２号） 

平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

建設経済 

（議 場） 
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１４０ 
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平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）関係分 

 第１条 歳入歳出予算の補正 
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   ７款 商工費 

   ８款 土木費（関係分） 

  １１款 災害復旧費 

 第２条 債務負担行為の補正 

平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号） 

平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

【参 考】 陳情 

  ○「泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」 
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書」 

  ○「日豪ＥＰＡに関する陳情書」 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（濵田  等議員）   

 おはようございます。ただいまから平成１８年第６回さつま町議会定例会第４日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１ 「議案第１１７号 さつま町収入役を置かな

い条例を廃止する条例の制定について」、日程第

２ 「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘

条例を廃止する条例の制定について」、日程第３ 「議

案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正につ

いて」、日程第４ 「議案第１２０号 さつま町手数料

徴収条例の一部改正について」、日程第５ 「議案第

１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正に

ついて」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」

から日程第５「議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について」まで、以

上の議案５件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については説明済みであります。 

 ただいまの議案５件について一括質疑を行います。質疑はありませんか。麥田議員。 

○麥田 博稔議員   

 「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について」お伺

いいたしますが、先の説明のときに昭和４２年にできたと、それで、現在、上大迫さんと協議中

であるというようなことで、１２月３１日で廃止するというような話があったんですけれども。 

今までの旧鶴田町での経過とかいろいろ考えてみますと、やはり受託者の上大迫重規さんへ

の今後の対応というか、財産とか、そういうのも自分で買った備品があるとかというような話も

いろいろ聞いているんですけれど、その辺を町長はどのようにお考えなのか。 

 それと、施設を廃止しますとそのまま残りますよね。となると、やはり景観行政団体として、

川向かいの方に宮之城温泉もありますし、その辺を考えたときに施設を今後どのようにされるの

か、その辺はどのようにお考えなのか、町長に基本的な考えをお伺いしておきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 御指摘のように、今まで長い間受託をして取り組んでいただきました上大迫さんにおかれまし

ては、長年の間で相当の備品をやはり購入したりしながら取り組んでこられた経緯がございます。 

 それで、その内容がきちっと出ている部分とわからない部分とありますので、そこらを勘案し

ながら、やはり適正な、表現としては何と言ったらいいんでしょうか、そういう手当をする必要

はあるんではないかというふうに考えているところでございます。そこのところは、今協議中と

いうことで、金額的な面に関してはもうちょっと詰めさしていただきたいと思っております。 

 それと、つるだ荘に住居としても使用しておられたわけですけれども、住居的には退去したい

と、１２月いっぱいで退去したいということを言われておりますが、厨房の方は、当面３月末ま

で使わしてほしいということを言われておりますので、それは可能だろうというふうに、普通財

産に切りかえて有料で賃貸借という形で、その間は可能であろうというふうに思っているところ
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であります。 

 それで、その後のこの施設の処分の件に関しましては、基本的に解体ということをしなきゃい

けないというふうに思っているわけでありまして、それで今回の災害をきっかけとしまして、町

村会の共済保険の方に入っておりましたので、総合賠償補償保険という。これでどこまで見てい

ただけるかという課題があったわけですが、今災害によってこの施設は全壊の損害を受けたとい

うことを申し入れているところであります。 

 それで、実際ああいう宿泊も兼ねた施設ということからしますと、１階、２階部分がこういう

被害を受けて、実質的に宿泊できない、施設としては使えなくなったということで、やっぱり機

能的にこれは全壊に値するということを想定しながらお願いをしているところでありまして、町

村会と一緒になって私も全国の町村会の共済の方にも直接相談に行ったわけですが、県の町村会

としては、全壊という想定で７,３９０万円の申請を今していると、これがどこまで見ていただ

けるかというのが、そう遠くなく結論が出るというふうに聞いておりますので、そういうことを

踏まえれば、解体ということも可能になってくるのかなというふうに思っているところでありま

す。 

○麥田 博稔議員   

 最初の方の質問ですけれども、やはり受託者への配慮というのは、地方政治でも情と筋とかい

ろいろありますけれども、やはり私も川向かいにおって今までのことをいろいろ聞いていると、

やはり情の部分というのもある程度はないとおさまらないのかなという気持ちもするんです。 

財政が厳しいからちょっとでも売れということもありますけれども、やはり旧鶴田町で無理

無理してくれっちゅうかお願いして、何とかやってきたと、それで自分も今までサッシとかいろ

いろやっていたのをやめてですよ、やっぱりあっちの方に振り向いたとか、そういうこともあり

ますので、その辺は今後また議会の皆さんの同意もいりますけれども、やっぱり十分に配慮して

いただきたいと私は思います。 

 それから、解体のことにつきましては、やはり町長が今言われましたように、町村会長とか、

いろんな立場で交渉をして、できるだけやはり有利になって、あのままでおきますと、どうして

もやはり立入禁止をしても、今後さっき言ったように景観的なものもありますし。それから高校

生とか、いろんなそういう人が入って事故とか何かがあったときに、やっぱり所有者責任ですか、

そういうのも問われますので、私も金はかかるけど解体の方がいいのかなという気持ちを思いま

す。 

 それから、やはりそれに続いて、また上に母子センターの方もあります。あれもまだ県とのあ

れがついていないということもありますけど、その辺もひっくるめていろいろ交渉をして、努力

をしていただきたいと要望をしておきます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。川口議員。 

○川口 憲男議員   

 町長に関連で、ただいま、つるだ荘の解体ということで町長の答弁がありましたけれども、麥

田議員から出たように、母子センター、つるだ荘解体というような話でいかれますが、年次的に

どういう計画でいかれるのか、それで更地をどうするのか、そこらあたりまでの考えがあるのか、

聞きたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 つるだ荘の方は、先ほど言いましたように、この保険の結論が出れば解体が可能になるのかな

と思っておりますが、母子センターの方は、まだ災害に遭ったというわけではありません中で、
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耐用年数がまだ相当残っているということもある中で今、県と協議しているということでありま

すので、そこのところはもうちょっと検討を要すると思っております。 

 また、つるだ荘の跡をどうするかということについては、まだ今のところ検討まで進んでおり

ません。 

○川口 憲男議員   

 従来、湯権者がおりまして、それから町の湯の権利までいきました。その中にあって今度、廃

止、解体となれば、当然湯の湯源といいますか、そのまま残ってそれも活用策がいろいろ出てく

るんじゃないかと思うんですけれども。 

今後例えばそれを、町の財産を破棄するということになれば、そこあたりの対策もあると思

うんですが、そこらの考え方を地元への説明というのはどういうふうになされるつもりですか。 

○町長（井上 章三君）   

 湯源が残るわけでありまして、これは、やはりいい湯だという評価も得ている湯源であります。

それに対して、跡をできれば活用したいというような考えを持っておられる方もいらっしゃると

いう話もありますので、地元の方々にはそこらの説明を、いずれにしろ解体、あるいは今後のこ

とについて説明会をやって、そして公正な跡の処理をしなきゃいけないだろうというふうに思っ

ております。 

○川口 憲男議員   

 当然、今まで４２年からありましたこういう施設が、その地域から解体してなくなるというこ

とになれば、地域としても非常に残念な思いといいますか、いろんな思いがあります。 

 ただし、これは財政的な面もありまして、無理が言えないところもあるわけですけれども、や

はりそういう跡地の問題、母子センターの方も県との協議を重ねていくということの話です。早

急に地元にもそういう説明をして、あるいはそういう湯源の問題もどういう活用方法があるかと

いうことを示されたり、昨日の一般質問でもありましたけれども、地域の活性化となれば、そこ

あたりの活用というのは、ものすごく大事になってくるんじゃないかと思います。 

 その点を考えますと、議会で条例廃止後の話でもいいと思いますけど、早い時期にやっぱり住

民に話し合いを持ってほしい。 

今でも温泉はいつ復活するのか、という話をずいずい聞くわけですけれども、確実に今日の

これが出てきますと廃止ということで説明もできるわけですけども、私たちの話で納得される方

もいるかもしれませんけれども、やっぱり町長自ら出てきて、今までの歴史とつるだ荘が持って

きたいろんな意義を、廃止する理由を地域に説明していただくよう要請しておきます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。中尾議員。 

○中尾 正男議員   

 関連で、今、川口議員の方からもありましたけれども、ちょっと明確になっていない部分を、

私が思っている部分、聞いてみたいと思います。 

 入浴の権利を持った人が２０名弱ございます。ここあたりとの話を今回も当然取り壊しになれ

ば、泉源の湯権そのものは町に帰属するんでしょうけれども、今までもずっと話し合いが決着が

ついてないというか、そういう形できていますから、今回取り壊しということになれば一つの機

会ではないかと思うんですが、そこあたりのところをどのように考えておられるのか。 

話し合いを持たなければならないんじゃないかと思うんですが、ちょっと考え方を聞いてお

きたいと思います。 

○助役（総務）（宮之脇尚美君）   
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 つるだ荘につきましては、建設当初からいわゆる旧鶴田町に譲渡される段階での共有名義であ

りました泉源の関係がございました。これについては、当時あび～る館を建設される段階でも、

この権利問題についていろいろ協議をされているわけですが、地元としては協議が整わなかった

ということで現在に至っております。 

 実は、これについては、今回の廃止の問題等を検討いたす段階で弁護士とも協議をいたしてお

るわけでございますが、基本的にはこの指定管理者に移行する段階で有償として入浴していただ

くということで、そういう入浴権のある方々については説明をいたしておりまして、そこら辺に

ついても御理解いただいております。 

 さらにまた、将来的なそういう問題については、廃止の方向も一定の方向を案に示しておりま

して、そうなった場合には、やむを得ないというようなことも理解をされておりますので、従来

ありましたような問題というのは生じないというようなふうに考えております。 

また、弁護士の方も、これまでの町のそういう対応等を考慮いたしますと、補償等について

は特に必要ないんじゃないかというようなことの見解もいただいておりますので、そこら辺につ

いては、また十分理解を求めていきたいというように考えているところでございます。 

○中尾 正男議員   

 ただいまの説明で、今回の解体でそこあたりの今までのつながりは切れるということ、そこの

ところをやはりはっきりとしておかないと、また後で問題が出てくると困りますから、そこあた

りのところについてはよろしく対処していただくように要請しておきたいと思います。 

○町長（井上 章三君）   

 指定管理者に移行するという段階で、住民のその湯権者の方々と、入浴権者の方々と話をしま

して、町として今まで運営していた段階からこういうふうに、民間にという形になるので、そう

いうような権利というのは消えるというような方向で一応理解はしていただいているというふう

に認識しているところです。 

○平田  昇議員   

 さつま町手数料徴収条例を改正する中で、２３の日本国とカナダが並んでおります。総務課長

でいいです。この日米という言葉が日常語になっているわけですが、このカナダという特定な国

が並んでいるこのバックグランド、背景は何だろうという素朴な疑問です。 

 それともう一つ、これまでの助役が副町長になるということで関心を持つ一つに、副町長に委

ねられる権限の分野は既に決まっているのかということ、どういう分野が委ねられるのだろうか

ということです。 

 私は、なぜこれを尋ねるかと言いますと、一つの思いがあるわけです。町民からの思い、訴え、

願いを受けとめて検討し、これに応えていくポジションにある副町長というものは考えられない

だろうか、これを言いたいわけです。 

 なぜこういうことを言うかといえば、最近私が皆さんも同じでしょうが、町内から受け取った

訴え、アクシーズの問題、そして何とか元の生活に返していただけないだろうかという、悪臭に

耐えられないという関係住民の皆さんの訴え。 

そしてもう一つは、これはまた別な基点で、年末年始になれば町行政関係の方は、ひとつ町

内で宴会してくださいと、よそに出ないでやってもらえないですかと、こういう厳しい時代です

からひとつ地元の気持ちを読んでくださいと、こういう気持ちが訴えられているわけですが。 

こういうものを町として、今、課長が一生懸命取り組んでいることはわかります。夕べの会

合でもわかりますが、これを町として受け取って検討をしていく、そして回答をしていくという

ポジションとしての副町長というのは考えられないだろうか、これを伺いたいわけでございます。 
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○町民課長（竪山 修啓君）   

 別表第３中にあります手数料徴収条例の第６条関係でございますが、この中におきましては、

日本国と外国ということの中でですけれども、あえてカナダが出ております。現在、カナダとの

関係の中に協定が結ばれておるわけでございますが、そういった中で厚生年金保険法等の特例と

いうものの関する法律が改正されたと、あえてカナダだけを今のところ出してございます。 

 外国の場合にこういった制度的なものに触れますと、当然また今後、こういったほかの国にお

きます協定の関係等もまた出てくるんじゃなかろうかなというふうには感じております。 

 目的につきましては、今現在、国際的な人的交流の活性化ということにも伴いまして、日本と

外国を仕事で往来する方が増えてくるということで、今回はこういった年金制度等の両方に加入

されておるわけでございますが、そのものをいずれかの保険の適用にするということでございま

して、今後はやはりそういった制度の適用というものが出てくるというふうに感じております。 

 保険料をそうしますと負担しなければならないわけでございますが、そういった問題が生じて

いることから今後整理をしていくんだということになってまいります。 

○平田  昇議員   

 該当する国は、カナダ１国ということですか。 

○町民課長（竪山 修啓君）   

 今現在は、制度的なこういった体制がなされておるのはカナダだけです。 

○町長（井上 章三君）   

 今回のこの副市町村長制度ということを踏まえまして、この副町長という制度を制度化しよう

ということでございますが、これは政策判断を必要とする事業に関しては、これは町長を中心と

してこれを検討していくということは当然でありますけれども、一般的な事務に関する権限はで

きるだけ副市町村長に委任する方法は考えられるというふうになっております。 

 それと、さらに我が町なりのこの合併後の町という状況もあり、今回災害という問題も特殊な

また課題も出てきているということもありますので、その役割に関しましては、さらに我が町な

りのその分担というのを検討する必要があるというふうに考えておりまして、４月からというこ

とになっておりますから、そこのところはもう少し時間をかけて検討をさしていただきたいとい

うふうに思っておるところです。 

○平田  昇議員   

 結局、町長から動かない権限は、議会の議決を要する案件という判断でもよろしいですか。 

○総務課長（湯下 吉郎君）   

 ただいまの件に関しましては、町長が一般的な、町長にしかできないことといいますのは、例

えば議会の招集権でありますとか、発案権とか、それから条例・規則の公布とか、そういうこと

はやはり町長が責任を持って行使をしていくということでありまして、副町長というのは、一般

的なこと、それから町長が副町長に委任して任せてやるという方法と、あるいは例えば企業誘致

でありますとか、あるいは行政改革でありますとか、それから緊急を要するようなこと、それを

副町長に委任してやるというような方法がありますので、ただいま町長が申し述べましたように、

我が町なりのいろんな方法が考えられますので、それは規則で副町長に対することを職務として

委任をしていくということでありますから、３月までの間にその規則を定めて、また議会の皆様

にも御報告をしていくということの段取りでおります。 

○平田  昇議員   

 町民からの深刻な訴え、悩み、要望、こういうものを受けとめて検討するポジションとしては

考えられないか。 
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○総務課長（湯下 吉郎君）   

 あらゆる分野で町民の皆様方の御意見というのは聞かなければいけないというのは、もちろん

町長を含めて、助役、職員もですが、そのポジション的な総合窓口というような表現になるかど

うかは今のところ検討はしておりませんけれども、個別の、今、助役の職制でありますように、

例えば総務助役は、経済担当助役は、観光でありますとか、農政でありますとか、そういうこと

を定めてございますので、総合的なその窓口という表現の仕方は、今のところでは今後の検討課

題であるというふうに思っているところです。 

○平田  昇議員   

 了解。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 別にありませんので、ただいまの議案５件に対する一括質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案５件については、お手元に配付しました議案付託表のとお

り、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第６ 「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一

般会計補正予算（第８号）」、日程第７ 「議案第

１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）」、日程第８ 「議案第

１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）」、日程第９ 「議案第１３８号 

平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算

（第２号）」、日程第１０ 「議案第１３９号 平成

１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）」、日程第１１ 「議案第１４０号 平成

１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号）」、

日程第１２ 「議案第１４１号 平成１８年度さつま町

簡易水道事業会計補正予算（第２号）」   

○議長（濵田  等議員）   

 次は、日程第６「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」から

日程第１２「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」ま

で、以上の議案７件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については説明済みであります。 

 ただいまの議案７件について一括質疑を行います。質疑はありませんか。新改幸一議員。 

○新改 幸一議員   

 議案１３９号の農業集落排水事業特別会計の補正予算の中でございます。地元でございますか

らお聞きしますけれども、１９８万円の施設の修繕ということで聞いたわけでございますけれど

も、どういう不都合があってこういう修繕があるのか、中身をちょっと教えていただきたいと思

います。 

 それともう一点、議案１３５号の一般会計補正の中での、７款商工費の中での中小企業災害復
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旧資金の利子補給２２８万６,０００円と金額が出ているわけでございますけれども、この関係

の補助金の件数は何件分の利子補給なのか、そこらあたりをお聞きしたいと思います。 

○環境課長（桑園 憲一君）   

 農集の７ページ、歳出の中の農業集落排水事業費で１９８万円の内訳のことでございますが、

中継ポンプの交換１基を行いたいと考えております。 

それから、本管を道路に埋設しておるわけですが、どうしても国道の埋設につきましては、

車の通行料が多いためにマンホール付近が傷みがひどいということで、道路沿いの住民から苦情

がきますので、そこあたりに対する修繕料、それから、その他といたしまして、機械等の修繕料

を見込んでいるところでございます。 

○商工観光課長（橋之口幸男君）   

 商工振興の関係の中小企業災害復旧の関係の利子補給の関係でございますが、現時点での貸付

件数というのが６６件ということになっております。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。平八重議員。 

○平八重光輝議員   

 ２８ページの商工振興費のことについてお尋ねいたします。 

 今、新改幸一議員の方からもありましたけれども、利子補給ということで２２８万

６,０００円、これは、お金を借りた方に対する補助ですけれども、今回、水害で相当な被害を

受けられた方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、このお金を借りられなかった方、

６６人借りられたということですが、その以外の方に対する補助と申しますか、振興のための予

算というのは考えられなかったものか、お尋ねいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 国県の方で、この商工業に対する災害に関するそういう支援というのが、現在のところいろい

ろと言っておりますけれども、なかなかはっきりしたものは出ておりません。 

 それで、御存じのように機械設備に対するものであったり、運転資金であったりというような

ことで、こういうことへもうちょっと制度を作ってもらえないかということでの要望はしており

ますけれども、今、署名運動もされておりますが、そういうことも踏まえて、さらにそういう要

望はする予定でありますが、現段階においてそういうものが具体化したというふうには至ってお

りません。 

○平八重光輝議員   

 予算的には今のところ非常に厳しいということで、制度的にも厳しいということですが、例え

ば、何年か前になりますけれども、ＢＳＥの問題がありました。そのときは、議会、役場の職員

皆さん挙げて、私は余り肉は食べないんですけれども、皆さんお金を出して肉を買われて、少し

でも手助けになればというてされたわけです。 

 今回は、商工会はじめ商店街が、それ以上の被害があったんではなかろうかと、ＢＳＥの場合

は一過性でしたけれども、これはずっと引きずっていかなきゃならんような被害を受けておられ

るわけです。 

 そこで、例えば役場の職員をはじめ議会もですけれども、商工会の商品券をみんなで買おうじ

ゃないかと、みんなで買って少しでも商店街のために手助けと言えばちょっと失礼になるかもし

れませんけれども、何とかお手伝いはできないかというようなことを考えられなかったものか、

考えていただけなければ、今からぜひ考えていただきたいと思うんですが。 

 それとか、やっぱり職員の皆さんの新年会、忘年会もあるんですけれども、これもできるだけ
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町内のお店を使っていただくというようなのを、町長の御判断で、皆さんにお願いという形しか

できないかもしれませんけれども、そこまで踏み込んで少しでも商工会の振興に手助けをしたい

というようなお考えはないものかお尋ねいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 職員に対して、忘年会シーズンになるわけですけども、できるだけ被災地の復興しているとこ

ろを活用してもらいたいという呼びかけは、私の方からもしてございます。 

それで、新年会というのもまたあるわけでございますが、商品券ということについては、ま

だちょっとそういう想定は、特に検討はしておりませんが、御趣旨は、気持ちはよくわかります

ので、またできる形での呼びかけはしてみたいというふうに思っております。 

○平八重光輝議員   

 商品券の購入と、それと役場で使用される備品等の購入も、商品券等も含めて、ぜひ私個人と

してはやっていただきたいと思います。そういうふうに、ぜひ前向きに検討をしていただくよう

に申し述べておきます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。新改幸一議員。 

○新改 幸一議員   

 もう一点お伺いいたします。２４ページの６款農林水産業費の１項５目の農産園芸振興費の中

での原油価格高騰施設園芸緊急対策事業補助ということで、１,９９７万円計上してございます

けれども、この事業の中身をちょっと詳しく教えていただきたいと思っております。 

○農政課長（赤崎敬一郎君）   

 昨年に続きまして原油価格の高騰施設園芸復旧緊急対策事業ということで、今回は、３件の団

体が申請がございました。 

１件が、さつま農協のトマト部会、これは４戸の農家で、三重カーテン、二重カーテン等を

やるということ。 

それから、葉物部会ということで、こちらも二重カーテン、循環扇等を計画されております。 

 それから、鉢物部会ということで、これはシクラメンの部会でございますが、ここにつきまし

ては、三重カーテン、循環扇、多段式サーモということで、１段でするより、２段、３段と切り

かえてやって、少しでも重油を軽減したいということでございまして、これの３件でございます。

事業費の２分の１の額が１,９９７万円ということでございます。 

○議長（濵田  等議員）   

 よろしいですか。ほかにありませんか。麥田議員。 

○麥田 博稔議員   

 ３、４点お伺いしたいと思うんですが、まず３款２項３目、この保育所運営費で特別保育育成

補助というのがあるんですけれども、これは減額になっているんですけれども、健やか保育推進

事業補助なんかも今年新規で１３６万円で９０万円ぐらいの減額ですか、ですから、減額の幅が

ちょっと大きいもんですから、制度的にあったのか、それともいろいろと利用者の方が利用がな

かったのか、それともやはり保育園の方が受け入れがたいというか、少なくて、その辺がどうだ

ったのか、ちょっと説明をお願いします。 

 それから、４款２項清掃費ですけれども、これは水害の精算金ということだったんですが、総

額で清掃費でどれぐらい使われたのか。この２項について、総額的にはどれぐらいだったのかお

伺いいたします。 

 それから、１０款２項２目教育振興費、扶助費が上がっているんですけれども、これが今、こ
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の前テレビを見ていますと、東京都なんかは非常にこれが増えてきて、１０何㌫、２０何㌫、

６０何㌫というところもあるというようなことなんですが、本町の場合は、どれぐらいになって

いるのか。そして、その傾向が現在上がりつつあるのか、下がりつつあるのか、そのままで平均

できているのか。 

 それから、１１款２項１目災害復旧費について、相当大きな金額が、１億５,０００万円ぐら

い出ているわけですけれども、今いろいろ談合事件とか、いろんなことがありまして、鹿児島市

議会でも一般質問の中で９５㌫以上については談合の疑いがあるとか、それから南日本新聞にも

そのような記事が出ています。 

 それで、私たちは決算審査委員会の中で、いろいろ１７年度もしたんですけれども、現在、自

分たちの町がどれぐらいになっているのか。そのときに、中尾委員の質問に助役さんは、今後そ

ういうことがないように厳正にとか、電子入札とかあったんですけれども、再度本会議で確認を

しておきたいと、平均入札率と今後の対応について。 

 対応については、やはり町長にも一言決意を、やはり和歌山、福島、宮崎、いろんなところで

批判も出ていますし、そういうことでいろいろ逮捕者も出ていますので、町長にもその辺の決意

をお伺いしておきたいというふうに思います。 

○福祉課長（福永  城君）   

 ２０ページの３款２項３目保育所運営費の特別保育事業費の減額について説明を申し上げます。 

 地域子育て支援センター事業、それから休日保育事業、一時保育事業につきましては、県の基

準額の変更による減額でございます。 

 それと、延長保育促進事業につきましては、当初５保育園が希望されておりましたが、事業実

施が困難であるとの理由で、１保育園が取り下げをされた分でございます。 

 それから、乳児保育事業につきましては、県の基準額の変更による減額２園分と、基準要件に

該当しない２園分の減額でございます。 

 それから、健やか保育推進事業補助につきましては、軽度の障害児の対象児童数の変更による

減額ということでございます。 

 以上です。 

○町長（井上 章三君）   

 昨今、談合問題で大変関心を呼んでいるわけでございますけれども、本町におきまして、やは

りそういうような疑われるような形というのは、できるだけないような方向に、やっぱり取り組

まなきゃいけないというふうに基本的には思っているところであります。 

 地元の業者の方々が、せっかく地元で発生したいろんな仕事というものをできるだけ受注して

もらいたいという気持ちはあるわけでありますけれども、そういうものと、この談合というよう

な形で疑われるような形というのは、できるだけ少なくしなきゃいけない、なくさなきゃいけな

いということでのまた取り組みというのは、制度的なものもあると思うんですけど、手法的なも

のはあると思うんですけども、これはまた、できる限りの努力をしていくようにまた指示したい

と思っております。 

○環境課長（桑園 憲一君）   

 今回の水害によりまして、臨時議会、あるいは専決処分をいただきまして、総額で

５,１８０万４,０００円の予算を組んでいただいたわけなんですが、１１月２７日に全部作業が

終了いたしましたので、検査を受けまして、そこで調整をいたしまして、最終的には

４,５００万円程度で一応今回の水害によります災害は、この予算をもって一応終了ということ

になります。 
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○工事検査監（東  幸治君）   

 落札率についてお答えいたします。 

 公共工事の落札率算出のもとになっている予定価格は、適正な工事を施工するための資材、機

械、または労務費について、取引の実例価格、需要の状況や工事の難易度、数量の高、期間の長

短等を考慮した合理的な価格であると考えております。 

 過去４カ年と、今年の４月から１１月３０日までの落札率の結果につきましては、平成１４年

度から平成１６年までの３カ年につきまして、旧宮之城町の落札率についてお答えいたします。

１４年度９６.５４㌫、１５年度９６.３６㌫、１６年度９４.３７㌫、また、合併後のさつま町

としての平成１７年度と平成１８年１１月３０日までの落札率につきましては、１７年度

９３.７㌫、１８年度９６.６９㌫となっております。 

 今後の対応につきましては、さらなる工事の品質や入札の透明性、公平性、競争性を確保する

ため、また不正行為の排除の徹底等を図るため、現在、電子入札システムを県と共同開発中で、

平成２０年度から導入を予定しております。 

 以上です。 

○教委学校教育課長（上舞 幸徳君）   

 ２０節扶助費についてお答えします。 

 本町は、平成１８年度７.８５㌫の扶助率でございまして、過去５年間の推移を追ってみます

と、平成１４年度が７.９３㌫、１５年度が７.６４㌫、１６年度７.７９㌫、１７年度７.６７㌫

とほぼ横ばいの状況にございます。 

このように、過去５年間の推移は８㌫弱で推移しており、全国の町村と同程度の認定率でござい

ます。 

 以上です。 

○麥田 博稔議員   

 今るるお伺いしたわけですけれども、この談合問題ということにつきましては、今日の南にも

書いてありますし、それから今、検査監の方からも話がありましたが、やはり予定価格というの

は、鹿児島市議会でも落札率算出の予定価格は、適正な工事を施工するための標準的で合理的、

また、適正な労働条件や企業の健全運営を図られることを考慮した価格というふうに答弁をされ

ているんです。 

 ですから、やっぱり１００に近かっても行政側は、何ら不信なことはないんだという話があり

ますけど、やっぱり新聞とかなんとかを見ますと、やはり９５以上は。だけど、今聞いたら、や

っぱりうちについては、そこそこの入札率で、１８年がちょっと９６.６で高どまりになってい

ますけれども、やはりある程度適正にされているなという気持ちはするんですけれども。 

さっき町長が言われましたように、それから助役が決算委員会で言われましたように、いろ

んな方法で、やはり公平に、町民から疑いの目で見られるとか、いろんなそういうことがないよ

うに、やはり留意していただきたいというふうに、これは切に要望をしておきます。 

 これに書いてあります。私も、やはり地方にとっては、公共事業は経済の根幹であって、地元

業者の優先というのが自分も思っています。 

そして、談合はやはり必要悪じゃないかなという気持ち、結局、指名推選にして地元に仕事

が回れば、やはり潤うんじゃないかという基本的な考えは、私も持っていたんですが、やっぱり

この新聞を見ますと、やはり談合は必要悪じゃなくて、やっぱり悪いんだというところから今は

いかないとこれはだめなんだ、というふうにいろいろ書いてありますので、やはりその辺が徹底

された上でやはり地元優先といいますか、先ほどあったように、やっぱり企業のために、地元の
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商工業のために、何か手立てをするというのは、また別の問題だと思いますので、その辺はやは

り町長もるる理解をして今後努力していただきたいというふうに思います。 

 それから、災害復旧に対して４,５００万円ぐらい入ったということですが、先の１２月の特

別交付税、先般１２月４日に各自治体に配分するというようなことで、財政課長のところに行っ

て聞いたら、４億５,０００万円ぐらいというような話があったんですが、その辺が実際どうだ

ったのか。 

決算委員会のときには、昨年は、全体で１２月と３月で７億２,０００幾らだったですか、も

らったというふうにあったんですけれども、それがどうなのか。 

 そして、それがあったら、結局、１８年度のだいたいの決算見込み、歳入とか歳出とか、それ

から実質収支になりますか、その辺がどのようにお考えなのか。 

 それと、そこが出てくると、おのずから３月までの財政指数、どんなものがあるのかというの

はわかってくるわけですけれども、だいたい今度で１８３億、４億ぐらいですけれども、最終的

にどれぐらいになるのか、その辺をお伺いしておきたいと思います。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 最初に、特別交付税の関係でありますが、１２月５日の日に特別交付税を一部入金いたしてお

ります。額は、発表されましたが、４億５,７７２万８,０００円ということであります。１２月

に、鹿児島県全体に交付された特別交付税は、約７０億円というふうに聞いておりますが、その

中で町村分が２３億であります。ですから、町村分のだいたい２０㌫は、さつま町であったとい

うことになります。 

 財政主管課としましては、この豪雨災害について、多くの人が国県に対して陳情していただい

たわけですが、このことを十分とはいかなくても、ある程度反映された数字ではないかなという

ふうに考えて感謝いたしております。 

 ただ、１８年度特別交付税の総額はということになりますと、３月交付を待ってみないと一概

には言えないわけですが、去年の場合、合併初年度ということで、その分の特別交付税がかなり

多く入っております。 

 ですから、今年の場合は、合併だけいきますと、１億１,０００万円は必ず減るというところ

から災害を積み上げて、その他の特別財政需要を積み上げていきますので、そこ辺は非常に不透

明な領域ですが、こちらとしましては、できる限り実情を知っていただいて、多くの特別交付税

を３月には期待しているところであります。 

 あわせまして、１８年度の普通会計の決算見込みということでありますが、とにかく今となり

ましては、この歳入にしましても、歳出にしましても、この災害に係る繰越明許費といいましょ

うか。この額をどのぐらい今後出てくるのか、数億なのか、１０億に近い繰越額ということにな

るのか、そこでだいぶ違っていきますが、実施収支そのものには影響がないというふうに考えて

おります。実質収支額をいろいろ考えますと、４億円程度はどうしても欲しいということを考え

ております。 

 今後の財政支出見込みでありますが、とにかく財政調整基金、減債基金を中心にしました積立

金の補強を考えております。そうしませんと、１９年度は非常にこの新型交付税、税源移譲で見

えない部分が多いですので、財調をとにかく、減債基金をとにかくたくさん積んで１９年度に臨

まなければいけないのかなという気がしております。 

 減債基金につきましては、被災直後知事が、県の支援策ということですぐ新聞発表をされたわ

けですが、その一番最後の方に、県の振興資金の１８年度償還分を猶予しますという話がありま

した。 
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ですから、うちは、県の振興資金の１８年度償還額が９,０００万ぐらいありますので、その

分が猶予されるということであります。ですから、これも貴重な財源ですので、２月補正なりで

減債基金積立とかいうことをしまして、後年度に臨んでいきたいというふうに考えております。 

○麥田 博稔議員   

 今、るる述べられたんですけれども、財政が厳しいという中で４億５,０００万円あったとい

うようなことで、何とか助かるのかなという、出るのも多いわけですけれども、そう思います。 

 あと残ったのを、積立金というようなことで言われて、私もそうだろうなと思うんですけれど

も、やはりそうしていないと。水害前に議会に勉強会があったときに、私はちょうどその７月

２２日のちょっと前だったですね、１日、２日。それで、いろいろなところで災害があるから、

やっぱり災害対策基金というようなものも設けなくてはいけないんですかという話もしたんです

けれども。 

 この前、たまたま土地開発基金ですか、あれがあったので１億円取り崩せたんですが、今朝も

地震があったんですけれども、こういうのを考えますと、やはりある程度の基金を持っていない

と、町民も安心安全はできないし、やはりいつも財政はたいてい暗い話になりますけれども、や

はり基金というのは、基金は大事だと思うんです。 

 だから、手をつけなくて、後世のためにちゅうか何か、そういうときのために、やはり災害対

策特別基金という、何かそういうのを設けてやる必要もあるんじゃないかと思うんですけれども。 

この前財政課長にお伺いして、それも考えなくてはという話があったんですが、町長に基本

的な考えをお伺いしておきたいというふうに思います。 

○町長（井上 章三君）   

 今、御指摘があったように、やはり今回大きな災害がありましたけれども、今後もそういうこ

とがないとは言えないということもあり、やはりそういうことにかかわるような基金というのは、

できるだけ準備をしておく必要があるのではないかということも思いますし、今、財政課長の方

からありましたように、基金の方に積めるものはできるだけ積んでおいて、来年に備えたいとい

うふうに思っているところです。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。中尾議員。 

○中尾 正男議員   

 一般会計から今回国保の方に繰出金、基盤安定財政支援に５,１００万円ほど繰り出しをして

あるわけですが、国保の方の合計が一般会計の方が２億８,５００万円ぐらいですか、これにつ

いて、繰出金の分が交付税参入額のだいたい何㌫ぐらいを繰り出してあるのか、財政課長の方で

いいと思うんですけれども、お聞きしておきたいと思います。 

○財政課長（二階堂清一君）   

 国保会計の繰出金ということでありますが、非常に厚生労働省側は、交付税でみてあるから繰

り出してもらいなさいということを言われますし、逆な見方をしますと、やっぱり交付税という

のは一般財源だからという見方で、財政の厳しい年度、そうでもない年度で、また各団体で非常

に違っていくと思いますが、今回の場合は、だいたい８０㌫ぐらいを繰り出してあります。 

○中尾 正男議員   

 ８０㌫程度繰り出してあればいいかと私も思います。と申しますのは、やはりこの国保税は、

みんな掛けている方が非常に重税感で苦しんでおられます。最高限度を掛けている人は、隔月で

すけど８万円を超える、保険料が払えなくて、保険証がもらえないけれどもしゃあないと、医者

どんには行かんというようなことでありますから、できるだけそのための、今ありましたとおり

- 136 - 



 

国保のそれの目的、目的その分だけではないでしょうけど、それにあわせた交付税ですので、で

きるだけ１００㌫に近い、本当はそうしていただきたいんですが一般会計の方もありますから、

８０㌫以上繰り出しをしてあればいいんじゃないかというふうに考えます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。柏木議員。 

○柏木 幸平議員   

 一般会計の災害復旧費のことで、昨日、河川改修とまちづくりについての中でも、まちづくり

と災害対策ということで、地元からの要望があると町長に要望したわけですが、その中で多くの

問題があるという、６点のことを言われました。 

河川改修計画が未定の状況で計画区域をどこまでにするのか。２番目に、浸水地域のほとん

どが過去に土地区画整理事業実施済みの地域である。３番目に、町の財政事情が事業導入に耐え

得るか。４番目に、県の協力が得られるか、これは国道公官金ということで。それと５番目に、

地権者の合意形成は得られるだろうかということで、これは導入事業による補償金の違い。それ

と６番目に、河川激特事業とまちづくり事業期間の連携がとれるかという、この６点を上げられ

たわけですが。 

 これまでの昨日、おとといの一般質問でもありました。町長の答弁でもあったわけですが、そ

の前の答弁にもいろいろとありました。町長は、ダムにしても、激特にしても、住民の立場より

も、この国県の立場を理解したような答弁が私は受け取れてたまりません。 

それで、首長として、やっぱり住民のこの立場を理解して、無理してでも国県の要望はして

いくべきだと思うんですが、そこあたりの町長の姿勢というのをお伺いいたします。 

○町長（井上 章三君）   

 今回の災害の状況などについて、実際のところどうだったのかということに対して、私は、や

っぱり客観的に冷静に判断するところは判断し、そしてまた要望するところは要望するというこ

とでいかないと、住民の立場からいけば、それは元の状態に戻してほしいという要望は、これは

いろんな要望が出てまいります。 

 その要望の中で、やはりこれは、本当に何とかしてやらなきゃいけないという点と、これは、

ちょっと誤解があったり、ちょっと無理があるんじゃないかということとか、そこは、やっぱり

客観的に判断をしないと、何でもかんでも住民がこう言うから、こういうふうに言うんだという

ことでは、話が筋が通らない場合もあります。 

 私は、住民の皆さんをできるだけやっぱりこの機会に言えることは言わんにゃいかんというふ

うに思っておりますが、そこらにルールというのもあったり、客観的な状況の判断というのもあ

りますから、そういうことも踏まえながら、しかし、言えるところは言うんだと、決してその住

民の立場ではなくて、国の立場をただ擁護しているとか弁護しているというつもりは全くありま

せんから、やはりその町の立場に立って、あるいはその住民の気持ちというのを選択しながら、

できるだけの努力をするんだという基本姿勢にあるということは理解していただきたいと思って

おります。 

○柏木 幸平議員   

 やはり、答弁の中でも、そういう気持ちがあるんだったら、やっぱり隠すべきところ、こうい

う答弁の中で言うべきでないところやら、町長はこれまでやはりダムの理解にしても、まだ浅い

期間でも言われておりますし、やっぱりそこあたりの心遣いも必要だと思うんですよ。そういう

意欲があるんだったら、理解を求めるんだったら。 

だから、私たちにそこが何か通じてこない、そういう気持ちがあるわけです。それは住民も
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一緒だと思います。 

 だから、そこあたりのこの考え方も変えてもらうというか、やはり自分のこの立場を考えた答

弁が欲しいと思うんですが、そこあたりに関してはどうでしょうか。 

○町長（井上 章三君）   

 私は、町長として、やはり自分なりの見識の中で判断をしながらこの情勢を見ているわけであ

りますので、それなりに判断のその根拠というのは、自分なりに努力している面は持っているつ

もりであります。 

 ただ、住民の皆さんのやっぱり困っている状況、何とかならないかということに対しては、で

きるだけの努力はしてみなきゃいけないということで、今までも努力をしてきましたし、これか

らも、また被災者の方々との要望会もありますが、そういうことを踏まえてやることはやるとい

うふうに思っておりますので。 

 その言動が、どう判断されているかということは、人によっていろいろだと思いますし、また

いろいろと尾ひれがついたりということもあるようですけれども、実際のその姿を通してこれは

判断してもらわないといけないことだろうと思っております。 

○柏木 幸平議員   

 町長の判断によって、リーダーシップによって、いろいろと行政も変わると思います。それで、

課長にしても、いろいろなアイデアがあっても、町長の判断が下されないからできないとか、や

っぱりそういう気持ちもあると思うんですよ。 

 それで、やはりそういうような面からも、今度の災害にしても何かこれでいいんだろうか、こ

のままではちょっと遅れるんではないかという、やっぱり私たち議員もですが、地元もやっぱり

やきもきしているところがあると思いますので、そこあたりの町長のリーダーシップと役場内に

おけるそういう判断、各課における指示、判断、そこあたりも的確に、早急にできるような、そ

ういう体制を町長にお願いというか、そういう対応をとってほしいと思います。〔「どうしよう

もないんだもん」と発言する者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。内之倉議員。 

○内之倉成功議員   

 福祉の関係でちょっとお尋ねしたいんですけれども。今、それぞれ介護保険にしろ、国保にし

ろ、上がりっぱなしの状況が続いてきているわけですけれども、今回、心身障害者の関係につい

て、ちょっとお尋ねしたいんですが。 

今現在のところ、１人平均、結局４万幾らの自己負担という形の中で毎月この負担をされて

きているわけですけれども、この障害者が、親亡き後の方たちの問題も含めて考えていただきた

いと思うんですけれども。 

 今のこの災害の関係で町にもお金がないというのは理解できるんですが、今、子供たちが、前

年度からすると結構、１７年度からすると、１８年度については確実に上がっていくという数字

が出ているわけですが、町長としては、今後のこの心身障害者の負担率が増えていくという形に

ついて、考えていただけるものか、ちょっとお尋ねしたいんですけれども。 

 なぜかと申しますと、福祉園ができてから７９名、最初は５０名だったんですけれども、最近

は７９名、中に入っている子供たちが３９名、それから通所が２２名、それからグループホーム

が８名という形の中で、今、障害者がこの町に入ってきている部分、地元の人もいらっしゃるわ

けですけれども、半分以上は町外です。 

 そういう形の中で、この町に入ってきたら負担金が増えたという一つの苦情が出だしているわ
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けですけれども。県内では、今のところこの負担が上がるという部分については、考えている町

村というのが、出水市、それから薩摩川内市が１９年度からは少し負担をしようという話がある

んです。 

 県外では、それぞれ町村が、そういう形の負担の幾らか、２割なり５割なりを、個人負担分を

あれしていくという形があるわけですけれども。 

今後の一つの課題として、この障害者が、親亡き後の問題も含めて、どういう形でこの町と

して考えていけるのかをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○福祉課長（福永  城君）  

 今の障害者の関係についての質問でございますが、今年４月から障害者自立支援法が施行され

まして、本人の１割負担というのが発生しているところでございます。 

 これの１割負担と、あと利用者の負担の上限額ということで、生活保護世帯については、自己

負担はゼロということで、低所得者１ということで年収が８０万円以下の方ということで１万

５,０００円、それから低所得者２ということで２万４,６００円、一般の住民税課税世帯の人で

３万７,２００円ということで、利用者の上限額等も決まっているわけですが。 

 今ありました本人の１割負担の分の町費でどうにかならないかというようなことだと思います

が、財政の状況等もございますので、今後検討をしていきたいというふうに考えております。 

○内之倉成功議員   

 確かに、障害を抱えている親というのは、人には知れない苦痛を抱えながら子供たちを少しで

もよくしようという形でお願いしているわけですけれども。 

今後の一つの福祉医療の切り捨てというのか、そういう状況が、今後財政が厳しくなれば、

国の財政も厳しいということで上がっていくわけですけれども、福祉園に今仮に入っていらっし

ゃる子供たちの状況から見ると、４万５,０００円からこの前までは４万９,０００円だったんで

すけれども、ほとんどが５万、４万８,０００円と上がってきているようです。 

 ただ、そういうような状況の中で、今一番支払いを毎月されている方が、６万５,０００円の

経費を負担されているような状況です。８万幾らの１級の方で、月に障害手当をもらっていらっ

しゃるわけですけれども、そのうちの６万円をそっちの施設の方に払い込まなきゃならないとい

う、そういう状況で、親が元気な間、近くに近親者がいる場合は、まだ何か援助もされると思う

んですけれども、中には自分一人だというような形の方もいるようです。 

一つの今後の課題として、ぜひここいらの問題についても、お目配りをしていただきたいと

思います。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。川口議員。 

○川口 憲男議員   

 災害復旧費の農林水産施設災害復旧費、それから土木施設災害復旧の両方の件で、ちょっと確

認だけをしておきたいと思います。 

 今、農林災害復旧費の関係で、前回７月２２日以前の災害の分は、今相当、急ピッチで入札さ

れまして仕事が進んでいるわけですが。 

ここで、次に、道路橋梁河川災害復旧費１億６,０００万円ぐらいのまた入札が行われるわけ

ですが、相当、町内の業者の方々、３カ所、４カ所、あるいは相当の事業を抱えられていらっし

ゃるわけですが。 

ここらのところで、３月末の完成期限までに対応できるぐらいの町内の業者の対応ができる

のか、あるいは、いろんな話を聞きますと、外から応援を求めないとちょっとできないという話

- 139 - 



 

も聞くんですが。 

それと、シルバーの方をやめていただいて、何カ年かはそっちに従事してくれという話も聞

いているんですが。 

 今度の補正で出ています災害復旧の関係で、そこあたり町内の業者、私は内需といいますか、

町内の業者の方々が潤ってほしいような希望がありまして、どうしても町外よりか町内の方に取

っていただきたいと、その中で仕事が対応できるぐらいの会社自体があるのか、そこあたりのと

ころ、ちょっと確認をしておきたいと思います。 

建設課長か耕地林業課長でも両方でもいいです。 

○助役（総務）（宮之脇尚美君）   

 指名推選委員会の方は私の方で担当しておりますので、お答えを申し上げます。 

 ただいま御指摘の件につきましては、私も当初から想定いたしまして、実は、建設業組合の宮

之城支部というのが現在、祁答院、入来まで含まれているところでございます。実は、この災害

復旧の折にも、この片づけについては、こういう祁答院、入来の方々、大変な御協力をいただい

ておりまして、建設業組合とも協議をいたしまして、現在、今回は特例的に入来と祁答院の業者

の方については、指名をさしていただいておるということでございます。 

 ただいまありましたように、国並びに県の災害復旧等も相当ございまして、こういうもののバ

ランスというのもございますし、また年度内施工完成というのが非常に厳しい状況でもございま

すから、現在、祁答院、入来の方も指名して、できるだけその年度内に完成を目指すものについ

ては、年度内で施工していただくということを予定いたしております。 

 ただ、その一部、大規模な工事がございますが、これらについては繰り越しということもある

わけでございますが、これらについては、建設業組合、あるいは建友会の方とも十分協議をしな

がら現在作業を進めているということでございます。 

 いろいろ、いろんな工事過程におきます検査等の問題というのもございますが、これはできる

だけ簡素化しながら、そういう特に支障のないような工事の施工ということについても、私ども

細心の注意を払って進めていきたいというように考えているところでございます。 

○川口 憲男議員   

 町内のこんな仕事的には、３月の期限までどうにかしていくということです。 

 あわせて、予算とちょっと外れますけれども、町長にもこれは要請をしておきたいと思うんで

すが、今後やっぱり建設業においては、この地元の災害、橋梁、あるいは田畑、いろんなところ

が出ていると思います。小さなので今度査定に入らなかったところもあるし、そういうところも

希望されているところもあるし、今後、河川工事が始まっていきますと、非常に外からの企業と

か、いろんなのが入ってくる可能性は多分にあると思います。 

 財政課長の方で相当苦しんで財政のあれをしていらっしゃいますけれども、そこでやっぱり、

内需拡大というのはちょっと大きな考え方ですけども、町長がピンチをチャンスに変えると言葉

をされましたけれども、やはり相当のお金がおりるわけですから、国交省の方のこの工事の関係

なんかも、２社協同とか、地元を含んだ受注体制をとれる方向等も十分要請していただく、向こ

うの方にもしていただきまして、地元が潤うようなそういうシステムに、システムというのか、

入札制度にしていただきたいと要請しておきます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。米丸議員。 

○米丸 文武議員   

 私は、２５ページ、６款の農林水産費の１０目団体営土地改良事業ということで、県単農業農
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村整備事業で３,４２４万８,０００円の減額というようなことでございますが，これについての

内容をちょっと教えていただければというふうに思います。 

○耕地林業課長（脇黒丸 猛君）   

 ２５ページの団体営土地改良事業費の関係の説明欄の県単独農業農村整備事業費の

３,４２４万８,０００円の減額の分でございますが、これにつきましては、災害等がございまし

て、耕地災害が結構多くありまして、その中で翌年度へ１８年度施工する予定の事業箇所を翌年

度へ送ろうとする分でございます。 

 地区につきましては、旧宮之城町でございますが、柊野地区の農道の改良関係、それから旧薩

摩地区のアザノ地区の分でございます。これを１９年度で送るということでございます。その分

の経費等でございます。 

 以上でございます。 

○議長（濵田  等議員）   

 ほかにありませんか。新改秀作議員。 

○新改 秀作議員   

 委員会が違いますので、ちょっと２、３、質問をいたします。 

 ３７ページの１０款教育費の問題ですけども、このパソコンの補修業務の減、それと借上料の

減、それとライセンス使用料をちょっと教えてもらいたいと思います。 

 それから、教育費の問題ですけども、今我々が、行財政改革をする中で教育費に関しては、ど

のような指導を行われているものか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○教委総務課長（永田 清信君）   

 ３７ページの中学校費の減額の関係でありますが、委託料のパソコン保守業務の減額１０７万

１,０００円であります。これにつきましては、薩摩中学校のパソコンの保守業務であります。 

 当初予算につきましては、いろいろ、インターネット接続、それから機器の補修等についても

全部を業者に委託するといったようなことでの予算編成、それから保守業務、そういったのを組

んでおりましたが、いろいろ決算委員会等でも御指摘をいただきました。 

 そういうことで、本年度の分は取り扱いを改善をさしていただきました。町のネットワークを

経由してのインターネット接続をするといったようなこと、それから機器の障害に対しましては、

一つ一つを対応していくと、そういうことでの改めの減額ということになりまして、今回の減額

予算につきましては、システムの保守のみを契約さしていただいたということで、こういったよ

うな減額予算となったところでございます。 

 それから、次のライセンス使用料についてでありますが、これにつきましては、山崎中と宮之

城中学校のソフトウエアにかかりりますライセンス料でありますけれども、本年５年を経過いた

しまして、ライセンス料が来年から新たに発生するということでございまして、これは、マイク

ロソフト社が持っておりますソフトウエアを１年分、本年度１８年分、この教育機器、教育機関

向けのソフトウエアを借りるということでの予算で、使用料ということで予算を出したものでご

ざいます。 

 教育費の全体的な予算の関係について申し上げますと、各学校から教育委員会に対しますいろ

んな備品とか教育機器、教材への要望がありますが、町の全体的な予算の配分といった中で、教

育費、学校への配分を行っているところでありまして、財政が立てます５㌫カットというのを少

し抑えていただいて、本年度分は３㌫カットで各学校に配分をしたいということで、今、配分作

業をいたしているところでございます。 

○議長（濵田  等議員）   
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 よろしいですか。行政管理室長。 

○行政管理室長（日高 昭治君）   

 行政改革の関係で教育委員会の関係ということですが、これにつきましては、まず細かなこと

になりますけど、町立幼稚園等の出先機関になりますけど、そこ辺の統合、あるいは給食セン

ター等の民営化、それから用務員に係る嘱託等の推進、それから今現在、社会教育課の方で協議

をしております公民館制度の推進、それから社会体育施設等にかかわります使用料手数料の見直

し、そういうものを一応今推進をしております。 

○議長（濵田  等議員）   

 よろしいですか。ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 別にありませんので、ただいまの議案７件に対する一括質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案７件については、お手元に配付いたしました議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

 本日から１５日までの各常任委員会の審査会場は、総務常任委員会が第２委員会室、文教厚生

常任委員会が第１委員会室、建設経済常任委員会が議場となっております。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（濵田  等議員）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。１２月２２日は、午前９時３０分から本会議を開き、

各議案の審議を行います。 

 本日は、これで散会いたします。御苦労さまでした。 

散会時刻 午前１０時５５分 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 豪雨災害対策調査特別委員会報告 

第 ２ 議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について 

第 ３ 議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定について 

第 ４ 議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正について 

第 ５ 議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について 

第 ６ 議案第１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正について 

第 ７ 議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号） 

第 ８ 議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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第１０ 議案第１３８号 平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別会計補正予算（第２号） 

第１１ 議案第１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

第１２ 議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号） 

第１３ 議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号） 

第１４ 推薦第  １号 さつま町農業委員会委員の推薦について 

第１５ 陳情第  ９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書 

第１６ 陳情第 １１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める陳情

書 

第１７ 陳情第 １３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書 

第１８ 発議第  ６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見

書（案）の提出について 

第１９ 発議第  ７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出について 

第２０ 発議第  ８号 飲酒運転撲滅を宣言する決議（案） 

第２１ 議員派遣の件 

第２２ 閉会中の継続調査・審査について 
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△開  議  午前９時３３分   

○議長（濵田  等議員）   

 おはようございます。ただいまから平成１８年第６回さつま町議会定例会第５日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、お手元に配付してあります議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１ 「豪雨災害対策調査特別委員会報告」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１「豪雨災害対策調査特別委員会報告」の件を議題とします。 

 豪雨災害対策調査特別委員長から中間報告をしたいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は申し出のとおり、報告を受けることにしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、豪雨災害対策調査特別委員会の中間報告を受けることに決

定しました。 

 豪雨災害対策調査特別委員長の発言を許します。日髙委員長。 

〔日髙 政勝議員登壇〕 

○豪雨災害対策調査特別委員長（日髙 政勝議員）   

 おはようございます。豪雨災害対策調査特別委員会のこれまでの取り組みの経過について、中

間報告をいたします。 

 当委員会は、本年７月に発生した未曾有の災害である鹿児島県北部豪雨災害について、「被害

の原因」「被災者支援」「復興・防災対策」等を調査・検討するため、８月７日開催された臨時

議会において設置され、委員長に不肖私が、副委員長に中尾正男氏が選任されました。 

 これまで、８月１１日の第１回以降、現地調査も重ねながら８回にわたる調査・検討、国・県

等に対する要望活動、被災地区住民代表者との意見交換等を行ってきたところであります。 

 第１回の委員会においては、調査項目の確認と活動方針、そして被害の原因や今後の対応策等

を調査、検討するため、国土交通省川内川河川事務所及び鶴田ダム管理所の両所長の参考人出席

を求めることなどを決定しました。 

 ８月２４日の第２回委員会において、川内川河川事務所長と鶴田ダム管理所長を参考人として

招致し、専門的な立場から意見を伺ったところであります。 

 加冶屋河川事務所長の説明によると、今回の豪雨災害は、７月１９日から２３日にかけて川内

川流域に梅雨前線が長い間停滞し、川内川流域にある２５の雨量観測所中２０の観測所において

既往最大雨量を超過し、なかでも西ノ野観測所では、５日間で１,２００ミリ近くの雨量を観測

したとのことであります。 

 １,２００ミリの雨量は、全国平均の年間総雨量の７０㌫、鹿児島県平均の４０㌫もの雨量に

相当し、まさに記録的な豪雨であり、川内川にある１５の水位観測所中１１の観測所において既

往最高水位を観測しており、宮之城観測所においても、昭和４７年の大水害時の最高水位を

３メートル５６センチも超過し、流域全体で甚大な災害が発生したという説明でありました。 

 また、大規模な災害が予想されたことから、３２回にわたり流域市町村に対し水防警報を出す

など、情報提供を行ったとのことであります。 

 今後、早急に実態調査を行い、一日も早い災害復旧に努めてまいりたいとのことでありました。 
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 次に、今井ダム管理所長の説明では、今回の豪雨に対する洪水調節を７月２０日２２時１６分

から開始した。そして、７月２２日１０時４０分、計画流量４,６００トンを超える流入量の予

測が出たことから、計画規模を超える洪水時の操作に踏み切らざるを得なくなり、結果として、

最大流入量は７月２２日１５時２８分毎秒４,０４３トン、最大放流量は２２日１８時１６分の

毎秒３,５７２トンであったとのことであります。 

 鶴田ダムの最高水位１６０メートルに対して、１５９.８６メートル、満水まで１４センチ

メートルのところまでため込む操作を行ったということで、ダムの洪水調節により宮之城地区に

おいて水位で２.５メートル、水位のピークを４時間遅らせることができたという洪水調節効果

を予測しており、記録的な豪雨ではあったが操作は適切に行われたと考えているとの説明であり

ました。 

 これらの説明に対して、「川内川の整備状況と予算の概要」「河川激甚災害対策特別緊急事業

の概要と指定に向けた取り組み」「河川整備方針・河川整備計画の策定の時期と内容、策定に当

たって地元住民の意見要望の取り入れの考え」「防災に特化したダム操作」などの質疑を行った

ところ、川内川の河川整備予算の状況は、平成１２年度の約１００億円を超える予算をピークに、

近年の行財政改革や公共事業の縮小・削減により、現在は３０億円程度の予算になっている。

３つの河川改修期成会において、それぞれ要望活動を行ってもらっており、今後も御支援をお願

いしたい。 

 河川災害で甚大な被害が発生した場合には、河川激甚災害対策特別緊急事業（以下「河川激特

事業」という。）があり、これらの採択に向けて努力している。採択になると、５年程度で事業

が完成することになる。 

 支流の流量でも違ってくるが、大体１,１００トンのダム放流で虎居地区の浸水が始まると考

えている。 

 川内川の河川整備方針と整備計画の策定については、今回の災害発生を踏まえて早急に策定に

取り組みたい。策定に当たっては、公聴会などの方法により地域の方々の意見も聞きながら策定

したい。 

 洪水時の防災に特化したダムの操作については、川内川水系全体として最も適切な方法である

のか検討したい等の答弁がありました。 

 委員会としまして、「激甚災害の指定、復旧を短期間に集中的に行う河川激特事業の採択。」

「洪水時の防災ダムに特化することを含めたダム操作規則の見直し。」「町道平江線の復旧には

多額の経費を要することが予測されるため、国においての格段の支援。」の３点を要望いたしま

した。 

 参考人の説明や考え方等を踏まえ、早急に取り組むべきことは、「被災者支援」「復興・防災

対策」ということで、本町独自の要望活動を町当局と一緒になり国・県等関係機関に対し、強力

に進めるべきであるとの意見集約がなされたところであります。 

 町独自の最重点要望事項として、激甚災害の指定、河川激特事業の採択、地域の環境や景観に

配慮した川内川水系の総合的・抜本的改修、洪水期間中の防災ダムとしての特化、民生の早期安

定と防災対策整備に対する支援、鶴田ダムへのアクセス道路の復旧、被災者に対する各支援制度

の適用条件の緩和と制度の拡充、災害廃棄物処理事業に対する支援の８項目のほか、被災商工業

者、被災農業者の支援対策、農地、農業用施設、治山、林道、公共土木施設、学校施設などの各

災害に対する災害復旧の早期実施など１１項目にわたって、町当局と一緒に要望活動を実施いた

しました。 

 その主な要望活動としては、８月３０日、鹿児島県及び鹿児島県議会に対し、全議員参加して
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要望を行い、９月４日は国土交通省九州地方整備局、９月５日は国土交通省、内閣府、財務省、

経済産業省等の中央省庁、地元選出国会議員等に対して、正副議長、豪雨災害対策調査特別委員

会の正副委員長、被災議員２名が参加して行いました。 

 いずれも災害の状況を真摯に受けとめていただき、川内川改修関係については、最大限の努力

をするとの前向きな対応を得たところであります。 

 この中で、経済産業省資源エネルギー庁では、今回の豪雨災害に伴うダム放流について、被災

地域住民の不安・不信は根強く、今後水害を防止するという観点から、洪水期間中は防災ダムに

特化するため、最低水位を１１８メートルまで引き下げる関係法令の改正と所要の整備をお願い

したところであります。 

 なお、同日は、参議院災害対策特別委員会の傍聴を得る機会があり、全員で参加し、国の災害

復旧に対する積極的な答弁を聞いて安心し、力強く感じた次第であります。 

 これらの要望後、９月８日に「激甚災害」について、閣議決定がなされたところであります。 

 ９月１５日は、電源開発株式会社 西日本支店 南九州電力所に町当局と一緒に、正副議長、

正副委員長が出向き、ダムの治水機能の強化を図る観点から、少なくとも河川改修工事等が実施

され、住民生活の安全が確保されるまでの期間においては、防災ダムとして特化してもらうよう

要望いたしました。 

 このほか、川内川河川事務所やダム管理所への要望と意見交換会も議員全員参加して精力的に

取り組んでまいりました。 

 その後１０月４日、国においては川内川等の「河川激特事業」を採択し、事業費において九州

の過去最大の３５６億円（うちその６割が本町内での工事）、激特採択総延長６２.３キロメー

トルを２０１０年度までの５年間が整備するということの決定を見たことは、災害復興に向けた

取り組みが大きく前進することとなり、大変喜ばしいことでありました。 

 これによって、川内川河川事務所においては、地元住民への説明会を開催し、築堤や河道掘削、

輪中堤、宅地嵩上げ、湾曲部のショートカット等の整備内容が示されたところであります。 

 当委員会としましても、各地域住民の意見・要望を踏まえて、河川事務所、ダム管理所の説明

を受ける機会を設け、輪中堤、内水処理、分水路設置と模型実験、河川整備方針・整備計画、ダ

ム操作規則の見直し、今後のスケジュールなどの各面からの意見交換を行ってまいりました。 

 河川事務所とされては、限られた期間であり、住民の理解を得て一日も早く測量に入りたいと

のことでありました。 

 なお、鶴田ダムの洪水期の夏場に関して発電容量を洪水調節に充てて、防災ダムに特化する要

望に対して、２００７年度政府予算財務省原案に新規事業として、洪水調節機能を強化する放流

口などを新設するための調査・設計費を含む予算５億円が盛り込まれるとのことであり、構造改

良等の事業費約４６０億円に向けての大きな足がかりとなったと考えております。 

 「被災者支援対策」の取り組みについては、町見舞金、町義援金、県義援金、県支援金等が町

豪雨災害義援金配分委員会で検討され、被災世帯、被災者に対して支給されました。 

 当初、被災を受けながら見舞金が支給されない店舗や町内に住居を持ちながらも住所を有しな

い被災者等については、義援金で対応し、公正な配分に配慮されるよう意見、要望いたしました

ところ、結果的にそのような取り扱いになりました。 

 この生活支援制度については、災害救助法や被災者生活再建支援法に基づき各種の支援策が講

じられておりますが、被災の実情に照らし、支援制度の条件を緩和してもらうことと、商工業者

や生活弱者である高齢者等についても対象になるよう制度の拡充が今後の課題となっております。 

 また、町内約２００店の商工業者も多大な被害を受け、中でも虎居地区商店街は壊滅的な打撃
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となりました。現在、本格的とまではいかなくても被災業者の９割近くが営業再開されたという

ことでありますが、経営再建や営業再開のための機械設備等の設備費用や初期の運転資金等に対

しての助成も希望されております。 

 このようなことから、１０月１０日、県に対し特別要請事項として、被災者の生活関連経費等

に係る各支援制度の条件緩和及び制度の拡充、虎居地区商店街の復興並びに被災商工業者の支援、

災害復旧・災害関連事業等の円滑な事業推進など８項目にわたって、議長、特別委員長が町当局

と一緒に要望を行ってきたところであります。 

 なお、新たに県中小企業災害復旧資金利子補助金交付要綱が制定され、これに本町独自の利子

助成を行う制度が創設されました。 

 次に、当委員会では、河川激特事業や治水対策についての現地調査を１１月２７日から２８日

にかけて、宮崎県五ヶ瀬川及び熊本県緑川で実施しました。 

 五ヶ瀬川地区では、平成１７年１１月に激特の採択を受け、平成２１年度までの事業期間とい

うことで、国・県・市で「みずからまもる」プロジェクトチームを設立して、効果的・効率的な

事業実施に努めているとのことでありました。 

 また、宮崎県が「水防災対策特定河川事業」で、平成１２年度から２１年度の１０年間の事業

期間で県事業として取り組み、真新しい事業ということで３年間は勉強し、平成１５年度から輪

中堤、宅地嵩上げの工事が進められておりました。 

 また、熊本県緑川地区においては、平成１４年度に「水防災対策特定河川事業」が採択になり、

平成２１年度の完成を目指して国の直轄で、輪中堤や宅地嵩上げが実施されておりました。 

 それぞれの地区で、「輪中堤」「宅地嵩上げ」「内水対策とポンプ施設」「住民との合意形

成」などについて、関係職員や緑川については、特に地元の住民代表者との意見交換も行いまし

た。 

 連続堤防ですべてを守るというこれまでの考え方から、地域によっては減災ということから目

新しい「輪中堤」に変わって、それを現実に見る機会を得て、地元住民の合意形成の重要性を認

識いたしました。 

 また、宅地嵩上げの状況についても見ましたが、あくまで住家だけを対象にしているところと

そうでないところの取り扱いに差異があることや、さらに輪中堤の区域外になったところについ

ては、建築物の建築の制限をする建築基準法で定める「災害危険区域に関する条例」を制定する

必要から、住民の十分な理解を求める必要性も感じ、今後、本町の災害復旧に当たり参考となる

意義深い現地調査になったと考えております。 

 今回の豪雨災害に関して、被害拡大の原因究明についても国、県の要望事項の一つに入ってお

りますが、確としたものを得るに至っておりません。 

 「昭和４７年の大水害以来、要望し続けてきた中流域の抜本的な河川改修の遅れ」「ダム放流

の洪水調節」等に対する不信不満があり、「人災だ」という意見、また一方では記録的な未曾有

の豪雨と重なり「天災」の一面もあるという見方もあります。 

 委員会としましては、これらのことを認識はしても、こういった視点でいずれかに特定して結

論づけを行うことよりも、被災者の現状に鑑み、一日も早く住民の安心安全を期するための「被

災者支援」「復興・防災対策」に力を注いでいくべきだということに意見の集約を見たところで

あります。 

 河川激特事業が採択され、これから本格的な災害復興作業が進められることになりますが、事

業は５カ年間で「外水からの氾濫を防ぐ」という基本的な整備の考え方があり、住民の間では

「整備計画内容」「内水対策」「ダム操作規則」に対して不安や不満等が残っているのが現状で
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あります。 

 １２月１５日には、豪雨災害被災地区連絡会議の方々が８,７８３名の署名を添えて窮状を訴

えられ、特別要請事項をまとめた要望書の提出がなされているところであります。 

 さらに、虎居地区被災者会役員会との懇談会の中で、河川激特事業とあわせて国道拡幅や区画

整理事業等を含めた町づくりを望む意見も出されております。 

 以上のような状況と今後の諸課題を踏まえ、当委員会として次のことに早急に対応されるよう、

町当局に申し入れることが適当であるとの意見の一致をみた次第であります。 

 一つ、河川激特事業を始めとする災害復興事業が５地区の広範囲にわたることやこれらの被災

地区住民の要望等に機敏に対応するため、窓口を一本化した専門の担当課を早急に設置すること。 

 二つ、河川激特事業は限られた５カ年の事業であり、早急に住民の理解と協力を得る必要があ

ることから、住民ニーズを整理し、合意形成を図るための組織を立ち上げること。 

の２点であります。 

 町当局におかれましては、真摯に対応していただきますよう要請するものであります。 

 災害が発生して５カ月が経過し、年の瀬を迎えております。一日も早い災害復興がなされ、被

災住民の皆さんが安心して安全に暮らせる町づくり、後世に悔いのない河川改修等が実現するた

め、町当局のさらなる御努力と委員各位の御支援をお願いいたしまして、豪雨災害対策調査特別

委員会の中間報告といたします。 

〔日髙 政勝議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ここでお諮りします。ただいまの豪雨災害対策調査特別委員長の報告にありました当面の対策

として、１つ、災害復興事業や被災地区住民の要望に対応するための専門担当課の設置と、２つ

に、住民ニーズを整理し、合意形成を図るための組織立ち上げについて、執行部に対して申し入

れをすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、そのように申し入れをすることに決定しました。 

 これで豪雨災害対策調査特別委員会の報告は終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２ 「議案第１１７号 さつま町収入役を置かな

い条例を廃止する条例の制定について」、日程第

３ 「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘

条例を廃止する条例の制定について」、日程第４ 「議

案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正につ

いて」、日程第５ 「議案第１２０号 さつま町手数料

徴収条例の一部改正について」、日程第６ 「議案第

１２１号 さつま町乳幼児医療費助成条例の一部改正に

ついて」、日程第７ 「議案第１３５号 平成１８年度

さつま町一般会計補正予算（第８号）」、日程第

８ 「議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第３号）」、日程第

９ 「議案第１３７号 平成１８年度さつま町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）」、日程第１０ 「議
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案第１３８号 平成１８年度さつま町立薩摩診療所特別

会計補正予算（第２号）」、日程第１１ 「議案第

１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）」、日程第１２ 「議案第

１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算

（第２号）」、日程第１３ 「議案第１４１号 平成

１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」

から日程第１３「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第

２号）」まで、以上の議案１２件を一括して議題とします。 

 これから、それぞれの常任委員会に付託した議案について、各常任委員長の審査報告を求めま

す。 

 まず、総務常任委員長の報告を求めます。平八重委員長。 

〔平八重光輝議員登壇〕 

○総務常任委員長（平八重光輝議員）   

 総務常任委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案４件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定

した次第であります。 

 審査の過程の主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」で

あります。 

 地方自治法の一部改正に伴い、収入役が廃止されることから、さつま町収入役を置かない条例

を平成１９年４月１日から廃止するために本条例を制定するものであるとの説明であります。 

 また、本町においては、会計事務処理における電算事務の進展や指定金融機関の指定等により、

収入役を置かず収入役の事務を町長が指名する助役の兼掌扱いにしていたが、今回の改正に伴い

収入役が廃止され、助役の兼掌扱いもなくなることから、法令に基づき会計管理者を置くことに

なる。会計管理者については、普通地方公共団体の長の補助機関である職員の中から配置するこ

とになるとの説明であります。 

 次に、「議案第１１９号 さつま町職員定数条例等の一部改正について」であります。 

 地方自治法の一部改正に伴い、助役制度の見直し及び吏員制度の廃止が行われるために、関係

条例の一部改正を行うものであるとの説明であります。 

 委員から、これまで町長は、政策の決定から執行に至るまでの全責任を持って町政に従事して

いたが、今回の改正により、さまざまな政策を決定していくことに専念できるようになり、副町

長が政策や企画などの政策形成及び委任を受けた事務の執行を行うなどの権限が拡大した。 

こうした役割の改正については、職員すべてが熟知して事務処理が行われるよう、また、そ

のような仕組みが町民へも理解されるよう周知を図るべきであるとの意見が出され、これに対し

執行部からは、今回の法改正の趣旨を含め十分理解できるよう周知を行い、事務執行に努めてい

くとの答弁がなされたところであります。 

 次に、「議案第１２０号 さつま町手数料徴収条例の一部改正について」であります。 

 今回の改正は、住民基本台帳制度における住民に関する記録の適正な管理を図るため閲覧制度
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を整備するなど、関係法令の改正に伴い行われるもので、手数料については変更ないとの説明で

あります。 

 次に、「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」の関係分につ

いてであります。 

 歳出の２款１項総務管理費の中で、町村会長と町長の旅費の取り扱いについて質しましたとこ

ろ、町長が町村会の会員と町村会長と兼ねて会合等に出席している場合については、町村会に費

用を負担していただいているとの答弁であります。 

 ２款７項地籍管理費の中で、地籍調査における筆界未定地の解決のための新たな制度について

質しましたところ、不動産登記法等の一部を改正する法律に基づき、本年から法務省で「筆界特

定制度」が創設され、法務局が窓口となり専門委員会を設置し、関係者を呼んで解決を目指して

いく制度であるが、筆界未定地の全筆測量を行うため、自己負担による測量をする必要があり、

経費面において推進に影響を及ぼさないかを危惧しているとの答弁であります。 

 ９款１項消防費の中で、救急出動が大幅に増加し、救急車両等の燃料経費の補正が必要となっ

た。主な増加要因としては、生活習慣病に起因する急患、高齢者の搬送、管外搬送などである。

昨年度と比較して現在までに、出動件数が１４７件増加し、また管外搬送も８２件増加している

との説明がなされました。 

 このほか次の点について、特に町長の見解を求めたところであります。 

 今回の収入役の廃止に伴い、収入役と職務分掌上変わらない会計管理者を置くとあるが、チェ

ック機能等、その責任上からもそれなりの処遇が必要ではないかと質しましたところ、会計管理

者については、これまでの収入役の担当事務をそのまま行うことから、その職責は重いものがあ

ると認識しているが、その責任の所在は、単に会計管理者の問題だけでなく、管理監督の立場で

ある町長、副町長にもあることになる。会計管理者の処遇については、他の団体の取り扱い等も

参考にしながら考えていきたいとのことであります。 

 また、激特事業推進地域における地籍調査筆界未定地の早期解決について質しましたところ、

これまで地籍調査後の筆界未定地の解決については、当事者間での解決を原則として取り組んで

きている。今後においても、当事者が不利益を被らないよう十分な説明と協力をお願いしていく。

今回の激特事業推進地域に、どの程度の筆界未定地があるのか、国が示した指針や設計等に基づ

き、関係課に十分連携をとらせ、また国における取り扱いを見守りながら、該当地の把握と解消

に向けて協議を進めていきたいとのことであります。 

 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 

〔平八重光輝議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいまの総務常任委員長の報告について質疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 総務常任委員会関係の審議を一応中止しておきます。 

 次は、文教厚生常任委員長の審査報告を求めます。宮之脇委員長。 

〔宮之脇金次郎議員登壇〕 

○文教厚生常任委員長（宮之脇金次郎議員）   

 文教厚生常任委員会の審査の過程と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案７件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定

した次第であります。 
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 審査の過程の主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第１１８号 さつま町町民センターつるだ荘条例を廃止する条例の制定につい

て」であります。 

 つるだ荘は、昭和４２年に鶴田町老人休養ホームつるだ荘として設置され、築後３９年を経過

している。施設の老朽化と７月の豪雨災害により公の施設としての機能を果たせなくなってきて

いるとのことから、平成１８年１２月３１日をもって廃止しようとするものであるとのことであ

ります。 

 質疑の中で、施設廃止後の考えについて質しましたところ、現在、建物罹災に対する災害共済

金の申請中であり、基本的には解体の方向で協議を進めている。また、備品、器具等については、

管理受託者が不足分を購入されてきた経緯があることから、その購入費については協議中である。

町では平成９年以降の購入分だけしか把握できていない。購入価格が９００万程度で、残存価格

が２００万円程度と見ているとのことであります。 

 次に、「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」の関係分につ

いてであります。 

 歳出予算の４款１項１０目薩摩診療所管理費の中で、不動産鑑定業務の内容と来年度からの管

理運営の方向性について質しましたところ、不動産鑑定については、土地、建物別に鑑定したい

と考えている。積算は「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」を参考にしている。また、来年度

からの管理運営については、医師との協議を進めており、町に譲渡の考えがあれば買い取りで、

金額によっては賃貸借契約の方法で継続していきたいとの考えがあることを確認しているとのこ

とであります。 

 次に、４款２項４目埋立処分地管理費の中で、埋立処分地の状況について質しましたところ、

災害により搬出された廃棄物については、選別、破砕し、最終処分場に埋め立てている。今後は、

通常業務で出る焼却灰を埋め立てるとすると、１年程度の余裕しかないことから、遮水シートを

５メートル程度かさ上げできないか検討しているとのことであります。 

 次に、１０款３項１目学校管理費の中で、ソフトウエアのライセンス使用料について質しまし

たところ、宮之城中学校、山崎中学校に導入しているマイクロソフト社のソフトウエアのライセ

ンスが５年を経過することから、さらに１年更新しようとするものである。１年更新については、

両校で導入したパソコン本体が５年を経過しており、不具合が生じたり、最新バージョンのソフ

トウエアに対応できないことも予想されることから、機器の更新を視野に入れ検討しているとの

ことであります。 

 次に、「議案第１３６号 平成１８年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）」についてであります。 

 質疑の中で、療養給付費の増額要因について質しましたところ、当初予算で１１カ月分を計上

しており、今回年間見込み分とするものである。療養給付費の１７年度の前年度比は、一般被保

険者で０.４㌫増、退職被保険者で５.５㌫増、国保老人で１.１㌫減となった。また、１８年度

の前年比を各月ごとにみても、ほとんどが上昇している。これは、被保険者数が若干増加の傾向

にあることや医療サービスの向上、技術の高度化に伴う被保険者１人当たりの医療費増が影響し

ていると考えているとのことであります。 

 また、重複、頻回受診者の対策について質しましたところ、現在、年間を通して在宅看護師に

よる訪問指導等を行いながら、医療費の節減に努めているとのことであります。 

 次に、「議案第１３７号 平成１８年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」

についてであります。 
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 質疑の中で、認定者数の状況について質しましたところ、本町の人口減少とともに高齢者人口

も減少してきており、認定者数は１,７００人程度からわずかずつ減少してきている。また、平

成１８年４月から要介護認定の区分が変わり、「要介護１」が「要支援２」と「要介護１」の

２つに分かれたが、この部分の移行も比較的緩やかであり、区分ごとの認定者数については、

１年間の実績をみないと不確定な状況であるとのことであります。 

 次に、「議案第１３９号 平成１８年度さつま町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」についてであります。 

 質疑の中で、加入者の状況と施設の修繕等の状況について質しましたところ、加入状況につい

ては、未加入者のほとんどが高齢者世帯であり、本管からの引き込み工事が３０～５０万円程度

かかることなどから、なかなか加入促進については難しい状況である。佐志ニュータウンをはじ

め指定区域内に家屋が新築されることを期待しながら、今後も加入促進に努めていきたいとのこ

とであります。また、施設の修繕等の状況については、施設が使用開始から１０年を経過してい

ることから、今後さらに修繕等の可能性が高まっていくと考えているとのことであります。 

 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

〔宮之脇金次郎議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいまの文教厚生常任委員長の報告について質疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 文教厚生常任委員会関係の審議も一応中止しておきます。 

 次に、建設経済常任委員長の審査報告を求めます。市來委員長。 

〔市來  修議員登壇〕 

○建設経済常任委員長（市來  修議員）   

 建設経済常任委員会の審査の過程と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案について審査を行った結果、「議案第１３５号 平成１８年度

さつま町一般会計補正予算（第８号）」の関係分、「議案第１４０号 平成１８年度さつま町水

道事業会計補正予算（第２号）」「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補

正予算（第２号）」、以上の議案３件については、原案のとおり可決すべきものと決定した次第

であります。 

 審査の過程の主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第１３５号 平成１８年度さつま町一般会計補正予算（第８号）」の関係分につ

いてであります。 

 ６款農林水産業費についてであります。農産園芸振興費の中で、原油価格高騰施設園芸緊急対

策事業補助について、具体的な事業内容を質しましたところ、平成１７年度から国が緊急に施設

補助を行っているもので、事業主体は、さつま農協トマト部会、さつま町葉物部会、さつま町鉢

物部会の３部会であり、園芸ハウスに二重カーテン、三重カーテン、循環扇、多段式サーモの整

備を行うなど、暖房効果を高め、省エネルギーを図るとのことであります。 

 ７款商工費についてであります。商工振興費の中で、中小企業災害復旧資金利子補助について、

融資や利子の状況について質しましたところ、利子補助の申込件数は６６件で、融資総額は４億

４,０５０万である。利子補助は、５年間行われ、県緊急災害対策資金の融資を受けると融資金

額１,５００万円までは、県と町が利子補助をすることから、結果として無利子になるとのこと

であります。 
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 次に、１１款災害復旧費についてであります。農地・農業用施設災害復旧費の中で、災害復旧

申請がなされ、約１,０００件の災害査定も終了するとのことであり、採択状況等について質し

ましたところ、災害査定の結果、国庫事業の採択基準である１件当たりの事業費４０万円以上の

査定率は、約８６㌫になった。不採択の４０万円未満については、町の単独補助による災害復旧

事業もあることから、査定の結果とあわせて、町単独事業の案内と切りかえについて通知を行っ

ているとのことであります。 

 次に、道路橋梁河川災害復旧事業費の中で、町道平江線の災害復旧の目途について質しました

ところ、国ですべての工事を行うよう要望を行ってきたが、道路から下部については、国直轄で、

上部は町が災害復旧を行うこととなった。町の災害復旧の概要は、延長２８０メートルで、幅員

が６.５メートルを確保するため、山側の掘削を１０段ぐらいの段切りで行い、モルタル吹きつ

けなどを行う。災害査定も終わったことから、平成２０年１０月の完成を目指して、準備を進め

ているとのことであります。 

 次に、「議案第１４０号 平成１８年度さつま町水道事業会計補正予算（第２号）」について

であります。 

 質疑の中で、豪雨災害により西手水源地が被害を受けたが、河川改修事業と西手水源地の関係

について質しましたところ、西手水源地は、上水道事業の中で最大の水源地であり、河川改修の

状況によっては新たな水源を見つける必要があるかもしれないことから、県にお願いし、水源の

電気探査を１０月末から１１月初めにかけて、海老川、甫立、ほたるの里周辺などの調査を行っ

たとのことであります。 

 次に、「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」につ

いてであります。 

 質疑の中で、業務用無線設備について、水道事業会計と簡易水道事業会計と経費を按分して負

担すべきではないかと質しましたところ、現在、防災行政無線が使われているが、本庁、薩摩総

合支所及び鶴田総合支所でそれぞれ周波数が異なることから、個人の携帯電話を使用しているが、

災害時にはつながりにくいこともあり、開閉栓処理、漏水対策、災害対策等に対し、迅速な対応

を図るため設置したいと考えている。 

経費の按分については、これまで公用車等の購入は水道事業会計で行っていたことなどを考

慮し、今回は、簡易水道事業会計から支出することにしたが、今後、更新等が生じた場合は、給

水人口、給水量、給水件数などで按分する必要も考えているとのことであります。 

 以上で、建設経済常任委員会の報告を終わります。 

〔市來  修議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいまの建設経済常任委員長の報告について質疑はありませんか。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 なければ、それでは、ただいままで審議を中止しておきました議案第１１７号から議案第

１４１号までの議案１２件について、一括してほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ただいまの議案１２件について、一括して討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止する条例の制定について」

から「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正予算（第２号）」までの議

案１２件を一括して採決します。 

 お諮りします。ただいまの議案１２件について、各常任委員長の報告は原案可決です。委員長

の報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「議案第１１７号 さつま町収入役を置かない条例を廃止

する条例の制定について」から「議案第１４１号 平成１８年度さつま町簡易水道事業会計補正

予算（第２号）」までの議案１２件については、各常任委員長報告のとおり、原案可決されまし

た。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１４ 「推薦第１号 さつま町農業委員会委員の

推薦について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１４「推薦第１号 さつま町農業委員会委員の推薦について」を議題とします。 

 お諮りします。議会推薦の農業委員会委員については、さつま町中津川５２９３番地、尾付野

勝秋さんを推薦したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、さつま町中津川５２９３番地、尾付野勝秋さんを農業委員

会委員に推薦することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１５ 「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を

求める陳情書」、日程第１６ 「陳情第１１号 森林・

林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求め

る陳情書」、日程第１７ 「陳情第１３号 日豪ＥＰＡ

に関する陳情書」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１５「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」から日程第１７「陳情第

１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」までの陳情３件を一括して議題とします。 

 建設経済常任委員長の審査報告を求めます。市來委員長。 

〔市來  修議員登壇〕 

○建設経済常任委員長（市來  修議員）   

 ただいま議題となりました陳情３件について、建設経済常任委員会の審査の過程と結果につい

て順次報告いたします。 

 まず、「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」について報告いたします。 

 本陳情は、さつま町泊野６７６８、泊野区公民館長 久木野満氏、さつま町泊野１２７９、き

らら公民会長 市野清則氏及びさつま町泊野５１７７、泊野高峯公民会長 酒匂守氏の連名によ

り、平成１８年８月２８日に提出されたものであります。 
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 陳情の趣旨は、高規格北薩横断道路建設事業に伴う紫尾山トンネル工事に係る関係井戸の水質

検査や町による地域内の全井戸の水質検査により、健康に影響を及ぼすような物質が検出された

ことから、地域では町の指導のもと、代替の飲料水の確保について検討してまいりましたが、高

齢化の進行や地域の地形的影響から、完全な問題解決に至っていない状況にあります。 

 ついては、この問題の抜本的解決と地域の振興発展のために、当地区全域を給水区域とする簡

易水道布設しかないとして、地域住民の同意を添えて建設お願いしたいというものであります。 

 当委員会では、９月定例会から継続審査事項として現地調査並びに熊本県山鹿市及び福岡県立

花町での調査を行い、また関係課長の出席を求めて説明や意見等を聞くなど、慎重に審査を行い

ました。 

 仮に泊野地区簡易水道を新設するとなると、概算事業費５億６,０００万円で、財源内訳は国

庫補助金２億１,６００万円、地方債３億２,４００万円、簡易水道事業から２,０００万円と多

額の経費が見込まれ、さらには地方債償還が始まると、水道使用料を仮に３,０００円とした場

合、交付税措置される分を除いて毎年１,０００万から１,５００万円の経費の不足が生じること

が予測されるとのことであります。 

 安全な水を安定的に供給するため、水道の未整備地区の解消を図ることは必要なことからも、

陳情の趣旨は十分理解できるものの、本町の財政状況等を考慮し、当委員会としては趣旨採択す

べきものと決定した次第であります。 

 次に、「陳情第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める陳情

書」について報告いたします。 

 本陳情は、薩摩川内市鳥追町１５の７、全国林野関連労働組合 九州地方本部 北薩分会 執

行委員長 山下和也氏とさつま町湯田１７５７、さつま地区代表 東条治満氏の連名により、平

成１８年１１月２２日に提出されたものであります。 

 陳情の趣旨は、今日の森林・林業や木材関連産業は、国産材の価格低迷が長期に続く中で、林

業の採算性が悪化し、そのことが森林所有者の林業に対する意欲を失わせ、適切な森林の育成・

整備が停滞し、森林の持つ多面的機能が低迷している事情にあります。 

 また、近年、自然災害が多発する中で、産地災害未然防止に向けた治山対策や森林整備等、自

然環境や生活環境での「安心・安全の確保」に対する国民の期待と要請は年々増加し、森林の持

つ多面的機能の発揮が一層期待されています。 

 さらに、地球温暖化防止の枠組みとなる京都議定書が、昨年２月に発効したことに伴い、国際

公約となった温室効果ガス６㌫削減を履行するための森林吸収量３.９㌫確保対策の着実な実行

も急務となっています。くわえてこの間、我が国の森林行政の中核を担い、民有林行政との連携

を果たしてきた国有林事業は、一般会計化・独立行政法人化が検討されるなど、国民の共有の財

産である国有林の管理が危ぶまれています。 

 こうした中、平成１８年９月８日、森林・林業基本計画が閣議決定され、今後はその骨子であ

る、多様で健全な森林への誘導、国土保全等の推進、林業・木材産業の再生を前提に、森林整備

や地域材利用計画の推進、林業労働力の確保等対策を進めていくこととされました。 

 ついては、森林・林業基本計画の確実な実行や、地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の着

実な実行、そして多面的機能維持を図るための森林整備等を推進するため、次の施策の実行を求

める決議をしていただきたいとするものです。 

 １、森林・林業基本計画に基づく、多様で健全な森林・保全の推進、林業・木材関連産業の再

生等、望ましい森林・林業施策実行に向け、平成１９年度予算の確保等必要な予算措置を講ずる

こと。 
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 ２、国産材利用・安定供給対策並びに地域材利用対策の推進と、木材の生産・加工・流通体制

の整備に向け、関係省庁の枠を超えた計画の推進を図ること。 

 ３、森林整備を通じた「緑の雇用担い手対策事業」の充実と、森林・林業基本計画に基づく労

働力確保諸対策の確保を図ること。 

 ４、二酸化炭素を排出する者が負担する税制上の措置などにより、地球温暖化防止森林吸収源

１０カ年対策を推進するための安定的な財源確保を図ること。 

 ５、地球規模での環境保全や持続可能な森林経営を目指した違法伐採対策の推進を図ること。 

 ６、国有林野については、安全・安心な国土基盤の形成と地域振興に資する管理体制の確保を

図ること。特に、国有林野事業特別会計改革に当たっては、国民の共有財産である国有林の持続

可能な森林管理と技術者の育成・確保を国が責任を持って図ること。 

 当委員会といたしましては、関係課長の出席を求めて説明や意見等を聞くなど、慎重に審査を

行った結果、陳情の趣旨を了として採択すべきものと決定した次第であります。 

 次に、「陳情第１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」について報告いたします。 

 本陳情は、さつま町虎居７４５番地、さつま農業協同組合 代表理事組合長 永福喜作氏及び

同住所で県農民政治連盟 さつま支部 支部長 永福喜作氏から、平成１８年１１月２８日に提

出されたものであります。 

 陳情の趣旨は、政府は日豪ＥＰＡについて、２年間にわたる「政府間共同研究」を踏まえなが

ら今後の対応を決定する方針でありますが、豪州側は今年度末までに共同研究を終了し、交渉入

りを強く求めております。 

 日本にとって豪州は、第３位の農林水産物輸出国であり、この輸出品目の半分以上は、牛肉、

乳製品、砂糖、米、麦など我が国並びに本県の重要な品目が占めております。 

 万一、農畜産物の関税撤廃となった場合、主要４分野「牛肉、酪農、小麦、砂糖」だけでも、

日本農業への影響は毎年４,０００億円を超えると政府は試算をしており、我が国の農業に壊滅

的な打撃を与えることは必至であります。 

 さらに、豪州と安易な妥協をした場合、米国やカナダなど他輸出競合国に対しても関税撤廃を

認めざるを得ない事態も想定され、日本農業の崩壊・食糧自給率の大幅低下など甚大な損失につ

ながってくると考えられます。 

 このようなことから、豪州ＥＰＡは、食と環境の基盤である日本農業の崩壊につながるばかり

でなく、国策である食糧自給率の向上や構造改革による強い農業づくりに多大なマイナスの影響

をもたらすことになることから、「締結交渉に着手しない」ように政府に対して意見書の提出を

求めるものであります。 

 当委員会といたしましては、関係課長の出席を求め、説明や意見等を聞くなど慎重な審査を行

った結果、陳情の趣旨は了として採択すべきものと決定した次第であります。 

 以上で報告を終わります。 

〔市來  修議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これから質疑を行います。 

 まず、「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」について質疑はありませんか。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 なければ、本案の審議を一応中止しておきます。 
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 次は、「陳情第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める陳情

書」について質疑はありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 なければ、本案の審議を一応中止しておきます。 

 次は、「陳情第１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」について質疑はありませんか。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 それでは、ただいままで審議を中止しておきました陳情３件について、一括して質疑はありま

せんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから順番に採決します。 

 まず、「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」を採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は趣旨採択です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「陳情第９号 泊野地区の簡易水道布設を求める陳情書」

は、委員長報告のとおり趣旨採択とすることに決定しました。 

 次は、「陳情第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める陳情

書」を採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「陳情第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林

野事業の健全化を求める陳情書」は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。 

 次は、「陳情第１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」を採決します。 

 お諮りします。本案に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「陳情第１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」は、委員長

報告のとおり採択することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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△日程第１８ 「発議第６号 森林・林業・木材関連産業

政策と国有林野事業の健全化を求める意見書（案）の提

出について」、日程第１９ 「発議第７号 日豪ＥＰＡ

に関する意見書（案）の提出について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第１８「発議第６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意

見書（案）の提出について」及び日程第１９「発議第７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の

提出について」の発議２件を一括して議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。市來委員長。 

〔市來  修議員登壇〕 

○建設経済常任委員長（市來  修議員）   

 ただいま議題となりました発議２件について、趣旨の説明を申し上げます。 

 まず、「発議第６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書

（案）の提出について」、趣旨の説明を申し上げます。 

 本意見書案は、先ほど採択されました「陳情第１１号 森林・林業・木材関連産業政策と国有

林野事業の健全化を求める陳情書」の趣旨を受けて、お手元に配付してあります案のとおり、内

閣総理大臣ほか関係大臣に対して意見書を提出しようとするものであります。 

 次に、「発議第７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出について」、趣旨の説明を申し

上げます。 

 本意見書案は、先ほど採択されました「陳情第１３号 日豪ＥＰＡに関する陳情書」の趣旨を

受けて、お手元に配付してあります案のとおり、内閣総理大臣ほか関係大臣に対して意見書を提

出しようとするものであります。 

 以上で趣旨説明を終わります。 

〔市來  修議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいま議題となっております発議第６号及び７号については、印刷してお配りしてあります。

御了承願います。 

 お諮りします。ただいま議題となっております発議第６号及び７号については、会議規則第

３９条第２項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、発議第６号及び７号は委員会付託を省略することに決定し

ました。委員会付託を省略します。 

 これから順番に質疑を行います。 

 まず、「発議第６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書

（案）の提出について」、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 本案の審議を一応中止しておきます。 

 次は、「発議第７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出について」、質疑はありません

か。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（濵田  等議員）   

 それでは、ただいままで審議を中止しておきました発議第６号及び発議第７号の発議２件につ

いては、一括してほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから順番に採決します。 

 まず、「発議第６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書

（案）の提出について」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「発議第６号 森林・林業・木材関連産業政策と国有林野

事業の健全化を求める意見書（案）の提出について」は、原案のとおり可決されました。 

 次は、「発議第７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出について」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「発議第７号 日豪ＥＰＡに関する意見書（案）の提出に

ついて」は、原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。ただいまの発議第６号及び発議第７号の送付先は記載のとおりであります。本

意見書の送付については、私に一任いただきたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、そのように取り扱うことにいたします。 

 しばらく休憩します。再開はおおむね１０時５５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時４３分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時５４分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（濵田  等議員）   

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２０ 「発議第８号 飲酒運転撲滅を宣言する決

議（案）」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２０「発議第８号 飲酒運転撲滅を宣言する決議（案）」を議題とします。 
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 提出者の趣旨説明を求めます。平八重議員。 

〔平八重光輝議員登壇〕 

○平八重光輝議員   

 ただいま議題となりました発議第８号について、趣旨の説明を申し上げます。 

 飲酒運転による交通事故は、平成１３年に危険運転致死傷罪の新設など、法規制の強化等を背

景として全国的には減少傾向にあるものの、依然として後を絶たず、私たち町民の願いとはほど

遠い状況にあると言えます。 

 本町議会においては、このように飲酒運転により幸せな家庭が一瞬にして崩壊させられた交通

事故などが全国的に多発し、国民に大きな衝撃と悲しみをもたらしている現状を鑑み、このよう

な悲劇を再び繰り返すことがないよう、飲酒運転撲滅を宣言する決議を行うものであります。 

 飲酒運転撲滅宣言を決議いたしましたこの決議文を朗読して、決議とさせていただきます。 

 飲酒運転撲滅を宣言する決議。 

 交通事故のない安全で安心して暮らせる社会の実現は、町民すべての願いであるとともに、長

年の課題でもある。 

 飲酒運転による交通事故は、危険運転致死傷罪の新設や厳罰化等にもかかわらず、依然として

後を絶たない憂慮すべき状況にある。 

 尊い人命が失われ幸せな家庭を一瞬にして崩壊させる飲酒運転による交通事故の悲惨さは、国

民に大きな衝撃と悲しみをもたらしている。 

 飲酒運転撲滅のためには、運転者の交通安全意識の向上はもとより、家庭や職場、さらには地

域が一体となって、「飲酒運転は絶対にしない・させない」という強い意思を示さなければなら

ない。 

 よって、さつま町議会は、ここに交通安全意識の徹底を強く呼びかけ、関係機関・団体との連

携を強化し、町をはじめ町民と一体となって飲酒運転撲滅に向けて全力を挙げて取り組むことを

宣言する。 

 以上、決議する。平成１８年１２月２２日、鹿児島県さつま町議会。 

〔平八重光輝議員降壇〕 

○議長（濵田  等議員）   

 ただいま議題となっています発議第８号は、印刷してお配りしてあります。御了承願います。 

 お諮りします。ただいまの発議第８号については、会議規則第３９条第２項の規定によって委

員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、発議第８号は委員会付託を省略することに決定しました。

委員会付託を省略します。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 これで質疑を終わります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 討論なしと認めます。 
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 これから「発議第８号 飲酒運転撲滅を宣言する決議（案）」を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、「発議第８号 飲酒運転撲滅を宣言する決議（案）」は、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２１ 「議員派遣の件」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２１「議員派遣の件」を議題とします。 

 会議規則第１２１条の規定により、別紙のとおり次期定例会までの期間に開催される研修会に

ついて、議員を派遣したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、別紙のとおり議員を派遣することに決定しました。 

 お諮りします。ただいまの議員派遣につきましては、やむを得ず期間、派遣議員等に変更を生

ずる場合には、私に一任願いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、そのように取り扱うことにいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２２ 「閉会中の継続調査・審査について」   

○議長（濵田  等議員）   

 日程第２２「閉会中の継続調査・審査について」を議題とします。 

 各常任委員会及び議会運営委員会並びに特別委員会の各委員長から、会議規則第７５条の規定

によって、お手元にお配りしました各事項について、閉会中の継続調査・審査の申し出がありま

す。 

 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵田  等議員）   

 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査と

することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△閉  会   

○議長（濵田  等議員）   

 以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

 平成１８年第６回さつま町議会定例会を閉会します。まことに御苦労さまでございました。 

閉会時刻 午前１１時０１分 
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